
事 務 連 絡 
令和８年５月２５日 

 
都道府県薬剤師会事務（局）長 様 

日 本 薬 剤 師 会 
 総務部 総務課 

 
 

令和８年度 第１回都道府県会長協議会 資料事前送付について 
 
 
 

平素より本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 
上記協議会の次第及び配付資料（５月２５日現在）をお送りいたしますので、 

貴会会長等ご出席者にお渡し下さいますよう宜しくお願い申し上げます。 
 
追伸：次第に○印の付いているものは当日配布資料となります。資料の追加等で、 

事前送付分と当日配付資料が異なる場合がありますので、ご了承下さいますよう

お願い致します。 
 
●当日配布資料について 
【現地出席の皆様】 

協議会当日に、同資料を机上に配付いたしますので、ご持参等いただく必要は

ございません。 
【WEB 出席の皆様】 

協議会当日に、招待用 URL・同資料をご指定メールアドレス宛に送付致します。 
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 第１回都道府県会長協議会次第 
 

日 時：令和８年５月２７日（水） 午後１時３０分 ～ ４時３０分 

場 所：日本薬剤師会 ８階会議室 

 

議 題  

１．報 告 

    第１号  会務報告（令和８年１～４月）                

   第２号 日薬を巡る最近の動きについて 

（１）薬事審議会 医薬品第一部会・第二部会について      

（２）中央社会保険医療協議会について           

（３）社会保障審議会 医療部会について          

（４）社会保障審議会 介護給付費分科会について       

（５）薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会について   

  （６）財政審 財政制度分科会について           

第３号 要指導・一般用医薬品等販売の総合手引きについて  

第４号 「生活保護の医療扶助における医薬品の適正使用の推進 

について」の全部改正について           

第５号 薬局製剤に係る対応事項について          

第６号 その他 

（１）保険調剤の動向（令和７年度）について        

（２）「日薬アプリ」の運用開始について          

（３）薬剤師のためのアンチ・ドーピングガイドブック 

2026 年版について                 

（４）ドーピング防止カードについて                      

（５）令和８年度の日薬会議日程について          

（６）日薬事務局体制について               

 

２．協 議 

○第１号 令和９年度予算・税制改正等要望事項の件       

第２号 その他 
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会務⽇誌１⽉〜４⽉

月・日・曜日 本会会議等 一般会務等

1月5日(月)
　岩月会長、福岡県薬業団体連合会名刺
交換会出席（グランドハイアット福岡）

1月6日(火)
正副会長会（専務室）
常務理事会（第二会議室）

1月7日(水)

　日本医薬品卸売業連合会宮田浩美会長
新年挨拶来会
　岩月会長、薬業四団体令和７年新年賀
詞交歓会出席（ザ・プリンスパークタ
ワー東京）
　渡邊副会長、薬剤師認定制度認証機構
第２回薬剤師キャリア形成調査検討会Ｗ
ＥＢ会議出席
　山田（卓）常務理事、厚生労働省薬局
製剤指針に関する検討連絡会議ＷＥＢ会
議出席
　山田（武）常務理事、社会保険診療報
酬支払基金役員選考委員会出席（同基
金）
　井深理事、厚生労働科学研究「在宅医
療における薬剤師の多職種連携によるポ
リファーマシーへの介入研究令和７年度
第２回班会議ＷＥＢ会議出席

1月8日(木)

生涯学習委員会ＷＥＢテスト受験
資格審査小委員会（第一会議室）

　橋場・山田（武）両常務理事、日本薬
学会調剤の概念ワーキンググループ出席
（同会）
　田中常務理事、ジェネリック医薬品協
議会ジェネリック産業維持育成ＰＴ（Ｂ
班）第５回会合ＷＥＢ会議出席

1月9日(金)

　日本薬科機器協会酒井哲嗣会長、千種
康一副会長新年挨拶来会
　岩月会長、神奈川県薬業団体新年賀詞
交換会出席（ヨコハマグランドインター
コンチネンタルホテル）
　岩月会長、日本薬局協励会・日邦薬品
工業２０２６年「新春懇親会」出席（京
王プラザホテル)
　岩月会長、森副会長、四病院団体協議
会新年会員交流会出席（パレスホテル東
京）
　森副会長、中央社会保険医療協議会出
席（全国都市会館）
　上野専務理事、日本薬学会２０２６年
新年懇親会出席（同会）
　川名常務理事、消費者庁令和７年度第
４回食品衛生基準審議会出席（同庁）

1月10日(土)

　岩月会長、第１９回医療関係団体新年
互礼会出席（かめ福オンプレイス：山口
市）
　渡邊副会長、滋賀県薬剤師会新年賀詞
交歓会出席（ホテルボストンプラザ草
津）
　荻野副会長、札幌薬剤師会令和８年新
年交礼会出席（札幌パークホテル）
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月・日・曜日 本会会議等 一般会務等

1月11日(日)

　原口副会長、大阪府薬剤師会新年互礼
会出席（リーガロイヤルホテル大阪）
　山田（卓）常務理事、宮城県薬剤師会
新年祝賀会出席（江陽グランドホテル：
仙台市）

1月13日(火)

正副会長会（専務室）
常務理事会（第二会議室）
定例記者会見（第一会議室）

　岩月会長、日本医療福祉生活協同組合
連合会２０２６年賀詞交歓会出席（ホテ
ルニューオータニ東京）

1月14日(水)

第４回都道府県会長協議会（第
一・第二会議室）
令和８年度新年賀詞交歓会（明治
記念館）

　森副会長、中央社会保険医療協議会出
席（全国都市会館）
　長津・山田（武）両常務理事、薬学教
育協議会２０２６年度第１回実務実習推
進委員会ＷＥＢ会議出席
　田中常務理事、厚生労働省委託事業
「令和７年度医薬品・医療機器等製品
データベースの構築に関する検討会」第
２回医薬品ＷＧ出席（ＡＰ新橋）

1月15日(木)

　岩月会長、東京都薬剤師会賀詞交歓会
出席（京王プラザホテル）
　川上副会長、厚生科学審議会再生医療
等評価部会ＷＥＢ会議出席

1月16日(金)

会計士監査（第二会議室） 　岩月会長、森・渡邊・原口・川上各副
会長、日本保険薬局協会賀詞交歓会出席
（オークラ東京）
　岩月会長、森副会長、上野専務理事、
日本漢方生薬製剤協会２０２６年新年祝
賀会出席（ＫＫＲホテル東京）
　森副会長、中央社会保険医療協議会出
席（日比谷国際ビルコンファレンススク
エア）
　渡邊副会長、長津常務理事、薬学教育
評価機構第２回総合評価評議会ＷＥＢ会
議出席
　荻野副会長、第９回地域医療構想及び
医療計画等に関する検討会出席（ＴＫＰ
新橋カンファレンスセンター）
　山田（武）常務理事、第２５０回社会
保障審議会介護給付費分科会ＷＥＢ会議
出席
　池田理事、健康日本２１推進全国連絡
協議会幹事会ＷＥＢ会議出席

1月17日(土)
　渡邊副会長、大津市薬剤師会研修会に
講師として出席（大津市保健所）
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月・日・曜日 本会会議等 一般会務等

1月18日(日)

　森副会長、千葉県薬剤師会地域・職域
薬剤師会代表者拡大会議に講師として出
席（ホテルポートプラザちば）
　森副会長、千葉県薬剤師会「千葉県新
春の集い」出席（ホテルポートプラザち
ば）
　豊見常務理事、宮城県薬剤師会令和７
年度地域医療介護総合確保事業「地域連
携薬局に関する研修」に講師として出席
（ＴＫＰガーデンシティ仙台）
　山田（武）常務理事、国立長寿医療研
究センター第１３回認知症医療介護推進
フォーラムＷＥＢ会議出席

1月19日(月)

調剤業務・医療安全委員会（第一
会議室）
農林水産薬事薬剤師部会幹事会
（小会議室４）

　岩月会長、森副会長、日本ＯＴＣ医薬
品協会新春祝賀会出席（ホテルグランド
アーク半蔵門）
　荻野副会長、社会保障審議会医療部会
出席（航空会館ビジネスフォーラム）

1月20日(火)

正副会長会（専務室）
常務理事会（第二会議室）

　岩月会長、森副会長、豊見常務理事、
上野専務理事、日本ジェネリック製薬協
会新年賀詞交歓会出席（東京プリンスホ
テル）

1月21日(水)

　岩月会長、渡邊・原口両副会長、保健
医療福祉情報システム工業会２０２６年
ＪＡＨＩＳ新春講演会及び賀詞交換会出
席（イイノホール＆カンファレンスセン
ター）
　森副会長、中央社会保険医療協議会出
席（日比谷国際ビルコンファレンススク
エア）

1月22日(木)

一般用医薬品等委員会（第二会議
室）

　岩月会長、埼玉県薬剤師会令和８年新
春賀詞交歓会出席（ロイヤルパインズホ
テル浦和）
　川名常務理事、埼玉県医師会「令和７
年度第３回埼玉県小児在宅医療研修会」
に講師として出席（同会）

1月23日(金)

　森副会長、中央社会保険医療協議会出
席（厚生労働省）
　川上副会長、薬事審議会医薬品第一部
会出席（厚生労働省）
　橋場常務理事、薬事審議会医薬品等安
全対策部会ＷＥＢ会議出席

1月25日(日)
くすり教育研修会（ＴＫＰガーデ
ンシティＰＲＥＭＩＵＭ東京駅）

1月26日(月)

　森副会長、社会保険診療報酬支払基金
理事会出席（同基金）
　荻野副会長、社会保障審議会医療部会
ＷＥＢ会議出席
　田中常務理事、医療扶助・健康管理支
援等に関する検討会「医療扶助等の業務
効率化・オンライン化に向けた検討ワー
キンググループ」ＷＥＢ会議出席
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月・日・曜日 本会会議等 一般会務等

1月27日(火)

第６回理事会（第一・第二会議
室）

　渡邊副会長、令和７年度厚生労働省医
薬局総務課委託事業「一般用医薬品販売
の遠隔管理等に関する調査業務一式」検
討会出席（ＮＴＴデータ経営研究所）

1月28日(水)

監事監査会（第一会議室）
総会議事運営委員会（第一会議
室）

　岩月会長、豊見常務理事、ＷＰＣ（Ｗ
ｏｒｌｄ　Ｐｈａｒｍａｃｙ　Ｃｏｕｎ
ｃｉｌ：世界薬局協議会）ウェルカム
ミーティングＷＥＢ会議出席
　森副会長、中央社会保険医療協議会出
席（厚生労働省）
　長津常務理事、薬学教育協議会第５５
回病院・薬局実務実習中央調整機構委員
会ＷＥＢ会議出席
　荻野副会長、第１０回地域医療構想及
び医療計画等に関する検討会出席（ＴＫ
Ｐ新橋カンファレンスセンター）
　堀越常務理事、日本製薬団体連合会第
１４回「日本における倫理的連携のため
のコンセンサス・フレームワーク（東京
ＣＦ）」ＷＥＢ会議出席
　山田（武）常務理事、薬学共用試験セ
ンター第８回ＯＳＣＥ実施委員会ＷＥＢ
会議出席

1月29日(木)

定例記者会見（第一会議室） 　岩月会長、森・渡邊両副会長、上野専
務理事、豊見常務理事、日本医薬品卸売
業連合会・日本薬業政治連盟祝賀会およ
び懇親会出席（パレスホテル東京）
　川上副会長、薬事審議会医薬品第二部
会出席（厚生労働省）
　豊見常務理事、井深理事、静岡県社会
保険医療担当者共同指導立会い（～３０
日：沼津市）
　富永常務理事、日本医師会第３回健康
食品安全対策委員会出席（同会）
　山田（卓）常務理事、令和７年度岩手
県病院薬剤師会「災害対策に関する研修
会」に講師として出席（盛岡赤十字病
院）

1月30日(金)

　森副会長、中央社会保険医療協議会出
席（厚生労働省）
　川上副会長、日本医療機能評価機構評
価事業運営委員会ＷＥＢ会議出席
　富永常務理事、日本学校保健会学校保
健用品推薦委員会ＷＥＢ会議出席
　橋場常務理事、国立医薬品食品衛生研
究所第３６回ジェネリック医薬品・バイ
オシミラー品質情報検討会出席（ＡＰ赤
坂グリーンクロス）
　舟越理事、医療安全全国共同行動２０
２５年度第３回理事会ＷＥＢ会議出席

1月31日(土)
学校薬剤師部会九州ブロック連絡
会議（桜の馬場城彩苑：熊本市）

2月1日(日)

　森副会長、福岡県薬剤師会第５０回保
険薬局セミナーに講師として出席（アク
ロス福岡）
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月・日・曜日 本会会議等 一般会務等

2月2日(月)

　富永常務理事、薬事審議会要指導・一
般用医薬品部会出席（厚生労働省）
　橋場常務理事、薬局・薬剤師の機能強
化等に関する検討会出席（厚生労働省）

2月3日(火)

正副会長会（専務室）
常務理事会（第二会議室）

　富永常務理事、「児童・生徒の薬物乱
用防止に関する覚書」に基づく来年度に
向けた会議出席（東京都薬剤師会館）

2月5日(木)

　原口副会長、くすりの適正使用協議会
理事会ＷＥＢ会議出席
　長津常務理事、日本看護協会「日本看
護サミット２０２５」出席（パシフィコ
横浜）

2月6日(金)

セルフケア・セルフメディケー
ション全国担当者会議（第一会議
室）

　山田（武）常務理事、薬学教育評価機
構第５回評価委員会出席（同機構）

2月8日(日)

令和７年度日本薬剤師会北陸信越
ブロック会議（ホテル信濃路:長野
市）

　原口副会長、第１４回九州山口薬学会
ファーマシューティカルケアシンポジウ
ムに講師として出席（宮崎市民プラザ）

2月9日(月)

　渡邊副会長、薬事審議会プログラム医
療機器調査会出席（厚生労働省）
　荻野副会長、令和７年度厚生労働省委
託事業「遠隔医療に係る調査・研究事
業」検討委員会ＷＥＢ会議出席
　川上副会長、薬事審議会医療機器・体
外診断薬部会出席（厚生労働省）

2月10日(火)

薬価基準検討会（第一会議室）
正副会長会（専務室）
常務理事会（第二会議室）

　川上副会長、令和７年度第２回厚生科
学審議会疾病対策部会書面開催出席
　村杉常務理事、厚生労働省「人生会議
（ＡＣＰ：アドバンス・ケア・プランニ
ング）国民向け普及啓発事業」における
普及啓発の内容決定及び事業の取りまと
めのための検討会ＷＥＢ会議出席
　小林理事、令和７年度厚生労働行政推
進調査事業「カスタマーハラスメント対
応を含む薬剤師の調剤応需義務の体系的
整理のための研究」に関する第１回研究
班会議出席（ＡＰ東京八重洲）

2月11日(水)

　豊見常務理事、ＦＩＰ第１回臨時評議
会ＷＥＢ会議出席
　川名常務理事、高知県薬剤師会研修会
に講師としてＷＥＢ出席

2月12日(木)
薬事情報センター実務担当者等研
修会（第二会議室）

　渡邊副会長、社会保障審議会医療保険
部会出席（航空会館）

5



月・日・曜日 本会会議等 一般会務等

2月13日(金)

大学教員薬剤師部会幹事会（小会
議室４）
定例記者会見（第一会議室）

　岩月会長、森副会長、令和８年度診療
報酬改定に関する三師会合同記者会見出
席（日医会館）
　森副会長、中央社会保険医療協議会出
席（厚生労働省）
　川名常務理事、内閣府食品安全委員会
第４７回企画等専門調査会ＷＥＢ会議出
席
　山田（武）常務理事、社会保険診療報
酬支払基金役員選考委員会ＷＥＢ会議出
席

2月15日(日)

学校薬剤師部会関東・東京ブロッ
ク連絡会議（ホテル東京ガーデン
パレス）

　岩月会長、愛媛県薬剤師会学術大会に
講師として出席（同会館）
　山田（武）常務理事、日本認知症予防
学会理事会ＷＥＢ会議出席

2月16日(月)

臨床・疫学研究倫理審査委員会
（第一会議室）
災害対策委員会（第一会議室）
学校薬剤師部会幹事会（第二会議
室）

　岩月会長、渡邊副会長、長津常務理
事、第２４回新薬剤師養成問題懇談会出
席（厚生労働省）
　森副会長、第一三共株式会社「Ｌｉｖ
ｅ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ　ｆｏｒ　Ｐｈ
ａｒｍａｃｉｓｔ」に講師として出席
（日本橋スタジオ）
　荻野副会長、第２５４回社会保障審議
会介護給付費分科会ＷＥＢ会議出席
　豊見常務理事、令和７年度厚生労働省
医政局総務課委託事業「病院薬剤師の確
保及び業務改革推進事業一式」における
協議会ＷＥＢ会議出席
　長津常務理事、小林理事、薬学教育協
議会認定実務実習指導薬剤師認定委員会
ＷＥＢ会議出席
　山田（武）常務理事、「居宅療養管理
指導等に係る在宅医療・介護連携の調査
研究事業」第１回検討委員会ＷＥＢ会議
出席

2月17日(火)

正副会長会（専務室）
日本貿易振興機構（ジェトロ）
ニューヨーク事務所谷俊輔氏講演
会（第二会議室）
常務理事会（第二会議室）

　渡邊副会長、ＭＩＤ－ＮＥＴの利活用
に関する有識者会議ＷＥＢ会議出席
　豊見常務理事、薬学教育評価機構第６
回基準・要綱検討委員会ＷＥＢ会議出席
　豊見・村杉両常務理事、令和７年度厚
生労働科学研究「患者のケア移行に伴う
薬剤師間の情報連携の現状課題の把握と
その解決に向けた調査研究（急性期にお
けるケア移行）（回復期・慢性期・在宅
期におけるケア移行）」班会議ＷＥＢ会
議出席
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月・日・曜日 本会会議等 一般会務等

2月18日(水)

　森副会長、日本医療安全調査機構令和
７年度第３回理事会出席（同機構）
　原口副会長、第２回医療等分野におけ
る電子署名基盤のあり方検討会出席（Ｔ
ＫＰ新橋カンファレンスセンター）
　豊見常務理事、日本医療薬学会２０２
５年度第４回地域薬学ケア専門薬剤師認
定委員会ＷＥＢ会議出席
　田中常務理事、ジェネリック医薬品協
議会ジェネリック産業維持育成検討プロ
ジェクトチーム２０２５年度第２回会合
ＷＥＢ会議出席
　井深理事、医薬品医療機器総合機構
「医療機関等における医薬品安全性情報
の入手・伝達・活用状況等調査」検討会
ＷＥＢ会議出席

2月19日(木)

　荻野副会長、富永常務理事、日本学校
保健会令和７年度第２回常務理事会ＷＥ
Ｂ会議出席
　小黒理事、長崎県社会保険医療担当者
共同指導立会い（～２０日：長崎市）

2月20日(金)

国際委員会（第一会議室） 　荻野副会長、第１１回地域医療構想及
び医療計画等に関する検討会出席（航空
会館）
　富永常務理事、第３５回医療用から要
指導・一般用への転用に関する評価検討
会議出席（厚生労働省）
　田中常務理事、健康・医療・介護情報
利活用検討会電子処方箋等検討ワーキン
ググループ電子処方箋推進のためのシス
テム面の課題等に係る作業班ＷＥＢ会議
出席
　堀越常務理事、令和７年度厚生労働科
学特別研究事業「セルフメディケーショ
ン推進のためのＯＴＣ医薬品データの利
活用に係る研究」第４回研究班会議にオ
ブザーバーとして代理出席（ＴＫＰ新橋
カンファレンスセンター）
　舟越理事、健康・医療・介護情報利活
用検討会医療等情報利活用ワーキンググ
ループ医療機関における運用に関する技
術作業班ＷＥＢ会議出席

2月21日(土)

　岩月会長、第１３回日本災害医療薬剤
師学会学術大会開会式出席（日本赤十字
看護大学）
　田中常務理事、第１３回日本災害医療
薬剤師学会学術大会シンポジウムに座長
として出席（日本赤十字看護大学）

2月22日(日)

　山田（卓）常務理事、第１３回日本災
害医療薬剤師学会学術大会シンポジウム
に座長として出席（日本赤十字看護大
学）

2月24日(火)

正副会長会（専務室）
常務理事会（第二会議室）

　橋場常務理事、日本医療機能評価機構
第３７回薬局ヒヤリ・ハット総合評価部
会ＷＥＢ会議出席
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月・日・曜日 本会会議等 一般会務等

2月25日(水)

令和７年度研究推進に関する全国
会議（第二会議室）
定例記者会見（小会議室４）

　岩月会長、川上副会長、川名常務理
事、上野専務理事、令和７年度都道府県
災害薬事連携推進会議ＷＥＢ会議出席
　森副会長、社会保険診療報酬支払基金
理事会出席（同基金）
　豊見常務理事、令和７年度厚生労働省
医薬局総務課委託事業「薬剤師確保のた
めの調査・検討事業一式」調査検討会Ｗ
ＥＢ会議出席
　富永常務理事、山口県薬剤師会学校薬
剤師部会第２回研修会に講師としてＷＥ
Ｂ出席
　村杉常務理事、厚生労働省事業「全世
代向けモデル歯科健康診査等実施事業
（薬局等を通じた受診勧奨事業）に係る
調査研究・検討委員会」ＷＥＢ会議出席

2月26日(木)

　川上副会長、厚生科学審議会再生医療
等評価部会ＷＥＢ会議出席
　豊見常務理事、令和７年度「医療機能
情報提供制度・薬局機能情報提供制度の
全国統一システムの運用・保守・改修に
係るプロジェクト管理支援業務」第３回
検討委員会ＷＥＢ会議出席
　川名常務理事、第３５回厚生科学審議
会がん登録部会ＷＥＢ会議出席
　山田（武）常務理事、社会保険診療報
酬支払基金役員選考委員会出席（同基
金）

2月27日(金)

行政薬剤師部会講演会（ＴＫＰ新
宿西口カンファレンスセンター）

　豊見・山田（武）両常務理事、厚生労
働科学研究「専門薬剤師が医療の質に与
える効果とその評価に関する研究」第２
回班会議出席（ＴＫＰガーデンシティＰ
ＲＥＭＩＵＭ東京駅丸の内中央）
　橋場常務理事、令和７年度厚生労働省
医薬局総務課委託事業「調剤業務の一部
外部委託の制度化に関する調査業務一
式」検討委員会ＷＥＢ会議出席

2月28日(土)

　森副会長、上野専務理事、日本病院薬
剤師会懇親会出席（ＴＫＰガーデンシ
ティＰＲＥＭＩＵＭ品川）
　豊見常務理事、日本薬剤師会中国ブ
ロック協議会出席（松江エクセルホテル
東急）

3月1日(日)

　長津常務理事、大阪府薬剤師会第３１
回泉州ブロック研修会に講師として出席
（南海浪切ホール：岸和田市）
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月・日・曜日 本会会議等 一般会務等

3月2日(月)

　岩月会長、日本漢方生薬製剤協会「国
民の健康と医療を担う漢方の将来ビジョ
ン研究会２０２４」出席（大手町三井
ホール）
　渡邊副会長、長津常務理事、薬学教育
評価機構第３回総合評価評議会出席（同
機構）
　川上副会長、薬事審議会医薬品第二部
会ＷＥＢ会議出席
　川名常務理事、第１３回厚生科学審議
会感染症部会薬剤耐性（ＡＭＲ）に関す
る小委員会ＷＥＢ会議出席
　川名常務理事、厚生労働省委託事業
「女性の健康に関する実態調査及び教育
資材作成等を担う女性健康相談支援対策
構築事業」第２回有識者検討会ＷＥＢ会
議出席
　小林理事、薬学教育協議会認定実務実
習指導薬剤師養成研修委員会ＷＥＢ会議
出席

3月3日(火)

正副会長会（専務室）
薬価基準検討会（小会議室４）
常務理事会（第二会議室）

　荻野副会長、第１２回地域医療構想及
び医療計画等に関する検討会出席（日比
谷国際ビルコンファレンススクエア）
　堀越常務理事、令和７年度厚生労働省
委託事業「在宅医療の効率化のためのデ
ジタル化及びＩＣＴ導入促進に向けた実
態調査」検討会ＷＥＢ会議出席

3月4日(水)

　原口副会長、第３９回匿名医療情報等
の提供に関する専門委員会ＷＥＢ会議出
席
　川上副会長、日本医療安全調査機構令
和７年度第３回医療事故調査・支援事業
運営委員会出席（ビジョンセンター浜松
町）
　豊見常務理事、厚生労働省「労災レセ
プトのオンライン化に向けた普及促進事
業（令和７年度）」第１回普及促進活動
検証委員会ＷＥＢ会議出席
　村杉常務理事、第２０回高齢者の保健
事業のあり方検討ワーキンググループＷ
ＥＢ会議出席
　田中常務理事、厚生労働省委託事業
「令和７年度医薬品・医療機器等製品
データベースの構築に関する検討会」出
席（ＡＰ新橋）
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月・日・曜日 本会会議等 一般会務等

3月5日(木)

令和８年度調剤報酬改定等説明会
（ＴＫＰ新橋汐留カンファレンス
センター）

　岩月会長、豊見常務理事、ＷＰＣ Ｂｕ
ｓｉｎｅｓｓ Ｍｅｅｔｉｎｇ＆ＷＰＣ
ＭＦＮ Ｐｏｌｉｃｉｅｓ Ｐｒｅｓｅｎ
ｔａｔｉｏｎＷＥＢ会議出席
　荻野副会長、富永・堀越両常務理事、
日本学校保健会令和７年度第３回理事会
ＷＥＢ会議出席
　川上副会長、薬事審議会医薬品第一部
会ＷＥＢ会議出席
　田中常務理事、健康・医療・介護情報
利活用検討会健診等情報利活用ワーキン
ググループ民間利活用作業班ＷＥＢ会議
出席
　井深理事、令和７年度厚生労働省老人
保健健康増進等事業「適切なケアマネジ
メント手法の策定・普及推進に向けた調
査研究事業」第２回委員会ＷＥＢ会議出
席
　小笠原理事、群馬県共同指導立会い
（～６日：太田市）

3月6日(金)

一般用医薬品等委員会（健サポ研
修ＷＧ）（第一会議室）

　岩月会長、薬剤師認定制度認証機構令
和７年度第６回理事会ＷＥＢ会議出席
　森副会長、日本医療機能評価機構２０
２５年度第２回定時理事会出席（同機
構）
　渡邊副会長、診療報酬改定ＤＸタスク
フォースＷＥＢ会議出席
　川上副会長、日本医療機能評価機構２
０２５年度第２回臨時評議員会ＷＥＢ会
議出席
　富永常務理事、日本学校保健会会報
「学校保健」編集委員会ＷＥＢ会議出席
　橋場常務理事、薬事審議会医薬品等安
全対策部会ＷＥＢ会議出席

3月7日(土)

学校薬剤師部会中国ブロック連絡
会議（米子ワシントンホテル）

　豊見・堀越・田中・村杉各常務理事、
舟越理事、日本医師会医療情報システム
協議会出席（～８日：同会）
　井深理事、日本脳卒中協会２０２５年
度第２回定時理事会ＷＥＢ会議出席

3月8日(日)

　原口副会長、日本臨床腫瘍薬学会学術
大会２０２６特別講演に講師として出席
（福岡国際会議場）
　富永常務理事、広島県薬剤師会学校薬
剤師・薬事衛生指導員合同研修会出席
（同会）
　山田（武）常務理事、第３５回日本有
病者歯科医療学会総会・学術大会教育講
演に講師として出席（東京国際フォーラ
ム）
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月・日・曜日 本会会議等 一般会務等

3月9日(月)

大学教員薬剤師部会全国会議（Ｗ
ＥＢ会議）

　岩月会長、渡邊副会長、日本薬剤師研
修センター令和７年度第２回理事会ＷＥ
Ｂ会議出席
　荻野副会長、第１２６回社会保障審議
会医療部会ＷＥＢ会議出席
　富永常務理事、文部科学省「学校にお
ける持続可能な保健管理の在り方に関す
る調査検討会」ＷＥＢ会議出席

3月10日(火)

ＤＸ施策対応委員会（第一会議
室）
正副会長会（専務室）
常務理事会（第二会議室）

　小林理事、令和７年度厚生労働行政推
進調査事業「カスタマーハラスメント対
応を含む薬剤師の調剤応需義務の体系的
整理のための研究」ぬ関する第２回研究
班会議出席（ＡＰ東京八重洲）

3月11日(水)

定例記者会見（第一会議室）
総務委員会（第二会議室）

　岩月会長、医道審議会薬剤師分科会薬
剤師国家試験ＫＶ部会出席（厚生労働
省）
　森副会長、中央社会保険医療協議会出
席（厚生労働省）
　荻野副会長、医療介護総合確保促進会
議ＷＥＢ会議出席
　豊見常務理事、ＦＩＰ第２回臨時評議
会ＷＥＢ会議出席
　富永常務理事、日本スポーツ振興セン
ター災害共済給付事業連絡会議出席（日
本青年館・日本スポーツ振興センター）
　橋場常務理事、令和７年度厚生労働省
医薬局委託事業「高齢者の医薬品適正使
用推進事業に係るアウトカム創出調査一
式」第３回調査検討会ＷＥＢ会議出席
　村杉常務理事、在宅医療・介護連携推
進事業第３回検討委員会ＷＥＢ会議出席
　田中常務理事、医療扶助等の業務効率
化・オンライン化に向けた検討ワーキン
ググループＷＥＢ会議出席
　小林理事、健康・省エネ住宅を推進す
る国民会議ＷＥＢ会議出席
　井深理事、地域の在宅医療の体制整備
に向けた調査・連携支援事業第３回検討
会ＷＥＢ会議出席
　亀山理事、全日本医薬品登録販売者協
会令和７年度研修認定委員会出席（ビ
ジョンセンター浜松町）

3月12日(木)

　渡邊副会長、薬剤師認定制度認証機構
第３回薬剤師キャリア形成調査検討会Ｗ
ＥＢ会議出席
　川上副会長、日本医薬情報センター令
和７年度２回理事会ＷＥＢ会議出席
　上野専務理事、令和７年度地域医薬品
提供体制構築推進事業検討委員会ＷＥＢ
会議出席
　村杉常務理事、日本病院薬剤師会学術
第２小委員会ＷＥＢ会議出席
　田中常務理事、第２８回健康・医療・
介護情報利活用検討会医療等情報利活用
ワーキンググループＷＥＢ会議出席
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月・日・曜日 本会会議等 一般会務等

3月13日(金)

　岩月会長、薬学教育協議会第７９回理
事会ＷＥＢ会議出席
　川上副会長、薬事審議会医療機器・体
外診断薬部会出席（厚生労働省）
　渡邊副会長、令和７年度厚生労働省医
薬局総務課委託事業「一般用医薬品販売
の遠隔管理等に関する調査業務一式」検
討会出席（ＮＴＴデータ経営研究所）
　田中常務理事、ジェネリック医薬品協
議会ジェネリック産業維持育成検討プロ
ジェクトチーム２０２４年度第３回会合
ＷＥＢ会議出席

3月15日(日)

　山田（武）常務理事、熊本県薬剤師会
薬剤師セミナーに講師として出席（同
会）

3月16日(月)

　社会保険診療報酬支払基金神田理事長
退任挨拶来会
　岩月会長、医道審議会薬剤師分科会出
席（厚生労働省）
　原口副会長、第２４回匿名医療・介護
情報等の提供に関する委員会書面開催出
席

3月17日(火)

正副会長会（専務室）
常務理事会（第二会議室）

　渡邊副会長、第２９回健康・医療・介
護情報利活用検討会医療等情報利活用
ワーキンググループ書面開催出席
　豊見常務理事、日本エイズ学会・日本
病院薬剤師会「ＨＩＶ感染症専門薬剤師
部門共同運営委員会」ＷＥＢ会議出席

3月18日(水)

　岩月会長、別所芳樹スズケン前最高顧
問「お別れの会」出席（名古屋マリオ
ネットアソシアホテル）
　渡邊副会長、田中常務理事、健康・医
療・介護情報利活用検討会第３０回医療
等情報利活用ワーキンググループ、及び
第１０回介護情報利活用ワーキンググ
ループＷＥＢ会議出席
　豊見常務理事、令和７年度厚生労働科
学研究「ＮＤＢ等を活用した病院薬剤師
の確保に向けた業務の効率化と潜在薬剤
師の活用に資する研究」第３回班会議Ｗ
ＥＢ会議出席
　山田（卓）常務理事、日本災害医学会
理事会出席（朱鷺メッセ：新潟市）
　井深理事、医薬品医療機器総合機構令
和７年度第２回医薬品・再生医療等製品
安全使用対策検討会ＷＥＢ会議出席
　舟越理事、健康・医療・介護情報利活
用検討会医療等情報利活用ワーキンググ
ループ医療機関における運用に関する技
術作業班ＷＥＢ会議出席
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月・日・曜日 本会会議等 一般会務等

3月19日(木)

　渡邊副会長、第２１１回社会保障審議
会医療保険部会出席（航空会館）
　山田（卓）常務理事、日本災害医学会
災害薬事委員会出席（万代島ビル）
　堀越常務理事、健康・医療・介護情報
利活用検討会電子処方箋等検討ワーキン
ググループＷＥＢ会議出席
　山下理事、国立健康危機管理研究機構
国立国際医療センターＡＭＲ臨床リファ
レンスセンター令和７年度第２回診療所
版Ｊ－ＳＩＰＨＥ専門家ミーティング会
議ＷＥＢ会議出席

3月20日(金)
　岩月会長、日本医療薬学会第１８回定
時社員総会ＷＥＢ会議出席

3月21日(土)

　森副会長、日本病院薬剤師会令和７年
度医療政策部セミナーに講師として出席
（ＴＫＰガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ
品川高輪口）
　山田（卓）常務理事、第３１回日本災
害医学会総会・学術集会パネルディス
カッションに座長として出席（朱鷺メッ
セ：新潟市）

3月22日(日)

　岩月会長、愛知県薬剤師会第１６３回
定時代議員総会出席（同会）
　堀越常務理事、埼玉県薬剤師会令和７
年度第２回保険薬局・保険薬剤師のため
の講習会出席（埼玉県県民健康セン
ター）
　村杉常務理事、滋賀県薬剤師会「令和
８年度調剤報酬改定等説明会」に講師と
してＷＥＢ出席
　山田（武）常務理事、薬学共用試験セ
ンター第９回ＯＳＣＥ実施委員会出席
（慶應義塾大学）
　田中常務理事、大分県薬剤師会調剤報
酬改定等説明会に講師として出席（同
会）

3月23日(月)

薬局システム委員会（第一会議
室）

　岩月会長、医薬品医療機器総合機構令
和７事業年度第３回運営評議会出席（同
機構）
　森副会長、社会保険診療報酬支払基金
理事会出席（同基金）
　豊見常務理事、行政処分を受けた薬剤
師に対する再教育研修に講師として出席
（厚生労働省）
　山下理事、国立健康危機管理研究機構
国立国際医療センター令和７年度感染症
教育コンソーシアム第３回コアメンバー
会議ＷＥＢ会議出席

3月24日(火)
正副会長会（専務室）
常務理事会（第二会議室）

　川上副会長、薬事審議会定例会ＷＥＢ
会議出席

3月25日(水)

定例記者会見（小会議室４）
一般用医薬品等委員会医薬品販売
関連ＷＧ（第一会議室）

　田中常務理事、小林理事、日本スポー
ツフェアネス推進機構公認スポーツ
ファーマシスト認定制度第２回カリキュ
ラム委員会ＷＥＢ会議出席
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月・日・曜日 本会会議等 一般会務等

3月26日(木)

薬局ビジョン委員会（第一会議
室）

　岩月会長、日本医療政策機構特別朝食
会出席（帝国ホテル）
　岩月会長、松本純前衆議院議員通夜出
席（妙蓮寺斎場：横浜市）
　岩月会長、麻薬・覚せい剤乱用防止セ
ンター第３０回臨時評議員会ＷＥＢ会議
出席
　荻野副会長、第１２６回社会保障審議
会医療部会ＷＥＢ会議出席
　川上副会長、厚生科学審議会臨床研究
部会ＷＥＢ会議出席
　山田（卓）常務理事、厚生労働省「災
害時の保健・医療・福祉分野の連携強化
検討会成果報告会」ＷＥＢ出席
　山田（卓）常務理事、亀山理事、千葉
県薬剤師会令和７年度セルフメディケー
ションをテーマに「薬局製剤」と「一般
用医薬品」についての研修会に講師とし
てＷＥＢ出席
　井深理事、第７１回クロザリル適正使
用委員会ＷＥＢ会議出席

3月27日(金)

第７回理事会（第二会議室） 　川上副会長、厚生科学審議会再生医療
等評価部会ＷＥＢ会議出席
　長津常務理事、厚生労働省医政局医薬
産業振興・医療情報企画課委託事業「後
発医薬品ロードマップ及びバイオ後続品
使用促進取組方針に関する調査」検討委
員会出席（ＡＰ虎ノ門）

3月28日(土)
第１０７回臨時総会（～２９日：
ホテルイースト２１東京）

3月30日(月)

　荻野副会長、第２５５回社会保障審議
会介護給付費分科会ＷＥＢ会議出席
　橋場常務理事、薬局・薬剤師の機能強
化等に関する検討会出席（厚生労働省）
　長津常務理事、第１１回医療機器の流
通改善に関する懇談会出席（ＡＰ東京八
重洲）

3月31日(火)
　舟越理事、医療安全全国共同行動２０
２５年度第５回理事会ＷＥＢ会議出席

4月1日(水)
　原口副会長、東邦薬品オンラインセミ
ナーに講師としてＷＥＢ出席

4月3日(金)

　田中常務理事、令和８年度地域医療基
盤開発推進研究事業「全国医療情報プ
ラットフォームにて共有される電子カル
テ情報等の薬局における活用指針の策定
のための研究」第１回班会議ＷＥＢ会議
出席

4月4日(土)

　岩月会長、荻野副会長、大越英雄先生
（元秋田県薬剤師会会長）旭日小綬章御
受章を祝う会出席（ＡＮＡクラウンプラ
ザホテル秋田）
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月・日・曜日 本会会議等 一般会務等

4月5日(日)

　森副会長、北九州市薬剤師会「第８回
健康日本２１・医療安全セミナー」に講
師として出席（北九州国際会議場）
　山田（武）常務理事、岡山県薬剤師会
「保険薬局セミナー」に講師として出席
（同会）

4月6日(月)

　原口副会長、ＭＲ認定センター評議員
会出席（日本橋ライフサイエンスビル
ディング）

4月7日(火)

薬価基準検討会（ＷＥＢ会議）
正副会長会（小会議室１）
常務理事会（第二会議室）

　文部科学省高等教育局 降籏みを医学教
育課薬学教育専門官、甲山宏行医学教育
課薬学教育係長、一ノ瀬喬士医学教育課
薬学教育係員、岡本まとか医学教育課技
術参与就任挨拶来会（応接室）
　舟越理事、日本医師会倫理審査委員会
ＷＥＢ会議出席

4月8日(水)

定例記者会見（第一会議室） 　森副会長、中央社会保険医療協議会出
席（ＴＫＰ新橋カンファレンスセン
ター）
　豊見・山田（武）両常務理事、中道改
革連合・公明党・立憲民主党３党合同厚
生労働部会「健康保険法等の一部を改正
する法律案に関するヒアリング」出席
（衆議院第１議員会館）
　山田（武）常務理事、日本認知症予防
学会２０２６年度第１回臨時理事会ＷＥ
Ｂ会議出席
　井深理事、日本脳卒中医療ケア従事者
連合第２回ＳＣＰＡ－Ｊａｐａｎ事業報
告会ＷＥＢ会議出席

4月9日(木)

　岩月会長、第２２回ヘルシーソサエ
ティ―賞審査・諮問合同委員会出席（パ
レスホテル東京）
　原口副会長、匿名加工医療情報公正利
用促進機構第３回データ提供審査委員会
ＷＥＢ会議出席
　原口副会長、ＥＭシステムズ薬剤師力
向上オンラインセミナーに講師としてＷ
ＥＢ出席
　富永常務理事、日本医師会第５回健康
食品安全対策委員会出席（同会）

4月10日(金)
学校薬剤師部会学術ＷＧ（第一会
議室）

　岩月会長、厚生労働大臣と医療関係団
体の意見交換会出席（同省）

4月11日(土)
　岩月会長、田村憲久衆議院議員ご令嬢
結婚式出席（オークラ東京）

4月12日(日)

　豊見常務理事、島根県薬剤師会医療保
険部会講演会に講師として出席（出雲市
民会館）
　山田（武）常務理事、栃木県薬剤師会
令和８年度保険薬局研修会に講師として
出席（ライトキューブ宇都宮）
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月・日・曜日 本会会議等 一般会務等

4月13日(月)

会計士監査（第二会議室） 　社会保険診療報酬支払基金樽見英樹理
事長就任挨拶来会（応接室）
　岩月会長、森副会長、上野専務理事、
豊見・村杉・山田（武）各常務理事、日
本チェーンドラッグストア協会との意見
交換会出席（第一会議室）

4月14日(火)
正副会長会（小会議室１）
第１回理事会（日薬会議室）

4月15日(水)

　岩月会長、森副会長、上野専務理事、
日本薬剤師会・日本薬剤師連盟・薬剤師
議員合同会議出席（衆議院第一議員会
館）
　川上副会長、厚生科学審議会再生医療
等評価部会ＷＥＢ会議出席
　橋場常務理事、薬局・薬剤師の機能強
化等に関する検討会出席（厚生労働省）

4月16日(木)
　川上副会長、がん診療提供体制のあり
方に関する検討会ＷＥＢ会議出席

4月17日(金)

　日本臨床腫瘍薬学会松井礼子理事長、
近藤直樹前理事長、大塚昌孝副理事長、
下川友香理理事就退任挨拶来会（応接
室）
　岩月会長、日本医薬品卸勤務薬剤師会
２０２６年度「研修会」出席（トラスト
シティカンファレンス・丸の内）
　豊見常務理事、ＦＡＰＡ Ｖｉｒｔｕａ
ｌ Ｔｏｗｎｈａｌｌ ＷＥＢ会議出席
　川名常務理事、一般用医薬品等承認基
準検討連絡会議ＷＥＢ会議出席

4月19日(日)

　岩月会長等、北海道薬剤師会創立１０
０周年記念式典・祝賀会出席（札幌パー
クホテル）

4月20日(月)
　森副会長、社会保険診療報酬支払基金
理事会出席（同基金）

4月21日(火)
正副会長会（小会議室１）
常務理事会（日薬会議室）

　岩月会長、第４１回世界獣医師会大会
開会式出席（東京国際フォーラム）

4月22日(水) 定例記者会見（第一会議室）

4月23日(木)

　豊見常務理事、広島国際大学薬学部開
講科目特別講演「地域保健・公衆衛生・
栄養管理・保健行政」に講師として出席
（同大学）
　長津常務理事、日本薬学教育学会第４
回理事会ＷＥＢ会議出席
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月・日・曜日 本会会議等 一般会務等

4月24日(金)

　岩月会長、ドラッグマガジン第３８回
ヒット商品賞・話題商品賞表彰式出席
（東京ガーデンパレス）
　渡邊副会長、第３１回健康・医療・介
護情報利活用検討会医療等情報利活用
ワーキンググループＷＥＢ会議出席
　川上副会長、薬事審議会医薬品第一部
会出席（厚生労働省）
　山田（武）常務理事、薬学教育協議会
第５６回病院・薬局実務実習中央調整機
構委員会ＷＥＢ会議出席

4月26日(日)

　森副会長、大阪府薬剤師会第３２回泉
州ブロック研修会に講師として出席（テ
クスピア大阪）
　山田（武）常務理事、香川県薬剤師会
令和８年度調剤報酬改定周知会に講師と
して出席（香川県社会福祉総合セン
ター）

4月27日(月)

　荻野副会長、第２５６回社会保障審議
会介護給付費分科会ＷＥＢ会議出席
　川上副会長、薬事審議会医薬品第二部
会出席（厚生労働省）
　山田（卓）常務理事、日本災害医学会
理事会ＷＥＢ会議出席

4月28日(火)

　岩月会長、豊見常務理事、ＦＩＰウェ
ビナー「Ｍｅｄｉｃｉｎｅｓ Ｔｏ ｉｎ
ｉｔｉａｔｉｖｅイベント１」ＷＥＢ会
議出席
　荻野副会長、社会保障審議会医療部会
持ち回り開催出席

4月29日(水)

　森・川上両副会長、上野専務理事、政
府主催「昭和１００年記念式典」出席
（日本武道館）

4月30日(木) 医療保険委員会（第二会議室）

17



令和８年１月 23 日 

厚生労働省専用第 15 会議室 

14:00 から 

 

薬 事 審 議 会 

医 薬 品 第 一 部 会 

 

議事次第  

1. 開会  

2. 審議事項 

 

 

 

 

 

1

nagata-syunpei




 

 

 

3.閉会 

2



令和８年３月５日 

厚生労働省専用第 22～24 会議室 

18:00 から 

 

薬 事 審 議 会 

医 薬 品 第 一 部 会 

議 事 次 第 

1. 開会  

2. 審議事項 

 

3



 

 

 

3.閉会 
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令和８年４月 24日 

厚生労働省専用第 15 会議室 

14:00 から 

 

薬 事 審 議 会 

医 薬 品 第 一 部 会 

議 事 次 第 
 
 
 

1. 開 会 
 

2. 審議事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 閉 会 
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令和８年１月 29日 

厚生労働省専用第 22～24会議室 

18:00から 

 

薬 事 審 議 会 

医 薬 品 第 二 部 会 

議 事 次 第 
 
 
 

1. 開 会 
  

2. 審議事項 
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3. 閉 会 
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令和８年３月２日 

厚生労働省専用第 22～24 会議室 

18:00 から 

 

薬 事 審 議 会 

医 薬 品 第 二 部 会 

議 事 次 第 

1.開 会 

 

2.審議事項 

 

 

 

8



 

 

3.閉会 
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令和８年４月 27日 

厚生労働省専用第 15 会議室 

18:00 から 

 

薬 事 審 議 会 

医 薬 品 第 二 部 会 

議 事 次 第 

 
1. 開 会 

 
2. 審議事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 閉 会 
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令和８年５月 25日 

厚生労働省専用第 22～24会議室 

18:00から 

 

薬 事 審 議 会 

医 薬 品 第 二 部 会 

議 事 次 第 

 
1. 開 会 

 
2. 審議事項 
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3. 閉 会 
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中央社会保険医療協議会（最近の主な動き） 

 

・４/８（水）調査実施小委員会、総会 

議題：医療機関等の経営状況の把握、医薬品の新規薬価収載、答申書付帯意

見に関する事項の検討の進め方等 

・５/13（水）費用対効果評価専門部会、総会 

議題：費用対効果評価制度における検証等の進め方、医療機器の保険適用、

医薬品の新規薬価収載、再生医療等製品の保険適用等 

 

○４/８（水）調査実施小委員会 

（医療機関等の経営状況の把握） 

 事務局より、令和８年度医療機関等の経営状況に係る臨時調査要綱案や調査

票案などが示された。 

 江澤委員（日医常任理事）は「賃上げ、物価高や中東情勢の状況は急ピッチ

で変化している」と指摘、今後の予算編成にタイムリーな内容が反映できるよ

うな調査設計の検討を求めた。 

 森委員（日薬副会長）は、調査票の配布時期について「回収率向上、回答側

の負担軽減のためにも調査票を可能な限り早く配布いただきたい」と要望した。 

 

○４/８（水）総会 

（医薬品の新規薬価収載） 

医薬品の新規薬価収載について、薬価算定組織の弦間委員長より、令和８年

４月 15 日収載予定の新医薬品（６成分・10 品目）の薬価算定結果について報告

され、了承された。 

 

（調査実施小委員会からの報告） 

 本田分科会長（一橋大学大学院経済学研究科教授）より、医療機関等の経営

状況に係る臨時調査要綱案や調査票案などが説明され、概ね了承された。 

 別件として、太田委員（日本医療法人協会副会長）は、消費税に関する議論

を早急に行うことを求め、井上保険データ企画室長は、報酬で対応するのが良

のいか、報酬外で対応するのが良いのかなどの視点も含めて、議論できるよう

準備を進めていくことを述べた。 

 

○５/13（水）費用対効果評価専門部会 

（費用対効果評価制度における検証等の進め方） 

 事務局より、費用対効果評価制度における検証等の進め方案として、現状や

論点、技術的な議論を行う厚生労働科学研究班のメンバー案などが示された。 

 江澤委員は「技術的な課題については研究班で議論し、価格調整の在り方な

どについての判断は中医協で行うもの」と認識を示した上で、技術的な課題に

関する議論については「第三者を含む、多角的な視点での議論と共に、透明性

1
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を確保できる公正・中立な議論となるよう運営をお願いしたい」と要望、また、

近年は高度な専門知識が必要な医薬品も出てきていることから必要に応じて診

療の専門家などにもヒアリングを行うことも求めた。 

 森委員は、示された案について異論はないとした上で、評価時点でのデータ

が限られていること、比較対象技術の選定、価格引き上げとなった医薬品がな

いことや介護費用の取扱い等については課題が残っていると指摘、次のステー

ジに向けて「これらの課題を含め、専門家を含む有識者による技術的な議論は

重要。薬学的な専門家や介護費用に関して議論が行えるメンバーの参加も検討

いただきたい」と要望した。 

 

○５/13（水）総会 

（医療機器の保険適用） 

医療機器の保険適用について、保険医療材料等専門組織の渡邉委員長（東邦

大学学長）より、令和８年６月１日収載予定の９製品（医療機器８製品・臨床

検査１製品）について報告され、了承された。 

 

（医薬品の新規薬価収載） 

医薬品の新規薬価収載について、薬価算定組織の弦間委員長（日本医科大学

長）より、令和８年５月 20 日収載予定の新医薬品（４成分・11 品目）の薬価算

定結果について報告され、了承された。 

 

（再生医療等製品の保険適用） 

 事務局より、再生医療等製品の保険適用について、令和８年５月 20 日収載予

定の新医薬品（３成分・３品目）の算定結果について報告され、了承された。 

 アムシェプリについて、江澤委員は「iPS 細胞を使った画期的な医薬品だが、

対象患者数が少ないことや中長期的な効果は未知であるため、患者への丁寧な

フォローが必要」と述べ、患者への配慮をしつつ進めていくことを求めた。 

 森委員は「条件及び期限付き承認の制度は、治療を待つ患者に製品を早期に

届けることを目的としたもので、あくまでも仮免許の状態であり、本承認に向

けて使用成績調査を適切に進めていくことが前提。有効性が確認されなければ、

保険適用の継続は認められない」と指摘、今回の条件及び期限付き承認の２製

品を製造販売する各企業においては、なるべく早く本承認となるように取り組

むことを要望した。 
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中央社会保険医療協議会 調査実施小委員会（第 63回）議事次第 

 

 

令和８年４月８日(水） 

 総会議題１終了後～ 

 

 

議 題 

○令和８年度医療機関等の経営状況に係る臨時調査について 
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医療機関等の経営状況の把握について

中医協 実－１

８ ． ４ ． ８

中医協 総－９－１

８ ． ４ ． ８

医療機関等の経営状況の把握について

➢ 令和８年度診療報酬改定後の医療機関等の経営状況把握をどのように行うか。

⚫ 令和８年度診療報酬改定については、令和９年度予算編成において加減算を含め更なる必要な調

整を行う可能性があり、令和８年度の医療機関等の経営状況等を把握する必要がある。

2

⚫ 令和８年度診療報酬改定について（令和７年12月24日大臣折衝事項）より抜粋

１．診療報酬 ＋3.09％（令和８年度及び令和９年度の２年度平均。令和８年度＋2.41％、令和９年度 ＋3.77％）

※１ うち、賃上げ分 ＋1.70％（令和８年度及び令和９年度の２年度平均。令和８年度 ＋1.23％、令和９年度 ＋2.18％）。

※２ うち、物価対応分 ＋0.76％（令和８年度及び令和９年度の２年度平均。令和８年度 ＋0.55％、令和９年度 ＋0.97％）。

※３ うち、食費・光熱水費分 ＋0.09％。（入院時の食費基準額の引上げ（40円/食）、光熱水費基準額の引上げ（60円/日））

（中略）

３．診療報酬制度関連事項

① 令和９年度における更なる調整及び令和 10 年度以降の経済・物価動向等への対応の検討

実際の経済・物価の動向が令和８年度診療報酬改定時の見通しから大きく変動し、医療機関等の経営状況に支障が生

じた場合には、上記１．※１～※３（特例的な対応を除く。）について、令和９年度予算編成において加減算を含め

更なる必要な調整を行う。そのために必要な足元の情報を正確に把握するため、令和８年度の医療機関の経営状況等

について調査を実施する。

5
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１．診療報酬 ＋3.09％（Ｒ８年度及びＲ９年度の２年度平均。Ｒ８年度＋2.41％、Ｒ９年度＋3.77％）（Ｒ８年６月施行）

※１ うち、賃上げ分 ＋1.70％ （２年度平均。Ｒ８年度＋1.23％、Ｒ９年度＋2.18％）

・ 医療現場での生産性向上の取組と併せ、Ｒ８・Ｒ９にそれぞれ3.2％（看護補助者、事務職員は5.7％）のベアを実現するための措置
・ うち、改定率の0.28％分は、医療機関等における賃上げ余力の回復・確保を図りつつ幅広い職種での賃上げを確実にするための特例的な対応

※２ うち、物価対応分 ＋0.76％ （２年度平均。Ｒ８年度＋0.55％、Ｒ９年度＋0.97％）

・ 特に、Ｒ８以降の物価上昇への対応として＋0.62％（Ｒ８年度＋0.41％、Ｒ９年度＋0.82％）を充て、施設類型ごとの費用関係データ等に基づき配分。
（病院＋0.49％、医科診療所＋0.10％、歯科診療所＋0.02％、保険薬局＋0.01％）
・ また、改定率の0.14％分は、高度医療機能を担う病院（大学病院を含む）が物価高の影響を受けやすいこと等を踏まえた特例的な対応

※３ うち、食費・光熱水費分 ＋0.09％ （入院時の食費基準額の引上げ（40円/食）、光熱水費基準額の引上げ（60円/日））

・ 患者負担の引上げ：食費は原則40円/食（低所得者は所得区分等に応じて20～30円/食）、光熱水費は原則60円（指定難病患者等は据え置き）

※４ うち、Ｒ６改定以降の経営環境の悪化を踏まえた緊急対応分 ＋0.44％

・ 配分に当たっては、Ｒ７補正予算の効果を減じることのないよう、施設類型ごとのメリハリを維持
（病院＋0.40％、医科診療所＋0.02％、歯科診療所＋0.01％、保険薬局＋0.01％）

※５ うち、後発医薬品への置換えの進展を踏まえた処方や調剤に係る評価の適正化、実態を踏まえた在宅医療・訪問看護関係の
評価の適正化、長期処方・リフィル処方の取組強化等による効率化 ▲0.15％

※６ うち、※１～５以外の分 ＋0.25％ 各科改定率：医科＋0.28％、歯科＋0.31％、調剤＋0.08％

２．薬価等

薬価： ▲0.86％（Ｒ８年４月施行）

材料価格：▲0.01％（Ｒ８年６月施行）

合計： ▲0.87％

３．診療報酬制度関連事項

①Ｒ９年度における更なる調整及びＲ10年度
以降の経済・物価動向等への対応の検討

②賃上げの実効性確保のための対応

③医師偏在対策のための対応

④更なる経営情報の見える化のための対応

４．薬価制度関連事項

①Ｒ８年度薬価制度改革及び
Ｒ９年度の薬価改定の実施

②費用対効果評価制度の更なる
活用

令和８年度診療報酬改定について（令和７年12月24日大臣折衝事項）
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1 

 

令和８年度医療機関等の経営状況に係る臨時調査の実施案 

 

令和８年度医療機関等の経営状況に係る臨時調査については、医療経済実態調査を

ベースとしつつ、次の基本的な考え方に沿って実施する。 

 

１ 調査日程及び調査対象時期 

（１）調査日程 

① 調査票の配布 

令和８年９月中旬 

② 調査の回答期限 

令和８年 11月上旬とする。 

③ 報告時期 

調査結果の報告時期については、11月下旬を目標とする。 

 

（２）調査対象時期 

令和７年６月から９月まで、令和８年６月から９月までの２期間とする。 

 

２ 調査対象及び抽出率 

（１）調査対象 

   社会保険による診療・調剤を行っている全国の病院、一般診療所、歯科診療所 

及び１月間の調剤報酬明細書の取扱件数が 300件以上の保険薬局を対象とする。 

ただし、開設者が医育機関（特定機能病院及び歯科大学病院は除く。）であるも

の、特定人のために開設されている閉鎖的なもの、感染症病床のみを有する病院、

結核療養所、原爆病院、自衛隊病院等の特殊な病院、刑務所・船内等に設置される

一般診療所及び歯科診療所は除外する。 

また、歯科併設の一般診療所、臨床検査センター、夜間診療所、巡回診療所及び

１月間の診療時間が 100時間未満であると推定された医療機関は除外する。 

 

（２）抽出率 

  病   院 １／2.5（※特定機能病院、歯科大学病院、こども病院は１／１） 

一般診療所 １／10 

歯科診療所 １／30 

保険薬局  １／20 

 

３ 集計項目 

（１）基本集計 

① 病院 

・ 集計１（医業・介護収益に占める介護収益の割合が２％未満の施設） 

② 一般診療所・歯科診療所・保険薬局 

・ 集計２（調査に回答した全ての施設） 

 

（２）機能別集計等 

・ 病院機能別の損益状況 

中医協 実－２－１ 

８ ． ４ ． ８ 

 

中医協 総－９－２ 

８ ． ４ ． ８ 
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・ 入院基本料別の損益状況 

・ 一般診療所 主たる診療科別の損益状況 

・ 保険薬局 調剤基本料等別の損益状況 

・ ベースアップ評価料の算定状況別の損益の状況 
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令和８年度医療機関等の経営状況に係る臨時調査要綱（案） 

 

 

１ 調査の目的 

令和８年度診療報酬改定後の病院、一般診療所、歯科診療所及び保険薬局におけ

る医業経営等の実態を明らかにすることを目的とする。 

 

２ 調査の内容 

病院、一般診療所、歯科診療所及び保険薬局について、施設の概要、損益の状況

の調査を行う。 

 

３ 調査の対象 

社会保険による診療・調剤を行っている全国の病院、一般診療所、歯科診療所及

び１月間の調剤報酬明細書の取扱件数が 300件以上の保険薬局を対象とする。 

ただし、開設者が医育機関（特定機能病院及び歯科大学病院は除く）であるもの、

特定人のために開設されている閉鎖的なもの、感染症病床のみを有する病院、結核

療養所、原爆病院、自衛隊病院等の特殊な病院、刑務所・船内等に設置される一般

診療所及び歯科診療所は除外する。 

また、歯科併設の一般診療所、臨床検査センター、夜間診療所、巡回診療所及び

１月間の診療時間が 100時間未満であると推定された医療機関は調査対象から除外

する。 

 

４ 調査の客体及び抽出方法 

調査対象となる医療機関等から、それぞれ次の方法によって抽出した施設を調査

客体とする。 

 

(1) 病院 

ア 層化無作為抽出法による。 

イ 第１の層化は、ＤＰＣ対象病院の指定を受けている病院と指定を受けていな

い病院に分類し、この区分によって行う。 

ウ 第２の層化は、介護療養施設サービス事業を行っている病院と行っていない

病院に分類し、この区分によって行う。 

エ 第３の層化は、病床数が 200 床以上、200 床未満に分類し、この区分によっ

て行う。 

オ 第４の層化は、院外処方の有無別に分類し、この区分によって行う。 

中医協 実－２－２ 

８ ． ４ ． ８ 

 

中医協 総－９－３ 

８ ． ４ ． ８ 
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カ 第５の層化は、全国の都道府県を次の９の地域に分類し、この区分によって

行う。 

 

地 域 都  道  府  県 

北 海 道 

東   北 

関   東 

 

東   海 

北   陸 

近   畿 

中   国 

四   国 

九   州 

北海道 

青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 

茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、

新潟、山梨、長野 

岐阜、静岡、愛知、三重 

富山、石川、福井 

滋賀、京都、奈良、大阪、兵庫、和歌山 

鳥取、島根、岡山、広島、山口 

徳島、香川、愛媛、高知 

福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、

沖縄 

キ 第６の層化は、全国を国家公務員の地域手当における級地区分の７区分とそ

の他の地域に分類し、この区分によって行う。 

ク 第７の層化は、一般病院（特定機能病院、歯科大学病院及び子ども病院を除

く）、精神科病院（許可病床のすべてが精神病床であるもの）別に開設者（国立、

公立、公的、医療法人、社会保険関係法人、その他法人、個人）ごとに分類し、

この区分によって行う。 

ケ 抽出率は、特定機能病院、歯科大学病院及び子ども病院については１／１、

その他については１／2.5とする。 

 

(2) 一般診療所 

ア 層化無作為抽出法による。 

イ 第１の層化は、入院患者の有無別に分類し、この区分によって行う。 

ウ 第２の層化は、主たる診療科別に分類し、この区分によって行う。 

エ 第３の層化は、介護療養施設サービス事業を行っている一般診療所と行って

いない一般診療所に分類し、この区分によって行う。 

オ 第４の層化は、院外処方の有無別に分類し、この区分によって行う。 

カ 第５、第６の層化は、病院と同じ地域分類（第５、第６層化）によって行う。 

キ 抽出率は１／10とする。 
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3 

 

(3) 歯科診療所 

ア 層化無作為抽出法による。 

イ 第１の層化は、院外処方の有無別に分類し、この区分によって行う。 

ウ 第２、第３の層化は、病院と同じ地域分類（第５、第６層化）によって行う。 

エ 第４の層化は、常勤の歯科医師数を、１人、２人以上の区分に分類し、この

区分によって行う。 

オ 抽出率は１／30とする。 

 

(4) 保険薬局 

ア 層化無作為抽出法による。 

イ 第１、第２の層化は、病院と同じ地域分類（第５、第６層化）によって行う。 

ウ 第３の層化は、開設者（個人、法人）の別に分類し、この区分によって行う。 

エ 抽出率は１／20とする。 

 

５ 調査主体 

中央社会保険医療協議会 

 

６ 調査の時期 

令和７年６月から９月まで、令和８年６月から９月までの２期間について実施す

る。 

 

７ 調査の事項 

調査票に掲げる事項とする。 

 

８ 調査の方法 

(1) 調査は、ホームページを利用した電子調査方式により行う。 

(2) 調査票の記入は、医療機関等管理者の自計申告の方法による。 

 

９ 結果の公表 

調査の結果については、中央社会保険医療協議会の議を経て、速やかに公表する。 
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令和８年度医療機関等の経営状況に係る臨時調査、調査票（案） 

 
 
 

○病院調査票 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ページ 

 
 

○一般診療所調査票 ・・・・・・・・・・・・・ １５ページ 

 
 

○歯科診療所調査票 ・・・・・・・・・・・・・ ２６ページ 

 
 

○保険薬局調査票 ・・・・・・・・・・・・・・ ３７ページ 

 
 
 
 
 

 
 

中 医 協 実－２－３ 

８ ． ４ ． ８ 

中 医 協 総－９－４ 

８ ． ４ ． ８ 
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必ずご記入ください。

- - - -

※法人番号の活用による政府統計の精度向上に資するため、法人番号の記入にご協力をお願いします。

※法人番号欄には、マイナンバー（個人番号）の記入はせず、国税庁から指定された13桁の法人番号を記入してください。

　なお、個人事業主については、法人番号欄に「０（ゼロ）」を記入してください。

公認会計士等に記入を外部委託している場合は右側のチェック欄“□”に“レ”を入れてください。　□
下記欄は疑義照会にあたり、当該公認会計士等へ直接連絡をとってよい場合のみ記載してください。

－ － ）

令和8年度

医療機関等の経営状況に係る臨時調査

（保険薬局調査票）

（提出期限　令和８年１１月1０日）

公認会計士又は税理士　氏名

(フリガナ)
記入者氏名

部署

法人番号

連絡先
電話番号 ＦＡＸ番号

e-mail @

中央社会保険医療協議会

（内線

e-mail ＠

※　記入に当たってお困りの点・ご不明な点等ございましたら、以下までご相談ください。

＜お問い合わせ先＞
　厚生労働省　医療機関等の経営状況に係る臨時調査事務局
　　　　　フリーダイヤル　　　　０１２０－×××－×××
　　　　　フリーダイヤルＦＡＸ　０１２０－×××－×××
　　　　　メールアドレス　　　　info@XXX
　　　　　ホームページ　　　　　https://www.XXXXXX/
　　　　　受付時間　　　　　　　○○：○○～○○：○○

連絡先
電話番号

市外局番

統計法に基づく国の統

計調査です。調査票情

報の秘密の保護に万

全を期します。
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 １ 貴薬局の開設主体 （令和８年９月３０日現在、該当する番号を記入してください。）

　 １　法人

２　個人

 ２ 貴薬局の活動状況 （令和８年９月３０日現在、該当する番号を記入してください。）

１　令和７年６月～９月、令和８年６月～９月及び現在、活動している

２　その他（令和７年６月２日以降に開設、現在は休止、廃止等）

※回答が「２」の場合は、ここで本調査は終了となります。

 ３ 調剤基本料の状況 （該当する番号及び割合を記入してください。）

 ４ 消費税の経理方式 （該当する番号を記入してください。）

１　税込　

２　税抜

※次頁以降で記入していただく金額等は、ここで選択した経理方式に従って記入してください。

 ５ 賞与引当金の計上有無 （該当する番号を記入してください。）

１　あり

２　なし

 ６ 退職給付引当金の計上有無 （該当する番号を記入してください。）

１　あり

２　なし

 ７ 夏期賞与1人あたり支給額の状況（前年比） （該当する番号を記入してください。）

１　増額した

２　変化なし

３　減額した

 ８ 職員数 （常勤職員及び非常勤職員の合計人数を記入してください。）

令和７年９月３０日時点 人

令和８年９月３０日時点 人

９ ベースアップ評価料の算定状況 （令和８年９月３０日現在、該当する番号を記入してください。）

１　あり

２　なし
算定状況

算定している

調剤基本料

令和８年6月以降
１. 調剤基本料１　　　 ２. 調剤基本料２　　　３. 調剤基本料３－イ　 ４. 調剤基本料３－ロ

５. 調剤基本料３－ハ　 ６. 特別調剤基本料A　 ７. 特別調剤基本料B

第１ 基本データ（保険薬局）

1

2

3

27

4

5

7

9

8

10

6

1 1614



損　　益（保険薬局）

○

○

○

○

 Ⅰ 収益

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

 Ⅱ 介護収益

保険薬局として介護保険事業を実施している場合、収益を下記の表に記入してください。

保険薬局として介護保険事業を実施していない場合、右側のチェック欄“□”に“レ”を記入してください。

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

 Ⅲ 費用

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

（うち）賞与に係る法定福利費

（うち）水道光熱費

 Ⅳ 損益差額

　億 百万 　千 　円 　億 百万 　千 　円

（うち）調剤用機器減価償却費

（うち）設備機器賃借料

 損益差額 （収益合計＋介護収益合計－費用合計）

（うち）調剤用機器賃借料

費用合計

※１　賞与引当金、退職給付引当金を計上して経理していない等、記入が困難な場合は、「－」を記入してください。

※２　調剤用医薬品費、一般用医薬品費を区分して経理していない等、記入が困難な場合は、「－」を記入してください。

科　　　目 金額（令和７年６月から９月まで） 金額（令和８年６月から９月まで）

 ５　その他の経費

（うち）一般用医薬品費（要指導医薬品を含む）（※２）

科　　　目 金額（令和７年６月から９月まで） 金額（令和８年６月から９月まで）

（うち）退職金支払額

（うち）退職給付引当金繰入額（※１）

 ２　医薬品等費

（うち）調剤用医薬品費（※２）

 ３　委託費

（うち）人材委託費

 ４　減価償却費

（うち）建物減価償却費

第２

令和７年６月から９月まで、令和８年６月から９月までそれぞれの収益及び費用の額を記入してくださ

い。法人全体で包括して経理を行っているような場合でも、調査対象となった薬局分のみを推計して記入して

ください。費用のうち医薬品等費を区分して経理していないなど収益・費用の内訳を記入することが困難な場合や、

税金等を薬局単位で算出することが困難な場合など、記入に当たってお困りの点・ご不明な点等ありまし

たら、コールセンター（0120-XXX-XXX）にご相談ください。

数字を記入する欄が０の場合は「０」を必ず記入してください。

科　　　目 金額（令和７年６月から９月まで） 金額（令和８年６月から９月まで）

（うち）賞与

（うち）賞与引当金繰入額（※１）

 １　給与費

 １　保険調剤収益（患者負担含む）

 ２　公害等調剤収益

 ３　その他の薬局事業収益

収益合計

 □

科　　　目 金額（令和７年６月から９月まで） 金額（令和８年６月から９月まで）

介護収益合計

1

2

3

4

5

7

6

8

9

17

16

15

18

22

21

20

19

23

24

25

26

28

34

35

36

37

38

39

41

40

42

44

45

43

48

46

47

27

1029

14

13

33

32

1231

1130

1

2

3

4

5

7

6

8

9

17

16

15

18

22

21

20

19

23

24

25

26

28

34

35

36

37

38

39

41

40

42

44

45

43

48

46

47

27

10 29

14

13

33

32

12 31

11 30

11 12

2
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中央社会保険医療協議会 総会（第 649回）議事次第 

 

 

令和８年４月８日(水） 

 10:00～ 

 

 

議 題 

○部会・小委員会に属する委員の指名等について 

○費用対効果評価専門組織からの報告について 

○医薬品の新規薬価収載等について 

○最適使用推進ガイドラインについて 

○ＤＰＣにおける高額な新規の医薬品等への対応について 

○在宅自己注射について 

○令和８年度改定を踏まえたＤＰＣ/ＰＤＰＳの現況について 

○令和８年度診療報酬改定における臨時的なＤＰＣ準備病院の募集 

について 

○調査実施小委員会からの報告について 

○答申書付帯意見に関する事項の検討の進め方について 

○再生医療等製品の医療保険上の取扱いについて 
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1 

 

 

 

答申書附帯意見に関する事項の検討の進め方について(案) 

 

 

○ 令和８年度診療報酬改定の答申書附帯意見については、調査検証や、検討を行う必要

がある。別添のとおり、それぞれの検討の場において、令和８年度診療報酬改定の影

響の検証とともに、次期診療報酬改定に向けて、調査及び必要な検討に入ることとし

てはどうか。 

 

  

中医 協  総－１ ０ 

８ ． ４ ． ８ 
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別添 

答申書附帯意見 主な検討の場 

（全般的事項） 

１ 近年、診療報酬体系が複雑化していることを踏まえ、患者をはじめとす

る関係者にとって分かりやすい診療報酬体系となるよう検討すること。ま

た、施設基準届出のオンライン化や共通算定モジュールの活用を進めるな

ど、診療報酬の請求手続きの負担軽減を図ること。 

総会 

（物価対応） 

２ 物価対応に係る評価について、医療機関等の経営状況等を把握した上

で、実際の経済・物価の動向を踏まえて必要な場合には、令和９年度にお

ける更なる対応について検討すること。また、物価対応に関する基本料・

技術料を含めた今後の評価のあり方について検討すること。 

調査実施小委員会

（経営状況の把

握） 

※令和９年度の対応及

び今後の評価のあり方

に係る検討は総会で実

施 

（賃上げ） 

３ 賃上げに係る評価について、40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局

の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工士等を含む幅広い医療関係職種におい

て賃上げが適切に実施されているか、実態を迅速かつ詳細に把握した上

で、医療機関等の経営状況及び実際の経済・物価の動向を踏まえて必要な

場合には、令和９年度における更なる対応について検討すること。 

入院・外来医療等

に関する調査・評

価分科会 
※令和９年度の対応に

係る検討は総会で実施 

（病棟業務等の向上・効率化・タスクシフト/シェア） 

４ 看護業務や医師の事務作業等の更なる向上や業務効率化・負担軽減を推

進する観点から導入した、看護職員と他の医療職種が協働して病棟業務を

行う体制、ICT、AI、IoT等の活用による看護職員等の配置基準の柔軟化、

専従業務の柔軟化等について、職員の業務負担、医療の質、医療安全への

影響、生産性向上、医療従事者の確保等の観点から、病棟の種別ごとに今

回改定による影響を幅広く調査・検証するとともに、適切な評価の在り方

について引き続き検討すること。 

入院・外来医療等

に関する調査・評

価分科会 

（入院医療） 

５ 急性期病院一般入院基本料や急性期総合体制加算を新設したことによ

る影響の調査・検証を行うとともに、病院や病床の機能に応じた急性期入

院医療の適切な評価について、10対１急性期病棟の在り方も含め、引き続

き検討すること。 

入院・外来医療等

に関する調査・評

価分科会 

６ 特定集中治療室管理料等、高度急性期入院医療に係る今回改定による影

響の調査・検証を行うとともに、重症度、医療・看護必要度の項目、SOFA

スコア等、入院患者のより適切な評価指標や測定方法等、病院や病室の機

能に応じた入院料の評価の在り方等について、引き続き検討すること。 

入院・外来医療等

に関する調査・評

価分科会 

７ 救急外来応需体制の評価、下り搬送の評価、在宅療養を行う高齢者・介

護保険施設等入所者の後方支援機能の評価等、救急搬送に係る今回改定に

よる影響について、在宅療養を行う高齢者や介護保険施設入所者の救急搬

送・緊急入院の受入れや高次医療機関への転院搬送の実態を把握する等、

幅広く調査・検証を行うとともに、病院や病床の機能に応じた高齢者救急

入院・外来医療等

に関する調査・評

価分科会 
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受入れや三次救急医療機関の評価の在り方について、介護保険施設等の協

力医療機関が果たす役割の観点も含め、引き続き検討を行うこと。 

８ 地域包括医療病棟、地域包括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟

の評価の見直し等、包括期入院医療に係る今回改定による影響の調査・検

証を行うとともに、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理、円滑な入

退院や早期の在宅復帰等、質の高い入院医療の実現に向けて、これらの病

棟の適切な評価の在り方について、引き続き検討すること。また、療養病

棟等の慢性期入院医療について、今回改定による影響の調査・検証を行う

とともに、在宅医療や介護保険施設等との役割分担や連携等の観点も踏ま

え、評価の在り方を引き続き検討すること。 

入院・外来医療等

に関する調査・評

価分科会 

９ DPC/ PDPS及び短期滞在手術等基本料について、今回改定による影響等

について調査・検証を行うとともに、医療の質の向上と標準化に向け、診

療実態を踏まえた更なる包括払いの在り方について引き続き検討するこ

と。 

入院・外来医療等

に関する調査・評

価分科会 

（人口少数地域の医療・医師偏在対策） 

10 人口の少ない地域の外来・在宅医療提供体制の確保のための支援に対す

る評価や、外科医療確保特別加算の新設等、医師の地域偏在・診療科偏在

対策等に係る今回改定による影響等について調査・検証を行うとともに、

人口構成の地域差や病院薬剤師を含む医療従事者の偏在等を踏まえた適

切な評価の在り方について引き続き検討すること。 

入院・外来医療等

に関する調査・評

価分科会 

（外来医療） 

11 初診料・外来診療料における逆紹介割合に基づく減算規定の見直しや連

携強化診療情報提供料の見直し等、外来機能分化に係る今回改定による影

響の調査・検証を行うとともに、評価の在り方について引き続き検討する

こと。 

入院・外来医療等

に関する調査・評

価分科会 

12 生活習慣病管理料（Ⅰ）（Ⅱ）や特定疾患療養管理料等について、今回改

定による影響の調査・検証を行うとともに、診療ガイドラインに沿った質

の高い計画的な医学管理が推進されるよう、提供される医療の実態に基づ

く評価の在り方について引き続き検討すること。 

入院・外来医療等

に関する調査・評

価分科会 

13 かかりつけ医機能を有する医療機関について、今回改定による影響の調

査・検証を行うとともに、かかりつけ医機能報告制度の施行状況等を踏ま

え、評価の在り方を検討すること。 

入院・外来医療等

に関する調査・評

価分科会 

（在宅医療・訪問看護） 

14 在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の質の向上に

向け、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、地域における医

療提供体制の実態等も踏まえつつ、往診、訪問診療、歯科訪問診療、訪問

薬剤管理指導、訪問看護等における適切な評価の在り方を引き続き検討す

ること。 

検証部会 

15 訪問看護について、同一建物居住者への訪問看護の評価の見直しや、一

連の訪問看護を１日あたりで包括的に評価する仕組みが新設されたこと

等を踏まえ、指定訪問看護事業所の経営状況等の把握や今回改定の検証を

行った上で、評価の在り方について引き続き検討すること。また、精神科

検証部会 
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訪問看護の利用者が増加傾向にある状況を踏まえ、利用者の状態や訪問看

護の提供内容等も含め、実態を踏まえた適切な評価の在り方について引き

続き検討すること。 

（精神医療） 

16 今回新設された精神科地域密着多機能体制加算の効果・影響等を検証す

る等、診療に当たって精神保健福祉法に基づく判断や手続きを伴う等の精

神医療の特性を踏まえ、引き続き地域移行・地域生活支援の充実を含む質

の高い精神医療の評価について検討すること。また、地域の重度な精神身

体合併症患者を診療する役割を担う総合病院精神科に係る評価の在り方

について、今回改定の効果検証を行った上で、引き続き検討すること。 

検証部会 

（医療 DX・オンライン診療） 

17 医療 DX（電子処方箋、電子カルテ共有サービス等）、オンライン診療（D 

to P with D、 D to P with N など）、改正医療法に基づくオンライン診

療受診施設の活用状況等について調査・検証を行うとともに、適切な評価

の在り方について引き続き検討すること。 

・検証部会（医療

DX） 

・入院・外来医療

等に関する調査・

評価分科会（オン

ライン診療） 

（医療技術の評価） 

18 リアルワールドデータの解析結果、臨床的位置付け、効果の有無に係る

エビデンス等を踏まえ、体系的な分類に基づいて見直しを行った医療技術

を含め、医療技術の適切な再評価を継続的に行うこと。また、今回実施し

た特定保険医療材料の不採算品再算定やシェアが分散している場合の対

応を踏まえ、なお市場実勢価格が償還価格を上回る機能区分が生じる要因

の把握等を行うとともに、迅速かつ安定的に患者へ供給・提供させる観点

も踏まえた革新的な医療機器や検査等のイノベーションを含む先進的な

医療技術についての適切な評価の在り方を、引き続き検討すること。 

・医療技術評価分

科会 

・保険医療材料専

門部会 

（歯科診療報酬） 

19 かかりつけ歯科医による歯科疾患・口腔機能の管理等の評価の見直しや

歯科治療のデジタル化の実施状況、入院患者等に対する医科歯科連携の評

価の影響等を調査・検証し、口腔管理や治療の在り方や多職種連携の評価

の在り方について引き続き検討すること。 

検証部会 

（調剤報酬） 

20 敷地内薬局の開設状況の変化等に加え、いわゆる門前薬局や医療モール

薬局等に関して今回の改定による影響の調査・検証を行うとともに、適切

な医薬品提供拠点の在り方も含め、薬局ビジョンを踏まえた薬局・薬剤師

の在り方について引き続き検討すること。 

検証部会 

21 薬局の都市部偏在に関して今回の改定による影響の調査・検証を行うと

ともに、地域支援体制加算・在宅薬学総合体制加算における実績要件や人

員要件の在り方も含め、都市部における小規模乱立を解消するための評価

の在り方、また、医療資源の少ない地域へ配慮した評価の在り方について

引き続き検討すること。 

検証部会 

（長期処方やリフィル処方等） 

22 長期処方やリフィル処方に係る取組について、今回改定による影響の調
検証部会 
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査・検証を行うとともに、積極的な活用策について引き続き検討すること。

また、医薬分業の現状やポリファーマシー対策の観点を踏まえた処方の評

価について引き続き検討すること。 

（後発医薬品の使用促進） 

23 バイオ後続品を含む後発医薬品の使用促進について、今回改定による影

響の調査・検証を行うとともに、後発医薬品の供給状況や医療機関や薬局

における使用状況等も踏まえ、診療報酬における後発医薬品の使用に係る

評価について引き続き検討すること。 

検証部会 

（医薬品の保険給付） 

24 長期収載品や食品類似薬について、今回改定による影響の調査・検証を

行うとともに、医薬品の保険給付の在り方について、供給状況や患者の負

担増に配慮しつつ、引き続き検討すること。 

検証部会 

（薬価制度、保険医療材料制度、費用対効果評価制度） 

25 イノベーションの推進、安定供給の確保、現役世代の保険料負担を含む

国民負担の軽減の観点から、諸外国の動向も踏まえつつ、各制度の在り方

について引き続き検討すること。 

・薬価専門部会 

・保険医療材料専

門部会 

・費用対効果評価

専門部会 

（施策の検証） 

26 施策の効果や医療の質を含む患者への影響等について、データやエビデ

ンスに基づいて迅速・正確に把握・検証できるようにするための方策につ

いて、引き続き検討すること。 

総会 
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中央社会保険医療協議会 費用対効果評価専門部会 

（第 77回）議事次第 

 

 

令和８年５月 13日(水） 

 総会議題１終了後～ 

 

議 題 

 

○ 費用対効果評価制度における検証等の進め方について 

23



厚生労働省 保険局医療課

費用対効果評価制度における検証等の進め方（案）

中 医 協 費 － １

８ ． ５ ． １ ３

1

○ 令和８年度費用対効果評価制度の見直し議論において、本制度に係る一定の検証を行ってきたところであ
るが、追加的な観点からの検証が求められている。

○ 技術的な議論や検証にあたっては、第三者を含む、多角的な立場からの知見が求められる。

現状

○ 令和８年度費用対効果評価制度改革の骨子において示された、費用対効果評価に係る技術的な議論につい
ては、厚生労働科学研究班において実施することとしてはどうか。

○ 構成員については、関係業界及び公的分析に加え、医療経済、医療統計、臨床分野の専門家等の有識者も
含めて構成することとしてはどうか。

○ 今回の検証における論点は、これまでの制度見直し議論の中で示された指摘を踏まえ、次頁に示すような
テーマを設定することとしてはどうか。

○ この検証結果を踏まえて、費用対効果評価制度における価格調整のあり方について中医協で議論し、決定
することとしてはどうか。

○ さらに、令和９年度の薬価改定の中で本制度の発展に向けた更なる見直しについて一定の結論を出すこと
とされており、本制度に係るこのほかの論点については、引き続き議論することとしてはどうか。

論点

5

費用対効果評価制度における検証等の進め方（案）

25
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費用対効果評価制度における検証等の進め方（案）

６月５月 ７月 ８月 ９月 10月～

検証と議論
（個別品目②）

価格調整範囲の
見直しへ

＜主な論点（案）＞
以下について、個別具体のケースをもとに、企業分析と公的分析の不一
致の要因を含めて検討する。
・追加的有用性の評価の科学的根拠について
・ICERの不確実性への考慮について
・比較対照技術の臨床的妥当性について
これらの検討を踏まえ、制度の透明性等を確保する観点から、引き続き
分析プロセスの見直しを実施していく。
※ 上記以外の論点についても、適宜議論する。

追加的有用性が示されなかった品目の価格調整については、従来通りの運用で価格調整
（検証終了後、令和８年４月以降に結果が報告された品目を対象に、改めて価格調整を実施）

令和８年度制度改革を踏まえた新制度開始

検証と議論
（とりまとめ）

検証と議論
（個別品目①）

検証と議論
（キックオフ）

＜研究班名等＞
・厚生労働科学研究班（医薬品・医療機器等の費用対効果評価制度にお

ける公的分析の体制、分析ガイドラインの改定及び客観的検証のため
の研究）、研究代表者：福田敬

＜メンバー＞
・医療経済 ３名※

・医療統計 ３名※

・臨床専門家 ３名※

・製造販売業者 ２名
・公的分析 ２名

上記メンバーに加えて、業界団体から選出さ
れた３名がオブザーバーとして参画

※ 費用対効果評価専門組織における議論を振
り返るため当該組織から１名が参画

専門部会
専門部会及び
中医協総会で

検証報告の議論

令和８年４月
＜１．令和８年度の進め方＞

＜２．研究班について＞

進
め
方

個
別
品
目

の
取
扱
い

研究班

令和９年度
薬価改定で
一定の結論

制度に係る
議論は継続

6

オブザーバー
・飯野 崇 （日本べーリンガーインゲルハイム、欧州製薬団体連合会 アクセス・薬価委員会委員長）
・西川 和彦（エドワーズライフサイエンス、米国医療機器・IVD工業会 保険委員会 HTA WGリーダー）
・五十嵐 中（東京大学大学院薬学系研究科 特任准教授）

費用対効果評価制度における検証等の進め方（メンバー案）

専門分野所属等名前

医療経済国際医療福祉大学医学部公衆衛生学 教授池田 俊也

医療経済慶應義塾大学大学院経営管理研究科 教授中村 洋

医療経済岡山医療専門職大学 学長齋藤 信也

医療統計埼玉医科大学ＲＡセンター 教授川﨑 洋平

医療統計東北大学大学院医学系研究科医学統計学分野 教授山口 拓洋

医療統計大阪公立大学大学院医学研究科医療統計学 教授新谷 歩

臨床専門家国立がん研究センター中央病院肝胆膵外科 科長江﨑 稔

臨床専門家国立国際医療研究センター 副院長大曲 貴夫

臨床専門家東京慈恵会医科大学腫瘍・血液内科 客員教授薄井 紀子

製造販売業者
ノバルティス、米国研究製薬工業協会 HTAタスク
フォース 副委員長

宇田 晃仁

製造販売業者
ファイザー、日本製薬工業協会 産業政策委員会
産業振興部会 費用対効果評価対応チームリーダー

湯淺 晃

公的分析
国立保健医療科学院保健医療経済評価研究センター
上席主任研究官

白岩 健

公的分析慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科 教授後藤 励

7
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中央社会保険医療協議会 総会（第 650回）議事次第 

 

 

令和８年５月 13 日(水） 

 10:00～ 

 

議 題 

 

○ 部会・小委員会に属する委員の指名等について 

○  費用対効果評価専門組織からの報告について 

○ 医療機器の保険適用について 

○ 医薬品の新規薬価収載等について 

○ 再生医療等製品の保険適用について 

○ 最適使用推進ガイドラインについて 

○ 費用対効果評価の結果を踏まえた薬価の見直しについて 

○ ＤＰＣにおける高額な新規の医薬品等への対応について 

○  在宅自己注射について 

○  再生医療等製品の医療保険上の取扱いについて 
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医療機器の保険適用について（令和８年６月１日収載予定） 

区分Ｃ１（新機能） 

 販売名 企業名 保険償還価格 算定方式 補正加算等 
外国平均 

価格との比 
頁数 

① シルクエラスチン創傷用シート 
三洋化成工業 

株式会社 

1㎠当たり

1,460円 
原価計算方式 ― ― １ 

② コクレアインプラント Ｎｅｘａ 
株式会社 

日本コクレア 
1,690,000円 

類似機能区分 

比較方式 
改良加算５％ 0.70 ５ 

③ 

ゴア VIATORR TIPSステントグ

ラフトコントロールエクスパ

ンション 

ゴア TIPSセット 

ゴア TIPS セット 日本ゴア合同会社 102,000 円 原価計算方式 ― 1.19 ９ 

 

中医協 総－３－１ 

８ ． ５ ． １ ３ 

 

 

区分Ｃ２（新機能・新技術） 

 販売名 企業名 保険償還価格 算定方式 補正加算等 
外国平均 

価格との比 
頁数 

① サスメド 不眠障害用アプリ Medcle サスメド株式会社 24,100円 原価計算方式 
有用性加算５％ 

加算係数 1.0 
― 15 

② 

ゴア VIATORR TIPSステントグ

ラフトコントロールエクスパ

ンション 

ゴア TIPSセット 

ゴア VIATORR TIPS

ステントグラフト

コントロールエク

スパンション 

日本ゴア合同会社 792,000 円 原価計算方式 
有用性加算 10％ 

加算係数 0.2 
0.91 ９ 

③ ENDEAVORRIDE（エンデバーライド） 
塩野義製薬 

株式会社 
14,500円 原価計算方式 

有用性加算５％ 

加算係数 1.0 
― 20 

④ ＫＺＲ－ＣＡＤ ファイバーブロック シンボー YAMAKIN株式会社 11,700円 
類似機能区分 

比較方式 
改良加算 10% ― 26 

臨床検査の保険適用について（令和８年６月１日収載予定） 

  販売名 測定方法 参考点数 頁数 

① Ｅ３（新項目） コバスＢＫＶ リアルタイムＰＣＲ法 
Ｄ０２３ 微生物核酸同定・定量検査 

17 サイトメガロウイルス核酸定量 
31 

プログラム医療機器の評価療養に係る決定について 

 販売名 使用目的・使用方法等 実施を認める期間 定期的な報告 頁数 

① リフトンＤ 

薬物療法が行われているにもかかわらず、症状が改

善しない中等度以上の抑うつ症状が残存するうつ病

患者の精神症状の緩和 

４年間 少なくとも２年に１回の報告を求める 34 

 

30
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プログラム医療機器の評価療養に係る決定（案） 

 

販売名   リフトンＤ 

保険適用希望企業  ＤＴアクシス株式会社 

 

販売名 
実施について

の妥当性 
実施する際の使用目的・使用方法等 

実施を認

める期間 

リフトンＤ 妥当である 

薬物療法が行われているにもかか

わらず、症状が改善しない中等度以

上の抑うつ症状が残存するうつ病患

者の精神症状の緩和 

４年間 

 

○ 評価療養の実施状況やデータ集積状況等の定期的な報告 

  少なくとも２年に１回の報告を求める。 
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製品概要

１ 販売名 リフトンD

２ 希望企業 DTアクシス株式会社

３ 使用目的
薬物療法が行われているにもかかわらず、症状が改善しない中等度以上
の抑うつ症状が残存するうつ病患者の一部の精神症状の緩和

４ 構造・
原理

製品特徴 出典：企業提出資料

• 本品は、認知行動療法（CBT）の理論に基づく治療プログラムを提
供し、医師による診療の下で一部の抑うつ症状を緩和する。

• 患者用アプリと医師用WEBにより構成され、患者は１週間に１セッ
ションを目安として全８セッションを進め、医師は患者のセッション進捗
状況等を確認することができる。

第１段階承認を取得したプログラム医療機器に関する評価療養

【第１段階承認での有効性】
探索的治験において，ハミルトンうつ病評価尺度（HAM-D）の「抑う
つ気分」、「罪責感」、「不安，精神症状」及び「心気症」の症状緩和傾
向、自記式の抑うつ評価尺度であるPHQ-9のスコア改善傾向が確認さ
れている。ただし、主要評価項目である８週時のHAM-D合計スコアの
変化量で統計的な有意差は得られなかった。

評価療養によるデータ収集
・実診療下（薬剤変更や医療者介入）での⾧期的評価
・症状評価：PHQ-9/一部協力施設にてHAM-DまたはMADRS
（モンゴメリ・アスベルグうつ病評価尺度）の収集
・生活機能：就労・就学状況、日常生活活動
・使用状況：セッション完遂率、利用頻度、継続期間
・その他：薬物療法併用状況、安全性、施設差・患者背景

評価療養で得られたデータを用いて、既存治療に対する上乗せによる
付加的有用性（抑うつ症状の変化）を評価する。 35
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No. 銘柄名 規格単位 会社名 成分名 承認区分 算定薬価 算定方式 補正加算等 ページ

1 ソホノスカプセル1mg
ソホノスカプセル1.5mg
ソホノスカプセル2.5mg
ソホノスカプセル5mg
ソホノスカプセル10mg

1mg1カプセル
1.5mg1カプセル
2.5mg1カプセル
5mg1カプセル
10mg1カプセル

IPSEN株式会社 パロバロテン 新有効成分含
有医薬品

46,062.10円
57,114.90円
95,190.70円

190,381.30円
355,689.50円

原価計算方式 有用性加算（Ⅱ）A=10%
市場性加算(Ⅰ)A=10%
加算係数　０
革新的新薬薬価維持制
度

内399
他に分類されない代謝性医薬品（進行
性骨化性線維異形成症）

2

2 ドジョルビ内用液100％ 100%500mL1瓶 Ultragenyx Japan株式会社 トリヘプタノイン 新有効成分含
有医薬品

734,770.00円 原価計算方式 有用性加算（Ⅱ）A=5%
市場性加算(Ⅰ)A=15%
加算係数　０
革新的新薬薬価維持制
度

内399
他に分類されない代謝性医薬品（長鎖
脂肪酸代謝異常症）

4

3 インレビックカプセル100mg 100mg1カプセル レコルダティ・レア・ディジー
ズ・ジャパン株式会社

フェドラチニブ
塩酸塩水和物

新有効成分含
有医薬品

11,137.40円 類似薬効比較方式（Ⅰ） 市場性加算(Ⅰ)A=5%
革新的新薬薬価維持制
度 内429 その他の腫瘍用薬（骨髄線維症） 6

4 アムベルビスト静注2mL
アムベルビスト静注シリンジ5mL
アムベルビスト静注シリンジ7.5mL
アムベルビスト静注シリンジ10mL

25.79％2mL1瓶
25.79％5mL1筒
25.79％7.5mL1筒
25.79％10mL1筒

バイエル薬品株式会社 ガドクアトラン
水和物

新有効成分含
有医薬品

2,261円
4,930円
7,098円
9,193円

類似薬効比較方式（Ⅰ） 有用性加算(Ⅱ)A=5%
小児加算=15%
革新的新薬薬価維持制
度

注729

その他の診断用薬（体外診断用医薬
品を除く。）（磁気共鳴コンピューター断
層撮影における下記造影
○脳・脊髄造影
○躯幹部・四肢造影）

8

品目数 成分数
内用薬 7 3
注射薬 4 1
外用薬 0 0

計 11 4

新医薬品一覧表（令和８年５月２０日収載予定）

薬効分類

中医 協 総－ ４－１

８ ． ５ ． １ ３ 

1

No. 銘柄名 規格単位 会社名 成分名 承認区分 算定薬価 算定方式 補正加算等 ページ

1 アクーゴ脳内移植用注 1回分 サンバイオ株式会社 バンデフィテムセル 新再生医療等製品 72,716,528円 原価計算方式 市場性加算(Ⅰ)A=10%
先駆加算A=10%
加算係数　1.0
革新的新薬薬価維持制度

再生
外傷性脳損傷に伴う慢性期の運動麻
痺の改善

2

2 アムシェプリ 18瓶1組 住友ファーマ株式会社 ラグネプロセル 新再生医療等製品 55,306,737円 原価計算方式 市場性加算(Ⅰ)A=10%
先駆加算A=10%
加算係数　1.0
革新的新薬薬価維持制度

再生
レボドパ含有製剤を含む既存の薬物
療法で十分な効果が得られないパー
キンソン病患者の運動症状の改善

6

3 ゾルゲンスマ髄注 1患者当たり ノバルティス　ファーマ株
式会社

オナセムノゲン アベパル
ボベク

新用法・使用方法
再生医療等製品

167,077,222円 別銘柄として算定しない 革新的新薬薬価維持制度
費用対効果評価（H5）

再生
脊髄性筋萎縮症
ただし、抗AAV9抗体が陰性の患者に
限る

11

品目数 成分数
内用薬 0 0
注射薬 3 3
外用薬 0 0

計 3 3

新再生医療等製品一覧表（令和８年５月２０日収載予定）

薬効分類

中 医 協 総 － ５

８ ． ５ ． １ ３

11
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令和８年４月 28 日（火） 

書面による持ち回り開催 

   

第 127回 

社会保障審議会医療部会 

議 事 次 第 

 

 

1. 医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会について（報告）  

 

＜配布資料＞  

資料１－１ 医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会について（報告） 

資料１－２ 医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会 開催要綱 
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医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会について（報告）

令和８年４月28日 第127回社会保障審議会医療部会 資料１－1

医政局医事課

医療機関の業務効率化・職場環境改善の推進に関する方向性について（案）

１．医療機関の業務のDX化の推進について

➢ 既に業務効率化に取り組んできた医療機関がその取組を加速化させるとともに、業務効率化に取り組む医療機関の裾野を広げ、医療界全
体の実効ある取組とするため、以下の対応を行う。その際、全ての医療機関が直ちにDX化に対応できるわけではないことを考慮し、拙速な
進め方とならないよう、現場の理解を得ながら丁寧に進める。

（国・自治体による支援等）
〇 これまでの試行的・先進的な取組への支援だけではなく、業務のDX化に取り組む多くの医療機関を支援するため、令和７年度補正予算
案において、200億円を計上。
さらに、業務のDX化による効果の発現には一定の期間を要することを踏まえ、継続的な支援の在り方を検討する。

〇 業務のDX化を推進するに当たっては、効果等のエビデンスを蓄積することが重要であるため、統一的な基準により、労働時間の変化、
医療の質や安全の確保、経営状況に与える影響等に関する必要なデータを医療機関から収集し、分析する。その際、医療機関の負担が過
度なものにならないように留意するとともに、できるだけ簡便な形で収集できる方法を検討する。また、医療機関の情報システムと連携
できるよう、医療情報の標準化に留意しながら進めることが必要。

〇 こうしたエビデンスの蓄積を行いながら、医療の質や安全の確保と同時に、持続可能な医療提供体制を維持していくことが重要という
視点から、業務の効率化を図る場合における診療報酬上求める基準の柔軟化を検討する。

〇 医療機関が業務効率化に資する機器やサービスの価格や機能、効果を透明性をもって把握できる仕組みを構築する。また、業務効率化
に資する新たな技術開発等を推進する。

〇 業務のDX化等の業務効率化に取り組む医療機関の伴走支援のため、都道府県の医療勤務環境改善支援センターの体制拡充・機能強化を
図り、医療勤務環境改善支援センターが労務管理等の支援に加え、業務効率化の助言・指導等も行うことを明確化する。地域医療介護総
合確保基金を活用した医療勤務環境改善支援センターへの支援をさらに促進するとともに、国から都道府県への技術的助言を行う。 2

● 2040年に向けて高齢者人口がピークを迎える中で、生産年齢人口（15歳～64歳人口）はさらに減少していき、医療従事者の確保はますま
す困難となっていくことが見込まれる。また、こうした人口減少のスピードは、地域によって大きく異なるため、早晩、これまでと同じ医
療提供が難しくなる地域も出てくる。

● 政府としては、本年６月には、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025改訂版」において、サービス業を中心に、人手不
足が取り分け深刻と考えられる１２業種については、その生産性を向上させる必要性が一層高いとされ、「省力化投資促進プラン（医療分
野）」を策定した。

● 2040年に向けて、医療従事者を安定的に確保し、質が高く効率的な医療提供体制を構築するために、医療機関の業務効率化・職場環境改
善による生産性向上、タスク・シフト／シェアの推進、地域における医療職種の養成体制の確保や養成課程を含めた環境整備等について、
必要な制度的対応を含め、取り組むことが必要である。

令和７年12月８日 第122回社会保障審議会医療部会 資料２－２
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医療機関の業務効率化・職場環境改善の推進に関する方向性について（案）

3

１．医療機関の業務のDX化の推進について（前頁の続き）

〇 業務効率化・職場環境改善に積極的に取り組むことが、医療従事者の職場定着にプラスとなり、労働市場における医療従事者の確保
面でより有利になるよう、計画的に取り組む病院を公的に認定し、対外的にも発信できる仕組みを地域医療介護総合確保法に創設す
る。認定の仕組みは透明性がある分かりやすいものとし、医療従事者の視点を入れることも検討する。

（医療機関の責務の明確化）
〇 医療法上、現在、病院又は診療所の管理者は医療従事者の勤務環境の改善その他の医療従事者の確保に取り組む措置を講ずるよう努
めることとなっている。今後は、これらに加え、業務効率化にも取り組むよう努める旨を明確化する。
また、併せて、健保法上の保険医療機関の責務として、業務効率化・勤務環境改善に取り組むよう努める旨を明確化する。

２．タスク・シフト／シェアの推進等、医療従事者の養成体制の確保、医療従事者確保に資する環境整備等について

〇 医療機関におけるタスク・シフト／シェアの取組がさらに定着するよう、医療機関が業務のDX化に取り組む際には、併せてタスク・
シフト／シェアの実施や業務プロセス自体の見直しを進める。

〇 医療関係職種の養成校の定員充足率は近年低下傾向にあり、地域差も大きい状況。今後とも、地域において医療関係職種を安定的に確
保できるよう、各地域の人口減少の推移や今後の地域医療構想等を踏まえた各医療関係職種の需給状況を見通しつつ、地域や養成校の
実情に応じて、遠隔授業の実施やサテライト化の活用などをはじめ、地域における安定的な養成体制を確保するため国・都道府県等が
取り組むべき事項について検討を進める。

〇 医療水準を維持しつつ、より少ない人員でも必要な医療が提供できたり、医療関係職種が意欲・能力やライフコースに合わせた働き
方・キャリアの選択が可能となって地域において活躍の場が広がることなどにより、若者・社会人にとって医療関係職種がより魅力あ
るものとなるよう、その養成課程も含めて、例えば以下の対応を行う。
・ 医療関係職種の各資格間において現在でも可能となっている既修単位の履修免除の活用や、養成に係る修業年限の柔軟化など若者・
社会人にとっても参入しやすい養成課程とするとともに、医療関係職種の更なる質の向上を図るため、まずは、課題等を把握し、各
職種の状況に応じた支援の在り方を検討する。

・ 意欲・能力やライフコースに合わせて、更なるキャリア・スキルの向上を目指す者や、育児・介護等の事情を抱えて働く者への支援
や、そうした者が地域や職場でより能力を発揮できる環境整備やセカンドキャリアとして働く上でのマネジメントに関するリカレン
ト教育等の在り方について、具体的に検討を進める。

・ 歯科衛生士・歯科技工士の業務範囲や、歯科技工の場所の在り方については、現在進めているそれぞれの業務のあり方等に関する検
討会において具体的に検討を進める。

神野委員、小野委員の
指摘

勝又委員の指摘
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医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会

目的

○ 2040年頃にかけて、医療と介護の複合ニーズを抱える高齢
者の増加と生産年齢人口（15歳～64歳人口）の減少が一層
見込まれるとともに、18歳人口の減少によって医療関係職
種の養成校の定員充足率が近年低下傾向にあるなど、今後、
医療関係職種の養成・確保は一層の課題となっていくこと
が見込まれる。また、こうした医療関係職種の養成・確保
をとりまく環境の変化は、地域によって大きく状況が異な
るため、その実情に応じた対策を講じていくことが必要と
なる。

○ このため、地域において将来にわたって必要な医療が持続
的に提供されるよう、各地域の人口の推移や新たな地域医
療構想の策定等の状況を踏まえ、18歳人口の減少が急激に
進む中でも必要な医療関係職種を安定的に養成・確保して
いく観点から迅速な対応を行うことが求められる。

○ こうした現状を受け、地域において必要な医療関係職種の
安定的な養成・確保の在り方について、関係者による専門
的観点から検討を進めるため、本検討会を開催する。

構成員（敬称略・五十音順）

青木 郁香

東江 由起夫

上田 克彦

内山 量史

江澤 和彦

小野 太一

神野 正博

風間 雄一郎

木戸 道子

喜熨斗 智也

國土 典宏

斉藤 秀之

寺島 多実子

中野 夕香里

西田 裕介

野口 晴子

平山 春樹

福島 統

丸林 彩子

武藤 智美

森野 隆

守屋 百合子

山本 伸一

横地 常広

日本臨床工学技士会 専務理事

日本義肢装具士協会 会長

日本診療放射線技師会 会長

日本言語聴覚士協会 会長

日本医師会 常任理事

政策研究大学院大学 副学長・教授

全日本病院協会 会長

福島県保健福祉部 次長（健康衛生担当）

日本赤十字社医療センター 副院長・第一産婦人科部長

日本救急救命士会 会長

国立健康危機管理研究機構 理事長

日本理学療法士協会 会長

日本歯科医師会 常務理事

日本看護協会 専務理事

国際医療福祉大学 成田保健医療学部長

早稲田大学政治経済学術院 教授

日本労働組合総連合会 総合政策推進局生活福祉局 局長

東京慈恵会医科大学 名誉教授

日本視能訓練士協会 副会長

日本歯科衛生士会 会長

日本歯科技工士会 会長

静岡医療科学専門大学校 副大学校長

日本作業療法士協会 会長

日本臨床衛生検査技師会 代表理事会長

検討事項・スケジュール

【検討事項】
○ 地域において必要な医療関係職種を安定的に養成・確保す

    るための方策

  【スケジュール】
○ 2026年５月～ 検討会の立ち上げ

※月１回程度の開催を想定
※医療部会に報告しながら検討を進める

○ 2026年～冬頃 議論のとりまとめ（予定）
医療部会への報告 4

14



医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会 開催要綱 

 

１．目的 

○ 2040 年頃にかけて、医療と介護の複合ニーズを抱える高齢者の増加と生産年齢人口

（15歳～64歳人口）の減少が一層見込まれるとともに、18歳人口の減少によって医療

関係職種の養成校の定員充足率が近年低下傾向にあるなど、今後、医療関係職種の養

成・確保は一層の課題となっていくことが見込まれる。また、こうした医療関係職種

の養成・確保をとりまく環境の変化は、地域によって大きく状況が異なるため、その

実情に応じた対策を講じていくことが必要となる。 

○ このため、地域において将来にわたって必要な医療が持続的に提供されるよう、各

地域の人口の推移や新たな地域医療構想の策定等の状況を踏まえ、18 歳人口の減少が

急激に進む中でも必要な医療関係職種を安定的に養成・確保していく観点から迅速な

対応を行うことが求められる。 

○ こうした現状を受け、地域において必要な医療関係職種の安定的な養成・確保の在

り方について、関係者による専門的観点から検討を進めるため、本検討会を開催する。 

 

２．検討事項 

地域において必要な医療関係職種を安定的に養成・確保するための方策について 

 

３．構成員 

（１）構成員は、別紙のとおりとする。 

（２）座長は、構成員の互選により選出する。座長は座長代理を指名することができる。 

（３）構成員が、やむを得ず欠席し、代理出席を希望する場合には、事前に座長の了解を

得た上で当日の会合において承諾を得ることにより、参考人として参加することがで

きる。 

 

４．検討会の運営 

（１）本検討会は、医政局長が別紙の構成員の参集を求めて開催する。 

（２）本検討会においては、必要に応じ、関係者の参加を求めることができる。 

（３）本検討会の議事、資料及び議事録は、公開することにより個人等に不利益を及ぼす

恐れがあるなど、特段の事情がある場合を除き、公開とする。なお、非公開とした場

合には、その理由を明示するとともに、座長が認める範囲において議事要旨を公開す

る。 

（４）本検討会の庶務は、医政局医事課、歯科保健課及び看護課において処理する。 

（５）この要綱に定めるもののほか、本検討会の運営に関し必要な事項は、座長が定める

こととする。 
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第 127 回社会保障審議会医療部会（持ち回り開催）の概要について 

 

令和８年４月 28 日 

社会保障審議会医療部会長 

遠藤 久夫 

 

 第 127 回社会保障審議会医療部会における議題「医療関係職種の安定的な養

成・確保に関する検討会について（報告）」について、本委員からは以下の意

見・質問があった。 

 

委員名（敬称略） ご意見 

石飛   厚志 第 127 回医療部会の説明内容について、以下の意見を

付して承認いたします。 

・医療関係人材の確保の視点から、外国人材の活用の観

点について、現状と課題及び今後の方向性についての 

ご検討をいただきたい。 

岡 俊明 議案の医療関係職種の養成・確保に関する検討会の設

置、検討事項について異論ありません。 

ひとつだけ質問事項として、これとは別に 2040 年に向

けた看護職員の養成・確保の在り方に関する検討会も設

置されています。 

医療関係職種の養成・確保に関する検討会では看護師

の養成・確保についても検討するのか？その場合、2040

年に向けた看護職員の養成・確保の在り方に関する検討

会との連携はどうなるのか？ 

荻野 構一  令和 7 年 12 月８日開催の本部会において議論された

「医療機関の業務効率化・職場環境改善の推進に関する

方向性」等に基づき、地域において必要な医療関係職種

の安定的な養成・確保のあり方について、関係者による

専門的観点から検討を進めるため、「医療関係職種の安定

的な養成・確保に関する検討会」を設置し、議論を進め

ることに関しては概ね異論はございません。なお、当然

かとは存じますが、本検討会における議論の進捗等につ

いては適宜、医療部会にてご報告をいただきますようよ

ろしくお願いします。 

 その上で、下記につきご教示ください。 
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１．目的にあるとおり、本検討会は高齢者増加・生産

年齢人口の減少等を背景として理学療法士や歯科衛生士

等の医療関係職種の養成・確保が困難になることから、

それについて検討を行う場と認識しました。今回、薬剤

師を代表する者が構成員に含まれておりませんが、これ

は、薬剤師に関しては既に議論や対応が進んでいるため

（例えば確保であれば、薬剤師偏在指標・薬剤師確保計

画ガイドラインに基づく取組等）という認識で相違あり

ませんでしょうか。また、医師・歯科医師については、

需給推計・医師確保計画による取組等が最も進んでいる

と認識しております。今回、医師・歯科医師を代表する

方は構成員に含まれていますが、こちらはどのような立

場で参加されるのか、併せて確認させていただければと

存じます。 

 

 ２．資料１－１P.3 に第 122 回部会の資料をお示し頂

いておりますが、今回、赤枠内の検討を行う場が本検討

会と理解しました。一方、本資料では、医療従事者の養

成体制の確保・医療従事者の確保は、医療機関における

タスク ・シフト/シェアの推進等の取組と一連の項目・文

脈において言及されています。あらためまして、赤枠に

含まれない「○医療機関におけるタスク・シフト/シェア

の取組がさらに定着するよう、医療機関が業務の DX 化に

取り組む際には、併せてタスク・シフト/シェアの実施や

業務プロセス自体の見直しを進める。」については、本検

討会における検討事項ではないことを確認させていただ

けますでしょうか。 

 

2 点目に関しまして、検討会のスコープ外としても状

況次第では議論が及ぶのではと推察しております。その

中で仮に、医療機関における薬剤の取扱いや病院薬剤師

業務に係る内容等がございましたら、薬剤師を代表する

者を然るべき立場で議論に参加させることもご検討いた

だきますとともに、引き続き医薬局とも連携して適切に

ご対応いただきたく、よろしくお願い申し上げます。 

勝又 浜子 医療関係職種の養成校の定員充足率は近年低下傾向に
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あり、地域差も大きい状況。今後とも、地域において医

療関係職種を安定的に確保できるように検討を進めるこ

とについては重要である。しかし、開催要綱には養成確

保の方策について、何をどのように議論しアウトカムは

何なのかが不明確である。 

また、医療界での人材確保を議論するのであれば、医

師、歯科医師、薬剤師も含めた議論をすべきと考える。 

木戸 道子 人材確保が難しくなっていく状況において、今回この

ような検討会が設置されるのは大きな意義がある。今後

の人口減少社会において地域の医療需要に適切に対応

し、より良い医療を提供できるための方策を最優先にし、

職種間の利害にこだわることなく広い視点で議論がなさ

れることがのぞましい。 

医療現場では現在、タスクシフトが推進されつつある

が、業務をシフトする先の人員がいなければ成り立たな

くなってしまうことが懸念される。「それは私の仕事では

ない」「他の職種がやるべき」など業務の押し付け合いに

なり、担当がはっきりしないものは弱い立場の人に任さ

れてしまう、となるのはのぞましくない。職種の枠に囚

われすぎずに「自分のできることがあれば積極的に担う」

姿勢で、患者さんのためにより良い医療を提供するとい

う共通の目的をもって協働できるためには、単なる精神

論、現場の善意に頼るのみではなく、業務範囲の見直し

や貢献に応じた待遇など、実効ある取組みが必要と思わ

れる。 

医療従事者には女性の割合が多いが、せっかく勉強し

て資格を取得し、修練を積んで現場で活躍していた方々

が育児や介護などライフイベントにより離職・転職を余

儀なくされるケースが少なくない。欠員ができることで

やむを得ず人材派遣業者を通じて募集せざるを得ないこ

ともあるが、そこには多大なコストが発生し大きな問題

となっている。 

そこで、むしろライフイベントを抱えた職員が安心し

て働きやすい環境を、医療現場こそが他業種よりも積極

的に整えてアピールすれば、意欲のある職員が専門性を

活かして活躍でき、さらにそうした様子をみて、医療関
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係職種を積極的に目指そうとする人を増やせる可能性が

ある。ただ、現実にはそれぞれの医療機関が個別にでき

ることには限界がある。たとえば院内保育所設置・運用

においても、病児保育や夜間保育など実際の働き方に対

応した保育を提供するにはコスト、保育士の確保などの

面で相当ハードルが高い。たとえば地域の複数医療機関

で共同運用し保育・介護をバックアップしているケース

や、交代勤務や短時間正職員制度など柔軟な働き方を取

り入れて成功している例（職員間の不公平感を減らす工

夫も含む）など、全国における好事例を収集し、それを

参考にして、まずはできるところ、優先度の高いところ

から施策を進めることで、医療関係職種の人材確保、地

域医療の安定的提供につながることを期待したい。 
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社会保障審議会介護給付費分科会(第 256 回)議事次第 

 

 

日時：令和８年４月２７日（月） 

１０：００から１２：００まで 

於：厚生労働省 専用第２１会議室（１７階） 

 

 

 

 

議 題 

 

１. 令和８年度介護従事者処遇状況等調査の実施について 

２. 令和９年度介護報酬改定に向けた今後の検討の進め方について 
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１ 

 

令和９年度介護報酬改定に向けた今後の検討の進め方について（案） 

 

○ 令和６年度介護報酬改定においては、いわゆる団塊の世代がすべて 75 歳以上と

なる 2025 年を見据え、診療報酬との同時改定であること等を踏まえ、以下の４つ

の項目を柱とし、改定を行った。 

１．地域包括ケアシステムの深化・推進 

２．自立支援・重度化防止に向けた対応 

３．良質なサービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり  

４．制度の安定性・持続可能性の確保 

 

〇 また、「「強い経済」を実現する総合経済対策」（令和７年 11 月 21 日閣議決定）

において、「介護分野の職員の処遇改善については、累次の取組を講じてきた結果、

介護職員の賃金は改善してきたものの、他産業とはまだ差があり、人材不足が厳し

い状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和８年度介護報酬改

定において、必要な対応を行う」とされたことを踏まえ、令和９年度介護報酬改定

を待たずに期中改定を実施し、介護分野の職員の他職種と遜色のない処遇改善に向

けた措置に加え、近年の食材料費の上昇を踏まえた緊急的な対応として、食費の基

準費用額の引上げを行うこととした。 

 

○ こうした状況を踏まえれば、令和９年度介護報酬改定においては、介護分野の賃

上げ、経営の安定、離職防止、人材確保を図る必要があるとの認識のもと、介護サ

ービス事業者の経営状況等について把握した上で、物価や賃金の上昇等を適切に反

映するための対応を実施する必要がある。 

 

○ その上で、令和９年度介護報酬改定に向けては、65歳以上の高齢者数がピークを

迎え介護と医療の複合ニーズを抱える 85歳以上人口も増加する 2040年を見据えつ

つ、自治体・地域の規模によって、高齢化や人口減少のスピードには大きな差が生

じることが見込まれ、サービス需要の変化が様々となり、地域の実情に応じたサー

ビス提供体制を構築していくことが重要であることや、介護保険制度の持続可能性

を確保するために介護給付の効率化・適正化に取り組む必要があることなどを踏ま

え、令和６年度及び令和８年度の介護報酬改定に関する審議報告並びに令和７年の

社会保障審議会介護保険部会意見書における指摘などに基づき、各サービスの論点

とあわせ、例えば以下のような分野横断的なテーマを念頭に置き、議論してはどう

か。 

・人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築 

・地域包括ケアシステムの深化 

・介護人材確保に向けた処遇改善等と職場環境改善やケアの質の向上に向けた生産

性向上等 

・制度の安定性・持続可能性を確保する報酬の在り方 

※今後議論を進める中で変更することは想定される。 

社保審－介護給付費分科会 

第 256回（R8.4.27） 資料４ 
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２ 

 

【スケジュール案】 

令和８年 

  ４月～夏頃  ：主な論点について議論 

         事業者団体等からのヒアリング 

  10～12月頃  ：具体的な方向性について議論 

  12月中       ：報酬・基準に関する基本的な考え方の整理・とりまとめ 

※地方自治体における条例の制定・改正に要する期間を踏まえて、基準に

関しては先行してとりまとめを行う。 

令和９年度政府予算編成 

令和９年 

  １月頃   介護報酬改定案 諮問・答申 
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2021年4月1日

調剤業務の一部外部委託について

令和８年４月15日 第19回 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会 資料１

調剤業務の一部外部委託（１．いわゆる直送の扱い）

3

〇 以下の理由から、現時点では、いわゆる直送を実施可能とすることは適切ではない。

・特区において、一包化された薬剤のいわゆる直送の実施に向けて、様々な技術的な課題
（注）

を今後検証予定で
あること
（注）①データ送信のためのフォーマット・連携インフラ整備、②薬袋作成のルール整備、③画像確認だけでない確認方法の必要性等

・最終鑑査は、取揃えの正確性のみではなく、処方内容の妥当性や薬歴との整合性の確認などの確認も必要であ
り、薬剤師の手元に薬剤がない状態で鑑査の一部を分離して実施することは、これまでに十分な技術的な蓄積が
なく、調剤過誤を誘発するリスクが払拭できていないとの意見があったこと

○ いわゆる直送が実施可能かは医薬品の安全使用に関連する内容であることから、今後、特区での実証やその他
エビデンスの取得が行われた場合には、その結果を踏まえてその取扱いを検討する。

〇 また、いわゆる直送を可能とする場合は、委託薬局及び受託薬局に必要な技術的基準をガイドライン等で適切に
規定することが必要。

事務局案
薬局の調剤業務の定型的な業務の一部について、必要な基準を満たす場合に外部委託を可能とする。

薬局の調剤業務の一部外部委託

• 薬局の開設者が、薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく質の向上を図るた

めに調剤の業務の効率化を行う必要がある場合は、特定調剤業務※について、一定の要件を備えている薬局の

薬局開設者に委託することを可能とするもの。【公布後２年以内施行】

• 委託薬局、受託薬局については、必要な体制等について許可基準を設けることとしている。

※ 特定調剤業務は、調剤の業務のうち当該業務に著しい影響を与えない定型的な業務として政令で定める業務。

※ 特定調剤業務の委託を実施する薬局、受託を実施する薬局は、必要な要件を満たした上で、都道府県知事（所在地が保健所設置

市、特別区の場合は、市長又は区長）の許可を受ける必要がある。

概要

委託薬局 受託薬局

患者

処方箋

パターン１：薬剤を委託元に配送

薬剤の一包化

・調剤機器、監査支援装置を活用

調剤設計
委託実施の判断

監査
※受託薬局から直送す
る場合は、遠隔で監査

一包化業務の委託

パターン２：委託薬局の薬剤師が遠隔で監査を実施した後、患者宅等に直接薬剤配送

薬剤提供

服薬指導

【イメージ（一包化業務の場合）】

※都道府県知事等の許可 ※都道府県知事等の許可

同一三次医療圏

契約の締結

R7法改正

（※）定型的な業務の例：一包化（複数の薬剤を利用している患者に対して服用時点ごとに一包として投与すること）
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2021年4月1日

調剤業務の一部外部委託について

令和８年４月15日 第19回 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会 資料１

調剤業務の一部外部委託（１．いわゆる直送の扱い）

3

〇 以下の理由から、現時点では、いわゆる直送を実施可能とすることは適切ではない。

・特区において、一包化された薬剤のいわゆる直送の実施に向けて、様々な技術的な課題
（注）

を今後検証予定で
あること
（注）①データ送信のためのフォーマット・連携インフラ整備、②薬袋作成のルール整備、③画像確認だけでない確認方法の必要性等

・最終鑑査は、取揃えの正確性のみではなく、処方内容の妥当性や薬歴との整合性の確認などの確認も必要であ
り、薬剤師の手元に薬剤がない状態で鑑査の一部を分離して実施することは、これまでに十分な技術的な蓄積が
なく、調剤過誤を誘発するリスクが払拭できていないとの意見があったこと

○ いわゆる直送が実施可能かは医薬品の安全使用に関連する内容であることから、今後、特区での実証やその他
エビデンスの取得が行われた場合には、その結果を踏まえてその取扱いを検討する。

〇 また、いわゆる直送を可能とする場合は、委託薬局及び受託薬局に必要な技術的基準をガイドライン等で適切に
規定することが必要。

事務局案

調剤業務の一部外部委託（２．特定調剤業務の範囲）

【総論】
〇 薬機法の条文及び制度部会取りまとめ等を踏まえれば、調剤の一部外部委託の範囲の要件は次のようなものが考えられる。
（１）医薬品の安全使用を前提とした、医薬品アクセスが確保される必要がある。医薬品アクセスには、患者個人のアクセスに加え、

地域における供給体制が含まれる。
（２）医薬品等の適正使用（情報提供及び指導の質の向上）に資するような調剤の業務の効率化により対人業務のための一定の
まとまった時間が生み出される。まとまった時間を生み出すためには、自動化や非薬剤師等の活用が可能な「定型的な業務」である必
要がある。

（参考条文）薬機法第９条の５ 薬局開設者は、薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の質の向上を図るために調剤の業務の効率
化を行う必要がある場合は、特定調剤業務（調剤の業務のうち当該業務に著しい影響を与えない定型的な業務として政令で定める業務をい
う。）について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める要件を備えている薬局の薬局開設者に委託することができる。

【各論】
①一包化（計量による調製を含むものを除く）
○ 一包化は作業に非常に手間がかかり、外部委託によって高度な自動機器を活用することにより負担軽減とミスの低減の両立が図ら

れるという理由等から、令和４年のワーキンググループのとりまとめでは一部外部委託の対象とされている。
〇 これまでの議論及び特区での実証事業の検証等を踏まえ、一包化は特定調剤業務の範囲に含める。

②同一処方箋で一包化されないその他の薬剤（一包化指示のある処方箋と同一の処方箋で一包化されない薬剤）のうち、一包化し
た薬剤と同一時点での服薬を前提とした他の薬剤を組み合わせる作業（※）
※一包化した被包に散剤・顆粒剤の分包された製品や吸湿性等の問題で一包化できない錠剤・カプセル剤をテープ等でとめる作業

〇 以下の理由から、特定調剤業務の範囲に含める。
①一包化した被包にテープ等でとめる作業は機械化が前提ではないものの、服用時点が一定間隔であるなど定型的な作業であり、外
部委託した場合に委託薬局の負担軽減が見込まれること

②薬剤の性質上一包化はされないが同一服用時点での服用が想定されており一包化された薬剤の別包であること、さらに、これらを
一包化された薬剤ととりまめることは、患者の飲み忘れや飲み誤りを防止し、患者自身による服用や服薬管理の向上の観点で医療
上の有用性が認められること

〇 なお、現在のガイドラインは機械を用いない取揃えを念頭にしたものではないことから、同ガイドラインを改訂する。

③その他の薬剤の取りそろえ作業
〇 ①、②以外の取り揃えの業務については、様々な薬剤があり定型化し得るかどうか実証されておらず、対物業務の効率化に繋がるか

現時点では不明であるため、特定調剤業務の範囲に含めない。
〇 特区での実証やその他エビデンスの取得が行われた場合には、その結果を踏まえて外部委託の是非を検討する。 6

事務局案

作業の種類 代表的な薬剤の種類

①一包化
（計量による調製を含むものを除く）

②一包化した薬剤と同一時点での服薬を
前提とした他の薬剤との組み合わせ

③その他（②以外の薬剤の取揃え）

③その他（例：在宅患者向け一包化以外の様々な
薬剤の取揃え）

薬剤の一包化、取揃えの代表的な薬剤の種類等

散剤 湿布 軟膏

湿布 軟膏

7画像はAIにより作成

錠剤、カプセル剤
（PTP製剤）

一包化した薬剤と同一時点での服薬を前提とした薬剤
（散剤・顆粒剤の分包された製品や吸湿性等から一包化できない錠剤・カプセル剤）

例：一包化した被包に
散剤をテープ等でとめる
作業

b:錠剤、カプセル剤で②以外のもの
（例：頓服剤、同一時点での服用だが
一包化の被包と組み合わせないもの）

a:経口投与以外のもの（例：湿布、軟膏、
点眼剤、注射剤等）

錠剤、カプセル剤
（PTP製剤）
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（例：頓服剤、同一時点での服用だが
一包化の被包と組み合わせないもの）

a:経口投与以外のもの（例：湿布、軟膏、
点眼剤、注射剤等）

錠剤、カプセル剤
（PTP製剤）

調剤業務の一部外部委託（３．説明と理解）

第１７回検討会
○ 文書を用いて外部委託フローをわかりやすく説明すべき、委託する理由や責任所在等を明確化すべき。署名よりも患者等の理解
の確保を重視した仕組みにすべき。

○ 事前説明は大事だが、時間がかかりすぎてむしろ手間が増えてしまえば、外部委託の利用が広がらない。例えば、電磁的記録保
存を含む電子的同意の導入等により負担を軽減できるのではないか。

○ 説明・同意の煩雑化で本来の説明時間が圧迫されないようにしてほしい。
○ 患者からの同意取得は効率的に簡素化すべき。署名までは必要ないのでは。
○ 初回時は署名まで求めるべきではないか。
○ 外部委託は薬局の都合であり、きちんとした説明と理解が必須である。

第１８回検討会
○ 署名までは不要。何も理由が分からずにサインをしてしまう方が多い。それよりも外部委託とはどういうことなのか、なぜそういうことを
するのか、どこが責任を持つのかということを明らかにするような文書などを渡してもらった方がよい。

○ 患者への事前説明は重要であり、オプトアウトのような形は認めるべきではない。文書の同意は必ずしも必要ではないが、処方箋
や調剤録に記録しておくことが大切。

○ 必ずしも法的な意味で署名が必要という場面ではない。本人の意思確認と同意を得ることは、必ずしもこのような形式ではない。

9

４．これまでの主なご意見 ※事務局にて主な意見をピックアップし、要約したもの

○ ①これまで調剤の外部委託は行われていないこと、②患者への薬剤の交付に一定程度の時間を要することなどから、
患者又はその家族に文書又は電子ファイル等を用いて外部委託を実施することを丁寧に説明し、患者が理解した
上で実施する。この際、患者等の署名は必須とはしない。患者から理解を得た旨を調剤録等に記録する。
※ 患者がいつでも撤回が可能という前提で、２回目以降の外部委託も認める包括的な説明と理解を得ることは、引き続き可能とする。

○ ガイドライン（注）の関連項目の所要の改訂を行う。
（注）調剤業務における調製業務の一部外部委託における医療安全確保と適正実施のためガイドライン

事務局案

調剤業務の一部外部委託（４．委託先の地理的範囲）

11

○ 以下のような意見等を踏まえ、委託先の範囲については同一の都道府県内とし、都道府県をまたぐ委受託の例外
規定は改正法の施行時点では設けないこととする。
・調剤業務の一部外部委託と同日に施行される予定の「遠隔管理による販売制度」でも同様の課題が挙げられてい
るが、まずは同一都道府県内で制度を導入することとされていること（参考）
・現状は、２つの制度とも、都道府県をまたいだ自治体間の情報共有・連携のための仕組みや体制がなく、法施行ま
で残り１年で自治体間の連携を図ることは困難であり、仮に実施すれば現場に強い負担を強いるとともに、適切な
監視・指導を実施できないおそれがあること。

（参考）遠隔販売による販売制度について、法施行時に都道府県をまたぐ委受託を行わないこととする理由
・自治体毎に独自のシステムで許可台帳・監視情報を管理しており、リアルタイムで他の自治体と情報共有する仕組みはなく、また、他県の自治体とつながり
がほとんどないため正確かつ迅速な情報共有が困難であり、都道府県を越えた許可・監視指導を適切に実施することが困難であること。
・許認可は自治事務であり、自治体によって許可・監視指導の運用が異なるため、許可権者が異なる場合、自治体間で齟齬が生じないよう、統一的な基
準の設定が必要であること。
・関係する自治体の数が多くなるほど情報連携、台帳管理、役割分担、違反発見時の対応方針の協議や監視指導の調整等が複雑となり、迅速で効果的
な監視指導が実施できない恐れがあること。一方、同一都道府県内であれば、平時より、保健所設置市との間で意見交換や情報共有の場を設けているた
め、実務運用上のすり合わせが整えば対応可能と考える。

〇 その上で、遠隔管理の販売制度においては、地理的制限の見直しを「法施行後２年以内に結論、結論を得次
第速やかに措置」することとされていることを踏まえ、調剤業務の一部外部委託についても一体的に対応する。

（参考）以下の理由から、同一三次医療圏を同一都道府県内に変更しても問題ない。
・北海道内には三次医療圏が６つあるが、その他の都府県内の三次医療圏は１つ。
・北海道に確認したところ、同一都道府県内とした場合でも適切に監視指導が可能との回答があった。

事務局案
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日 薬 業 発 第 60 号 

令和８年５月 13 日 

 

 

都道府県薬剤師会担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会   

副会長 渡 邊 大 記 

 

 

「要指導・一般用医薬品等販売の総合手引き」等について 

 

 

平素より本会会務にご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

本会では、令和元年の薬機法改正を踏まえ「要指導医薬品、一般用医薬品販売

の手引き 改訂第３版」を作成しておりましたが、今般、令和７年度薬機法改正

において指定濫用防止医薬品や特定要指導医薬品が位置づけられたこと等を踏

まえ、内容の見直し・整理を行いました。また、「調剤された薬剤及び医薬品の

情報提供、指定濫用防止医薬品販売等のための業務に関する指針・手順書モデル」

の作成（令和８年２月 12 日付け日薬業発第 433 号・令和８年１月 30 日付け日

薬業発第 409 号）に伴い、これまで作成していた「調剤された薬剤及び医薬品

の情報提供等のための業務に関する指針・業務手順書の作成にあたって」につい

ても、今般、「調剤された薬剤及び医薬品の情報提供、指定濫用防止医薬品販売

等のための業務に関する指針・業務手順書の作成にあたって」として改訂いたし

ました。 

さらに、医薬品販売制度を総合的に把握し実用性を高めるため、「調剤された

薬剤及び医薬品の情報提供、指定濫用防止医薬品販売等のための業務に関する

指針・業務手順書の作成にあたって」及び「同指針・業務手順書モデル」を手引

きの付録として掲載し、表題を「要指導・一般用医薬品等販売の総合手引き」へ

と変更し別添のとおり改訂いたしました。 

貴会におかれましては、貴会会員へご周知いただきますとともに、より一層の

医薬品の適正販売・適正使用への取り組みの充実とともに、薬局・店舗販売業に

おける法令遵守体制について、会員のご支援にご高配を賜りますようお願い申

し上げます。 

 

 

＜別添＞ 

 要指導・一般用医薬品等販売の総合手引き 

nagata-syunpei




（「調剤された薬剤及び医薬品の情報提供、指定濫用防止医薬品販売等のため

の業務に関する指針・業務手順書の作成にあたって」は p56 から） 

 

※ 本会ホームページ（以下 URL）で公開しております当該手引き等につきまし

ては近日中に差し替え予定です。 

○日薬会員向け HP＞OTC 医薬品販売関連 

https://www.nichiyaku.or.jp/member/iyaku 

 

 

 



 

 

要指導・一般用医薬品等販売の総合手引き 

 

（付録：調剤された薬剤及び医薬品の情報提供、指定濫用防止 

医薬品販売等のための業務に関する指針・業務手順書） 

 

 

 

改訂第４版 

 

 

 

 

 

令 和 ８ 年 ５ 月 

 

日 本 薬 剤 師 会 
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～手引きの発行にあたって～ 

日本薬剤師会では、2006年6月の改正薬事法の公布を受けて、2007年に「一般用医薬

品販売の手引き」（以下「手引き」と記載）の“暫定版”を作成し、2009年には改正薬事法関

連省令の公布等を受け、手引きの内容の見直し・整理を行い、第１版を発行した。続いて、

2014年に施行された「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」により、医薬品販売制

度の改正が行われたことを受け、表題を“要指導医薬品、一般用医薬品販売の手引き”と

変更し第２版を発行、その後、2019年に公布された「医薬品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」により薬局の定義の改正や

薬剤師の責務が明確化されたこと等を踏まえ、一部内容を見直し、第３版とした。 

2025年に公布された「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す

る法律等の一部を改正する法律」において、濫用等のおそれのある医薬品の販売方法が

厳格化され指定濫用防止医薬品が位置づけられたこと、適正な使用のために薬剤師の対

面による販売又は授与が行われることが特に必要な要指導医薬品として特定要指導医薬

品が位置づけられたこと等を踏まえ、本手引きの内容の見直し・整理を行い、更に、医薬

品販売制度について総合的な把握を可能とすべく、「調剤された薬剤及び医薬品の情報

提供、指定濫用防止医薬品販売等のための業務に関する指針・業務手順書」を付録とし、

表題を“要指導・一般用医薬品等販売の総合手引き”と変更し、第４版として発行した。 

本手引きは、第１章において、「医薬品販売制度の改正や法改正により薬局・薬剤師に

求められる法的事項等」についての解説、第２章において、「法改正の趣旨を踏まえて、薬

剤師が行うべき（又は望ましい）と考えられる販売、情報提供」に関する解説、第３章では、

「医薬品販売制度改正により求められる販売時の対応以外の事項に係る、法的要件及び

薬剤師として行うべき事項の解説」、付録として「調剤された薬剤及び医薬品の情報提供、

指定濫用防止医薬品販売等のための業務に関する指針・業務手順書」から構成されてい

る。 

各薬局等並びに販売に従事する薬剤師におかれては、本手引きを参考に、地域特性や

施設環境を考慮の上、需要者の利益にかなう様々な工夫を凝らし、当該薬局等で実施可

能な販売手順が創られることを期待したい。 

会員各位におかれては、これまで以上に要指導医薬品や一般用医薬品販売への積極

的な取り組みを進め、それらの活動を通じ、地域住民、ひいては国民の健康な生活を確保

するための一助として本手引きをご活用いただければ幸いである。 

末筆ながら、本手引きの作成作業に協力いただいた日本薬剤師会一般用医薬品等委

員会委員諸氏に厚く御礼申し上げる。 

 

2026年５月 

公益社団法人 日本薬剤師会 

会 長 岩月 進 
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第１章 医薬品販売制度の改正について 

１．2025年からの医薬品販売制度 

（１） 医薬品販売制度を取り巻く環境の変化 

2019 年改正薬機法の施行以降、セルフメディケーションの推進、デジタル技術の進展、

国民の受療行動の変化等により、医薬品販売制度を取り巻く環境は大きく変化してきた。 

特に、医療提供体制の効率化や医療資源の適正配分の観点から、軽度な疾病や症状

については、医療用医薬品から要指導・一般用医薬品等への移行や、薬剤師による適切

な関与の下での自己管理を促進する必要性が指摘されてきた。 

一方で、要指導・一般用医薬品等の使用拡大に伴い、濫用や不適切使用による健康被

害への懸念も顕在化しており、安全性確保と利便性向上をいかに両立させるかが制度上

の大きな課題となっていた。 

 

（２） 要指導医薬品制度の見直しと新たな区分の創設 

こうした背景を踏まえ、2025 年の薬機法改正では、要指導医薬品の適正使用をより実

効性のあるものとするため、情報提供及び指導の方法に関する制度の見直しが行われた。

従来、要指導医薬品は「薬剤師による対面での情報提供及び指導」を原則としていたが、

改正により、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話を行う

方法（オンライン服薬指導）等、厚生労働省令で定める一定の要件を満たす方法について

も、情報提供手段として位置づけられた。 

一方で、要指導医薬品の中でも、特に対面による販売又は授与が不可欠と判断される

ものについては、「特定要指導医薬品」として新たに指定され、引き続き薬剤師による対面

販売が求められることとなった。 

 

（３） 指定濫用防止医薬品制度の創設 

また、2025 年改正では、濫用対策を強化する観点から、「指定濫用防止医薬品」という

新たな指定制度が設けられた。 

これは、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品又は一般用医薬品のうち、濫用した場合

に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、保健衛生上の危害の

発生を防止する必要があるものについて、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指

定する医薬品である。 

指定濫用防止医薬品については、販売時の情報提供、購入者の確認、陳列方法、表示、

販売手順書の作成等について、従来の一般用医薬品よりも厳格な管理が求められる制度

設計となっている。 

 

（４） 2025年改正における医薬品販売制度の基本的考え方 

2025 年改正における医薬品販売制度の基本的な考え方は、単なる規制緩和や利便性

向上ではなく、薬剤師及び登録販売者の専門性を前提とした適正使用の確保にある。 

すなわち、 



 

- 3 - 

 

 医薬品のリスクに応じた専門家の関与 

 需要者の理解を前提とした情報提供 

 濫用・不適切使用の未然防止 

を制度の中核に据えつつ、社会環境の変化に対応した柔軟な販売体制を構築することが、

2025年からの医薬品販売制度の目的である。 

 

２．医薬品販売制度における医薬品の取り扱い 

（１） リスクの程度に応じた区分 

要指導医薬品は、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであ

って、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用

されることが目的とされているものであることに加え、2025年の薬機法の一部改正におい

て、要指導医薬品の適正な使用のために薬剤師が行う情報提供及び薬学的知見に基づ

く指導の方法として、対面に加えて、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互

に認識しながら通話をすることが可能な方法等、厚生労働省令で定める方法を加える

こととされた。さらに、その適正な使用のために薬剤師の対面による販売又は授与が

行われることが特に必要な医薬品として、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて

指定する要指導医薬品を「特定要指導医薬品」とした新たなカテゴリーが設けられた。 

また、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品であって、濫用した場合

に、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る

必要があるものについて、厚生労働大臣が指定する「指定濫用防止医薬品」が新たに

位置づけられた。 

 一方、一般用医薬品は、「医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用

が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要

者の選択により使用されることが目的とされているもの（要指導医薬品を除く）」と定義され

ており、リスクの程度に応じて第一類、第二類、第三類の３つに区分され、それぞれに応じ

た情報提供や販売方法が求められている。 

なお、薬局製造販売医薬品（いわゆる薬局製剤）については、薬局において薬剤師が自

ら製造し、地域の医療ニーズに応じて供給される医薬品であり、一般用医薬品とは異なり、

薬剤師の専門的判断と責任の下で取り扱われるものである。効能効果や使用方法につい

ては、薬剤師による十分な情報提供及び指導が前提となる点に特徴がある。 

なお、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品はいずれも特定販売の対象

とすることができる。（表1-1、図1-1）。 

 

表 1-1．要指導医薬品及び一般用医薬品等の区分 

薬局製造販売医薬品 

（薬局製剤） 

薬局の設備及び器具をもって薬剤師が自ら製造し、薬剤師の

専門的判断に基づき、地域の医療ニーズに応じて供給されるこ

とを目的とするものであり、その適正な使用のために、薬剤師

による十分な情報提供及び薬学的知見に基づく指導が行われ

ることが必要なもの。 
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要指導医薬品 

 

 

 

 

 

 

特定要指導医薬品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないも

のであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報

に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされてい

るものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面も

しくは映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識し

ながら通話をすることが可能な方法による情報の提供及び薬

学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一
般
用
医
薬
品 

第１類医薬品 

その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が

生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意

が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製

造販売の承認の申請に際して薬事審議会の意見を聴いた医薬

品であって、承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経

過しないもの 

第２類医薬品 

その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が

生ずるおそれがある医薬品（第１類医薬品を除く）であって、厚

生労働大臣が指定するもの 

第２類医薬品のうち、特に注意を要する成分を含む医薬品を

「指定第２類医薬品」として厚生労働大臣が指定し、表示、陳列

において、他の第２類医薬品と取り扱いが異なっている（薬機

法施行規則第１条第３項第５号） 

第３類医薬品 第１類医薬品及び第２類医薬品以外の一般用医薬品 
 

指定濫用防止医薬品 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品であって、

濫用した場合に、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生

ずるおそれがあり、その防止を図る必要があるものとして、薬

局製造販売医薬品、要指導医薬品又は一般用医薬品の中か

ら、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬

品 

 

特定要指導医薬品とは、適正な使用のために薬剤師の対

面による販売又は授与が行われることが特に必要な要

指導医薬品として、厚生労働大臣が意見を聴いて指定す

る要指導医薬品 

要指導医薬品に係る販売等の方法のほか、特定要指導医

薬品がその適正な使用のために対面による販売が行わ

れることが特に必要とされた理由を踏まえた対応を行

うなどの方法により、薬剤師が、対面により販売するこ

とが必要なもの 
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図1-1．医薬品分類と販売方法について 

 

 

（２） リスク区分 

薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品（指定濫用防止医薬品を含む）

については、厚生労働省告示等で示されている。また、第３類医薬品に属する有効成分に

ついては、厚生労働省医薬局安全対策課長通知で一覧が提示されている。それぞれの区

分によって、外箱表示、陳列、情報提供、販売のあり方が異なることに注意しなければな

らない。 

 

（３） リスク区分の表示 

薬機法による医薬品区分の表示は、法定表示として製品の直接の容器被包に承認され

た販売名称と共に明示されているが、例えばビン入りの錠剤の場合、ビンを更に箱に入れ

て流通される場合は、外箱にも表示される。 

指定濫用防止医薬品に係る直接の被包への記載事項については、内容量が厚生労

働大臣で定める数量※以下の指定濫用防止医薬品は「要確認」が、その他の指定濫用防

止医薬品は「要確認」（要の文字を囲う）が記載されていなければならない（ただしその外

部の容器または被包に記載されている場合は必要ない）。 

※ 令和８年厚生労働省告示第 33号 

 

（４） 掲示 

医薬品販売制度では、医薬品の購入者等に分かりやすい情報提供をするという観点か

ら多くの事項を掲示することが義務付けられている。掲示しなければならない事項は第３
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章の表 3-2-1 の通りである。なお、要指導医薬品や一般用医薬品を販売していない薬局

においてもこれらの情報の掲示は義務となっているので注意する必要がある。 

 

（５） 陳列 

ア）区分陳列 

区分の表示を反映し、店頭での陳列についても以下の諸点が求められている。 

① 医薬品を医薬品以外のものと区別して陳列すること（医薬品と医薬部外品のドリ

ンクの混在、医薬品のビタミン剤とビタミン系のサプリメントの混在、医薬品と健康食

品の混在は避けること）。 

② 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第１類医薬品、指定第２類医薬品、第２類

医薬品、第３類医薬品を明確に区分して陳列すること。 

③ 類似薬効群毎に製品を陳列する場合にも、②と同様に区分して陳列すること。 

 

イ）陳列場所 

特に薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第１類医薬品と指定第２類医薬品及び

指定濫用防止医薬品については、次のように陳列しなければならない。 

① 薬局製造販売医薬品（毒薬及び劇薬であるものを除く）の陳列は、その陳列棚や

陳列設備から１．２ｍ以内の範囲（薬局製剤陳列区画）に需要者が進入できないよう

な措置を設ける。ただし、鍵をかけた陳列設備や、需要者が直接手の触れられない

陳列設備に陳列する場合は、この限りではない。 

② 要指導医薬品、第１類医薬品の陳列は、陳列設備から１．２ｍ以内の範囲に需要

者が進入出来ないような措置がとられていなければならない。ただし、鍵をかけた

設備での陳列又は需要者が直接手に触れられない設備での陳列の場合や空箱を

陳列する場合は、距離要件の適用はない。なお、薬局製造販売医薬品、特定要指

導医薬品、要指導医薬品、第１類医薬品は混在させてはならないが、同一陳列棚に

おいて明確に区分されている場合はその限りではない。 

③ 要指導医薬品、第一類医薬品である指定濫用防止医薬品の陳列は、それぞれ

の区分に基づく陳列の規定を満たすよう陳列しなければならない。 

第２類及び第３類医薬品である指定濫用防止医薬品の陳列は、陳列設備から１．

２メートル以内の範囲に購入者が進入できないような措置がとられていなければな

らない。又は、鍵をかけた設備での陳列又は購入者が直接手に触れられない設備

での陳列の場合や空箱を陳列する場合は、距離要件の適用はない。ただし、情報

提供場所に継続的に専門家を配置し、購入する医薬品と購入者の状況を適切に確

認できる体制を満たす場合、情報提供場所から７ｍ以内の範囲に陳列しなければ

ならない。 
④ 指定第２類医薬品（指定濫用防止医薬品を除く）の陳列は、情報提供場所から７

ｍ以内の範囲に陳列しなければならない。ただし、鍵をかけた設備での陳列又は第

１類医薬品と同様に１．２ｍ以内の範囲に購入者が進入できないような措置がとられ

ている設備での陳列の場合は７ｍという距離要件の適用はない。 
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ウ）陳列場所の閉鎖 

営業時間内での専門家不在などの理由による陳列場所の閉鎖について、下記のよう

に定められている。 

① 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品を販売しない営業時間にお

けるそれら医薬品の陳列や交付する場所を閉鎖する。 

② 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第１類医薬品を販売しない営業時間は、

それら医薬品の陳列場所を閉鎖する。ただし、鍵をかけた設備にそれらの医薬品を

陳列している場合は閉鎖しなくてもよい。 

 

なお、閉鎖の方法は、社会通念上、物理的に遮断され、侵入が困難なものである必

要がある（例：シャッター、パーテーション、チェーン等）。また、閉鎖区画の入口には「専

門家不在時の販売等は薬機法に違反するためできない」旨を表示する。 

 

（６） 指針・業務手順書の策定等 

１） 指針・業務手順書の策定等 

医薬品販売制度に係る 2006 年の医薬品販売制度の全面改正及びその後の改正に

より、調剤業務及び医薬品販売業務の安全性を確保する観点から、各種指針及び手順

書を策定・整備し、これに基づく業務を実施することが求められる。 

 

 ア）医療安全に関するもの 
①  調剤の業務に係る医療の安全を確保するための指針の策定 

②  調剤の業務に係る医療の安全を確保するための従事者に対する研修の実施 

③  医薬品の安全使用のための責任者の設置 

④  従事者から薬局開設者への事故報告の体制の整備 

⑤  医薬品の安全使用に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施 

⑥  医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集 

⑦  調剤の業務に係る医療の安全及び適正な管理の確保を目的とした改善のため

の方策の実施 

 

イ）医療安全に関するもの以外 

①  調剤された薬剤の情報の提供及び指導に関する指針の策定 

②  調剤の業務に係る適正な管理を確保するための指針の策定 

③  調剤された薬剤の情報の提供及び指導に関する従事者に対する研修の実施 

④  調剤の業務に係る適正な管理を確保するための従事者に対する研修の実施 

⑤  薬局医薬品、要指導医薬品の情報の提供及び指導、一般用医薬品の情報の提

供に関する指針の策定 

⑥  医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するための指針の策

定 

⑦  薬局医薬品、要指導医薬品の情報の提供及び指導、一般用医薬品の情報の提

供に関する従事者に対する研修の実施 
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⑧  医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するための従事者に

対する研修の実施 

⑨  調剤された薬剤及び医薬品の情報提供及び指導のための業務に関する手順

書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施 

⑩  調剤及び医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理のための業務に関

する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施 

⑪  指定濫用防止医薬品販売等手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実

施 

⑫  調剤された薬剤及び医薬品の情報提供及び指導のために必要となる情報の収

集 

⑬  医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理の確保を目的とした改善のた

めの方策の実施 

⑭  薬剤師不在時間がある薬局にあつては、薬剤師不在時間における薬局の適正

な管理のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施 

 

安全管理指針等には、上記項目のア）、イ）-②、イ）－⑥、イ）－⑩、イ）－⑭等の一

部または全部が記載されていることが考えられますので、今回策定する情報提供等

指針・手順書との整合に留意願います。 

なお、安全管理指針等の策定方法は、「薬局における医療安全管理指針のモデル

及び『医薬品の安全使用のための業務手順書』作成マニュアル（薬局版）」（平成 19 年

本会作成、令和２年改訂）に記載されています。 

https://www.nichiyaku.or.jp/yakuzaishi/pharmacy-info/guideline/gyomu 

※ これら指針や業務手順書に関しては付録する「調剤された薬剤及び医薬品の

情報提供、指定濫用防止医薬品販売等に関する指針・業務手順書の作成にあた

って」をご参照ください。 

 

２）上記のほか、薬局開設者(店舗販売業者、配置販売業者においても同じ)に求め

られるその他の事項は以下のとおり。 

①  登録販売者が業務に従事した経験を持つことの証明（薬剤師以外の店舗管 

理者の要件） 

②  勤務する薬剤師等の従事者の名札の着用 

 

（７） 情報提供 

医薬品販売制度において最も重要な点は、区分に応じた専門家による関与である。薬

局あるいは店舗販売業においては店頭で、配置販売業にあっては顧客宅(事業所を含

む。)において、薬剤師もしくは登録販売者が情報の提供に当たることが求められる。（な

お、特定販売に係る情報提供等については、16頁の特定販売の項を参照） 

特に要指導医薬品にあっては、その定義に示すように、薬剤師が対面又は映像及び音

声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法により

情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を行うこととされている。なお、特定要指導医薬
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品は、薬剤師による対面のみでの情報提供および販売に限られる。また、薬局製造販売

医薬品、要指導医薬品および第１類医薬品も薬剤師以外は取り扱うことが出来ない医薬

品であり、さらに、指定濫用防止医薬品についても販売時の情報提供が義務化された。 

 

１）情報提供のための患者情報の収集 

薬機法では、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第１類医薬品、さらには、指

定濫用防止医薬品の情報提供を行うにあたり、下記の情報について事前の情報収集

は義務とされる。また、第２類医薬品や第３類医薬品については事前の情報収集は

努力義務とされているが、適正使用を促すためにも必要最低限の情報は収集するべ

きである。（図 1-2-2） 

 

ア）薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第１類医薬品における情報収集および

確認が必要な事項 

①  需要者が使用者本人であること（要指導医薬品に限る） 

②  年齢 

③  他の薬剤又は医薬品の使用の状況(お薬手帳の活用) 

④  性別 

⑤  症状（医師又は歯科医師の診断を受けたか否かの別及び診断を受けたこと

がある場合にはその診断の内容） 

⑥  現にかかっている他の疾病がある場合は、その病名 

⑦  妊娠しているか否かの別及び妊娠中である場合は妊娠週数 

⑧  授乳しているか否かの別 

⑨  当該医薬品の購入、譲り受け又は使用経験の有無 

⑩  医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかったことがある

か否かの別、並びにかかったことがある場合はその症状、その時期、当該医薬

品の名称、有効成分、服用した量及び服用の状況 

⑪  その他情報の提供及び指導を行うために確認が必要な事項 

 

イ）指定濫用防止医薬品における情報収集および確認が必要な事項 

要指導医薬品、一般用医薬品又は薬局製剤でそれぞれ定められている事項の

他、以下の確認が必要となる。 

①  年齢 

②  他の薬剤又は医薬品の使用の状況 

③  指定濫用防止医薬品を購入しようとする者等が 18歳未満である場合は当該

者の氏名 

④  指定濫用防止医薬品を購入しようとする者等の当該指定濫用防止医薬品及

びその他の指定濫用防止医薬品の購入又は譲受けの状況 

⑤  当該指定濫用防止医薬品を指定濫用防止医薬品の適正な使用のために必要

と認められる数量として厚生労働大臣が定める数量を超えて購入し、又は譲

り受けようとする場合はその理由（なお、18 歳未満は、厚生労働大臣が定め
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る数量を超えて購入することはできない） 

⑥  当該指定濫用防止医薬品の適正な使用を目的とする購入又は譲受けである

ことを確認するために必要な事項 

⑦  その他指定濫用防止医薬品に係る情報の提供を行うために確認が必要な事

項 

 

２）医薬品区分ごとの情報提供 

ア）要指導医薬品 

①  薬剤師自らが対面で書面を用いて行う情報提供に加えて、映像及び音声の

送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法

等で情報提供を行う（書面を提供するだけ、または口頭だけの説明は不可。こ

の場合の「書面」として、スマートフォンやタブレットの画面などの電磁的媒

体としても差し支えない）。 

②  その適正な使用のために薬剤師の対面もしくは映像及び音声の送受信等に

よる情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を行う。 

③  上記の活動は、情報提供を行う場所において行う。 

④  情報提供並びに薬学的知見に基づく指導を行うに当たっては、適正使用を

確認するために必要な質問又は説明を行う。 

⑤  提供しなければならない情報は、「名称」、「成分・分量」、「用法・用量」、「効

能・効果」、「使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために

必要な事項」、「その他薬剤師が必要と判断する事項」である。 

⑥  使用しようとする者がお薬手帳を所持しない場合はその所持を勧奨し、お

薬手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供及び指

導を行う。 

⑦  要指導医薬品の副作用その他の事由によるものと疑われる症状が発生した

場合の対応について説明する。 

⑧  情報の提供及び指導を受けた者が情報の提供及び指導の内容を理解したこ

と並びに質問の有無について確認する。 

⑨  必要に応じて当該要指導医薬品に代えて他の医薬品の使用を勧める。 

⑩  必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧める。 

⑪  当該情報の提供及び指導を行った薬剤師の氏名、薬局の名称、電話番号等連

絡先を伝える。 

⑫  必要に応じて使用中の継続的服薬指導等の実施を検討する。 

 

   なお、特定要指導医薬品については、特定要指導医薬品がその適正な使用のた

めに対面による販売が行われることが特に必要とされた理由を踏まえた対応を

行うなどの方法により、薬剤師の対面による販売が必要となる。 

 

イ）指定濫用防止医薬品 

要指導医薬品、一般用医薬品又は薬局製剤に係る情報提供の方法の他、以下の
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方法で行う。 

①  薬剤師又は登録販売者は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装

置の映像面に表示する方法により、情報提供を行う。 

②  当該薬局等の情報の提供を行う場所において行わせること。 

③  当該指定濫用防止医薬品を濫用した場合に保健衛生上の危害が発生するお

それがあること等の情報を、当該指定濫用防止医薬品を購入し、若しくは譲り

受けようとする者又は当該指定濫用防止医薬品を使用しようとする者の状況

に応じて個別に提供させること。 

④  情報の提供を受けた者が当該情報の提供の内容を理解したこと及び質問の

有無について確認させること。 

 

ウ）薬局製造販売医薬品（毒薬及び劇薬であるものを除く）及び第１類医薬品 

①  薬剤師自らが書面を用いて情報提供を行う。 

②  上記の活動は、情報提供を行う場所において行う。 

③  情報提供に当たっては、適正使用を確認するために必要な質問又は説明を

行う。 

④  提供しなければならない情報は、「名称」、「成分・分量」、「用法・用量」、「効

能・効果」、「使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために

必要な事項」、「その他薬剤師が必要と判断する事項」である。 

⑤  使用しようとする者がお薬手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該お薬手

帳を活用した情報の提供を行う。 

⑥  薬局製造販売医薬品及び第 1 類医薬品の副作用その他の事由によるものと

疑われる症状が発生した場合の対応について説明する。 

⑦  情報の提供及び指導を受けた者が情報の提供及び指導の内容を理解したこ

と並びに質問の有無について確認する。 

⑧  必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧める。 

⑨  当該情報の提供及び指導を行った薬剤師の氏名、薬局の名称、電話番号等連

絡先を伝える。 

⑩  購入者から情報提供の必要がないとの意思表示があり、薬剤師が情報提供

を不要と判断した場合は、薬剤師による情報提供の義務は課せられないこと

となるが、薬剤師が必要と判断した場合には情報提供を行う必要がある。 

⑪  必要に応じて使用中の継続的服薬指導等の実施を検討する。 

 

エ）第２類医薬品 

①  薬剤師又は登録販売者が情報提供を行うように努力する。 

②  情報提供を行う場所において行う。 

③  情報提供に当たっては、適正使用を確認するために必要な質問又は説明を

行う。 

④  提供すべき情報は、第１類医薬品と同様である。 

⑤  お薬手帳の活用は、第１類医薬品と同様である。 
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オ）第３類医薬品 

①  販売に際して、薬剤師又は登録販売者が情報提供を行う事は求められてい

ないが、医薬品であることに留意し、薬剤師もしくは登録販売者の判断に基づ

いて、必要な情報の提供を行う事は適切な行為である。 

②  また、需要者もしくは購入のため来店した者から情報提供が求められたな

らば、努めて情報提供を行う場所において対面で行う事が望ましい。 

③  情報提供に当たっては、適正使用を確認するために必要な質問又は説明を

行う。 

④  提供する情報の項目は、第１類医薬品と同様である。 

⑤  お薬手帳の活用は、第１類医薬品と同様である。 

 

３）情報提供を行う場所 

薬局、店舗販売業の店舗では、情報提供を行う場所（情報提供場所）を設置する

必要がある。 

 

① 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第１類医薬品を陳列する場合は、それ

らの医薬品の陳列区画の内部又は近接する場所に設置すること。 

② 指定第２類医薬品を購入者が手に触れる場所に陳列する場合は、陳列設備か

ら７ｍ以内の場所に設置すること。ただし、指定第２類医薬品を鍵のかけた陳

列設備に陳列する場合又は指定第２類医薬品を陳列する陳列設備から１．２ｍ

以内の範囲に購入者が侵入できないような措置が取られている場合は、この限

りではない。 

③ 第２類及び第３類医薬品である指定濫用防止医薬品を陳列する場合は、陳列

設備から７ｍ以内の範囲に設置すること。ただし、指定濫用防止医薬品を陳列

する陳列設備から１．２ｍ以内の範囲に医薬品購入予定者等が進入することが

できないような措置が採られている場合や、鍵をかけた陳列設備に陳列する場

合、医薬品購入予定者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、

この限りでない。 

④ 複数階に医薬品を陳列・交付する場所がある場合は、各階の医薬品を通常陳

列し、又は交付する場所の内部に設置しなければならない。 

⑤ 販売する店舗が薬局の場合、調剤室に近接する場所に設置すること。 

 

情報提供文書の内容は原則として添付文書の内容ということになる。添付文書の

入手は、セルフメディケーション・データーベースセンター (http://search.jsm-

db.info/main2.php ） や 医 薬 品 医 療 機 器 総 合 機 構

（http://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/otcSearch/）から可能である。 

 

（８） 販売 

2006年の医薬品販売制度に係る全面改正に基づく医薬品販売制度では、情報提供とい

う行為と販売という行為を明確に区分している。情報提供は必ず薬剤師等の専門家が行
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わなければならない行為とされ、医薬品という「物」の機械的な手渡し行為は、専門家が自

ら行うのみならず、専門家の管理・指導の下での一般従事者も行うことができる行為とさ

れた。 

ア） 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び第１類医薬品の販売は、薬剤師が直接又

は薬剤師の管理・指導下で従事者が行う。 

イ） 第２類医薬品及び第３類医薬品の販売は、薬剤師又は登録販売者が直接もしくは

その管理・指導下で従事者が行う。 

 

なお、特定要指導医薬品の販売は、対面にて薬剤師が行う。 

 

指定濫用防止医薬品については、区分に応じて薬剤師もしくは登録販売者が、購入者

の氏名・年齢、購入状況等を確認し、必要と認められる数量（18歳未満への大容量製品ま

たは複数個の販売を禁止・18 歳未満への小容量製品の販売又は 18 歳以上への大容量

製品若しくは複数個の販売は、対面又はビデオ通話など映像と音声によるリアルタイ

ムでの双方向通信での販売を義務付け）に限って販売することとされている。 

 

また、要指導医薬品は医薬品の特性上、正当な理由がない限りは使用者本人への販売

とされ、当該要指導医薬品の購入等の状況を確認して適正な使用のために必要と認めら

れる数量（原則として１人１包装単位）のみを販売することとされている。なお販売時に薬

剤師から適切な情報提供が実施できない場合は販売してはならない。 

 

（９） 販売記録の作成・保存 

薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第１類医薬品を販売した際には、以下の事項を

書面に記載し、当該書面を２年間保存しなければならない。（図 1-2-1） 

①「品名」、②「(販売した)数量」、③「販売・授与の日時」、④「販売・情報提供を行った薬剤

師の氏名」、⑤「購入者が情報提供内容を理解した旨の確認結果」なお、可能であれば「購

入者の連絡先」も付記することが望ましい。 

 また、第２類医薬品や第３類医薬品についても、同様な記録を作成保存するよう努める

事とされている。(ただし、④は「販売・情報提供を行った薬剤師・登録販売者の氏名」と読

み替え、又第３類医薬品においては、⑤「購入者が情報提供内容を理解した旨の確認結

果」は記載を要しないこととされている。) 
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図 1-2-1．医薬品販売記録 

 



 

- 15 - 

 

図 1-2-2．［OTC 医薬品販売時確認シート］販売者用 
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（10） 相談応需 

需要者等からの相談があった場合、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第１類医薬

品については薬剤師が、それ以外の一般用医薬品については薬剤師又は登録販売者が

対面等で、情報提供を行う場所において必要な情報を提供させることを義務付けている。 

また、お薬手帳を所持する場合は、必要に応じお薬手帳を活用した情報の提供を行うこ

と。 

 

（11） 継続的服薬指導 

 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品には販売後の継続的服薬指導に

ついて省令の規定はない。しかし、需要者が医療用医薬品等を服用している場合、継続

的服薬指導の対象と成り得ることも考えられる。薬剤師が必要と判断した場合、継続的服

薬指導を行う必要がある。 

 

（12） 特定販売 

インターネット等を利用した「いわゆる郵便等販売」は、2014年の特定販売等に係る医薬

品販売制度改正の施行に伴い、「特定販売」として位置づけられた。この特定販売につい

ては、需要者からの電話注文に基づき、一般用医薬品等を配達する業務も含まれるので

留意が必要である。 

ア）特定販売を行うことができる医薬品範囲 

   特定販売を行うことができる医薬品範囲は薬機法施行規則第１条の２で示されるとお

り、要指導医薬品（特定要指導医薬品を除く）、一般用医薬品（第１類医薬品、第２類医

薬品、第３類医薬品）及び薬局製造販売医薬品（毒薬及び劇薬除く）に限られる。 

   なお、特定要指導医薬品についてはその適正な使用のために、薬剤師が『対面によ

り』販売を行わせることとなっている医薬品であることから、特定販売の対象とすること

はできない。また、薬局医薬品（薬局製造販売医薬品を除く）も特定販売を行うことがで

きない。 

 

イ）特定販売の実施 

   特定販売を実施するにあたっては、事前に都道府県知事等に特定販売の実施や特

定販売を実施する医薬品の区分について届出を行う必要がある。加えて、ホームペー

ジをとおして特定販売を実施する場合には、そのホームページアドレスなどの届出が

求められる。 

 

 ウ）特定販売での医薬品の販売・管理 

   特定販売を行うにあたってもリスク区分に応じた情報提供や指導は必須となる。特に

薬局製造販売医薬品、要指導医薬品（特定要指導医薬品を除く）及び第１類医薬品の

販売にあたっては、対面での販売と同様に薬剤師が使用者の症状などを聞き取りの上

で情報提供を行い、「情報提供を理解したか」や「他に質問がないか」を確認する必要

がある。 

   また、特定販売については、対面での医薬品販売とは異なり、ほとんどの場合が郵
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便・宅配業者等の第三者を介在し、需要者へ渡ることになる。こうした観点からも医薬

品の配送時の品質確保について十分に留意を図るとともに「調剤された薬剤及び医薬

品の情報提供、指定濫用防止医薬品販売等に関する業務手順書」や「医薬品の安全使

用のための業務手順書」に特定販売に関する手順を定める必要もある。 

 

なお、特定販売における遵守事項などは本項目で記した以外にもあるため、特にイン

ターネットを利用して特定販売を実施する場合においては、日本薬剤師会が作成した

一般用医薬品のインターネット販売等ガイドライン(平成26年5月)を参考されたい。 

 

（13） 医薬品等の適正な使用に関する普及啓発 

国等の行政機関に対し、関係団体等の協力の下に、医薬品や医療機器の適正な使用

に関する啓発、知識の普及に努めることが規定されており、「薬と健康の週間」の事業もこ

れに基づくものである。 

 

（14） 医薬品販売制度実態の調査 

2009年の医薬品販売制度に係る全面改正施行に伴い、厚生労働省では医薬品販売制

度実態の把握調査を毎年実施している。この調査は医薬品販売制度に係る全面改正や特

定販売等に係る医薬品販売制度改正を受け、消費者が薬局や店舗販売業者の店舗にお

いて購入可能な医薬品の販売実態を、一般消費者からの目線で調査することにより、医

薬品販売の適正化を図ることを目的として実施されている。 

 

 

３．要指導医薬品の販売体制 

特定販売等に係る医薬品販売制度改正の諸点については前項のとおりだが、要指導

医薬品に関しては一般用医薬品とは別の医薬品区分とされ、特に販売体制に留意が求め

られているため、要指導医薬品を購入後に使用者から相談があった場合においても、医

薬品の販売又は従事する薬剤師に必要な情報を提供させ、必要な薬学的知見に基づく指

導を行う必要がある。 

 

① 使用にあたり保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項について説

明を行う。 

② 要指導医薬品の特性、用法、用量、使用上の注意、当該要指導医薬品との併用を

避けるべき医薬品、その他の要指導医薬品の適正な使用のために必要な情報を要

指導医薬品を使用する者の状況に応じて個別に提供させ、必要な指導を行う。 

③ 必要に応じて、当該要指導医薬品に代えて他の医薬品の使用を勧める。 

④ 必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧める。 

⑤ 情報の提供又は指導を行った薬剤師の氏名を伝えさせる。 

⑥ 必要に応じて使用中の継続的服薬指導等の実施を検討する。 

なお、特定要指導医薬品については、特定要指導医薬品がその適正な使用のために
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対面による販売が行われることが特に必要とされた理由を踏まえた対応を行うなどの方

法により、薬剤師の対面による販売が必要となる。 
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第２章 標準的な販売手順とリスクの程度に応じた販売の在り方 

 

薬機法では、要指導医薬品もしくは一般用医薬品を販売する際、リスクの程度に応じて

薬剤師もしくは登録販売者が関与し、適切な情報提供を行うことが義務あるいは努力義務

とされている。また、薬剤師もしくは登録販売者に対し、需要者からの相談応需（ただし、

要指導医薬品もしくは第１類医薬品にあっては、薬剤師による対応が求められる）が義務

付けられる。 

これに伴い「誰が要指導医薬品もしくは一般用医薬品を販売したか」を明らかにすること、

すなわち、販売者責任注1を明確にすることが、要指導医薬品もしくは一般用医薬品の販売

においても重要な事項となってきている。なお、薬局製造販売医薬品（いわゆる薬局製剤）

については、薬局医薬品に当たるものであるが、処方箋による販売とは異なることから、

第１類医薬品に準じた取扱いが求められることに留意し、「薬局製剤業務指針」（日本薬剤

師会編・薬事日報社発行）を参照されたい。  

本章では、薬剤師が行うことが望ましい販売方法、情報提供のあり方について述べる。 

 

１．販売者責任の明確化 

薬剤師が果たすべき販売者責任とは、要指導医薬品もしくは一般用医薬品を販売する

上で、法的要件とプロフェッショナルな要件（表 2-1-1）を満たすことにより、需要者の安全

とセルフメディケーションの質の向上を図ることである。特に要指導医薬品及び第１類医薬

品は、薬剤師だけが販売（情報提供）に携ることができるものである。 

販売者責任を明確化し、また需要者が後日相談するための情報として、要指導医薬品

もしくは第１類医薬品（その他の一般用医薬品についても実施可能な限り）を販売した薬剤

師には、販売した製品に、薬剤師の氏名、薬局名、連絡先、販売日等を記したもの（図 2-

1-1）を添付もしくは貼付（図 2-1-2）すること注２が推奨されるが、販売時のレシートなど上記

の情報が含まれるものに薬剤師名を印字することでも差し支えない。また、2013年の特定

販売等に係る医薬品販売制度改正では、要指導医薬品及び第１類医薬品については、

「品名」「(販売した)数量」「販売・授与の日時」「販売・情報提供を行った薬剤師の氏名」「購

入者が情報提供内容を理解した旨の確認結果」を書面に記載し、当該書面を２年間保存

することが義務付けられた。また、この書面には、可能であれば「購入者の連絡先」も付記

することとされている。これは販売記録注３であるとともにその記録を活用すること等が期待

されている。 
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表 2-1-1．法的要件、プロフェッショナルな要件            図 2-1-1．販売者責任の明確化 

（シールを用いた場合の一例）  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

注１ 「販売者責任」という用語は、薬剤師等の要指導医薬品や一般用医薬品の販売に従事する者

が負うべき責任と役割の重さを喚起することを目的とした本手引きにおける造語である。法令

上、第２類もしくは第３類医薬品の販売や授与は薬剤師以外に登録販売者による管理・指導の

下でも可能とされているため、狭義には「情報提供者責任」であるとも考えられる。しかしここ

でいう「販売」とは情報提供だけではなく要指導医薬品もしくは一般用医薬品の販売に関わる

あらゆる行為に対する責任を意味する。（図 2-1-2参照） 

注２ 2005年 12月 15日厚生科学審議会医薬品販売制度改正検討部会の報告書では、「相談応需

については、販売時のみならず、販売後にも適切な対応が求められる。このため、購入者に

店舗等の連絡先を伝えることも重要である」と指摘している。薬剤師は連絡先を伝えるだけで

なく、更に販売を証明するシール等の貼付等を行うことで需要者の信頼を得るよう努める。 

注３ 要指導医薬品もしくは第１類医薬品以外の一般用医薬品の販売時には、販売記録は必ずしも

必要とされていないが、医薬品使用の安全性及び有効性を確保するために積極的な対応が

求められる。 

 

 

【販売日】R○ .○ .○ 

【薬局名】○ ○ ○ ○ 

【薬剤師】日薬  太郎 

【連絡先】xx－xxxx－xxxx 

【法的要件】 

① 分類ごとの陳列管理 

② リスクの程度に応じた需要者への情報提供 

③ 副作用等の報告 

④ 需要者からの相談応需 

⑤ 個人情報の守秘 

⑥ その他、法に定められた事項 
 

【プロフェッショナルな要件】 

① 生涯学習により得られた適正な最新情報の活用 

② 不適切な購入の求めに対する販売自粛 

③ 需要者への適切な受診勧奨 

④ 夜間、休日における販売応需 

⑤ 非薬剤師スタッフへの適切な指導・監督 

⑥ リコール製品に関する速やかな対応 
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図 2-1-2．販売者責任シールの貼付例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．標準的な販売の手順 

要指導医薬品もしくは一般用医薬品の販売については、調剤業務と違い、2006 年の医

薬品販売制度に係る全面改正の施行に至るまで、必ずしも一定の手順が定められていな

かった。販売は「商行為」であるとして、薬学的な視線が向けられてこなかったこともその

一因かもしれない。 

しかし、要指導医薬品もしくは一般用医薬品について、そのリスクの程度に応じた情報

提供等が義務付けられる等、需要者に対して必要かつ適切な対応が求められるようにな

った今、法的および職能的に、その標準的な業務手順を定めて販売にあたる必要がある。

また、薬局あるいは店舗販売業において、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関す

る業務手順書の整備は法的要件とされている。 

以下に、薬剤師が要指導医薬品及び一般用医薬品を扱う際に用いることができる標準

的な販売手順を示すので、参考にしていただきたい（図 2-2-1）。 

各項目の詳細は図内右側の該当項に従い、次ページ以降に示した。 

多忙である等の理由から、過程の一部を修正あるいは省略したいと考える薬剤師もい

るかもしれないが、適切な販売業務のためには、ここに記述されている主な要素を全てカ

バーする必要がある。 
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図 2-2-1．標準的な販売手順 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 相談の受付 

需要者が要指導医薬品もしくは一般用医薬品の購入もしくは相談のために薬局を訪れ

た場合、様々な内容の相談が予想されるため、当初から薬剤師が直接対応することが望

ましい。お薬手帳を所持しない場合はその所持を勧奨し、お薬手帳を所持する場合は、当

該手帳を活用した情報の収集を行う。（薬機法施行規則第 158 条の 12 及び第 159 条の

15・16） 

重要なことは、需要者に対する姿勢である。すなわち、来局した需要者と医薬品の購入

を最初から結びつけるのではなく、「抱えている問題を解決するために支援する」という姿

勢で臨むことである。 

要指導医薬品もしくは一般用医薬品の販売は、相談の結果であり、状況によっては医

療機関への受診を勧めるケースのほか、不適切な連用が疑われる場合には販売を自粛

するケースや、相談応需や情報提供のみで終わるケースもあり得る。 

販売する医薬品の情報提供を行ったり、需要者から相談を受けたりするにあたっては、

→ （８） 

需要者の来局 

状況の評価 

薬剤師によるトリアージ業務 

受診勧奨 

要指導医薬品、一般用医薬品の製品選択 

継続使用の可否判断 

選択した医薬品について 

区分に応じた情報提供 

・ 販売後モニタリングと事後対応 

・ 相談があった場合の情報提供 

相談の受付(お薬手帳の活用) 

需要者からの情報収集と状況確認 

該当項 

→ （１）、（２） 

→ （３）、（４） 

→ （５） 

→ （６）、（７） 

更なる 

情報収集 

生活指導 

（養生法を含む） 
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情報提供を行う場所を設置することが薬局等構造設備規則により義務づけられている。そ

の際、会計コーナー（いわゆるレジ周り）とは別のカウンターを設ける、さらに、カウンター

に仕切りを設けたり、専用ブースを設ける等、個人のプライバシーを守る工夫は有益であ

る。 

 

（２） 需要者からの情報収集と状況確認 

要指導医薬品もしくは一般用医薬品を購入する需要者において当該医薬品の使用が適

正なものとなるように、そしてまた不適正なものとならないことを確認するための質問また

は説明が義務付けられている（薬機法施行規則第 158条の 11及び第 159条の 15）。 

また、お薬手帳を所持しない場合はその所持を勧奨し、お薬手帳を所持する場合は、必

要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供及び指導を行う。（薬機法施行規則第 159 条、

第 159条の 17） 

要指導医薬品もしくは一般用医薬品の販売にあたり需要者の適切な医薬品選択に資す

るため確認すべき基本的項目（表 2-2-1）と、それを具体化した症候を把握する質問方法

例（表 2-2-2）や適正な医薬品を選択するための質問方法例（表 2-2-3）をまとめたので、

参考にしていただきたい。 

質問方法の例については、これらをどう組み合わせるか、どの項目を選択するのかを、

「対面話法例示集－信頼される『かかりつけ薬剤師』となるために－」（巻末の資料Ⅲ参照）

等を参考として、薬剤師があらかじめ検討し、習熟しておく必要がある。また、要指導医薬

品や第 1類医薬品等で製薬企業が作成したチェックシート等がある場合には、それらを活

用することも有効な手段である。 

また、薬局には、要指導医薬品や一般用医薬品を求めて、実際に使用する方ではなく、

その代理人が来局することがある。要指導医薬品は薬機法第 36 条の 5 第 2 項で正当な

理由なく使用者本人以外への販売はできないと規定されており、その相談者が使用者本

人であるか否かに留意するべきである。一般用医薬品については使用者本人以外への

販売はできるが使用する本人の基本的な情報収集は欠かせないことから、代理人である

ために十分な情報収集ができない場合には、電話等により、使用者本人への補足的な質

問が必要となるケースもあり得る。 

 

表 2-2-1．相談者に確認する基本的項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 「購入の動機」は何か。 

２． 「使用する者」は誰か。 

３． 「服用してはいけない人」、「してはいけないこと」に該当するか否か。 

４． 「医師等による治療を受けている」か否か（治療を受けている場合）。 
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表 2-2-2．症候を把握するための質問方法の例 

質問の分類 具体的な内容 

1. 症状の発生部位 

（L：どこが） 
どの部位に症状が感じられるか。その範囲は広がっているか。 

2. 外見 

（Q：どのように） 
症状発生部位に腫れや発赤等外見上の特徴があるか。 

3. 性質 

（Q：どのような） 

どんな性質の症状か（痛みの例：ズキンズキン、刺すような、に

ぶい、重苦しい、しびれるような）。 

4. 重篤度 

（Q：どれくらい） 

症状はどんどんひどくなっているか、それともおさまってきた

か。 

苦痛はがまんできる程度か。 

5. 時間 

（T：いつから） 

症状をいつ自覚したか。 

症状はずっと続くか。それとも特定の時間に発生するか。 

6. 原因推定 

（S：きっかけは） 

（F：寛解 ・増悪因子） 

症状発生の原因は何であると相談者は思っているか。 

7. 随伴症状 

（A：随伴症状） 

主訴に伴っておこる症状があるか（頭痛が主訴の例：熱がある、

めまいがする、吐き気がする、ものの見え方がおかしい等）。 

※要指導医薬品及び一般用医薬品販売を行うに当たっては、需要者の訴える症候から疾

患及び病態を推測し、適切に評価することが求められる。このため、医療面接の手順

（LQQTSFA）を用いた薬剤師による臨床判断について日本薬剤師会において研修が進

められている。 

L（Location） ：部位（どこが） 

Q（Quality） ：性状（どのように） 

Q（Quantity） ：程度（どのくらい） 

T（Timing） ：時間と経過（いつごろ、いつから） 

S（Setting） ：状況（どんなときに、きっかけは） 

F（Factor） ：寛解・増悪因子（ひどくなったり、軽くなったり） 

A（Associated manifestation/Accompanying symptoms）：随伴症状（その他症状は） 

 

 表 2-2-3．適切な医薬品を選定するための質問方法の例 

質問の分類 具体的な内容 

8. 症状履歴 
これまでも経験したことのある症状か。それとも初めて経験する

症状か。 

9. 現在までの治療 
来局する前に薬を使用したり、何か治療したか。それはどんな

薬か。 

10. 過去の服薬 以前同じような症状が起こった時、どんな薬を使用したか。 

11. 服薬の効果 
その薬は何回くらい使用したか。どの位服用したら回復したか。

あるいは回復しなかったか。 

12. アレルギー・副作用歴 
以前使用した薬でアレルギーあるいは副作用を経験したことが

あるか。それは何か。 

13. 併用薬 他に何か継続して使用している薬があるか。それは何か。 

14. 既往歴 
通院して治療中の病気はないか。たとえば高血圧症やぜんそ

く、糖尿病等。 
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15. 年齢・体重・性別等 年齢の他、必要に応じて体重、性別等。 

16. 妊婦又は授乳婦の状態 出産予定はいつか。授乳婦は母乳か人工乳か。 

 

（３） 医療面接の手順 

要指導医薬品や一般用医薬品の販売にあたり、薬剤師は需要者の状況や症候を勘案し

た上で要指導医薬品や一般用医薬品の選択若しくは受診勧奨を適切に判断しなければな

らない。日本薬剤師会では前項の表 2-2-2 で示したとおりの手順を用いて、薬剤師による

臨床判断を進めているところであるが、医療面接には様々な手法が存在している。 

薬局によっては、用いる医療面接手法が異なる場合もあるが、少なくとも使用者の症候

を把握し、適切な判断を下せる手法を用いることが重要である。 

 

（４） 状況の評価 

薬剤師は、需要者から得られた情報を基に、いくつかの点について状況を評価する必

要がある（表 2-2-4）。 

このプロセスは、安全かつ有効なセルフメディケーションを支援するための確認行為で

ある。病名を告げる等、医師の診察行為と混同しないよう注意が求められる。 

また、この確認行為は、症状や状態の「重篤性」や「緊急性」、そして重症化の程度の他

に、服用に適した要指導医薬品や一般用医薬品が存在するか否かという側面からも行わ

なければならない。 

 

表 2-2-4．状況の評価 

１． 要指導医薬品もしくは一般用医薬品の使用が、使用者本人に適しているか否か。 

２． 医療機関への受診を勧める必要があるか否か。 

３． 生活指導（養生法も含む）で対応可能か。 

 

（５） 薬剤師によるトリアージ業務 

状況の評価の結果、①要指導医薬品もしくは一般用医薬品の使用、②医療機関への受

診の勧め（受診勧奨）、③生活指導（養生法を含む）のいずれかに振り分けて需要者に提

案する業務を、ここでは薬剤師によるトリアージ（triage）業務という。 

需要者は、自覚症状や自らの経験をもとに薬局へ相談に訪れる。その症状が要指導医

薬品や一般用医薬品で対応可能かどうかを専門家に判断してもらいたいという大きな欲

求を持っている。 

セルフメディケーションにおける薬剤師が果たす役割において、トリアージ業務は極め

て重要なステップといえよう。 

適切なトリアージ業務は、需要者の抱える問題を速やかに解決することに役立ち、いわ

ゆる「コンビニ受診」と言われる安易な医療機関の利用等の問題解決の一助となろう。 

また、責任ある受診勧奨は、症状の重篤化を防ぎ、需要者にふさわしい治療を受ける機

会を提供する意味で、薬剤師にとって大切な業務といえる。 

薬剤師は、需要者からの相談を受けるにあたり、あらかじめ、医療機関への受診勧奨を

行う基準を整理しておく必要がある。そして、受診勧奨を行う場合には、需要者に対して、
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「なぜ医療機関への受診が必要なのか」「なぜ店頭の医薬品では対応できないのか」とい

うことを分かりやすく説明（情報提供）する必要がある。 

この際、原則として「かかりつけ医」への受診を勧めるが、もし、需要者から受診先の医

療機関の紹介を依頼された場合には、場所、診療時間、連絡先等と併せ、患者の同意が

あれば図 2-2-2に示す様式等を用い、「現在までの経過」、「服用中の医薬品」、「薬物アレ

ルギー」等を記載した医療機関への文書を作成するなどして、情報提供するとよい。この

ためには、近隣医療機関の情報を日頃から得ておく必要がある。 
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図 2-2-2．患者案内状の例 

            殿    患 者 案 内 状 

  患者氏名   住 所  〒 

 

                     TEL    (    ) 
 M･T･S･H･R    年   月   日生まれ 

  主   訴 

  現在かかっている病・医院名及び病名・薬剤  アレルギー有無 

 あり（      ） 

 

 なし 

 副作用経験 

 あり（      ） 

 

 なし 

  現在服用している市販薬・健康食品等 

その他 

  以上の通りですのでよろしくご高診の程お願い申し上げます。 

  〒160-xxxx 東京都新宿区四谷○－○－○ 

     日薬 薬局 TEL 03-XXXX-XXXX 

                  FAX 03-XXXX-XXXX 

  

  担当薬剤師    日薬 太郎 

           日薬 花子 

          （      ） 

     令和  年  月  日 
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（６） 要指導医薬品もしくは一般用医薬品の製品選択（販売の可否を含む）、継続使用

の可否 

製品選択および購入の決定権を持っているのは需要者である。薬剤師の役割は、薬学

的知識とコミュニケーション・スキル等の専門能力および倫理観に基づき、需要者が適切

な要指導医薬品や一般用医薬品を選択できるよう支援することである。 

製品の選択にあたっては、需要者から得られた情報を基に、該当する製品を探し出す。

この際、要指導医薬品や一般用医薬品を販売することが不適切と判断される場合には、

医療機関への受診を勧める、他剤を推奨する等の提案をする。 

販売が不適切だと判断される理由としては、その症状等が要指導医薬品や一般用医薬

品の適応ではないこと以外に、連用や濫用の疑いがあるケースも含まれる。 

以下、適切な要指導医薬品もしくは一般用医薬品を選ぶ上で考慮すべき点を示す（表

2-2-5）。 

 

表 2-2-5．要指導医薬品や一般用医薬品を選ぶ上で考慮すべき点 

【使用者の体質や病状、生活習慣等】 

① 服用してはならない人（禁忌） 

② 服用に際して注意を要する人（服用により現在の病状が悪化するおそれがある） 

③ 本人又は家族がアレルギー体質の人、薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 

④ 過去に特定の医薬品で副作用を経験したことのある人 

⑤ 従事しないよう注意すべきこと（注意すべき職業内容、行為） 

⑥ 授乳中の人 

⑦ 妊婦又は妊娠していると思われる人 

⑧ 水痘もしくはインフルエンザにかかっている又はその疑いがある 15 歳以下の小児（小児

に服用制限がある医薬品） 

⑨ 高齢者（服用年齢に上限がある医薬品、服用薬剤数が多い人、基礎疾患（又は罹病歴）が

複数ある人） 

⑩ ２歳未満の乳児（２歳未満の用法を有する一般用かぜ薬（内用）、鎮咳去痰薬（内用）、鼻炎

用内服薬） 
 

【需要者に勧めようとしている製品と、現在服用中の医薬品との関係】 

① 服用中は併用すべきでない医薬品（併用禁忌） 

② 服用中は注意して併用すべき医薬品（併用注意） 

③ 授乳中の人は服用してはならない成分、あるいは服用するなら授乳を避ける成分 

 

（７） リスクの程度に応じた情報提供と適正使用のための指導・助言 

薬機法に基づき、要指導医薬品や一般用医薬品といった処方箋に依らず購入される医

薬品についても、専門家から添付文書を基本とした情報が需要者に提供される（表2-2-6）。

その際、安全性を確保するために使用者の状況に合わせて指導が必要な項目例を示す

ので確認していただきたい（表 2-2-7）（リスクの程度に応じた標準的な情報提供の仕方

（販売方法）については後述する）。 

医薬品分類においてはリスクの程度に応じた情報提供が義務あるいは努力義務となり、

需要者に提供する情報の内容だけでなく、手順を踏んだ情報提供の実施が大変重要とな

る。既に処方箋調剤では、処方箋受付から薬剤交付まで、一連の手順を踏んだ業務が行
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われているが、これは医薬品を間違いなく患者に交付し適正使用を確保するためのリスク

管理手順とも言える。 

要指導医薬品や一般用医薬品の販売においても、処方箋調剤と同様に、リスク管理の

視点に基づいた販売方法を行う必要がある。業務手順の整備等は、その一端である。 

また適正使用のための指導・助言として、スポーツ選手のための意図しないドーピング

防止に関する専門的アドバイスも重要である。市販のかぜ薬を服用しただけでドーピング

陽性になることもありえるので、スポーツ関係者に対し要指導医薬品や第１類医薬品はも

とより、第２類医薬品や第３類医薬品の購入時にも必ず薬剤師に相談するよう啓発する活

動もあわせて行いたい。 

 

表 2-2-6．需要者に提供される情報（添付文書を基本とする） 

（要指導医薬品、第１類医薬品は必須） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-2-7．使用者の状況に合わせて指導が必要な細目例 

１． 主な副作用の内容とその対処法 

２． 重篤な副作用の内容と、発現時の対処法 

３． 併用してはいけない薬剤に関する情報 

４． 定められた回数を服用しても症状が改善しない場合の対処法（長期連用に関する注意を含

む） 

５． 小児の用法・用量がある場合の注意点 

６． 誤飲、誤用した場合の対処法 

７． 服用により疾病検査の値に影響を及ぼす可能性がある場合、その内容の説明 

８． 保管および取り扱い上の注意 

９． 健康被害救済制度に関する情報 

 

（８） 養生法を含む生活指導 

要指導医薬品もしくは一般用医薬品の使用、あるいは医療機関への受診の勧め、とい

った対処のいずれもが必要ない来局者に対し、その相談に対応した養生法や食事の助言

を行うこともセルフメディケーションにおける薬剤師の大切な役割である。食事の偏り等が

原因と思われる疲労を訴える需要者に対して「バランスよい食事をして十分睡眠をとりなさ

い」と言うだけでは不十分であるし、本人も納得しないであろう。バランスのよい食事とは

具体的にどのような内容で、どうすれば無理なく行えるのか、十分な睡眠時間とはどの程

度で、もし睡眠障害があるならどうすればいいのか等、個別、具体的な指導、助言を行っ

てこそ専門家の役割を果たしたといえる。もし、栄養士や保健師等専門職種の助力が必要

ア．医薬品の名称 

イ．医薬品の有効成分の名称及びその分量 

ウ．医薬品の用法及び用量 

エ．医薬品の効能又は効果 

オ．医薬品に係る使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項

カ．その他医薬品を販売等する薬剤師がその適正な使用のために必要と判断する事項 
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であれば、できる限り仲介して需要者の期待に応えるよう努力したい。 

 

（９） 販売者責任シール等の貼付・添付 

相談に対応した要指導医薬品もしくは一般用医薬品に関わる情報提供を終え、その販

売を実施する際には、後日需要者が相談するために必要な情報として、また販売者として

の責任を明確にすることが望まれる。そのための方法としては、「販売者責任シール」（第

２章１、参照）等に「販売日、販売した薬剤師の氏名、薬局等の名称、連絡先」を記入し製品

パッケージに貼付することや、同様の内容を書面に記載したものを添付すること等が挙げ

られる。 

 

（10） 販売後モニタリングと事後対応 

① 副作用への対応 

需要者が要指導医薬品や一般用医薬品を使用した後、副作用あるいは何らかの

不快な症状が認められた場合には、薬剤師は、購入者と共にその状態を確認し、適

切な情報提供･助言を行うことが必要となる（表 2-2-8）。また、漫然とした使用が推

奨できない要指導医薬品や一般用医薬品については、短期間に反復継続した購入

となっていないか留意する必要がある。 

「軽度で消失が期待できる」場合として、一過性の軽い副作用がある。たとえば、

抗コリン薬による「口の渇き」、ビタミン B 類による「下痢、軟便」等が、これに該当す

る。このような場合、需要者は慎重に使用を続けて様子を見ることで差し支えない。 

「症状が継続または悪化する可能性がある」場合は、医薬品の使用を中止させた

上で様子を見て、必要があれば薬剤師あるいは医師に再度相談するよう指導する。 

そして、発生頻度は希ではあるが、「重篤な副作用注4」（アナフィラキシーショックや

スティーブンス・ジョンソン症候群等）の場合は、直ちに医薬品の使用を中止させ、か

つ、その製品や添付文書等を持参してかかりつけ医等の医療機関を受診させる。 

注 4 「重篤な副作用」とは： 生命の危機も及ぼし、内容が不可逆的で、対応いかんによって予

後が悪くなり、早急な対応が求められる副作用。 

 

表 2-2-8．副作用等に関する確認事項 

1） 軽度で消失が期待できるか。 

2） 軽度だが、日常生活に支障をきたしたり、症状が継続または増強したりする可能

性があるか。 

3） 重篤か。 

 

＜副作用の機序別分類＞ 

副作用の発生機序を 1)薬理作用の過剰発現、2)薬物毒性、3)薬物過敏症の３つに分

類する考え方で、副作用の発見及びその対処について薬剤師が判断を行う上で参考に

なるもの。 
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② 有害事象報告 

薬局からの副作用報告は企業報告に比べて少ないことが指摘されている。（表 2-

2-9）しかし薬機法により、薬剤師による需要者への情報提供と相談応需が非常に重

要な役割として位置づけられた。よって需要者が経験した不快な症状が数多く薬局

薬剤師に寄せられることが予想される。そのため、まずは個々の薬剤師が有害事象

であるか否かを評価することに力を注ぐのではなく、薬剤師は、服薬指導と同様に、

需要者とのコミュニケーションから得られた「有害事象」（よく知られている軽微なも

のを除く）を医薬品・医療機器等安全性情報報告制度を用い、医療関係者等が独立

行政法人医薬品医療機器総合機構（以下、PMDA という）へ報告することも重要な役

割であると強く認識する必要がある（様式等については図 2-2-3参照）。 

これらが結果的に症例数の拡大とその後の詳細な評価の進展につながり、ひい

ては更なる副作用の拡大回避に結びつくことになるものと考えられる。 

 

表 2-2-9．薬局からの副作用等の報告が少ない理由と副作用の定義 

薬局薬剤師から要指導医薬品や一般用医薬品に係る副作用等の報告が少ない原因

としては、①需要者が副作用を経験しても購入した薬局に相談する習慣があまりない、

②相談を受けた薬剤師に副作用報告制度に対する認識と理解が希薄である、③副作用

経験の相談を受けた薬剤師に、使用した医薬品との因果関係を特定してから報告しよう

という気持ちが働き、報告制度運用にためらいがある－等が考えられる。 

 

＜定義＞ 

【副 作 用】 投与量にかかわらず、医薬品に対する有害で意図しない反応を副作用とい

う。医薬品と事象の発生との因果関係が疑われるという事実を特徴とする。   

【有害反応】 「疾病の予防、診断、治療、または生理機能を正常にする目的で医薬品を

投与したとき、人体に通常使用される量によって発現する有害かつ予期しな

い反応」（WHO；1970）であり、医薬品との因果関係が否定できないもの。 

【有害事象】 医薬品の投与中に発現した有害で意図しないあらゆる生体の反応。医薬品

との因果関係が明らかでないものも含む。 
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図 2-2-3. 医薬品安全性情報報告書 
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※ 医薬品医療機器総合機構 オンライン報告（報告受付サイト） 

https://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/0002.html 

※ 医薬品医療機器総合機構ホームページから様式をダウンロード可能 

https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/youshikiDownload/gyoumuSelDispList/16 
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③ ２種類の事後対応 

「販売者責任の明確化」で述べたとおり、薬剤師は、要指導医薬品や一般用医薬

品の販売後であっても、相談応需の義務やリコール製品への対応等、事後対応の

役割を担っている。事後対応とは、概ね２つに大別できる（表 2-2-10）。 

 

表 2-2-10．要指導医薬品や一般用医薬品の販売後の対応（事後対応） 

Ⅰ．受動的な事後対応 

需要者が購入した製品について相談をしてきた際に応需する。 

Ⅱ．能動的な事後対応 

1) 販売した要指導医薬品や一般用医薬品の効果、副作用の発現、使用上の不具合等

のモニタリング 

2) 販売した要指導医薬品や一般用医薬品との相互作用をもたらす薬剤が、将来その

使用者に処方されないかどうかの監視 

3) 製品リコールで厚生労働省より回収命令が出た場合の購入者への連絡等の対応 

4) 回収命令は出ないが、使用者の安全性を考慮して該当する購入者への情報提供 

 

このうち、特にⅡ．1)、2)については、何らかの処方薬を使用しながら生活する割

合の多い高齢者にとっても、将来の処方に対するチェックに役立つので、重要な事

後対応の業務である。要指導医薬品・一般用医薬品には販売後の継続的服薬指導

について省令の規定はない。しかし、使用者が医療用医薬品等を服用している場合、

継続的服薬指導の対象と成り得ることも考えられる。薬剤師が必要と判断した場合、

継続的服薬指導を行う必要がある。 

また、Ⅱ．4)の具体例としては、学校の保健室に保管されている一般用医薬品の

中で、使用上の注意が改訂されたものに関する情報提供等が該当する（例：サリチ

ル酸系製剤とライ症候群との関係から、その主成分がアスピリンからアセトアミノフ

ェンに変更された製品もある）。 

販売記録の作成が求められる要指導医薬品や第１類医薬品以外においても必要

に応じて保険調剤の薬歴等に記載し、販売記録として保存することは、販売後のモ

ニタリングや事後対応を、効率的、かつ、科学的に行う上で不可欠であり、日常の業

務として取り組むことが望ましい（表 2-2-11）。 

 

表 2-2-11．要指導医薬品や一般用医薬品販売の個別化と薬歴 

これまでの一般用医薬品の主たる標榜効能は、症状の緩和･軽減にあり、いわゆる処

方薬と異なり、服用対象者は特定の個人に限定されていなかった。そのため、自宅に常

備し、家族で共有して服用することも珍しくなかった。 

しかし、今後は要指導医薬品や第１類医薬品を中心に、その使用者個人に最も相応し

いものを、薬剤師が選択・提案することが主流になっていくであろう。たとえば、解熱鎮痛

薬の場合、同じ家族でも夫はピリン系、妻はイブプロフェン、子供はアセトアミノフェン－

と使い分けることも考えられる。すなわち、要指導医薬品や一般用医薬品販売の個別化

である。個別化とは必要に応じて保険調剤の薬歴等にも記載し、販売記録を残し、それ

を活用することでもある。 
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④ 薬害の防止 

薬事法が改正され薬機法とされた背景の一つには、再び薬害を発生させないため

の実効性ある制度づくりを求める薬害被害者ならびに消費者団体の方々の強い要請

があった。 

薬害と副作用ならびに有害反応は明確に区別して理解しなければならない。 

副作用や有害反応の発生は、医薬品使用本来の目的に沿って投与あるいは販売

した行為の結果である。 

他方、薬害とは、誤った認識に基づく（漫然とした）医薬品の投与あるいは販売等を

したり、医薬品の副作用・有害反応や製品への異物混入等の存在を知りながらその

情報を患者、需要者に伝達することを怠ったり、当然行うべき情報提供や製品回収等

の措置を故意に行わなかったり、といった医療従事者、医薬品供給者や規制当局に

よる人災行為である。 

端的に言うならば、薬害には必ず加害者が存在する。重篤な副作用等について、

購入する需要者に確実に情報提供することはもちろんのこと、販売時点では医薬品

による被害を予見できなかった場合でも、いったん問題が発見されたならば、購入者

への周知、製品の回収などを速やかに行うことで被害の拡大を防ぐことが可能であ

る。 

1960年前後、サリドマイド、そしてスモン（SMON）の原因であるキノホルムに関して

は、当時この成分を含む製品が広く販売されており、大規模な薬害につながった。こ

れらを販売した薬局等の責任は、決して軽いものではない。厚生省（当時）が認可し

た製品を販売しただけであるから薬局等には一切責任がないとする考え方は、受け

入れられない。少なくとも問題が生じた時点で被害の拡大に努め、再発防止に全精

力を傾ける姿勢が必要である。 

使用者の安全を第一の関心事とし、薬剤師等が決して加害者となることがないよう

責任ある医薬品の販売が求められる。 

 

⑤ 医薬品の濫用について 

2025 年薬機法上に「指定濫用防止医薬品」が位置付けられ、その販売方法や陳列

方法等が規制されたが、この背景には市販薬の過剰使用、いわゆるオーバードーズ

（OD）という深刻な社会問題がある。大麻や覚せい剤などの違法薬物は快楽等を求

める目的で濫用されるが、OD は社会生活における孤独感や疎外感、生きづらさから

の逃避の手段として気分変容の目的で濫用されている。薬剤師はこの現状を理解し、

他職種につなぐゲートキーパーとなることが求められている。 
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３．リスクの程度に応じた標準的な情報提供の仕方と販売手順 

（１） 要指導医薬品及び第１類医薬品 

2013 年の特定販売等に係る医薬品販売制度改正以前の第１類医薬品の多くは、「『スイ

ッチＯＴＣの市販後調査※（PMS）期間中又は PMS 終了後引き続き副作用等の発現に注意

を要するもの』に相当する成分」（医薬品販売制度改正検討部会報告書より）である。 

※現在の用語では、製造販売後調査に改められている。 

 

なお、具体的には以下の２つに大別される。 

① リスクが大きいことが明らかであり、薬剤師の管理下でないと販売できないもの。 

② リスクの大きさが十分に明らかでないことから、しばらくの間薬剤師の管理下で 

のみ販売し、リスクの大きさを見定めようとするもの 

 

これらのうち、②に相当するものについて、リスクの大きさが十分に明らかでないことか

ら、薬剤師の管理下で販売することが適当として、別に設ける区分に移し、「要指導医薬品」

と呼称し、市販後の安全性調査結果に従い、原則３年で第１類医薬品（すなわち、一般用

医薬品）に区分替えすることとされた。さらに、製造販売後調査結果等に基づき、リスク評

価の結果、区分変更されることがあり得る。また、2025 年の薬機法改正では要指導医薬

品の内、医薬品の特性その他を勘案して、その適正な使用のために薬剤師の対面による

販売又は授与が行われることが特に必要な医薬品として、厚生労働大臣が薬事審議会の

意見を聴いて指定するものが、特定要指導医薬品とされた。 

従って、要指導医薬品と第１類医薬品は「薬剤師の管理下」におかれるという特徴があ

る。この「管理下」という意味を具体的な要指導医薬品や第１類医薬品に係る標準的な販

売手順として示した（初回：表 2-3-1、２回目以降：表 2-3-2）。 
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表 2-3-1．要指導医薬品や第１類医薬品に係る標準的な販売手順（初回） 

【初回の販売手順】（初めて当該製品を販売する場合の標準的な手順） 

第１手順 ＜相談者からの情報収集と確認行為＞ 
 

（ア）需要者からの要望があれば、該当医薬品の添付文書内容を事前に閲覧できる

ようにする。 

（イ）薬剤師が、厚生労働省令で定める事項（下記わく囲い）を記載した書面を用い、

対面等の手段にて相談者に必要な質問を行い、当該医薬品の服用が適してい

るか否かを確認する注5。 

1) 製品によっては医師による初回診察を受けたかどうかを確認し、未受診で

あれば受診を勧める注6。 

2) 製品によっては「販売実践ガイダンス注7」に基づいた情報収集を行う。 

（ウ）保険調剤の薬歴等の販売記録、あるいはお薬手帳がある場合は、必要に応じ

てそれらの参照ならびに記録する。また、お薬手帳が無い場合は、所持勧奨を

行う。 

（エ）確認の結果、該当医薬品の使用が不適当と判断される場合は、他の要指導医

薬品や一般用医薬品に変更するか、状態によってはかかりつけ医等への受診

を勧める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２手順 ＜選択した製品に関する情報提供および指導ならびにモニタリング＞ 
 

（ア）第 1 手順と同じ書面を用いて、その適正な使用のために必要な情報を提供す

る。特に以下の点を中心に情報提供を行う。 

1) 起こり得る重篤な副作用や、その発生を避けるために留意すべき事項（服

用してはいけない人、併用してはいけない薬剤等） 

2) 一定期間服用しても病状が改善しない、または悪化した際の対処方法（受

診の目安等） 

（イ）製品によっては「販売実践ガイダンス」に従った情報提供や適正使用に関する指

導およびモニタリング業務を行う。 

（ウ）薬剤師が必要と判断した場合、あるいは需要者が希望した場合は、情報提供し

たその書面を交付する。 

法第36条の 6 第1項、同第36条の 10 第1 項の規定による情報提供の内容 

（施行規則第158条の12 ２、同第159条の15 ２） 

① 医薬品の名称 

② 医薬品の有効成分の名称及びその分量 

③ 医薬品の用法及び用量 

④ 医薬品の効能又は効果 

⑤ 医薬品に係る使用上の注意のうち、保健衛生上の危害の発生を防止するた

めに必要な事項 

⑥ その他医薬品を販売等する薬剤師がその適正な使用のために必要と判断

する事項 
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第３手順 ＜販売者責任の明確化と記録管理＞ 
 

（ア）販売者責任が明確となるものを製品パッケージの適切な場所に貼付（図 2-1-

1．参照）または添付して交付（上記手順で使用した情報提供書面に必要事項を

記載したもの）し、いつでも相談を受け付ける旨を伝える。 

（イ）需要者がお薬手帳を持参している場合には、販売した製品名を記録する。ま

た、必要に応じて販売経過を保険調剤の薬歴等に記載し、販売記録として保存

する。 

（ウ）要指導医薬品および第１類医薬品については、販売の記録を整備し、２年間保

存することが求められている。（14頁の図 1-2-1参照） 

特定要指導医薬品については、要指導医薬品に係る販売等の方法のほか、特定要

指導医薬品がその適正な使用のために対面による販売又は授与が行われることが特

に必要とされた理由を踏まえた対応を行うこと。また、当該特定要指導医薬品の販売又

は授与の際に留意すべき事項に基づき、薬剤師が対面により販売又は授与を行う。 

 

注 5 要指導医薬品及び第１類医薬品に係る情報提供において書面は、薬剤師による情報提供

の内容を購入者ができるだけ理解しやすいようにするためのものである。また購入後の記

憶を補うものとしての役割もある。 

 

注 6 医師による初回診察を受け、再発した場合に販売することとされた要指導医薬品や第１類

医薬品は、医師との共同医療（collaborative care）という観点から、薬剤師にとって重要な位

置を占めるものといえる。例えば、口唇ヘルペスに適用のアシクロビル外用剤、膣カンジダ

症の再発用のイソコナゾール硝酸塩等がこれに該当する。 

なお共同医療とは、医師と薬剤師が共同（collaborate）して需要者を指導しながらセルフメ

ディケーションを行う新しいセルフメディケーションの領域である。即ち、慢性または症状が

定期的に現れる疾患の場合には、診断と薬剤の関係がはっきりしているため、医師の基本

的指導のもとにもっぱら薬剤師が服薬管理を指導しながらセルフメディケーションを行うこと

で需要者の利便性と治療の有効性を確保するケアのスタイルである。 

 

注7 販売実践ガイダンスは、要指導医薬品や一般用医薬品を活用する際に必要とされる製品個

別の販売手順書であり、薬剤師によるトリアージの指針であるがさきがけに過ぎない。既に

英国では主要なスイッチに際し、プロトンポンプ阻害薬、トリプタン製剤などのガイダンスが

王立英国薬剤師会（ＲＰＳＧＢ）により整備され、効率的医療が実践されている。今後、わが国

でも保険医療との統合により一貫性のある医療およびセルフメディケーションを地域住民が

利用していくために、製品の開発と並行して整備することが求められるツールである。 

 なお、製薬企業が独自に自社製品の販売ガイドを作成している例（薬局・薬店用解説書な

どと称している）も見られるが、ここでいう販売実践ガイダンスはプロフェッションとしての薬

剤師が中立・非営利の立場でエビデンスに基づき作成するものであり、区別して理解してほ

しい。 
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表 2-3-2要指導医薬品や第１類医薬品に係る標準的な販売手順（２回目以降） 

【２回目以降の販売手順】（同じ製品を再び購入するために来局した場合） 

第１手順 ＜相談者からの情報収集と確認行為＞ 

 

（ア）可能な限り、前回販売に従事した薬剤師が対応する。 

（イ）薬剤師は、前回販売時から何か変化があったか、また、継続して使用すること

に問題がないかについて確認しなければならない。 

（ウ）確認にあたっては次のような質問を行う。 

「前回服用した際の薬の効果はいかがでしたか」 

「副作用等、気になる不快な症状は起こりませんでしたか」 

「前回購入以降、新しい薬を医師から処方されたり、薬局等で購入しました

か」 

（エ）製品によっては「販売実践ガイダンス」に従った情報収集を行う。 

第２手順 ＜選択した製品に関する情報提供＞ 

 

（ア）第１手順での質問に、１つでも解決を必要とする回答が返ってきた場合には、改

めて需要者の状態を評価し直す。 

（イ）もし問題がない場合であっても、継続使用の可否について評価する。 

（ウ）製品によっては「販売実践ガイダンス」に従った情報提供や適正使用に関する

指導およびモニタリング業務を行う。 

（エ）必要に応じて保険調剤の薬歴等に記載し、販売記録として保存する。 

（オ）また、需要者の日常生活が症状や疾病を生み出していると考えられる場合に

は、生活習慣改善の指導を行うのが望ましい。 

第３手順 ＜販売者責任の明確化と記録管理＞ 

 

（ア）初回の販売手順と同じ 

 

（２） 指定濫用防止医薬品 

薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品であって、濫用した場合に、中枢

神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある

医薬品として厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品である。 

販売時には前述の薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品における情報

提供を行う事項に加えて、当該指定濫用防止医薬品を濫用した場合に保健衛生上の危害

が発生するおそれがある旨の情報を提供しなければならない。 

なお、区分に応じて薬剤師もしくは登録販売者が、購入者の氏名・年齢、購入状況等を

確認し、必要と認められる数量（18歳未満への大容量製品または複数個の販売を禁止・18

歳未満への小容量製品の販売又は 18歳以上への大容量製品若しくは複数個の販売は、

対面又はビデオ通話など映像と音声によるリアルタイムでの双方向通信での販売を義務

付け）に限って販売することとされている。 
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（３） 第２類医薬品 

第２類医薬品に分類されるものは、「『相互作用』、『副作用』及び『患者背景』のいずれか

の項目でリスクの高い成分」（医薬品販売制度改正検討部会報告書より）である。通常、一

般用医薬品として供給される医薬品の大半が、この区分に属する。基本的に、販売手順

は第１類医薬品と同じだが、情報提供については、薬機法上、1)厚生労働省令で定める事

項を記載した書面による情報提供は義務ではないこと、2)適正使用のための必要な情報

提供は努力義務であること－という点が異なる。 

ただし、第２類医薬品の内、指定第２類医薬品注 8とされたものについては、第１類医薬

品に準じた管理や情報提供が求められる医薬品であることから薬剤師は、販売者責任の

プロフェッショナルな要件を考慮し、第１類医薬品に準じた対応を行うことが求められる。 

その他の第２類医薬品に関しても需要者の状況によっては同様の対応を行うのが望まし

い。 

また、販売にあたって、販売した薬剤師の裁量で販売者責任を明らかにするものを貼付

または添付するほか、需要者がお薬手帳を持参した場合には、販売した製品名を記録を

し、必要に応じて販売経過を保険調剤の薬歴等に記載し、販売記録として保存することが

望ましい。 

 

注 8 第２類医薬品のうち、「相互作用」又は「患者背景」において特に注意すべき「禁忌」があり、そ

の要件に該当する者が服用した場合に健康被害に至るリスクが高まるものや依存性・習慣性

がある成分等を含む医薬品（2005年 12月 15日厚生科学審議会医薬品販売制度改正検討部

会報告書より） 

 

（４） 第３類医薬品 

第３類医薬品に分類されるものは、一般用医薬品のうち第１類医薬品、第２類医薬品以

外の成分である。 

薬機法上、積極的な情報提供は課せられていないが、薬剤師が情報提供の必要性を認

めた場合には、その需要者に適切な情報提供を行うことが望ましい。 

また、不快な症状が発現した場合や、連用の可否に関する相談を寄せられた場合には

適切に対応するべき事はいうまでも無い。第３類医薬品の販売にあたっても、第２類医薬

品の場合と同じく、販売する薬剤師の裁量で販売者責任を明らかにするものを貼付または

添付するほか、需要者がお薬手帳を持参した場合には、販売した製品名を記録する。また、

必要に応じて販売経過を保険調剤の薬歴等に記載し、販売記録として保存することが望ま

しい。 

 

（５） 一般用検査薬 

一般用検査薬は、令和８年４月現在、第１類医薬品と第２類医薬品の製品が販売されて

おり、前述のとおり、製品のリスク区分に沿った情報提供が必要となる。 

一方で、一般用検査薬は、正しく用いて健康状態を把握し、速やかな受診につなげるこ

とが重要で一般用医薬品として求められる情報提供のほか、表 3-3-3 の事項について指

導することが求められる。 



 

- 42 - 

 

表 3-3-3． 販売に際しての指導事項 

ア 専門的診断に置き換わるものでないことについて分かりやすく説明すること。 

イ 検査薬の使い方やその意義をわかり易く説明すること。 

ウ 検体の採取時間とその意義をわかり易く説明すること。 

エ 妨害物質及び検査結果に与える影響をわかり易く説明すること。 

オ 検査薬の性能についてわかり易く説明すること。 

カ 検査結果の判定についてわかり易く説明すること。 

キ 適切な受診勧奨を行うこと。特に、医療機関を受診中の場合は、通院治療を続け

るよう説明すること。 

ク その他使用者からの検査薬に関する相談には積極的に応じること。 

 

 また、検査項目によっては、使用者のプライバシーに配慮した形で製品の説明を行うこ

とが望ましい。 

 

 

４．対面販売と陳列 

対面販売の実践に最も適した医薬品の陳列方法は、いわゆる「オーバー・ザ・カウンター」

方式である。(表 2-4-1) 

薬機法に基づく販売制度の実践で重要なことは、リスクの程度に応じて区分された薬局

製造販売医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品の区分に基づく取り扱い等の違いについ

て掲示物等（図 2-4-1）を利用し、需要者が明確に理解できるようにすることである。リスク

区分に基づく陳列では、同一又は類似の薬効をもつ製品群（例えば風邪薬など）ごとに配

架する際、リスク区分が異なるものが混在しないように陳列することが義務づけられてい

る。陳列表示や区分ごとの仕切りを明確にするなどの工夫により、別置が求められている

薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、第１類医薬品、あるいは配置場所の制約が課され

ている指定濫用防止医薬品、指定第２類医薬品、そして、その他の第２類医薬品、第３類

医薬品のそれぞれにつき異なる取り扱いが必要であること、同様に、医薬品と医薬品以外

のものはまったく異なるものという意識を、需要者に理解してもらう必要がある。 

一方、要指導医薬品や第１類医薬品の陳列場所は、購入者が進入できない措置を取る

など、購入者が勝手に手に取れない位置とされているが、需要者が自ら手にとって表示等

を確認したいという要望に応えるために、空き箱等を当該医薬品の属する薬効群の陳列

場所におくという方法等は、需要者の利益に叶うものと思われる。購入前に添付文書の内

容を閲覧できるように準備しておくことも必要であろう。 

また、指定濫用防止医薬品は、鍵をかけた陳列設備や需要者が直接手の触れられな

い陳列設備に陳列するか、又は陳列設備から１．２ｍ以内の範囲に需要者が進入すること

ができないよう必要な措置を講じて陳列すること、ただし、情報提供場所に継続的に専門

家を配置し、購入する医薬品と購入者の状況を適切に確認できる体制を満たす場合、情

報提供場所から７ｍ以内の範囲に陳列しなければならないとされており、指定第２類医薬

品に関しては、購入者が手に取れる場所に陳列する場合は、陳列設備から７ｍ以内の範



 

- 43 - 

 

囲に情報提供場所があることとされている。（薬局等構造設備規則第１条による） 

 

表 2-4-1．対面販売について 

オーバー・ザ・カウンター 

「専門家が関与した上で医薬品の選択・購入がなされるよう、販売側のみが医薬

品を手にとるような方法で陳列を行うこと」（ただし、このような意味で用いるのは、

和製英語と言って差し支えない。） 

 

対面販売の原則（抜粋） 

「適切な情報提供」及び「適切な相談応需」が行われるためには、区分に応じて

薬剤師もしくは登録販売者の関与を前提として、 

・ 薬剤師等が購入者側の状態を的確に把握できること、及び 

・ 購入者と対応する薬剤師等との間で円滑な意思疎通が行われること 

が必要である。 

これらが確実に行われることを担保するには、購入者と薬剤師等がその場で直

接やりとりを行うことができる「対面販売」が必要であり、これを医薬品販売に当た

っての原則とすべきである。 

※ 医薬品販売制度改正検討部会報告書より 

 

なお、欧米においては、Over-The-Counter（オーバー・ザ・カウンター）薬とは、薬

局のカウンターの中ではなく、店舗内の棚に配架される一般用医薬品（ＯＴＣ 

medicines）を指す事が通例であり、上記の部会報告書のような取扱いは、ＢＴＣ

（Behind-The-Counter)薬と呼称されることが一般的である。 
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 図 2-4-１．薬局の陳列棚での掲示例（一例） 
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第３章 販売時以外に求められる対応 

１．薬機法により求められる安全管理体制について 

2007 年から、「薬局における安全管理体制の整備」が薬局の開設者に義務付けられて

いる。具体的には、医療の安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実

施、医薬品の安全使用のための責任者の設置、従業者から薬局開設者への事故報告の

体制の整備、医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に

基づく業務の実施が求められた。(第１章（６）参照) 

2006年の医薬品販売制度に係る全面改正では、これまで求められていた安全管理体制

に、一般用医薬品ならびに薬局医薬品を含めた適正管理、情報提供、相談応需等に関す

る規定が加わったことになる。2013 年の特定販売等に係る医薬品販売制度改正において

も、第 1 類医薬品の一部が要指導医薬品として新たな区分とされたこと、また特定販売を

行う薬局（あるいは、店舗販売業）においては、当該業務にかかる既定の追加が求められ

たが、本質的な変更はなく、地域住民の医薬品の適正使用の推進と、需要者の安全を守

るために、欠かせない事項である。なお、2025 年の医薬品医療機器等法改正において、

要指導医薬品も特定販売が可能となった。 

 

１－１．安全性評価に資する情報の収集 

要指導医薬品及び一般用医薬品は、需要者が薬剤師等専門家の提供する情報を活用

して、自己責任で使用することを前提としているため、その承認審査では安全性を最も重

視している。また、いわゆる伝統薬と呼ばれる製品群のように長い使用経験を持つものも

少なくない。そのため、医師等の処方箋に基づき薬局を通じて交付される医療用医薬品と

比較した場合、製薬会社から薬局への重篤な副作用情報や緊急を要する情報の提供事

例・件数が少ないという指摘がある。 

より薬剤師の専門的判断と指導の必要な医薬品が承認・販売されています。そのため

薬剤師には、これまで以上にその職能を果たすために、安全性に関する情報を積極的に

収集するとともに、指導に活かすための手順を業務の中に確立しておくことが望まれる。 

また、製薬企業から発信される副作用情報等は、そもそも患者・使用者に発現した有害

事象等に端を発するものである。すなわち、薬剤師は、情報の受信者であると同時に発信

者であることを自覚し、使用者に発生した有害事象等の収集・報告に努めるとともに、日本

一般用医薬品連合会が提供する「OTC医薬品 使用上の注意改訂情報〔OTC版DSU〕」等

を活用し最新の情報を収集する必要もある。 

この他、PMDAが配信する PMDA メディナビでは医薬品等の安全性情報や使用上の注

意改訂指示などが e-メールによって即座に配信されている。薬局や店舗での登録はもち

ろんのことだが、薬剤師としての高い専門性を発揮するためにも個人での登録も推奨され

る。 

なお、薬剤師として収集が必要な「情報」の入手先例は巻末に＜資料＞として列挙して

おくので、積極的に活用されたい。 
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１－２．情報の活用 

要指導医薬品もしくは一般用医薬品の添付文書は購入者･使用者である消費者を対象

として整備されるのに比べ、医療用医薬品の添付文書は薬剤師等の医療従事者を対象と

して整備されている。そのため、要指導医薬品もしくは一般用医薬品に関する情報収集と

その活用方法については、医療用医薬品とは異なる対応が必要となる。 

薬剤師が情報を活用する上での留意事項を表 3-1-1に示す。 

 

表 3-1-1．情報を活用する上での留意事項 

１． 医療用医薬品での安全性情報により、医療用医薬品の添付文書が修正される際には、当

該成分あるいは類似成分を配合した要指導医薬品および一般用医薬品についても添付

文書の記載内容が変更されることが多い。医療用医薬品での安全性の情報を入手した時

点で要指導医薬品および一般用医薬品の情報も変更され得るとの認識をもって対応すべ

きである。 

２． 要指導医薬品および一般用医薬品の添付文書が、消費者を対象として作成されている事

を考慮し、医学･薬学の専門知識に基づいた解釈や配慮を行う事。必要に応じ、類似する

医療用医薬品の添付文書その他を参照し、あるいはそこで引用されている原典を参照す

ること。 

３． 製薬企業から提供される資材には、学術雑誌の記述に比べ、商業的バイアス（偏り）がか

かっている場合もあり得る。薬剤師として、需要者への情報提供を行う際には提供された

資材の記述についても、薬剤師の視点で見直すこと。 

４． インターネットを通じて得られる情報については、その情報源の信頼性を十分吟味して活

用すること（不正確、意図的あるいは恣意的な情報が混在している可能性もある）。 

 

 

１－３．薬剤師職能を活かした相談応需 

需要者からの要指導医薬品もしくは一般用医薬品に関する相談応需は義務であるから、

薬剤師としては、購入時、購入後にかかわらず需要者がいつでも相談しやすい環境を整

備しておく必要がある（表 3-1-2）。 

薬剤師には、需要者からの相談に対し、的確かつ適正な対応が求められている。一方

製品によっては、説明や指導の根拠となる薬剤師向けの情報不足は否めないため注 9、需

要者からの相談に対し、的確かつ適正な対応を行うにあたっては、類似する医療用医薬

品の情報や学術書籍等を活用することが必要である。 

なお、最近承認された要指導医薬品や一般用医薬品に関しては、PMDA ホームページ

で「承認情報」が開示されており、適正使用に役立つ情報が入手できるので活用されたい。 

http://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/review-information/otc/0001.html 

 

注 9 承認基準がまだ定められていない製品群や長年市販されている一般用医薬品の中には、

相互作用や禁忌等の情報が極めて少ない製品もあるため、的確な判断や指導を行うには困

難が伴う。医療用医薬品におけるインタビューフォームに準じた情報ソースや、非営利独立

の医薬品情報集（米国のＵＳＰ－ＤＩのようなもの）の作成が待たれるところである。 

 

また、需要者からの相談内容については、必要に応じて保険調剤の薬歴やお薬手帳等

に記載し、販売記録として保存しておき、その後の対応をより円滑に進められるように努
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める。また、表3-1-3に需要者が薬剤師からの説明を期待すると考えられる相談事項例を

示す。 

表 3-1-2．相談しやすい環境整備の例 

【購入時に係ること】 

・ 相談応需の時間、方法等の薬局内への掲示 

・ 相談しやすいコーナーやカウンターの設置 

・ 室温、照度等の物理的環境の確保  ほか 

 

【購入後に係ること】 

・ 薬局名等を記したシールの貼付や書面の交付（「販売者責任の明確化」を参照） 

・ 電話、ファクシミリ、薬局ホームページ（電子メール）等を活用した相談窓口の設置  

・ 患者情報をもとに継続的服薬指導の実施（フォローアップ業務）  

 

表 3-1-3．需要者が薬剤師からの説明を期待すると考えられる相談事項例 

１． 添付文書を読んだが理解できなかった内容についての説明 

２． 添付文書に記載されていない情報の補足（誤飲、誤用の際の対応等） 

３． 添付文書に記載されているが、判断に困った際の助言（添付文書の「相談すること」に書

かれている状況に該当した場合） 

４． 症状が改善しない場合や悪化した場合の医療機関への受診の要否助言 

５． 要指導医薬品や一般用医薬品の使用と関連した健康増進や生活習慣改善の指導 

 

 

２．名札、衣服、掲示 

（１） 名札 

需要者や地域住民に資格等を分かりやすく示す目的で、薬局従業者全員への名札の

着用が義務付けている。氏名に加えて薬剤師の場合は「薬剤師」、登録販売者の場合は

「登録販売者」と記載のある名札を付けさせるか、氏名を記載した名札に加えて薬剤師又

は登録販売者の別を記載したバッジ等を付けさせること。また、一般従事者には氏名のみ

を記載した名札、又は氏名に加えて「一般従事者」と記載した名札を付けさせること。 

なお、今般、ストーカー被害やカスタマーハラスメントの防止等の観点から、名札の氏名

記載の方法について見直しを行い、令和 4 年 6 月 27 日付の局長通知の一部を改正によ

り、薬局開設者による適切な判断の上、薬剤師、登録販売者又は一般従事者が氏名に代

わって、姓のみ又は氏名以外の呼称（ニックネーム）を記載した名札を付けることを認めて

も差し支えないとされた。姓のみ又は氏名以外の呼称を記載することとする場合は、薬局

開設者は、薬局の営業時間中に従事する薬剤師、登録販売者又は一般従事者を特定す

るため、名札への記載名について実名と照合できるよう把握及び管理することとされた。

店舗販売業に関しても同様の扱いとしている。 

 

（２） 衣服 

名札による区別のほか、衣服による薬局従業者の区別を行うことが望ましいとされたこ

とから、本会としては、薬剤師は白色の白衣を着る等による対応が好ましいと考えている。
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衣服については、個々の薬局の状況に鑑み、一律に規定できるものではないが、需要者

から「名札だけでは薬剤師かどうかの判別がしにくい」と指摘されている点を踏まえ、需要

者の目から見て、薬剤師であることが容易に識別すべき方策を取ることが望ましいと考え

る。 

 

（３） 掲示 

薬機法では、需要者が薬局を利用するために必要な事項を、薬局内にわかりやすく掲

示しなければならないとされている（表 3-2-1、本会会員向けホームページに掲示物例を

掲載しているので参考とされたい。）。 

https://www.nichiyaku.or.jp/yakuzaishi/n20100209 
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表 3-2-1． 施行規則第 15条の 15、第 142条（準用）の規定により薬局等において掲示を

しなければならない事項（掲示板により掲示を行う） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 薬局等の管理及び運営に関する事項 

（ア）許可の区分の別 

（イ）薬局開設者等の氏名又は名称その他の薬局開設等の許可証の記載事項 

（ウ）薬局等の管理者の氏名 

（エ）薬局等に勤務する薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名 

（オ）取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分 

（カ）薬局等に勤務する者の名札等による区分に関する説明 

（キ）営業時間、営業時間外で相談できる時間 

（ク）相談時及び緊急時の連絡 

 

イ 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品及び指定濫用防止医薬品の

販売に関する制度に関する事項 

（ア）要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び指定濫用

防止医薬品の定義及びこれらに関する解説 

（イ）要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び指定濫用

防止医薬品の表示に関する解説 

（ウ）要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び指定濫用

防止医薬品の情報の提供及び指導に関する解説 

（エ）薬局製造販売医薬品を調剤室以外の場所に陳列する場合にあつては、薬局

製造販売医薬品の定義及びこれに関する解説並びに表示、情報の提供及び陳

列（特定販売を行うことについて広告をする場合にあつては、当該広告にお

ける表示。六及び八において同じ。）に関する解説 

（オ）要指導医薬品の陳列に関する解説 

（カ）指定第二類医薬品の陳列等に関する解説 

（キ）指定第二類医薬品を購入する人への禁忌を確認すること及び使用について

薬剤師等へ相談する旨 

（ク）一般用医薬品の陳列に関する解説 

（ケ）指定濫用防止医薬品の陳列等に関する解説 

（コ）指定濫用防止医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定

濫用防止医薬品の使用について薬剤師等に相談することを勧める旨 

（サ）医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 

（シ）個人情報の適正な取扱いをするための措置 

（ス）その他必要な事項（苦情相談窓口に関する事項等） 
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３．適正使用に関わる啓発活動 

薬機法では、国や都道府県等の責務としては医薬品等の性質、有効性及び安全性の確

保等について必要な施策を策定し、実施しなければならないとされ、医薬品等関連事業者

等の責務として医薬品等の性質、有効性及び安全性の確保等に努めなければならないと

されている。また、行政機関（国、都道府県、保健所を設置する市、特別区）に対し、関係団

体等と協力して「医薬品等の適正な使用に関する普及啓発」に努めることを求めている（第

68条の 3）。これに加え、企業（製造販売者、卸・小売り事業者、等）、医薬関係者、さらに国

民に対しても、医薬品の適正使用を可能とするために応分の責任を果たすよう求めてい

る。 

 要指導医薬品及び一般用医薬品は、医薬関係者の提供する情報に基づき、需要者が自

ら購入し、使用することを想定している医薬品である。薬剤師が主体となって医薬品の適

正使用のため、また国民の健康増進のための啓発活動は、非常に重要な役割である。 

具体的な普及啓発の活動としては、次のような取り組みが求められる（表 3-3-1）。 

 

表 3-3-1．医薬品等の適正使用のための主な普及啓発 

１． 児童・生徒を対象とする活動 

 学校薬剤師活動の一環として、OD(オーバードーズ)やドーピング等も含めた子どもたち

の発達段階に応じた計画的な教育を、教師やＰＴＡ等と協力して進める。 

２． 社会人を対象とする活動 

行政機関や地域自治組織等と連携をとりながら医薬品の濫用防止、セルフメディケーショ

ン等国民のヘルスリテラシー向上に積極的に関与していけるよう各種活動を行う。 

３． キャンペーン 

 「薬と健康の週間」をはじめ、疾病予防等の記念日、キャンペーンイベント等の活動に積

極的に参加する（薬局・薬剤師の「年間カレンダー」の活用等） 

 

 

４．リスク区分の変更への関与 

要指導医薬品並びに一般用医薬品については、需要者が自己判断で利用する等の他、

表 3-4-1に示すような理由から製造販売後調査、再評価制度が必要とされている。 

ことに要指導医薬品のほとんどを構成する、いわゆるスイッチOTC薬についても、市販

後に一定期間、副作用等に関する製造販売後調査の実施が義務付けられている。 

旧薬事法では「厚生労働大臣は（略）医薬品に関する情報の収集に努めるとともに、必

要に応じてこれらの指定を変更しなければならない」と規定されており、この趣旨は現在

の薬機法でも続いている。 

すなわち、薬剤師は、日々の要指導医薬品や一般用医薬品の販売業務を通じて得られ

た副作用や有害事象等の情報のほか、不適正な使用実態（誤飲・誤用等を含む）が認めら

れた場合はその問題点や内容を蓄積し、適宜、PMDA に報告しなければならない。また、

薬剤師会等が実施する調査事業にも協力すべきである。これらを遂行することで、リスク

分類の見直しのためのシステムが健全に機能することになる。 
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要指導医薬品のほとんどは、先に記したようにリスクの大きさが十分に明らかでないこ

とから、しばらくの間、薬剤師の管理下でのみ販売し、特にリスクの大きさを見定める必要

のあるスイッチ OTC 薬やダイレクト OTC 薬注 10については、現場の薬剤師による需要者

の使用実態把握が極めて重要となる。スイッチOTC薬である要指導医薬品は市販後調査

（原則３年）、ダイレクトOTC薬は再審査期間（原則 4～8年）に基づき安全性等が評価され

る。 

重篤な副作用の発現がなく、適正使用の確保ができると評価された要指導医薬品につ

いては、第１類医薬品にリスク区分が移行することになる。 

その後、１年間の第１類の区分期間を経て、薬剤師の管理下におかなくても安全に使用

できると評価されたものは、その評価に従い、第２類あるいは第３類に区分換えされる事

となる。あるいは、その評価の結果から、引き続き第１類に区分されるものもある。 また、

第２類（指定第２類を含む。）として分類されていたものでも、副作用の発現や誤用等により

使用者の安全性確保に問題ありと評価されれば、第１類に区分換えすることも可能である。

更に言えば、医療用医薬品から要指導医薬品として転用されたもの（スイッチ OTC 薬）で

も、その安全な使用が確保できなかった場合にはその転用が取り消され、再び医療用医

薬品としてのみ流通することとなる可能性もある。 

このような評価に基づく区分換え等は販売者の利益のために行われるべきではなく、需

要者の利益のために行われるべきだという原則を、薬剤師は率先して遵守しなければな

らない。 

また、薬機法第４条第６項において、医薬品の特性その他を勘案して、その適正な使用

のために薬剤師の対面等による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われる必

要がある場合等に該当するときは、当該医薬品を薬事審議会の意見を聴いて要指導医薬

品として指定することができると規定され、同法第４条第６号に該当する要指導医薬品は、

期間を定めない要指導医薬品とされる。 

 

注 10 ダイレクトOTC薬：医療用医薬品としての経験を持たない、新有効成分含有医薬品等 

 

表 3-4-1．要指導医薬品及び一般用医薬品の製造販売後調査等が必要とされる主な理由 

１． 医師の関与なしで使用され、安全性の確認が十分行われない可能性が高まる。 

２． 臨床試験では診断の明確な患者に限定して使用されるが、OTC 薬の場合は適応外を含

めて広範囲の人々が使用する可能性がある。 

３． 使用数が多くなるほど、それまで見逃されてきた重篤・重大な副作用が見出される可能性

が増大する。 

 

 

５．セルフメディケーション税制への対応 

 セルフメディケーション税制は、セルフメディケーションの推進を図るため、医療費控除

の特例として、平成 29年１月から運用が開始され、消費者は要件を満たせば、平成 29年

１月1日から令和３年12月31日までの期間について、所得控除を受けることができる。こ

の度、令和３年所得税法の一部改正により、令和８年 12 月 31 日までに期間が延長され、
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要件についても見直しが行われ、令和４年１月より順次適用されることとなった。対象品目

の拡大や、手続きの簡素化が図られているので、留意されたい。 

なお、令和８年度税制改正の大綱において、セルフメディケーション税制については、

適用期限が５年延長・スイッチOTC医薬品は恒久化されたほか、対象医薬品の追加（消化

器官用薬、生薬を有効成分として含む鎮咳去痰薬、OTC 検査薬、対象医薬品と同成分を

有効成分として含む薬局製造販売医薬品）や除外（痩身・美容を目的とする医薬品）が行

われ、令和９年以降の所得から適用とされた。 

 本制度は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組み（定期健康診断、がん検診、イ

ンフルエンザの予防接種等の受診）を行う個人において、対象となる医薬品を購入した合

計額（自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る）が、12,000 円を超えた

金額（上限 100,000 円）について、総所得金額等から控除することとなっており、薬局にお

いても本税制の周知、対象が含まれた製品の販売時における領収書等の発行が求めら

れる。 

 具 体 的 な 対 象 製 品 に つ い て は 厚 生 労 働 省 ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html）に一覧の掲載がされ

ているほか、多くの対象製品には図 3-5-1の識別マークが表示されている。 

 

 図 3-5-1．セルフメディケーション税制 共通識別マーク 

 

 

 また、本税制の対象製品を販売した場合には、証明書類（レシート等）の発行が求められ

ており、表 3-5-1の記載事項を満たしたレシートや領収書（図 3-5-2）を発行する必要があ

る。 

  

 表 3-5-1．証明書類への表記事項 

 ①商品名 

 ②金額 

 ③当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨 

 ④販売店名 

 ⑤購入日 
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 図 3-5-2．証明書類例 

    

 

 薬局ではセルフメディケーション推進のための本税制の活用を国民・地域住民に促すた

めにも、対象製品等を販売する場合については、医薬品に関する情報提供のみならず、

本税制の周知や説明等を行うことが必要となる。 

 

 

６．その他 

本手引きにおいて説明している事項のほか、要指導医薬品及び一般用医薬品、さらに

は医薬部外品や健康食品を販売する上で、薬剤師が考慮すべきことを列挙しておくので

参考とされたい（表 3-6-1）。 

表 3-6-1．その他、考慮すべき関連事項 

１． 従業員スタッフの研修 

２． 店舗改装、あるいは、陳列設備の変更 

３． その他、法令上必要な届出（登録販売者の販売従事登録申請、薬局構造設備の変更等） 

 
○ 非薬剤師スタッフの指導・監督 

 一般用医薬品（第２類及び第３類医薬品に限る）の販売者として薬剤師の他に登録販売

者が規定されており、薬局内における役割分担や引継ぎの注意点を整理しておく必要が

ある。また、薬剤師や登録販売者以外にその他の従事者が存在する店舗にあっては、会

計や商品陳列等といった直接専門家が行う必要のない業務に関しても、円滑な運営が行

えるように手順を定めておくべきである。 

 衣服や名札（身分証）で区別するとは言っても、薬剤師、登録販売者、その他従事者がそ

れぞれどのような能力と権限を持っているか、需要者が即座に見分けることは難しい。も

しも、薬局スタッフ間の連携が整っていなければ、いたずらに需要者の不安を煽り、ひい

ては、医療提供施設としての薬局や店舗販売業に対する信頼を損ねることにもなりかねな

い。 

 スタッフ研修等を通じて、管理を担当する薬剤師が登録販売者やその他従事者の指導・

監督を適切に行うことは販売者責任のプロフェッショナルな要件として重要な事項である。 
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＜資 料＞ 関連書籍、ホームページ 
 

以下、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に資する関連書籍や情報源等を紹介す

る（順不同）。薬剤師は、日々の業務の中で積極的に活用されたい。 

 

I 参考書籍 

１． OTC医薬品事典 

 （日本OTC医薬品情報研究会／編集、日本OTC医薬品協会／編集協力、じほう／出版） 

※日本 OTC 医薬品協会加盟企業の主要製品に関する成分、添加物、効能、用法・用量や包

装・価格が記載されている。定期的な更新が行われ活用しやすい。 

２． JAPIC一般用医薬品集 

 （日本医薬情報センター／編集・発行、丸善出版／発売元） 

※ 国内に流通する一般用医薬品を網羅。最新の一般用医薬品添付文書が閲覧できる。 

 

II 参考ホームページ（インターネット） 

関係団体 

・ 厚生労働省 

http://www.mhlw.go.jp/ 

・ 日本薬剤師会 

http://www.nichiyaku.or.jp/ 

・ 日本医薬情報センター 

http://www.japic.or.jp/ 

・ 日本OTC医薬品協会（上手なセルフメディケーション） 

http://www.jsmi.jp/ 

・ くすりの適正使用協議会 

http://www.rad-ar.or.jp/ 

・ 医薬基盤・健康・栄養研究所 

  https://www.nibn.go.jp/ 

・ 医薬品医療機器総合機構 

http://www.pmda.go.jp/ 

・ 医薬品・医療機器等安全性情報報告制度（医薬品医療機器総合機構） 

http://www.pmda.go.jp/safety/reports/hcp/pmd-act/0003.html 

・ 健康被害救済制度（医薬品医療機器総合機構） 

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html 

 

 

III 関係資料 

・ 医薬品の販売制度について 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082514.html 

※厚生労働省ホームページ 
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・ 薬事審議会 医薬品等安全対策部会資料 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi-yakuji_39211.html 

※要指導医薬品や一般用医薬品等の副作用報告の状況について確認できる。 

・ 対面話法例示集 四訂版（日本薬剤師会） 

https://www.nichiyaku.or.jp/files/co/member/iyaku/220119.pdf 

※日本薬剤師会会員ページに掲載。要指導医薬品及び一般用医薬品の販売

における薬剤師対応（対話等）の流れが確認できる。 

・ セルフメディケーション税制に関する資材・資料（日本薬剤師会） 

https://www.nichiyaku.or.jp/yakuzaishi/pharmacy-info/system/document01 

※セルフメディケーション税制に関する資材や資料を掲載している。 

・ iyakuSearch（日本医薬情報センター） 

https://iyakusearch.japic.or.jp/ 

※一般用医薬品の添付文書閲覧ができる。 

・ 「健康食品」の安全性・有効性情報（医薬基盤・健康・栄養研究所） 

https://hfnet.nibn.go.jp/ 

※食品・食品成分に関する情報が掲載されている。 

・ 薬剤師のためのアンチ・ドーピングガイドブック（日本薬剤師会） 

https://www.nichiyaku.or.jp/yakuzaishi/activities/anti-doping 

※世界アンチ・ドーピング機構（ＷＡＤＡ）のドーピング禁止表や使用可能な一

般用医薬品リストが掲載されている。 
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（付録）調剤された薬剤及び医薬品の情報提供、指定濫用防止医薬品

販売等のための業務に関する指針・業務手順書の作成にあたって 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年５月 

 

日本薬剤師会 
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はじめに 

 

本会では、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（以

下、「薬機法」という。）に基づいた情報提供等指針とその業務手順書を個々の薬局で作成

する際の参考とするために、本冊子を作成しました。 

 

 令和８年５月１日の改正薬機法の施行により、指定濫用防止医薬品を販売し、 又は授

与する場合においては、指定濫用防止医薬品販売等手順書を作成しなければならない

こととされ、指定濫用防止医薬品販売等手順書に基づき、適正な方法により指定濫用防

止医薬品の販売又は授与に係る業務を行わせなければならないこととされました。こう

したことから本会では、これまで作成していた「○○薬局における調剤された薬剤及び

医薬品の情報提供等に関する業務手順書（モデル）」を改訂し、 手順書モデルの名称を

「○○薬局における調剤された薬剤及び医薬品の情報提供、指定濫用防止医薬品販売

等に関する業務手順書（モデル）」として、日本薬剤師会の手順書モデルとして示しまし

た。 また、本手順書の改訂に伴い、これまで作成していた「○○薬局における調剤され

た薬剤及び医薬品の情報提供等のための業務に関する指針（モデル）」についても、指

針のモデルの名称を「○○薬局における調剤された薬剤及び医薬品の情報提供、指定

濫用防止医薬品販売等のための業務に関する指針（モデル）」として、改訂しました。（以

下、指針と手順書の両者を指す場合は、情報提供等指針・手順書、個々の場合は情報

提供等指針、情報提供等手順書と略す） 

 

本会では、各薬局が本冊子を参考に、情報提供等指針・手順書を個々の薬局の現状を

反映する形で作成し、“医療安全管理指針及び同指針に基づく業務手順書”（以下、「安全

管理指針等」という。）と併せて実践することにより、薬局医薬品及び要指導医薬品・一般

用医薬品が安全かつ有効に販売され、需要者の利益が確保されることを望みます。以下

に薬機法改正に伴う情報提供指針・手順書の改訂案の一例を示します。 
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Ⅰ．指針の作成に関し、法令で求められていること 

 

薬局における指針（安全管理指針と情報提供等指針）の策定や従業者に対する研修の

実施等については、以下のように「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う

体制を定める省令」（以下、「体制省令」という。）に規定されています。 

 

薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令 

（昭和三十九年厚生省令第三号） 

最終改正：令和七年厚生労働省令第百十七号 

 

（薬局の業務を行う体制） 

第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律

第百四十五号。以下「法」という。）第五条第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める薬局において

調剤及び調剤された薬剤又は医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の基準は、次に掲げる基準

とする。 

一 ～ 十一（略） 

十二 調剤の業務に係る医療の安全を確保するため、指針の策定、従事者に対する研修の実施その

他必要な措置が講じられていること。 

十三 法第九条の四第一項、第四項及び第五項の規定による情報の提供及び指導その他の調剤の

業務（調剤のために使用される医薬品の貯蔵に関する業務を含む。）に係る適正な管理を確保するた

め、指針の策定、従事者に対する研修の実施その他必要な措置が講じられていること。 

十四 医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、法第三十六条の四第一項、第四項及び第五

項並びに第三十六条の六第一項及び第四項の規定による情報の提供及び指導並びに法第三十六

条の十第一項、第三項及び第五項並びに法第三十六条の十一第一項の規定による情報の提供その

他の医薬品の販売又は授与の業務（医薬品の貯蔵及び要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、

又は授与する開店時間以外の時間における対応に関する業務を含む。）に係る適正な管理を確保す

るため、指針の策定、従事者に対する研修（特定販売を行う薬局にあつては、特定販売に関する研修

を含む。）の実施その他必要な措置が講じられていること。 

２ 前項第十二号から第十四号までに掲げる薬局開設者が講じなければならない措置には、次に掲

げる事項を含むものとする。 

一 医薬品の使用に係る安全な管理（以下「医薬品の安全使用」という。）のための責任者の設置 

二 従事者から薬局開設者への事故報告の体制の整備 

三 医薬品の貯蔵設備を設ける区域に立ち入ることができる者の特定 

四 医薬品の安全使用並びに調剤された薬剤及び医薬品の情報提供及び指導のための業務に関す

る手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施（指定濫用防止医薬品の販売又は授与にあつ

ては、施行規則第百五十九条の十八の七に規定する指定濫用防止医薬品販売等手順書（以下「指定

濫用防止医薬品販売等手順書」という。）の作成及び当該指定濫用防止医薬品販売等手順書に基づく

業務の実施を含む。） 

五 調剤及び医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理のための業務に関する手順書の作成

及び当該手順書に基づく業務の実施（指定濫用防止医薬品の販売又は授与にあつては、指定濫用
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防止医薬品販売等手順書の作成及び当該指定濫用防止医薬品販売等手順書に基づく業務の実施を

含む。） 

六 薬剤師不在時間がある薬局にあつては、薬剤師不在時間における薬局の適正な管理のための

業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施 

七 医薬品の安全使用並びに調剤された薬剤及び医薬品の情報提供及び指導のために必要となる

情報の収集その他調剤の業務に係る医療の安全及び適正な管理並びに医薬品の販売又は授与の

業務に係る適正な管理の確保を目的とした改善のための方策の実施 

 

※補足 

 法第９条の４第１項は調剤された薬剤の情報提供及び指導、第４項は相談応需、第５項は継続

的服薬指導に関するもの。 

 法第 36 条の４第１項は薬局医薬品の情報提供及び指導、第４項は相談応需、第５項は継続的

服薬指導に関するもの。 

 

 

これらをわかりやすく分類すると、薬局に求められているものは、下記のようになります。 

 

１．医療安全に関するもの 

① 調剤の業務に係る医療の安全を確保するための指針の策定 

② 調剤の業務に係る医療の安全を確保するための従事者に対する研修の実施 

③ 医薬品の安全使用のための責任者の設置 

④ 従事者から薬局開設者への事故報告の体制の整備 

⑤ 医薬品の安全使用に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施 

⑥ 医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集 

⑦ 調剤の業務に係る医療の安全及び適正な管理の確保を目的とした改善のため

の方策の実施 

 

２．医療安全に関するもの以外 

① 調剤された薬剤の情報の提供及び指導に関する指針の策定 

② 調剤の業務に係る適正な管理を確保するための指針の策定 

③ 調剤された薬剤の情報の提供及び指導に関する従事者に対する研修の実施 

④ 調剤の業務に係る適正な管理を確保するための従事者に対する研修の実施 

⑤ 薬局医薬品、要指導医薬品の情報の提供及び指導、一般用医薬品の情報の提

供に関する指針の策定 

⑥ 医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するための指針の策定 

⑦ 薬局医薬品、要指導医薬品の情報の提供及び指導、一般用医薬品の情報の提

供に関する従事者に対する研修の実施 

⑧ 医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するための従事者に対

する研修の実施 

⑨ 調剤された薬剤及び医薬品の情報提供及び指導のための業務に関する手順書
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の作成及び当該手順書に基づく業務の実施 

⑩  調剤及び医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理のための業務に関す 

る手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施 

⑪  指定濫用防止医薬品販売等手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施 

⑫  調剤された薬剤及び医薬品の情報提供及び指導のために必要となる情報の収 

    集 

⑬ 医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理の確保を目的とした改善のた

めの方策の実施 

⑭  薬剤師不在時間がある薬局にあつては、薬剤師不在時間における薬局の適正な

管理のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施 

 

安全管理指針等には、上記項目の１、２-②、２－⑥、２－⑩、２－⑭等の一部または全

部が記載されていることが考えられますので、今回策定する情報提供等指針・手順書との

整合に留意願います。 

なお、安全管理指針等の策定方法は、「薬局における医療安全管理指針のモデル及び 

『医薬品の安全使用のための業務手順書』作成マニュアル（薬局版）」（平成 19年本会作成、

令和２年改訂）に記載されています。 

https://www.nichiyaku.or.jp/yakuzaishi/pharmacy-info/guideline/gyomu 
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Ⅱ．情報提供等指針モデルについて 

 

情報提供等に関する指針とは、薬局における調剤された薬剤及び医薬品の情報提供等

に関する基本的な考え方等を明文化したもので、各薬局で策定する必要があります。また、

従事者に周知することも求められます。 

本会が情報提供指針のモデルとして作成した“○○薬局における調剤された薬剤及び

医薬品の情報提供、指定濫用防止医薬品販売等のための業務に関する指針”（資料１）は、

個々の薬局で容易に利用できるよう工夫したいわゆる「ひな形」です。 

なお、安全管理指針等は個々の薬局で策定している内容が異なりますので、情報提供

等指針モデルの利用には、個々の薬局の安全管理指針等との整合性の確認が必要とな

ります。また、情報提供等指針モデルに記載した項目はあくまでも例示ですので、各薬局

におかれましては必ず全体をお目通しの上、必要な箇所に自薬局の考え方を追加するな

どしてご活用ください。 

 

＜情報提供等指針モデルに記載した項目＞ 

１．基本理念 

２．業務手順書の作成及び業務手順書に基づく業務の実施 

３．本指針の取扱い 
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Ⅲ．手順書の作成について、法令等で求められていること 

 

指針は薬局における基本的な考え方等を明文化したものであるのに対し、手順書は薬

局で実際に行う業務を明文化したものとなります。 

薬局における手順書の策定は、先にも記載しましたとおり、体制省令の第１条に規定さ

れています。 

 

薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令 

（昭和三十九年厚生省令第三号） 

最終改正：令和七年厚生労働省令第百十七号 

 

（薬局の業務を行う体制） 

第一条  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法

律第百四十五号。以下「法」という。）第五条第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める薬局におい

て調剤及び調剤された薬剤又は医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の基準は、次に掲げる基

準とする。 

一 ～ 十四（略） 

２ 前項第十二号から第十四号までに掲げる薬局開設者が講じなければならない措置には、次に掲

げる事項を含むものとする。 

一 ～三（略） 

四 医薬品の安全使用並びに調剤された薬剤及び医薬品の情報提供及び指導のための業務に関す

る手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施（指定濫用防止医薬品の販売又は授与にあつ

ては、施行規則第百五十九条の十八の七に規定する指定濫用防止医薬品販売等手順書（以下「指定

濫用防止医薬品販売等手順書」という。）の作成及び当該指定濫用防止医薬品販売等手順書に基づく

業務の実施を含む。） 

五 調剤及び医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理のための業務に関する手順書の作成

及び当該手順書に基づく業務の実施（指定濫用防止医薬品の販売又は授与にあつては、指定濫用

防止医薬品販売等手順書の作成及び当該指定濫用防止医薬品販売等手順書に基づく業務の実施を

含む。） 

六 薬剤師不在時間がある薬局にあつては、薬剤師不在時間における薬局の適正な管理のための

業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施 

七 （略） 

 

安全管理指針等には、Ⅰ．１、２-②、２－⑥、２－⑩、２－⑭等の一部または全部が記載

されていることが考えられますので、今回策定する情報提供等指針・手順書との整合に留

意願います。 

なお、安全管理指針等の策定方法は、「薬局における医療安全管理指針のモデル及び

『医薬品の安全使用のための業務手順書』作成マニュアル（薬局版）」（平成 19年本会作成、

令和２年改訂）に記載されています。 

https://www.nichiyaku.or.jp/yakuzaishi/pharmacy-info/guideline/gyomu 
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Ⅳ．情報提供等手順書モデルについて 

 

情報提供等に関する手順書とは、薬局における調剤された薬剤及び医薬品の情報提供

等に関し、薬局で実際に行う業務を明文化したもので、各薬局で策定する必要があります。

また、従事者に周知することも求められます。 

本会が情報提供等手順書のモデルとして作成した“○○薬局における調剤された薬剤

及び医薬品の情報提供、指定濫用防止医薬品販売等に関する業務手順書”（資料２）は、

個々の薬局で容易に利用できるよう工夫したいわゆる「ひな形」です。個々の薬局の安全

管理指針等との整合性を確認した上で、適宜修正の上、利用してください。        

また、情報提供等手順書モデルに記載した項目はあくまでも例示ですので、各薬局に

おかれては必ず全体をお目通しの上、必要な箇所に自薬局の考え方を追加するなどして

ご活用ください。 

 

＜情報提供手順書モデルに記載した項目＞ 

１．医薬品の採用 

２．医薬品の購入 

３．陳列及び保管管理 

４．情報提供する場所（情報提供場所） 

５．情報の提供及び指導 

６．販売時の対応・確認等 

７．販売後の対応 

８．医薬品情報等の収集と活用 

９．従事者に対する教育・研修 

10．その他 

11. 手順書の見直しについて 

 

＜各項目を作成する際の視点＞ 

１．医薬品の採用 

薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品及び関連商品は、薬局自らの判

断で採用することとなります。その際の判断基準や留意点として、薬局で決めているこ

とを記載します。 

処方箋調剤に係る医薬品の採用については、医療安全管理指針等に、医療安全の

面からの取り組みが記載されている場合が多いと思われます。そのため、医療安全管

理指針等と整合させた記載が必要です。 

 

２．医薬品の購入 

医薬品の購入に関しては、安定した供給が見込める医薬品卸売販売業者等との取引

が必要と考えられます。その際の判断基準や留意点として、薬局で決めていることを記

載します。 

なお、医療安全管理指針等で、医療安全の面からの取り組みが記載されている場合
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が多いと思われます。そのため、医療安全管理指針等と整合させた記載が必要です。 

 

３．陳列及び保管管理 

法令※では次のような事項が規定されています。正確な文言は法令本文をご確認くだ

さい。 

※薬機法第 57条の２、薬機法施行規則第 14条の２、第 14条の３、第 218条の３、第 218条の４、

第218条の５、薬局等構造設備規則第１条 

 

○医薬品の陳列・貯蔵 

 医薬品を他の物と区別して貯蔵し、又は陳列しなければならない。 

 薬局製造販売医薬品（毒薬及び劇薬であるものを除く）、要指導医薬品、第１類、

第２類、第３類医薬品の区分ごとに、陳列しなければならない。 

 薬局製造販売医薬品（毒薬及び劇薬であるものを除く）、要指導医薬品、第１類、

第２類、第３類医薬品を混在させないように陳列すること。 

 薬局医薬品（薬局製造販売医薬品（毒薬及び劇薬であるものを除く）を除く）を調

剤室以外の場所に貯蔵し、又は陳列してはならない。ただし、薬局製造販売医薬

品（毒薬及び劇薬であるものを除く）、要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳

列し、又は交付する場所以外の場所に貯蔵する場合は、この限りでない。 

 薬局製造販売医薬品（毒薬及び劇薬であるものを除く）、要指導医薬品、第１類医

薬品の陳列は陳列設備から１．２ｍ以内の範囲に需要者が進入できないような措

置がとられていなければならない。ただし鍵をかけた陳列設備等、需要者等が

直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りではない。 

 指定濫用防止医薬品（第２類医薬品又は第３類医薬品に限る。）の陳列は、陳列

設備から１．２ｍ以内の範囲に需要者が進入できないような措置がとられている

こと、又は鍵をかけた陳列設備等、需要者等が直接手の触れられない陳列設備

に陳列すること。ただし、指定濫用防止医薬品を陳列しない場合又は指定濫用防

止医薬品を陳列する陳列設備から７メートル以内の範囲に情報を提供するため

の設備を置き、当該設備にその薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤

師又は登録販売者を継続的に配置する場合は、この限りでない。 

 指定第２類医薬品（指定濫用防止医薬品を除く）は、情報を提供するための設備

から７メートル以内の範囲に陳列すること。ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列

する場合又は指定第２類医薬品の陳列設備から１．２メートル以内の範囲に需要

者が進入することができないよう必要な措置がとられている場合は、この限りで

ない。 

 

○医薬品を陳列する場所等の閉鎖 

 薬局製造販売医薬品（毒薬及び劇薬であるものを除く）を販売しない営業時間は、

薬局製造販売医薬品陳列区画を閉鎖しなければならない。ただし、鍵をかけた

陳列設備の場合は、この限りでない。 

 要指導医薬品を販売しない営業時間は、要指導医薬品陳列区画を閉鎖しなけれ
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ばならない。ただし、鍵をかけた陳列設備の場合は、この限りでない。 

 第１類医薬品を販売しない営業時間は、第１類医薬品陳列区画を閉鎖しなけれ

ばならない。ただし、鍵をかけた陳列設備の場合は、この限りでない。 

 第１類医薬品を除く一般用医薬品を販売しない営業時間は、第１類医薬品を除く

一般用医薬品を陳列している場所を閉鎖しなければならない。 

 

医薬品の陳列等については、「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について｣

(薬食発第 0508003号 平成 21年５月８日、最終改正薬食発 0530第 14号 平成 24年

５月 30 日、以下、平成 21 年施行通知)」の第３のⅠの１の（７）及び「薬事法及び薬剤師

法の一部を改正する法律等の施行等について」(薬食発第 0310 第１号 平成 26 年３月

10日、以下、平成 26年施行通知)」の第２の８の（１）等に下記のものがあります。 

 

 薬局医薬品（薬局製造販売医薬品（毒薬及び劇薬であるものを除く）を除く）は調

剤室以外の場所に貯蔵し、又は陳列しない。ただし、倉庫等、薬局の従事者のみ

が立ち入れる場所又は従事者のみが手に取ることができる場所での貯蔵は可

能。 

 薬局製造販売医薬品の製品情報（製品リスト等）を要指導医薬品、一般用医薬品

の陳列場所で示すことは可能。 

 第２類、第３類医薬品の陳列区画で空箱を利用して製品情報を示す場合には、空

箱であることを明示するとともに、薬剤師等による情報提供を受けた上で購入す

る必要がある旨を表示する。 

 

これら法令や通知で定められた事項を記載する必要がありますので、各薬局の状況

にあわせてご活用ください。 

なお、一般用医薬品等の陳列場所で薬局製造販売医薬品（毒薬及び劇薬であるもの

を除く）、要指導医薬品、第１類医薬品の製品情報を示す場合にも言及していますが、こ

れらについても各薬局の状況にあわせ、適宜修正する必要があります。 

 

４．情報提供する場所（情報提供場所） 

法令※では次のような事項が規定されています。正確な文言は法令本文をご確認くだ

さい。 ※ 薬局等構造設備規則第１条 

 調剤室に近接する場所にあること。 

 薬局製造販売医薬品（毒薬及び劇薬であるものを除く）、要指導医薬品及び、第１

類医薬品を陳列する場合は、それぞれの陳列区画の内部又は近接する場所に

あること。 

 指定第２類医薬品を陳列する場合には、指定第２類医薬品を陳列する陳列設備

から７メートル以内の範囲にあること。ただし、鍵をかけた陳列設備や陳列設備

から１．２メートル以内の範囲に需要者が進入できない措置をとっている場合は、

この限りでない。 

 指定濫用防止医薬品を陳列する場合には、指定濫用防止医薬品を陳列する陳
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列設備から７メートル以内の範囲にあること。ただし、鍵をかけた陳列設備や陳

列設備から１．２メートル以内の範囲に需要者が進入できない措置をとっている

場合は、この限りでない。 

 ２以上の階に医薬品を通常陳列し、又は交付する場所がある場合には、各階の

医薬品を通常陳列し、又は交付する場所の内部にあること。 

 複数の情報提供場所がある場合は、いずれかの設備が適合していること。 

 

手順書モデルでは、上記の規定が適用された場合で、かつ、上記の規定は各薬局に

よって、どの規定が適用となるかが異なることから、各薬局で、どのように情報提供場

所を設置するかによって、適宜修正する必要があります。 

 

５．情報の提供及び指導、６．販売時の対応・確認 

（１）調剤された薬剤や薬局医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品、指定濫用防止医薬

品の情報提供 

調剤された薬剤や薬局医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品、指定濫用防止医薬品

の情報提供に関し、法令※では次のような事項が規定されています。正確な文言は法令

本文をご確認ください。 

※薬機法第９条の４、第36条の４、第36条の６、第36条の 10、第36条の 11、薬機法施行規則第15

条、第 15条の 12、第 15条の 13、第 15条の 14の２、第 158条の７、第 158条の８、第 158条の９

の２、第158条の 11、第158条の 11の 2、第158条の 12、第159条の 14、第159条の 15、第159

条の 16、第159条の 17、第159条の 18の 2、第159条の 18の 5 

 

○調剤された薬剤又は薬局医薬品（薬局製造販売医薬品を除く） 

 薬剤師が対面（調剤された薬剤の場合、映像及び音声の送受信により相手の状

態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法その他の方法により薬剤

の適正な使用を確保することが可能であると認められる方法として厚生労働省

令で定めるもの※を含む。）により、厚生労働省令で定める事項を記載した書面

（当該事項が電磁的記録に記録されているときは、当該電磁的記録に記録され

た事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを含む。）を用いて必要

な情報を提供させ、及び必要な薬学的知見に基づく指導を行う。 

※薬機法施行規則第７条の２第１項、第２項の「オンライン服薬指導」をいう。 

 情報の提供及び指導を行うに当たっては、あらかじめ、使用しようとする者の年

齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況、性別、症状、その他必要な事項を確認

させなければならない。 

 「①名称」、「②成分・分量」、「③用法・用量」、「④効能・効果」、「⑤保健衛生上の

危害の発生を防止するために必要な事項」、「⑥その他薬剤師が必要と判断する

事項」の情報提供を行う※。 

※調剤された薬剤については、薬剤師法第25条に規定された事項が薬袋に記載されていれ

ば①～④は記載しなくてもよい。 

 使用しようとする者が患者の薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管
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理できる手帳（以下「手帳」という）を所持しない場合はその所持を勧奨し、手帳を

所持する場合は、必要に応じ、手帳を活用した情報の提供及び指導を行う。 

 当該薬剤の副作用その他の事由によるものと疑われる症状が発生した場合の

対応について説明を行う。 

 情報の提供及び指導を受けた者が当該情報の提供及び指導の内容を理解した

こと並びに質問の有無について確認を行う。 

 上記の情報提供及び指導は、当該薬局内の情報提供を行う場所※において行う。 

※その他、居宅等において調剤の業務を行う場合におけるその調剤の業務を行う場所、オン

ライン服薬指導を行う場合における当該薬局において調剤に従事する薬剤師と相互に連

絡を取ることができる場所等。 

 当該薬剤の適切な使用のため、情報の提供又は指導・継続的服薬指導等を行う

必要があると薬剤師が認めた場合は、患者の「①服薬状況」、「②服薬中の体調

の変化」、「③薬剤師が情報の提供又は指導を行うために必要な事項」を把握す

る。 

 継続的服薬指導等の必要性があると認める場合は、患者等の連絡先を確認した

後に、当該薬剤を販売し、又は授与する。 

 当該情報の提供又は指導を行った薬剤師の氏名を伝える。 

 オンライン服薬指導は、薬剤を使用しようとする者に対して、「イ 情報通信に係

る障害が発生した場合における当該障害の程度、服用に当たり複雑な操作が必

要な薬剤を当該薬剤を使用しようとする者に対してはじめて処方する場合におけ

る当該者の当該薬剤に関する理解の程度等のオンライン服薬指導を行うことの

可否についての判断の基礎となる事項」「ロ オンライン服薬指導に係る情報の

漏えい等の危険に関する事項」について明らかにした上で行う。 

 

また、継続的服薬指導等の実施に当たっては、令和２年８月３１日付け薬生総発 0831

第６号「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一

部を改正する法律の一部の施行に当たっての留意事項について（薬局・薬剤師関係）」

において、次の事項に留意することとされています。 

 

 患者等に一律に実施することなく、薬剤師が患者の服用している薬剤の特性や

服薬状況等に応じてその必要性を個別に判断した上で適切な方法で実施する。 

 電話や情報通信機器を用いた方法による実施は差支えないが、患者等に電子メ

ールを一律に一斉送信すること等のみをもって対応することは、継続的服薬指導

等の義務を果たしたことにはならない。個々の患者の状況に応じて対応する。 

 

オンライン服薬指導の実施に当たっては、令和４年９月３０日付け薬生発 0930 第１号

「オンライン服薬指導の実施要領について」において、次の事項に留意することとされて

います。 

 

＜オンライン服薬指導を実施する際の留意事項＞ 



 

- 69 - 

 

 患者の服薬アドヒアランスの低下等を回避して薬剤の適正使用を確保するため、

調剤する薬剤の性質や患者の状態等を踏まえ、必要に応じ、ア 事前に薬剤情

報提供文書等を患者に送付してから服薬指導等を実施する（画面に表示しなが

らの実施も含む）、イ 対面による服薬指導と同様に、患者の求めに応じて、改め

て、薬剤の使用方法の説明等を行う、ウ 対面による服薬指導と同様に、薬剤交

付後の服用期間中に、服薬状況の把握や副作用の確認などを実施する、エ 対

面による服薬指導と同様に、上記で得られた患者の服薬状況等の必要な情報を

処方した医師にフィードバックする、等の対応を行うこと。 

＜服薬指導を行う場所＞ 

 薬剤師がオンライン服薬指導を行う場所※は、患者の求めがある場合又は患者

の異議がない場合には、薬局以外の場所でも可能であること。この場合におい

て、当該場所は、調剤を行う薬剤師と連絡をとることが可能であるとともに、対面

による服薬指導が行われる場合と同程度に患者のプライバシーに配慮がなされ

ていること。また、オンライン服薬指導を開始した後に、患者から対面での服薬

指導への移行の求めがあった場合に、オンライン服薬指導を行った薬剤師又は

他の薬剤師によって当該求めに対応可能であること。 

 薬剤師は、騒音により音声が聞き取れないその他の事情によって、オンライン服

薬指導を行う薬剤師による適切な判断が困難となるおそれがある場所でオンラ

イン服薬指導を行わないこと。 

 オンライン服薬指導は患者の心身の状態に関する情報が含まれるものであるこ

とを踏まえ、当該情報を適切に保護する観点から、オンライン服薬指導を行う薬

局に所属する者以外の第三者が容易に立ち入ることができない空間その他当該

情報の全部又は一部が当該第三者に認知されない措置が講じられている場所

でオンライン服薬指導を行うこと。 

 また、薬局以外の場所からオンライン服薬指導を行う場合について、オンライン

服薬指導を行う薬剤師は、調剤が行われる薬局に所属し労務を提供している薬

剤師とすること。 

 なお、薬局開設者は、その所属する薬剤師に薬局以外の場所からオンライン服

薬指導を行わせるにあたり、当該薬剤師が服薬指導を行うために必要な情報を

得られるよう、対象患者の調剤録の内容の共有を可能とする措置その他必要な

措置を講じること。 

※なお、オンライン服薬指導を行う場所に関連して、実施する通信環境については、「オンライン

診療の適切な実施に関する指針（オンライン診療指針）」に示された内容を参考に、必要な通信

環境を確保する必要がある。 

 

○薬局製造販売医薬品（毒薬及び劇薬であるものを除く） 

 薬剤師が書面（当該事項が電磁的記録に記録されているときは、当該電磁的記

録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを含む。）

を用いて必要な情報を提供する。 

 使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況その他必要な事
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項を確認する。 

 「①名称」、「②成分・分量」、「③用法・用量」、「④効能・効果」、「⑤保健衛生上の

危害の発生を防止するために必要な事項」、「⑥その他薬剤師が必要と判断する

事項」の情報提供を行う。 

 医薬品を使用しようとする者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、手帳を活用

した情報の提供及び指導を行う。 

 上記の情報提供は、当該薬局内の情報提供を行う場所において行う。 

 

○要指導医薬品 

 薬剤師が対面等により書面（当該事項が電磁的記録に記録されているときは、当

該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したも

のを含む。）を用いて必要な情報を提供させ、及び必要な薬学的知見に基づく指

導を行う。オンライン服薬指導による情報提供及び指導も可能。 

 あらかじめ、使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況、そ

の他の必要な事項を確認する。 

 「①名称」、「②成分・分量」、「③用法・用量」、「④効能・効果」、「⑤保健衛生上の

危害の発生を防止するために必要な事項」、「⑥その他薬剤師が必要と判断する

事項」の情報提供を行う。 

 需要者の状況に応じて、適正な使用のために必要な情報（特性、併用を避ける

べき医薬品等）を提供し、必要な指導を行う。 

 医薬品を使用しようとする者が手帳を所持しない場合はその所持を勧奨し、手帳

を所持する場合は、必要に応じ、手帳を活用した情報の提供及び指導を行う。 

 要指導医薬品を使用しようとする者以外の者に対して、正当な理由なく、要指導

医薬品を販売し、又は授与を行わない。 

 特定要指導医薬品については、要指導医薬品に係る販売等の方法のほか、特

定要指導医薬品がその適正な使用のために対面による販売又は授与が行われ

ることが特に必要とされた理由を踏まえた対応を行うこと。また、当該特定要指

導医薬品の販売又は授与の際に留意すべき事項に基づき、薬剤師が対面によ

り販売又は授与を行う。 

 

○第１類医薬品 

 薬剤師が書面（当該事項が電磁的記録に記録されているときは、当該電磁的記

録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを含む。）

を用いて必要な情報を提供する。 

 使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況その他必要な事

項を確認すること。 

 「①名称」、「②成分・分量」、「③用法・用量」、「④効能・効果」、「⑤保健衛生上の

危害の発生を防止するために必要な事項」、「⑥その他薬剤師が必要と判断する

事項」の情報提供を行う。 

 医薬品を使用しようとする者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、手帳を活用
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した情報の提供及び指導を行う。 

 第１類医薬品を購入し、又は譲り受ける者から説明を要しない旨の意思の表明

があった場合（第１類医薬品が適正に使用されると認められる場合に限る。）に

は、適用しない。 

 上記の情報提供は、当該薬局内の情報提供を行う場所において行う。 

 

○第２類医薬品 

 第２類医薬品については、薬剤師または登録販売者が必要な情報提供に努める。 

 医薬品を使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況その他

必要な事項を確認するよう努める。 

 提供すべき情報は第１類医薬品と同様である。 

 医薬品を使用しようとする者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、手帳を活用

した情報の提供及び指導を行う。 

 上記の情報提供は、当該薬局内の情報提供を行う場所において行う。 

 

○第３類医薬品 

 第３類医薬品には、薬剤師又は登録販売者が情報提供を行うことは求められて

いないが、判断に基づいて必要な情報提供を行うことは適切であり、需要者等か

ら情報提供の求めがあれば、情報提供を行う場所において行うことが望ましい。 

 相談があった場合には、薬剤師又は登録販売者が必要な情報提供を行い、医薬

品を使用しようとする者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、手帳を活用した

情報の提供を行う。 

 

○指定濫用防止医薬品 

 指定濫用防止医薬品の情報提供にあたっては、要指導医薬品等でそれぞれ定

められている情報提供を行う事項に加え、当該指定濫用防止医薬品の濫用をし

た場合における保健衛生上の危害の発生のおそれがある旨を書面等を用いて

行う。 

 あらかじめ、使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況、そ

の他の必要な事項を確認する。 

 他の薬局等から当該及びその他の指定濫用防止医薬品を購入、又は譲受けの

状況を確認する。 

 指定濫用防止医薬品の適正な使用のために必要と認められる数量として厚生労

働大臣が定める数量（大容量製品又は複数個）を超えて購入し、又は譲り受けよ

うとする場合はその理由を確認する。 

 購入、又は譲り受けようとするものが 18 歳未満である場合には、当該者の氏名

を確認する。 

 18歳未満への大容量製品又は複数個の販売は行わない。 

 適正な使用を目的とする購入又は譲受けであることを確認するために必要な事

項を確認する。 
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 その他指定濫用防止医薬品に係る情報の提供を行うために確認が必要な事項

を確認する。 

 指定濫用防止医薬品を使用しようとする者の適正な使用を確保することができな

いと認められる場合には、指定濫用防止医薬品を販売し、又は授与を行わない。 

 頻回購入・多量購入を希望する購入希望者への対応の手順について手順書へ

記載する。 

 

また、平成 21 年施行通知の第３のⅠの１の（２）及び平成 26 年施行通知第１の６の

（５）、７の（２）には下記のものがあります。 

 

 要指導医薬品を販売する際、情報の提供又は指導ができないとき、その他要指

導医薬品の適正な使用を確保することができないと認められるときは、要指導医

薬品を販売してはならない。 

 第１類医薬品を販売する際、需要者から説明が不要である旨の意思表示があっ

た場合においても、薬剤師が適正に使用されると認められないと判断した場合で

なければ情報提供を行わなければならない。 

 要指導医薬品、薬局製造販売医薬品、第１類医薬品を販売する際、登録販売者

又は一般従事者が情報提供を行うことがないよう、登録販売者又は一般従事者

から薬剤師への伝達の体制及びその方法を手順書に記載することが望ましい。 

 第２類医薬品を販売する際、一般従事者が情報提供を行うことがないよう、一般

従事者から薬剤師又は登録販売者への伝達の体制及びその方法を手順書に記

載することが望ましい。 

 

そのため、これら法令や通知で定められた事項を記載する必要があります。また、薬

局製造販売医薬品以外の薬局医薬品の販売に際しては、「薬局医薬品の取扱いについ

て」（平成 26年３月 18 日、薬食発第 0318第４号 厚生労働省医薬食品局長通知）、「処

方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売方法等の再周知について」（令和４年８月５日、

薬生発 0805 第 23号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知）を参照し、その旨も記載す

る必要があると考えられます。 

 

（２）薬局における掲示 

法令※では次のような事項が規定されています。正確な文言は法令本文をご確認くださ

い。  

※薬機法第９条の５、薬機法施行規則第 15条の 15、別表第１の２ 

 

 以下に示す事項を薬局に掲示すること。 

第一 薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項 

一 許可の区分の別 

二 薬局開設者又は店舗販売業者の氏名又は名称その他の薬局開設の許可証又

は店舗販売業者の許可証の記載事項 
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三 薬局の管理者又は店舗管理者の氏名 

四 当該薬局又は店舗に勤務する薬剤師又は第十五条第二項の登録販売者以外

の登録販売者若しくは同項の登録販売者の別、その氏名及び担当業務 

五 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分 

六 当該薬局又は店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明 

七 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入又は

譲受けの申込みを受理する時間 

八 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 

第二 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品及び指定濫用防止医薬

品の販売に関する制度に関する事項 

一 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び指定濫用防

止医薬品の定義並びにこれらに関する解説 

二 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び指定濫用防

止医薬品の表示に関する解説 

三 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品及び指定濫用防

止医薬品の情報の提供及び指導に関する解説 

四 薬局製造販売医薬品（毒薬及び劇薬であるものを除く）を調剤室以外の場所に

陳列する場合には、薬局製造販売医薬品の定義及びこれに関する解説並びに

表示、情報の提供及び陳列に関する解説 

五 要指導医薬品の陳列に関する解説 

六 指定第二類医薬品の陳列等に関する解説 

七 指定第二類医薬品を購入する人への禁忌を確認すること及び使用について薬

剤師に相談する旨 

八 一般用医薬品の陳列に関する解説 

九 指定濫用防止医薬品の陳列等に関する解説 

十 指定濫用防止医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定濫用

防止医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨 

十一 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 

十二 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 

十三 その他必要な事項 

 

また、平成 26年施行通知には、第２の９に下記のものがあります。 

 

 当該店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者については、その営業時間におい

て、現に勤務している者がわかるように表示するよう努めること。 

 要指導医薬品若しくは一般用医薬品を販売・授与する営業時間又は要指導医薬

品若しくは第１類医薬品を販売・授与する営業時間が、店舗全体の営業時間と異

なる場合には、その旨がわかるように表示すること。 

 その他必要な事項とは、苦情相談窓口（業界団体や、医薬品販売業の許認可権

限を有している都道府県等に設置されるもの）に関する事項等であること。 
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そのため、薬局での実際の掲示物には、これら事項を具備する必要があります。な

お、本会ホームページ https://www.nichiyaku.or.jp/yakuzaishi/n20100209 で、薬局での

掲示例を提供していますので、適宜ご利用ください。 

 

（３）その他 

 薬局開設者は、当該薬局医薬品の適正な使用のために必要な情報を、需要者

の状況に応じて個別に提供させ、及び必要な指導を行わせること。 

 薬剤師、登録販売者又は一般従事者であることが容易に判別できるように勤務

する従事者に名札を付けさせることその他必要な措置を講じること。 

 

また、平成 21年施行通知には、第３のⅠの１の（８）に下記のものがあります。 

 薬剤師、登録販売者は、氏名に加え「薬剤師」、「登録販売者」と名札に記載する

か、氏名を記載した名札に加えて薬剤師又は登録販売者の別を記載したバッジ

等を付ける。一般従事者は、氏名のみ、または氏名に加え「一般従事者」と記載

した名札を付ける。 

 名札による区別のほか、衣服等による区別を行うことが望ましい。その際一般従

事者がいわゆる白衣を着用する等、消費者から見て紛らわしい衣服を着用する

ことは避けること。 

 

そのため、これら法令や通知で定められた事項を記載する必要があります。また、薬

局製造販売医薬品以外の薬局医薬品の販売に際しては、「薬局医薬品の取扱いについ

て」（平成26年３月18日、薬食発第0318第４号 厚生労働省医薬食品局長通知、）、「処

方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売方法等の再周知について」（令和４年８月５日、

薬生発 0805 第 23号 厚生労働省医薬・生活衛生局長通知）を参照し、その旨も記載す

る必要があると考えられます。 

なお、「「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について」の一部改正について 

（薬生発 0627第 11号 令和４年６月 27日 ）」において、ストーカー被害やカスタマーハ

ラスメントの防止等の観点から、薬局開設者が適切に判断し、薬剤師、登録販売者又は

一般従事者が氏名に代わって、姓のみ又は氏名以外の呼称を記載した名札を付けるこ

とを認めても差し支えないこと。姓のみ又は氏名以外の呼称を記載することとする場合

は、薬局開設者は、薬局の営業時間中に従事する薬剤師、登録販売者又は一般従事

者の特定のため、名札への記載名について実名と照合できるよう把握及び管理するこ

と。等が示されております。 

また、手順書モデルに記載した「名札の着用」と「着衣」の部分は、各薬局の実情にあ

わせ、適宜修正する必要があります。 

 

７．販売後の対応 

法令※では次のように規定されています。正確な文言は法令本文をご確認ください。 

※薬機法第９条の４、第 36条の４、第36条の６、第36条の 10、第36条の 11、 
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薬機法施行規則第 15条の 14、第158条の９、第159条、第159条の 17、第 159条の 18の２ 

 

 調剤された薬剤や薬局医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品（指定濫用防止医

薬品を含む）について、需要者等から相談のあった場合は、その薬局において薬

剤の販売又は授与に従事する薬剤師（第二類・第三類医薬品の場合は登録販売

者でも可）は、必要な情報を提供し、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わ

なければならない。 

 

また、平成 21年施行通知には、第３のⅠの１の（２）に下記のものがあります。 

 

 電話等での情報提供は、単純な事実関係を確認すること、薬局への来訪を求め

ること、医療機関への受診を勧めること（受診勧奨）、薬局への来訪や受診勧奨

を前提とした使用者に係る情報収集のための会話に限定すること。 

 

そのため、これら法令や通知で定められた事項に留意して記載する必要があります。

なお、販売後の相談応需も情報提供に当たりますので、手順書モデルには、一般従事

者が情報提供を行わない旨も記載してあります。 

 

８．医薬品情報等の収集と活用 

医療用医薬品に限らず、特定要指導医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品、指定濫

用防止医薬品等の情報収集は重要な業務です。そのための、情報収集手段、情報収集

後の活用法等について記載します。 

法令※では次のように規定されています。正確な文言は法令本文をご確認ください。 

※薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第１条 

 

 医薬品の安全使用並びに調剤された薬剤及び医薬品の情報提供のために必要

となる情報の収集 

 

なお、医薬品の安全使用に関する情報の収集に関しては、医療安全管理指針等で記

載されている場合が多いと思われますので、医療安全管理指針等と整合させた記載が

必要です。 

また、手順書モデルでは、関連法規等の改正に関する情報の収集についても、この

部分に記載してあります。 

 

９．従事者に対する教育・研修 

法令※では次のように規定されています。正確な文言は法令本文をご確認ください。 

※薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令 第１条 

 

 調剤の業務に係る医療の安全を確保するための従事者に対する研修の実施 

 調剤された薬剤の情報の提供に関する従事者に対する研修の実施 
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 調剤の業務に係る適正な管理を確保するための従事者に対する研修の実施 

 薬局医薬品、特定要指導医薬品、要指導医薬品、及び一般用医薬品及び指定濫

用防止医薬品の情報の提供に関する従事者に対する研修の実施 

 医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するための従事者に対

する研修の実施 

 

また、平成 21年施行通知には、第３のⅢの１に下記のものがあります。 

 

 研修は自身の薬局で行うもののほか、他の薬局や薬剤師会等が実施でき、それ

らを受講することにより、資質の向上に努めること。 

 

そのため、これら法令や通知で定められた事項を記載する必要があります。 

なお、医薬品の安全使用に関する研修に関しては、医療安全管理指針等で記載され

ている場合が多いと思われますので、医療安全管理指針等と整合させた記載が必要で

す。 

 

10．その他 

医薬品の濫用防止の観点から、支援につながる地域にある専門の相談窓口を把握

し(リストアップ)、必要に応じて相談窓口につなげることや、くすり教育、薬物乱用防止

教育など、濫用防止に向けた取り組みを行うこと等、自薬局で必要と考える事項を記載

します。 

 

11．手順書の見直しについて 

手順書は必要に応じて見直す必要があります。 

法令※では次のように規定されています。正確な文言は法令本文をご確認ください。 

※薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第１条 

 

 医薬品の安全使用の業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務

の実施 

 調剤された薬剤及び医薬品の情報提供及び指導のための業務に関する手順書

の作成及び当該手順書に基づく業務の実施（指定濫用防止医薬品の販売又は

授与にあつては、指定濫用防止医薬品販売等手順書の作成及び当該指定濫用

防止医薬品販売等手順書に基づく業務の実施を含む。） 

 調剤及び医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理のための業務に関す

る手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施（指定濫用防止医薬品の販

売又は授与にあつては、指定濫用防止医薬品販売等手順書の作成及び当該指

定濫用防止医薬品販売等手順書に基づく業務の実施を含む。） 

 薬剤師不在時間がある薬局にあっては、薬剤師不在時間における薬局の適正な

管理のための業務に関する手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施 

 指定濫用防止医薬品販売等手順書の作成及び当該手順書に基づく業務の実施 
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そのため、手順書モデルには①法令等の改正等による見直し、②手順書に基づいた

業務の実施を確認した結果、改善点があった場合の見直し、の２点を記載してあります。 

なお、医薬品の安全使用に関する部分は、医療安全管理指針等で記載されている場

合が多いと思われますので、手順書モデルでは割愛しています。 

 また、指定濫用防止医薬品の販売を行う場合は、要指導医薬品等でそれぞれ定めら

れている事項のほか、各項目における「指定濫用防止医薬品」に係る手順を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○○薬局における調剤された薬剤及び医薬品の情報提供、指定濫用防止医薬品

販売等のための業務に関する指針（モデル） 

 

指針モデルに記載した項目はあくまでも例示ですので、各薬局におかれま

しては必ず全体をお目通しの上、必要な箇所に自薬局の考え方を追加する

などしてご活用ください。 

 

令和  年  月  日 作成 

 

１. 基本理念 

・当薬局は法令に基づいた業務を遂行することにより、適正な医薬品の供

給を行う。 

・調剤された薬剤、薬局医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品のそれぞれ

に関し、法令の規定による情報提供を行い、薬学的知見に基づく指導を

行うとともに相談等に応ずる。 

・これら情報提供及び指導と相談応需を通じ、使用者の医薬品使用の有効

性と安全性を高める。 

・指定濫用防止医薬品の販売時の情報提供等に係る事項の遵守を通じ、使

用者に寄り添った医薬品の適正かつ安全な使用を確保する。 

・特に、要指導医薬品や一般用医薬品の供給に際しては、需要者から十分

に情報を収集し、一般用医薬品等の使用の適否を見極め、また必要に応

じて医療機関の受診を勧めるなど、消費者のセルフメディケーションの

支援に努める。 

 

なお、本指針は、当薬局で従前から策定している医療安全管理指針等と併

せて運用する。 

 

 

２. 業務手順書の作成及び業務手順書に基づく業務の実施 

基本理念に基づく業務を遂行し、調剤の業務や医薬品の販売又は授与の業

務に係る適正な管理を確保するため、当薬局では、調剤された薬剤及び医薬

品の情報提供、指定濫用防止医薬品販売等に関する業務手順書を作成し、当

該手順書に基づいて業務を実施する。 

 

２－１．業務手順書 

当薬局では業務手順書として、“調剤された薬剤及び医薬品の情報提供、

指定濫用防止医薬品販売等に関する業務手順書”を策定する。 

 

２－２．業務手順書の項目 

業務手順書には、以下の項目を記載する。 

・医薬品の採用 

・医薬品の購入 
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・陳列及び保管管理 

・情報提供する場所 

・情報の提供及び指導 

・販売時の対応・確認等 

・販売後の対応 

・医薬品情報等の収集と活用 

・従事者に対する教育・研修 

・その他 

・手順書の見直しについて 

 

２－３．業務手順書に基づく業務の実施とその確認等 

当薬局では、業務手順書に基づいて業務を実施するとともに、薬局開設

者は、従事者が業務手順書に基づいて業務を実施しているかを適宜確認す

る。その際、改善すべき点がある場合には、必要に応じて見直しを行う。 

 

 

３. 本指針の取扱い 

当薬局では前述の取り組みのほか、適正な業務の維持のための方策を講じ、

それに伴い、必要に応じて本指針の改訂を行うこととする。 
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日薬版「調剤された薬剤及び医薬品の情報提供、指定濫用防止医薬品

販売等に関する業務手順書モデル」について 

 
 

令和８年５月１日の改正薬機法の施行により、指定濫用防止医薬品を販売し、

又は授与する場合においては、指定濫用防止医薬品販売等手順書を作成しなけ

ればならないこととされ、指定濫用防止医薬品販売等手順書に基づき、適正な方

法により指定濫用防止医薬品の販売又は授与に係る業務を行わせなければなら

ないこととされました。また、法令に定められた事項に加え、薬剤師の職能に鑑

み、使用者に寄り添った医薬品の適正使用の確保に努めていただきたいと考え

ます。こうしたことから本会では、これまで作成していた「○○薬局における調

剤された薬剤及び医薬品の情報提供等に関する業務手順書（モデル）」を改訂し、

手順書モデルの名称を「○○薬局における調剤された薬剤及び医薬品の情報提

供、指定濫用防止医薬品販売等に関する業務手順書」として、日本薬剤師会の手

順書モデルとして示しました。 

各薬局での手順書の作成にあたっては、以下の注意事項を確認のうえ、必ず

全体をお目通しの上、必要な箇所に自薬局・店舗の考え方を追加するなどして

ご活用ください。 

 

１． 指定濫用防止医薬品について 

• 令和８年５月施行の改正薬機法により、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品、

一般用医薬品であって、濫用をした場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又

は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚生

労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品として「指定濫用防止

医薬品」が新設された。 

• 指定濫用防止医薬品の販売については、法令で定められる事項を踏まえたう

えで、各薬局・店舗において実施することを手順として定め、それを実行す

ることが法令上必要である。 

• つまり、「「自薬局・店舗で実行する方策を手順書に記載する」「手順書の通り

実行する」の両方が実行できていない場合は、法令事項の不遵守となる。 

• 指定濫用防止医薬品販売等手順書に記載すべき事項は以下のとおりである

が、これらは、省令の定めの範囲で「どの方法を採用するか」により、各薬

局・店舗の手順並びに手順書の記載ぶりは大きく異なる。 
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• 本会は、指定濫用防止医薬品の販売については、対面での販売を前提として

手順書モデルを示している。 

• 指定濫用防止医薬品の販売を行う場合は、薬局製剤（毒薬及び劇薬であるも

のを除く）、要指導医薬品、一般用医薬品の各区分で定められている事項のほ

か、本手順書モデルの各項目における「指定濫用防止医薬品」に係る手順を

実施する。 

■「指定濫用防止医薬品販売等手順書に記載すべき事項 

ア 販売又は授与の方法に関する手順について 

イ 情報提供及び確認に関する手順について 

ウ 陳列に関する手順について 

・指定濫用防止医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列すること。ただし、鍵を

かけた陳列設備や、直接手の触れられない陳列設備に指定濫用防止医薬品を

陳列する場合は、この限りでない。「  

・情報を提供するための設備を置き、当該設備にその薬局又は店舗販売業にお

いて薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を継続的に配置する

場合であって、当該設備から７メートル以内の範囲に指定濫用防止医薬品を

陳列すること。 

エ 頻回購入・多量購入を希望する購入希望者への対応の手順について 

オ その他適正な販売又は授与に関する必要と考えられる事項に関する手順 

 若年者を中心に風邪薬等の一般用医薬品の濫用が拡大しており、今回の改

正薬機法等で規定された指定濫用防止医薬品の販売時の情報提供等に係る

事項の遵守は、使用者の適正かつ安全な使用を確保するために非常に重要

であるため、本会は、上記ウ、エについては、以下の方法を採用して手順

書モデルを作成した。 

＜日薬版手順書モデルにて対象とした方法＞ 

・陳列方法：需要者の手の届かないところへの陳列による方法 

・頻回・多量購入対応への方策：販売した医薬品及び購入者に関わる情報に関

する記録を活用する方法 

• 「自薬局・店舗で実行する方策を手順書に記載する」「手順書の通り実行す

る」の両方が実行できていない場合は、法令事項の不遵守となる。（再掲）

よって、上記以外の方法を採用する場合には、自薬局・店舗で定める手順
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を手順書に記載し、実行すること。 

 

２． 要指導医薬品について 

• 要指導医薬品「（定定要指導医薬品を除く）は薬機法改正によりオンライン服

薬指導による定定販売が可能とされたが、本会の手順書モデルは、対面販売

を前提として作成しているので、オンライン服薬指導により定定販売を行う

場合には、自薬局・店舗の状況に応じた手順書を作成し、実行すること。 

• 本手順書モデルにおいては、オンライン服薬指導は「「調剤された薬剤の情報

提供方法」として示している。要指導医薬品をオンライン服薬指導により販

売する場合の手順を各薬局で採用する場合には、関連法規を確認のうえ、同

項を参考とされたい。 

• 劇薬に該当する要指導医薬品を販売する場合は、関連法規を遵守すること。 

 

３． 薬局製造販売医薬品（薬局製剤）について 

• 手順書モデルにおいては、薬局製剤のうち毒薬、劇薬及び覚せい剤原料を含

有する製剤以外を想定して記載している。 

• これら毒薬、劇薬及び覚せい剤原料を含有する薬局製剤については、貯蔵、

陳列、販売・授与、指導・情報提供、記録等を行う際に関連法規を遵守する

こと。 

• 薬局製剤である指定濫用防止医薬品を取り扱う場合には、指定濫用防止医薬

品販売等手順書を定め、手順書のとおり、実行すること。 

 

４． 別添 6（OTC医薬品販売時確認シート）・7（医薬品販売記録）について 

 別添 6「：法令に基づく確認が必要な事項のほか、医薬品を適正に使用するた

めに薬剤師が確認すべき事項を踏まえた項目としている。薬機法改正による

指定濫用防止医薬品への対応を念頭におき、「OTC医薬品（薬局製剤「（毒薬

及び劇薬であるものを除く）、要指導医薬品・一般用医薬品）の販売」時を

想定した資材である。 

 別添 7「：確認した事項は記録に残すことが基本と考えるが、法令に基づき記

録が必須である事項とそれ以外の欄を分けた記録用紙としている。適正使用

のためには、法令事項以外も、可能な限り記録を残すよう努められたい。本

資材は、薬局医薬品を販売する必要があるケースも念頭に置き、薬局医薬品
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を含む「医薬品の販売」時を想定した資材である。 

 

５． その他 

  定定販売は想定せず、対面での販売を前提として手順書モデルを示してい

る。 
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○○薬局における調剤された薬剤及び医薬品の情報提供、指定濫用防止医薬品

販売等に関する業務手順書（モデル） 

 

手順書モデルに記載した項目はあくまでも例示ですので、各薬局におかれ

ましては必ず全体をお目通しの上、必要な箇所に自薬局の考え方を追加す

るなどしてご活用ください。 

 

１．医薬品の採用 

・薬局製剤（毒薬及び劇薬であるものを除く）、要指導医薬品、一般用医薬品

（以下、本手順書においては OTC 医薬品という）及び関連商品の選定につ

いては、地域住民のニーズや季節性等を考慮し定期的に見直しを行なう。

また、在庫している医薬品の薬効群に偏りの出ないよう、それらの選定及

び削除を適宜検討する。 

・処方箋調剤に係る医薬品の採用に関しては、医療安全管理指針等に定めた

ものと併せて検討する。 

 

２．医薬品の購入 

（１）発注先の選定 

・安定供給可能な医薬品卸等を選定する。 

 

（２）発注及び納品確認 

・あらかじめ定めた発注手順に従い、正確な発注を行う。 

・発注した医薬品の記録を納品時の確認（検品）に利用する。 

・特に、一般用医薬品に関しては、類似した名称の製品や包装単位の異なる

製品が数多く存在することから、発注及び納品確認の際は、取り違え等を

起こさないよう十分に注意する。 

・処方箋調剤に係る医薬品に関しては、医療安全管理指針等に定めたものと

併せて実施する。 

 

３．陳列及び保管管理 

（１）要指導医薬品、一般用医薬品、薬局医薬品の陳列及び保管 

・医薬品とそれ以外の物とを区別した保管管理並びに陳列を行う。 

・薬局製剤（毒薬及び劇薬であるものを除く）、要指導医薬品、第１類・第２

類・第３類医薬品を混在して陳列しない。 

・類似薬効群毎をまとめて陳列する場合も、薬局製剤（毒薬及び劇薬である

ものを除く）、要指導医薬品、第１類・第２類・第３類医薬品を区分ごとに

陳列する。 

・習慣性を伴う商品については大量陳列をしない。 

 

【薬局製剤（毒薬及び劇薬であるものを除く）】 

・薬局製剤（毒薬及び劇薬であるものを除く）は、需要者が直接手の触れら
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れない陳列設備や、鍵をかけた陳列設備に陳列する。 

・薬局製剤（毒薬及び劇薬であるものを除く）は、その陳列棚や陳列設備か

ら１.２ｍ以内の範囲（薬局製剤陳列区画）に需要者が進入できないような

措置を設ける。 

 

【要指導医薬品】 

・要指導医薬品は、需要者が直接手の触れられない陳列設備や、鍵をかけた

陳列設備に陳列する。 

・要指導医薬品は、その陳列棚や陳列設備から１.２ｍ以内の範囲（要指導医

薬品陳列区画）に需要者が進入できないような措置を設ける。 

 

【指定濫用防止医薬品（第２類医薬品又は第３類医薬品に限る。）】 

・指定濫用防止医薬品は、需要者が直接手の触れられない陳列設備や、鍵を

かけた陳列設備に陳列する。 

・指定濫用防止医薬品は、その陳列棚や陳列設備から１.２ｍ以内の範囲（指

定濫用防止医薬品陳列区画）に需要者が進入できないような措置を設ける。 

 
＊必要に応じて、自薬局において以下のような対策を講じ、手順書に記載すること。 

・カウンターの背後に陳列するなど、購入者の直接手の届かない位置に陳列する。陳

列は空箱で対応、商品カードで対応などを行う。 

・指定濫用防止医薬品を在庫しているカウンター内などの場所に、従業者以外が侵入

できないようにする。 

・万引き防止対策の取組みとして、在庫リストの作成や陳列棚の配置の工夫などによ

り、指定濫用防止医薬品の在庫状況等を日頃から把握・確認を行う。また、販売数

と在庫数にずれがないか、定期的に確認を行う。 

・万引きや紛失が発見された場合は、速やかに記録し、必要に応じて関係機関に相談

する。 

 

【第１類医薬品】 

・第１類医薬品は、需要者が直接手の触れられない陳列設備や、鍵をかけた

陳列設備に陳列する。 

・第１類医薬品は、その陳列棚や陳列設備から１.２ｍ以内の範囲（第１類医

薬品陳列区画）に需要者が進入できないような措置を設ける。 

 

【指定第２類医薬品（指定濫用防止医薬品を除く）】 

・指定第２類医薬品は、情報提供を行う場所から７ｍ以内の範囲に陳列する。

ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列した場合や第１類医薬品と同様に陳列

設備から１.２ｍ以内の範囲に、需要者が進入できないような措置をした場

合は適用外とする。 

 

（２）その他、陳列に関する事項 

・第２類・第３類医薬品の陳列区画で空箱を利用して要指導医薬品、第１類

医薬品の製品情報を示す場合には、空箱であることを明示するとともに、
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薬剤師による情報提供を受けた上で購入する必要がある旨を表示する。 

・薬局医薬品（薬局製剤（毒薬及び劇薬であるものを除く）を除く）は、調

剤室以外の場所に陳列してはならないが、薬局製剤については、需要者に

対し、空箱やリスト等を利用した製品情報の提供を実施することは可能で

ある。なお、薬局医薬品の保管等に関しては、医療安全管理指針等に定め

たものと併せて実施する。 

・直射日光の暴露や粉塵による汚染等、周囲の環境に留意し、医薬品を保管

する。 

 

（３）医薬品の貯蔵・廃棄 

・期限切れや商品の劣化を防ぐため定期的に点検を行い、在庫品の先入れ･先

出しに努める。 

・商品の特性を考慮し、適正な保管並びに廃棄等を行う。 

 

４．情報提供する場所（情報提供場所）（□はシーン別の例） 

□１カ所で全て行う場合 

・当薬局では、①調剤室に近接、②薬局製剤陳列区画に近接、③要指導医薬

品陳列区画に近接、④第１類医薬品陳列区画に近接、⑤指定第２類医薬品

の陳列設備から７ｍ以内、⑥指定濫用防止医薬品の陳列設備から７ｍ以内、

の全てを満たす位置に情報提供場所を設置し、情報提供場所において、調

剤された薬剤、薬局製剤、要指導医薬品、一般用医薬品及び薬局医薬品の

全てについての情報提供を行う。 

□情報提供場所を複数設置する場合 

・当薬局では、調剤された薬剤及び薬局医薬品に関しては、調剤室に近接し

た位置に情報提供場所を設置し、そこで情報提供を行う。薬局製剤、要指

導医薬品、第１類・第２類・第３類医薬品に関しては、①薬局製剤陳列区

画に近接、②要指導医薬品陳列区画に近接、③第１類医薬品陳列区画に近

接、④指定第２類医薬品の陳列設備から７ｍ以内、⑤指定濫用防止医薬品

の陳列設備から７ｍ以内、を満たす位置に情報提供場所を設置し、そこで

情報提供を行う。 

□複数階に情報提供場所を設置する場合 

・当薬局では、○階以外の情報提供場所は、上記と同様の基準で各階に設置

する。 

□オンライン服薬指導を薬局から実施する場合 

・当薬局では、調剤された薬剤に関する情報提供を映像及び音声の送受信に

より相手の状態を相互に認識しながら通話することが可能な方法（オンラ

イン服薬指導）で行う場合に関しては、調剤室に近接した位置に情報提供

場所を設置し、そこで情報提供を行う。 
□オンライン服薬指導を薬局以外の場所から実施する場合 

・当薬局では、調剤された薬剤に関する情報提供を映像及び音声の送受信に

より相手の状態を相互に認識しながら通話することが可能な方法（オンラ

イン服薬指導）で行う場合であって、当薬局の薬剤師が薬局以外で行う場
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合に関しては、①調剤を行う薬剤師と連絡をとることが可能であること、

②対面による服薬指導と同程度に患者のプライバシーに配慮がなされてい

ること、③必要に応じて対面による服薬指導（当薬局の他の薬剤師を含む）

への移行が可能であること、④対象患者の調剤録の内容の共有が可能であ

ること、の全てを満たす位置に情報提供場所を設置し、そこで情報提供を

行う。 

 

５．情報の提供及び指導 

（１）調剤された薬剤及び全ての医薬品の情報提供 

・調剤された薬剤及び全ての医薬品についての情報提供に先立ち、使用者の

状況を十分に把握し、個々の使用者に即した個別に必要な情報を提供し、

薬学的知見に基づく指導を行う。 

・調剤された薬剤については、患者の薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ

経時的に管理できる手帳（以下、お薬手帳と略す（電子版お薬手帳を含む））

を所持しない場合はその所持を勧奨し、お薬手帳を所持する場合は、必要

に応じ、お薬手帳を活用した情報の提供及び指導を行う。薬剤師は、薬機

法、薬剤師法並びにその他関連法規に則った情報提供等を行う。 

・調剤された薬剤に関する情報提供を映像及び音声の送受信により相手の状

態を相互に認識しながら通話することが可能な方法（オンライン服薬指導）

で行う場合に関しては、上記のほか、「オンライン服薬指導の実施要領につ

いて」（令和４年９月 30 日付薬生発 0930 第 1 号厚生労働省医薬・生活衛生

局長通知）に定められた事項を遵守し、薬学的知見に基づく指導および情

報提供等を行う。 

・医薬品を使用する者がお薬手帳を所持しない場合は、その所持を勧奨し、

所持する場合は、必要に応じ、当該お薬手帳を活用した情報提供を及び指

導を行う。 

・必要に応じて使用中の継続的服薬指導等の実施を検討する。 

・薬局医薬品（薬局製剤を除く）の販売に際しては、「薬局医薬品の取扱いに

ついて」（平成 26 年３月 18 日、薬食発 0318 第４号 厚生労働省医薬食品

局長通知）、「処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売方法等の再周知につ

いて」（令和４年８月５日、薬生発 0805 第 23 号 厚生労働省医薬・生活衛

生局長通知）及び関連法規に定められた服薬指導や添付文書等の交付等を

行う。 

 

【要指導医薬品】 

・関連法規に定められた内容を薬剤師が対面で書面等を用いて情報提供・指

導を行うとともに、情報提供内容の理解及び質問の有無について確認を行

う。 

・情報提供ができない場合、使用者の適正な使用を確保することができない

と認められる場合は販売しない。 
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【指定濫用防止医薬品】 

・OTC 医薬品の各区分で定められている事項のほか、関連法規に定められた

内容（指定濫用防止医薬品の濫用をした場合における保健衛生上の危害の

発生のおそれがある旨等）を薬剤師又は登録販売者が対面で指定濫用防止

医薬品説明事項＜別添（１）＞等を書面等を用いて情報提供するとともに、

情報提供内容の理解及び質問の有無について確認を行う。 

・情報提供ができない場合、使用者の適正な使用を確保することができない

と認められる場合は販売しない。 

 

【薬局製剤（毒薬及び劇薬であるものを除く）、第 1類医薬品】 

・関連法規に定められた内容を薬剤師が対面で書面等を用いて情報提供する

とともに、情報提供内容の理解及び質問の有無について確認を行う。 

・情報提供ができない場合、使用者の適正な使用を確保することができない

と認められる場合は販売しない。 

 

【第２類医薬品、第３類医薬品】 

・第２類医薬品及び第３類医薬品については、薬剤師または登録販売者が必

要に応じ、情報提供を行う。 

 

（２）需要者から説明が不要である旨の意思表示があった場合の対応 

・要指導医薬品の販売に当たっては、需要者から説明が不要である旨の意思

表示があったとしても、情報の収集や提供を行う。また、情報提供等がで

きない場合、使用者の適正な使用を確保することができないと認められる

場合は、要指導医薬品を販売しない。 

・指定濫用防止医薬品の販売に当たっては、需要者から説明が不要である旨

の意思表示があったとしても、情報の収集や提供を行う。また、情報提供

ができない場合、使用者の適正な使用を確保することができないと認めら

れる場合は販売しない。 

・第１類医薬品の販売に当たっては、需要者から説明が不要である旨の意思

表示があっても、当該医薬品の使用の適否を判断するために必要な情報収

集は不可欠である。その結果、薬剤師が必要と判断する情報は、適切に提

供を行う。 

・第２類医薬品、第３類医薬品の販売に当たっても、薬剤師が必要と判断す

る情報は、適切に提供する。 

 

（３）一般従事者から専門家への取次ぎ 

・一般従事者は、需要者に対して、法令に定められた医薬品に関する情報提

供を行ってはならない。 

・一般従事者が需要者から医薬品に関する質問等を受けた場合は、専門家へ

の取次ぎを行う。 
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（４）薬局における掲示 

・薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項を掲示する。（＜別添（２）＞参

照） 

・薬局製剤、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事

項を掲示する。（＜別添（３）＞参照） 

・「指定第２類医薬品を購入しようとする場合は、当該指定第２類医薬品の禁

忌を確認すること及び当該指定２類医薬品の使用について専門家に相談す

ることを勧める旨」の表示を情報提供設備や金銭の授受を行う場所など需

要者が認識しやすい場所へ掲示をする。（＜別添（４）＞参照） 

・「指定濫用防止医薬品を購入しようとする場合は、当該指定濫用防止医薬品

の使用について専門家に相談することを勧める旨」の表示を情報提供設備

や金銭の授受を行う場所など需要者が認識しやすい場所へ掲示をする。（＜

別添（５）参照＞ 

 
＊カスハラ防止の観点から法令の定めにより販売できない場合がある旨の表示を情報

提供設備や金銭の授受を行う場所など需要者が認識しやすい場所へ掲示することを

検討し、手順書に記載する。 

 

６．販売時の対応・確認等 

（１）販売時の対応・確認 

・薬剤師及び登録販売者は、OTC 医薬品販売時確認シート＜別添（６）＞及

び関連法規に基づき需要者から必要な情報を収集し、薬局製剤（毒薬及び

劇薬であるものを除く）、要指導医薬品、一般用医薬品の適応の可否、受診

勧奨の必要性等を判断する。 

・要指導医薬品、一般用医薬品の分類に基づき、薬剤師または登録販売者に

より、必要に応じた情報提供がなされた後であれば、一般従事者による金

銭の授受は妨げない。要指導医薬品や薬局医薬品についても同様とする。 

・要指導医薬品の販売は、原則、使用者本人に行うこととする。なお、使用

者以外の者に販売を行う場合においては、「薬事法第 36 条の５第２項の

「正当な理由」等について」(平成 26年３月 18日、薬食発 0318第６号 厚

生労働省医薬食品局長通知)に定められた事項を遵守する。 

・薬局医薬品（薬局製剤を除く）の販売に際しては、受診勧奨等を含め「薬

局医薬品の取扱いについて」（平成 26年３月 18日、薬食発 0318第４号 厚

生労働省医薬食品局長通知）、「処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売方

法等の再周知について」（令和４年８月５日、薬生発 0805 第 23 号 厚生労

働省医薬・生活衛生局長通知）及び関連法規に定められた事項を遵守する。 

 

【要指導医薬品】 

・薬剤師が対応し、あらかじめ使用者の他の薬剤又は医薬品の使用状況、年

齢等について、OTC医薬品販売時確認シート＜別添（６）＞及び関連法規に

基づき対面で確認することにより、使用者が安全に使用できることの確認

ができた上で販売する。 

89



7 

 

・特定要指導医薬品は、当該特定要指導医薬品がその適正な使用のために薬

剤師の対面による販売又は授与が行われることが特に必要とされた理由を

踏まえた対応を行うことのほか、当該特定要指導医薬品の販売又は授与の

際に留意すべき事項に基づき、販売又は授与を行う。 

 

【指定濫用防止医薬品】 

・薬剤師又は登録販売者が対応し、OTC 医薬品の各区分で定められている事

項のほか、あらかじめ使用者の他の薬剤又は医薬品の使用状況、年齢等に

ついて、OTC医薬品販売時確認シート（＜別添（６）＞）及び関連法規に基

づき対面で確認することにより、使用者が安全に使用できることの確認が

できた上で販売する。 

 

【薬局製剤（毒薬及び劇薬であるものを除く）、第 1類医薬品】 

・薬剤師が対応し、あらかじめ使用者の他の薬剤又は医薬品の使用状況、年

齢等について、OTC医薬品販売時確認シート（＜別添（６）＞）及び関連法

規に基づき対面で確認することにより、使用者が安全に使用できることの

確認ができた上で販売する。 

 

【第２類医薬品、第３類医薬品】 

・薬剤師又は登録販売者が対応し、あらかじめ使用者の他の薬剤又は医薬品

の使用状況、年齢等について、OTC医薬品販売時確認シート（＜別添（６）

＞）及び関連法規に基づき対面で確認に努めることにより、使用者が安全

に使用できることの確認ができた上で販売する。 

 

（２）販売時の記録 

・薬局医薬品、要指導医薬品、第１類医薬品、の販売を行った場合について

は、法令に基づき医薬品販売記録＜別添（７）＞を作成し、その医薬品販

売記録を２年間保管する。 

・指定濫用防止医薬品の販売を行った場合は、頻回購入・多量購入の防止の

ため、法令上の定めに関わらず医薬品販売記録＜別添（７）＞を作成する。

記録したものは、漏洩防止対策を講じた上で適切に保管する。 

 

（３）指定濫用防止医薬品の大容量製品・複数個販売及び頻回購入防止対策 

・購入状況・保有状況（自薬局及び他の薬局・店舗で販売された当該指定濫

用防止医薬品及びその他の指定濫用防止医薬品）について聞き取りを行い、

濫用が疑われると薬剤師又は登録販売者が判断する場合は、医薬品販売記

録＜別添（７）＞やお薬手帳等を確認する。確認した内容は、他の薬剤師

等が次回の販売時にも活用できるよう販売記録に適切に記入する。また、

この医薬品販売記録の内容は、適宜従業員間で情報共有する。 

 

（４）指定濫用防止医薬品の大容量製品・複数個の販売 

・18歳未満への大容量製品又は複数個※の販売は行わない。 
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・18 歳以上への大容量製品又は複数個※の販売に際しては、その理由を確認

し、適正な使用を確保できないと認められる場合は、販売しない。  
※薬機法第 36条の 11第３項に規定する数量については、薬機則第 159条の 18の６第

１項の規定に基づく、厚生労働省告示による。なお、同一指定成分を含有する異な

る製品を１つずつ販売する場合にあっても、複数個の販売に該当するものである。 

・異なる指定成分を含有する指定濫用防止医薬品の複数個の販売及び指定さ

れていない成分であっても類似成分を含む複数個の製品の同時購入の場合

には、薬剤師の判断により注意し、適切な対応を行う。  

 

（５）指定濫用防止医薬品販売に係る年齢の確認と対応 

・年齢を確認し、18歳未満の若年者の場合は、氏名も確認する。 

・年齢の確認方法については、外見等から 18 歳以上である旨が明らかな場合

など、販売を行う薬剤師等が確実に年齢を確認できる場合には、自己申告

等で確認することで差し支えない。販売する薬剤師等の判断により外見等

による年齢の確認が明らかに可能と言えない場合には、可能な限り自己申

告ではなく、身分証明書等（学生証の場合、顔写真付きが望ましい）で確

認する。なお、身分証明書等により、18 歳以上であることが確認できた場

合であっても、高校生等である場合には、適正な使用がされるような入念

な確認を行う。身分証明書等により年齢の確認ができない場合には、薬剤

師の判断により注意し、適切な対応を行う。 

 

（６）指定濫用防止医薬品の再購入者への対応 

・指定濫用防止医薬品の再購入者に対して、医薬品に応じた適切な服用期間

を考慮し、前回の医薬品販売記録やお薬手帳等の確認、服用後状況(副作用、

効果、服用期間、残薬等)の確認を行った上で販売の可否を判断する。 

 

（７）その他 

・需要者が薬剤師、登録販売者及び一般従事者を容易に判別できるよう、法

令に基づいた名札をつける。 

・需要者が従事者を容易に判別できるよう、薬剤師、登録販売者、一般従事

者の別に、当薬局で定めた着衣を着用する。 

・販売した薬剤師、登録販売者の氏名、薬局の名称、連絡先を購入者に伝え

る。（＜別添（８）参照＞） 

・調剤された薬剤に関しては、医療安全管理指針等に定めたものと併せて対

応する。 

 

７．販売後の対応 

・販売後の相談は、医薬品の分類に基づき、薬局医薬品、要指導医薬品及び

第１類医薬品は薬剤師が、第２類・第３類医薬品は、薬剤師または登録販

売者が対応する。また、いずれの医薬品についても相談に伴う情報提供等

を行った薬剤師または登録販売者の氏名を伝達する。 

・前回購入から短期間の再購入については、特に慎重に状況を確認する。 
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・電話等での対応は適切に行い、必要に応じて内容を記録する。 

・有害事象発現については、速やかな服薬中止や受診勧奨等の必要な助言を

行うと共に、必要に応じて医薬品安全性情報報告書を作成し、厚生労働省

（医薬品医療機器総合機構）へ報告する。また、当該医薬品製造販売業者

にも連絡する。 

・一般従事者は、需要者に対して、法令に定められた医薬品に関する情報提

供を行ってはならない。 

・調剤された薬剤に関しては、医療安全管理指針等に定めたものと併せて対

応する。 

 

８．医薬品情報等の収集と活用 

・医薬品情報等の収集は、必要に応じ随時行う。なお、収集と活用について

は、医療安全管理指針等に定めたものと併せて実施する。 

・情報の収集源として以下を利用する。 

①公文書等（関連法規の改正情報等を含む） 

②医薬品添付文書 

③医薬品卸業者並びに医薬品製造販売業者の担当者等 

④日本薬剤師会雑誌、専門雑誌等 

⑤ホームページ（日本薬剤師会、医薬品医療機器総合機構、医薬品製造販

売業者等） 

・入手した医薬品情報等は、薬剤師が評価した上で、薬局内での共有・活用

を進めると共に、必要に応じ顧客への情報提供に利用し、併せて従業者へ

も周知する。また、指針や手順書の改訂等にも活用する。 

・医薬品の安全性情報等、新たな情報を入手した際には、購入者等への情報

提供の際に用いる資材を点検し、必要に応じて改訂を行う。 

・関連法規の改正に関する情報については、従事者に対し速やかに伝達する

とともに、必要に応じ、指針や手順書の改訂を行う。 

 

９．従事者に対する教育・研修 

・当薬局では、①調剤された薬剤及び医薬品の情報提供、②調剤の業務に係

る適正な管理の確保、③要指導医薬品、一般用医薬品と薬局医薬品の情報

の提供・指導、④医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理の確保、

を目的とした教育・研修を実施する。 

・上記の教育・研修等については、医療安全管理指針等で定めた研修計画と

摺り合わせ実施する。 

・教育・研修については、①薬剤師会主催等の外部の講習会・研修会への参

加、②朝礼時の情報伝達、③連絡ノートを利用した情報伝達等で実施する。 

・外部の講習会・研修会に参加した場合には、その内容等を記録し、３年間

保存する。 

・従業員向けに医薬品の濫用に関する研修会や情報共有会議の開催を行う。 

・濫用が疑われる事例や販売を控えた事例について、従業員間で情報共有し、

対応力の向上を図る。 
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１０．その他 

・医薬品の濫用防止の観点から、支援につながる地域にある専門の相談窓口

を把握し(リストアップ)、必要に応じて相談窓口につなげる。 

・くすり教育、薬物乱用防止教育など、濫用防止に向けた取り組みを行う。 

 

１１．手順書の見直しについて 

・薬局開設者は、関連法規の改正等に関する情報に基づき、必要に応じて本

手順書の改訂を行う。 

・薬局開設者は、従事者が業務手順書に基づいて業務を実施しているかを適

宜確認する。その際、改善すべき点がある場合には、必要に応じて本手順

書の見直しを行う。 

 

＊ 指定濫用防止医薬品の販売を行う場合は、OTC 医薬品の各区分で定められて

いる事項のほか、各項目における「指定濫用防止医薬品」に係る手順を実

施する。 

 

 

  

 

・初版      年  月  日 作成 

・２版      年  月  日 作成 

  ： 

 

 作成者 

 

 承認者（薬局開設者） 

 

 

 

＜ 別添 ＞ 

 

１ 指定濫用防止医薬品説明事項 

２ 【掲示】薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項 

３ 【掲示】薬局製剤、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に

関する事項 

４ 【掲示】指定第二類医薬品の販売に関する事項 

５ 【掲示】指定濫用防止医薬品の販売に関する事項 

６ OTC医薬品販売時確認シート 

７ 医薬品販売記録 

８  販売者カード例 
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医薬品販売記録

◇薬局医薬品・要指導医薬品・第一類医薬品は、法令上、販売記録が必須。

◇指定濫用防止医薬品は、頻回購入・多量購入の防止対応のため、法令上の定めに関わらず記録を行うこととする。

※印：法令上記録必須事項【薬局医薬品・要指導医薬品・第１類医薬品】（記載日より２年間保存）


		販売した製品※

		□薬局医薬品　□薬局製剤　□要指導医薬品　□第一類　□第二類　□第三類　　　　　

□指定濫用防止医薬品に該当

製品名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）


当該製品の使用経験　□　無　・□　有（いつごろ　　　　　　　　　　　　）



		販売個数※

		　　　　　個



		販売日時※

		　　　　　年　　　月　　　日（　　）　　　　時　　　　分ごろ



		販売、情報提供・指導を行った者の氏名

		薬剤師氏名※　　　　　　　　　　　（登録販売者氏名　　　　　　　　　）



		情報提供の

理解の確認※

		□理解したことを確認済　





		その他特記事項

（指定濫用防止医薬品頻回購入等防止のため）

		· 購入者の年齢確認方法　　□身分証確認　　□自己申告等（　　　　　）

· 購入者の特徴、他薬局・店舗での指定濫用防止医薬品の購入状況等







ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◇以下については、法令上記録必須事項ではないが、可能な限り医薬品の適正使用のために記録する。


		購入者氏名

		 □使用者本人



		年齢（　　）

		男・女

		連絡先

		携帯電話等





		使用者氏名

		 購入者と使用者が異なる場合



		年齢（　　）

		男・女

		連絡先

		携帯電話等







		使用者の基礎情報の確認

		症　状

		【主症状】

【随伴症状・いつごろから・程度等】





		

		

		医師又は歯科医師への受診　　

□受診なし　・　□受診あり（傷病名：　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　



		

		お薬手帳

		□持っていない・□持っている（持参・持参なし）



		

		医薬品・健康食品等の使用

		□使用なし　・　□使用あり（併用：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



		

		既往歴

		□なし　・　□あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



		

		副作用歴

		□なし　・　□あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



		

		アレルギー

		□なし　・　□あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



		

		妊娠・授乳

		□妊娠していない　・　□妊娠している（　　　　週目　）

□授乳していない　・　□授乳している





日薬事務局
クリップ


［OTC医薬品販売時確認シート］販売者用

※【製・要・１・濫】の記載は、法令上の必須事項であることを示す。

　　（注）製＝薬局製剤（毒薬及び劇薬であるものを除く）　要＝要指導医薬品　1＝第一類医薬品　濫＝指定濫用防止医薬品

※リスク区分や法令の定め等に関わらず、医薬品の適正使用のためには、購入者・使用者情報を確認の上で販売する必要がある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

□　購入者が使用者本人か否か【要】

□　年齢【製・要・１・濫】

　□指定濫用防止医薬品に該当する成分である場合、購入者が18歳以上／未満 を確認【濫】

　　　□18歳未満である場合、複数個・大容量の販売は不可


　　　□18歳以上であっても、複数個・大容量の販売は、理由を確認し、適正な使用を確保できないと認められる場合は販売しない

□　他の薬剤又は医薬品の使用の状況【製・要・1・濫】

□　性別【製・要・1 】

□　症状【製・要・1 】

□　当該症状での医師等の診断を受けたか否かの別及び診断を受けたことがある場合にはその診断の内容【製・要・1 】

□　現にかかっている他の疾病の有無・病名【製・要・1 】

□　妊娠の有無・週数【製・要・1 】

□　授乳の有無【製・要・1 】 

□　当該医薬品に係る購入、譲受けまたは使用経験の有無【製・要・1 】

□　調剤された薬剤又は医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかったことがあるか否か（有：症状・時期・薬名称・成分・服用量や服用状況）【製・要・1 】

□　その他確認が必要な事項【製・要・1 】

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■指定濫用防止医薬品は、リスク区分に関わらず以下についても確認の上販売すること。


□　購入しようとする者等が18 歳未満である場合は当該者の氏名【濫】

□　購入しようとする者等の当該指定濫用防止医薬品及びその他の指定濫用防止医薬品の購入又は譲受けの状況【濫】

□　指定濫用防止医薬品の適正な使用のために必要と認められる数量として厚生労働大臣が定める数量を超えて購入し、又は譲り受けようとする場合はその理由【濫】

□　適正な使用を目的とする購入又は譲受けであることを確認するために必要な事項【濫】

□　その他指定濫用防止医薬品に係る情報の提供を行うために確認が必要な事項【濫】

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


□　情報提供内容の理解及び質問の有無の確認【製・要・１・濫】

日薬事務局
クリップ




指定濫用防止医薬品をご購入のみなさまへ

＜ご購入後のご相談はこちらまで＞

○○薬局

０３―１２３４―５６７８







*
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日薬事務局
クリップ




指定第二類医薬品をご購入のみなさまへ





　指定第二類医薬品は、第二類医薬品のうち、特別の注意が必要なお薬になります。

　ご使用の前に必ず使用上の注意の『してはいけない』項目をご確認の上、ご使用ください。

　また、ご不明な点やご懸念がある場合については、お気軽に近くの薬剤師又は登録販売者まで、ご相談ください。

○○薬局

ご購入後のご相談はこちらまで

０３―１２３４―５６７８





*













日薬事務局
クリップ




当薬局におけるお薬の販売方法について

ご存知ですか？　医薬品副作用被害救済制度

問合せ先　　　独立行政法人　医薬品医療機器総合機構　　　　　　　　電話　　０１２０－１４９－９３１（フリーダイヤル）

苦情相談窓口

○○薬剤師会      TEL ０××－×××－××××

○○薬務課　　　　TEL ０××－×××－××××

医薬品の副作用等による被害を受けられた方を救済する

公的な制度があります

第１類医薬品

要指導医薬品

第 ２ 類医薬品



第２類医薬品

※　医薬品の安全使用のために症状等の情報をお伺いさせていただくことがあります。個人情報は個人情報保護法等に基づき適切に管理を行い、医薬品の安全使用以外の目的で利用はしません。

①内容量が厚生労働大臣が定める数量以下のもの：

　「要確認」の字句を記載。枠　は四角枠とする。

第 ２類医薬品

 ②上記以外のもの：

　「要確認」の「要」を丸囲み又は　四角囲みにした字句を記載。枠は四角枠とする。

第３類医薬品



		分類と外箱表示※
※その他表示事項については関係法規による		定　　　義		陳列方法		情報
提供		対応する
専門家		相談へ
の対応

		薬局製造販売医薬品		薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造し、当該薬局において直接消費者に販売し、又は授与する医薬品。具体的な品目は、厚生労働省が通知（薬局製剤指針）で定めています		調剤室又は販売時に薬剤師による対面での情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します		書面等を用いて、適正使用のため必要な情報の提供を行います		薬剤師
		相談に応じて、適正使用のため必要な情報を提供します

		要指導医薬品
		副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要で、新しく市販された成分等を含むもの		販売時に薬剤師による対面での情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します

		一般用医薬品		第一類医薬品		副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの（要指導医薬品を除く）		販売時に薬剤師による情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します

		指定第二類
医薬品




第二類医薬品		副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品（要指導医薬品、第一類医薬品を除く）
注）　指定第二類医薬品は、第二類医薬品のうち、特別の注意を要する医薬品です
　『してはいけないこと』の確認をおこない、使用について薬剤師や登録販売者にご相談ください		第一類医薬品と同様、販売時に情報提供を行う機会を確保しやすいよう、情報提供を行う場所（７ｍ以内）に陳列します		適正な使用のため必要な情報提供に努めます		薬剤師

または

登録
販売者

		第三類医薬品		第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品		法令では直接手に取ることができる陳列でもよいとされていますが、当薬局では、情報提供を行いやすい場所に陳列します

		指定濫用防止医薬品		濫用した場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚労大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品		販売時に必要な確認と情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します		要指導医薬品等それぞれ定められている事項のほか、指定濫用防止医薬品の濫用した場合における保健衛生上の危害の発生のおそれがある旨を書面等を用いて適正使用のため必要な情報の提供を行います







































*









日薬事務局
クリップ




		許可の区分の別		薬　局		開設者

		薬局の名称・許可番号・許可年月日・所在地・有効期間		薬局開設許可証（別掲）を参照

		管理薬剤師氏名		日薬　太郎

		勤務する薬剤師（担当業務）

		勤務する登録販売者（担当業務）

		取り扱う一般用医薬品等の区分		要指導医薬品・第一類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品

		当薬局勤務者の区別について		薬剤師　　　　　　　　名札に氏名及び「薬剤師」と記載　　　　　　
登録販売者　　　　　名札に氏名及び「登録販売者」と記載　　　
その他の勤務者　　名札に氏名を記載

		営業時間		○時○分～○時○分		営業時間外の相談対応時間

		相談時・緊急時の連絡先		０ＸＸ－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ（夜間転送）



○○薬局の管理及び運営に関する事項





















































日薬事務局
クリップ




指定濫用防止医薬品をご購入のみなさまへ





○○薬局

ご購入後のご相談はこちらまで

０３―１２３４―５６７８

購入者が18歳未満の場合、複数個・大容量の販売はできません。



　□　年齢

　□　他の薬剤又は医薬品の使用の状況

　□　購入しようとする者が18 歳未満である場合には、当該者の氏名

　□　当該製品及び他の指定濫用防止医薬品の購入又は譲り受けの状況

　□　大容量製品又は複数個の購入に該当する場合、その理由

　□　適正な使用であることを確認するために必要な事項

　□　その他情報提供を行うために必要な事項





*
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日薬事務局
クリップ


日薬版

		この薬は私が販売・情報提供いたしました。 クスリワタシハンバイジョウホウテイキョウ						この薬は私が販売・情報提供いたしました。 クスリワタシハンバイジョウホウテイキョウ						この薬は私が販売・情報提供いたしました。 クスリワタシハンバイジョウホウテイキョウ						この薬は私が販売・情報提供いたしました。 クスリワタシハンバイジョウホウテイキョウ

		販売日 ハンバイビ		2026年　　　　月　　　　日 ネンツキヒ				販売日 ハンバイビ		2026年　　　　月　　　　日 ネンツキヒ				販売日 ハンバイビ		2026年　　　　月　　　　日 ネンツキヒ				販売日 ハンバイビ		2026年　　　　月　　　　日 ネンツキヒ

		薬局・
店舗名

連絡先tel ヤッキョクテンポメイレンラクサキ		日薬薬局

03-1234-5678 ニチヤクヤッキョク				薬局・
店舗名

連絡先tel ヤッキョクテンポメイレンラクサキ		日薬薬局

03-1234-5678 ニチヤクヤッキョク				薬局・
店舗名

連絡先tel ヤッキョクテンポメイレンラクサキ		日薬薬局

03-1234-5678 ニチヤクヤッキョク				薬局・
店舗名

連絡先tel ヤッキョクテンポメイレンラクサキ		日薬薬局

03-1234-5678 ニチヤクヤッキョク

		薬剤師名 ヤクザイシメイ		○○　××				薬剤師名 ヤクザイシメイ		○○　××				薬剤師名 ヤクザイシメイ		○○　××				薬剤師名 ヤクザイシメイ		○○　××

		ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。 フメイテンキテンキガルソウダンクダ						ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。 フメイテンキテンキガルソウダンクダ						ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。 フメイテンキテンキガルソウダンクダ						ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。 フメイテンキテンキガルソウダンクダ

		この薬は私が販売・情報提供いたしました。 クスリワタシハンバイジョウホウテイキョウ						この薬は私が販売・情報提供いたしました。 クスリワタシハンバイジョウホウテイキョウ						この薬は私が販売・情報提供いたしました。 クスリワタシハンバイジョウホウテイキョウ						この薬は私が販売・情報提供いたしました。 クスリワタシハンバイジョウホウテイキョウ

		販売日 ハンバイビ		2026年　　　　月　　　　日 ネンツキヒ				販売日 ハンバイビ		2026年　　　　月　　　　日 ネンツキヒ				販売日 ハンバイビ		2026年　　　　月　　　　日 ネンツキヒ				販売日 ハンバイビ		2026年　　　　月　　　　日 ネンツキヒ

		薬局・
店舗名

連絡先tel ヤッキョクテンポメイレンラクサキ		日薬薬局

03-1234-5678 ニチヤクヤッキョク				薬局・
店舗名

連絡先tel ヤッキョクテンポメイレンラクサキ		日薬薬局

03-1234-5678 ニチヤクヤッキョク				薬局・
店舗名

連絡先tel ヤッキョクテンポメイレンラクサキ		日薬薬局

03-1234-5678 ニチヤクヤッキョク				薬局・
店舗名

連絡先tel ヤッキョクテンポメイレンラクサキ		日薬薬局

03-1234-5678 ニチヤクヤッキョク

		薬剤師名 ヤクザイシメイ		○○　××				薬剤師名 ヤクザイシメイ		○○　××				薬剤師名 ヤクザイシメイ		○○　××				薬剤師名 ヤクザイシメイ		○○　××

		ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。 フメイテンキテンキガルソウダンクダ						ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。 フメイテンキテンキガルソウダンクダ						ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。 フメイテンキテンキガルソウダンクダ						ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。 フメイテンキテンキガルソウダンクダ

		この薬は私が販売・情報提供いたしました。 クスリワタシハンバイジョウホウテイキョウ						この薬は私が販売・情報提供いたしました。 クスリワタシハンバイジョウホウテイキョウ						この薬は私が販売・情報提供いたしました。 クスリワタシハンバイジョウホウテイキョウ						この薬は私が販売・情報提供いたしました。 クスリワタシハンバイジョウホウテイキョウ

		販売日 ハンバイビ		2026年　　　　月　　　　日 ネンツキヒ				販売日 ハンバイビ		2026年　　　　月　　　　日 ネンツキヒ				販売日 ハンバイビ		2026年　　　　月　　　　日 ネンツキヒ				販売日 ハンバイビ		2026年　　　　月　　　　日 ネンツキヒ

		薬局・
店舗名

連絡先tel ヤッキョクテンポメイレンラクサキ		日薬薬局

03-1234-5678 ニチヤクヤッキョク				薬局・
店舗名

連絡先tel ヤッキョクテンポメイレンラクサキ		日薬薬局

03-1234-5678 ニチヤクヤッキョク				薬局・
店舗名

連絡先tel ヤッキョクテンポメイレンラクサキ		日薬薬局

03-1234-5678 ニチヤクヤッキョク				薬局・
店舗名

連絡先tel ヤッキョクテンポメイレンラクサキ		日薬薬局

03-1234-5678 ニチヤクヤッキョク

		薬剤師名 ヤクザイシメイ		○○　××				薬剤師名 ヤクザイシメイ		○○　××				薬剤師名 ヤクザイシメイ		○○　××				薬剤師名 ヤクザイシメイ		○○　××

		ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。 フメイテンキテンキガルソウダンクダ						ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。 フメイテンキテンキガルソウダンクダ						ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。 フメイテンキテンキガルソウダンクダ						ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。 フメイテンキテンキガルソウダンクダ

		この薬は私が販売・情報提供いたしました。 クスリワタシハンバイジョウホウテイキョウ						この薬は私が販売・情報提供いたしました。 クスリワタシハンバイジョウホウテイキョウ						この薬は私が販売・情報提供いたしました。 クスリワタシハンバイジョウホウテイキョウ						この薬は私が販売・情報提供いたしました。 クスリワタシハンバイジョウホウテイキョウ

		販売日 ハンバイビ		　　　　年　　　　月　　　　日 ネンツキヒ				販売日 ハンバイビ		　　　　年　　　　月　　　　日 ネンツキヒ				販売日 ハンバイビ		　　　　年　　　　月　　　　日 ネンツキヒ				販売日 ハンバイビ		　　　　年　　　　月　　　　日 ネンツキヒ

		薬局・
店舗名

連絡先tel ヤッキョクテンポメイレンラクサキ						薬局・
店舗名

連絡先tel ヤッキョクテンポメイレンラクサキ						薬局・
店舗名

連絡先tel ヤッキョクテンポメイレンラクサキ						薬局・
店舗名

連絡先tel ヤッキョクテンポメイレンラクサキ

		薬剤師名 ヤクザイシメイ						薬剤師名 ヤクザイシメイ						薬剤師名 ヤクザイシメイ						薬剤師名 ヤクザイシメイ

		ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。 フメイテンキテンキガルソウダンクダ						ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。 フメイテンキテンキガルソウダンクダ						ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。 フメイテンキテンキガルソウダンクダ						ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。 フメイテンキテンキガルソウダンクダ

		この薬は私が販売・情報提供いたしました。 クスリワタシハンバイジョウホウテイキョウ						この薬は私が販売・情報提供いたしました。 クスリワタシハンバイジョウホウテイキョウ						この薬は私が販売・情報提供いたしました。 クスリワタシハンバイジョウホウテイキョウ						この薬は私が販売・情報提供いたしました。 クスリワタシハンバイジョウホウテイキョウ

		販売日 ハンバイビ		　　　　年　　　　月　　　　日 ネンツキヒ				販売日 ハンバイビ		　　　　年　　　　月　　　　日 ネンツキヒ				販売日 ハンバイビ		　　　　年　　　　月　　　　日 ネンツキヒ				販売日 ハンバイビ		　　　　年　　　　月　　　　日 ネンツキヒ

		薬局・
店舗名

連絡先tel ヤッキョクテンポメイレンラクサキ						薬局・
店舗名

連絡先tel ヤッキョクテンポメイレンラクサキ						薬局・
店舗名

連絡先tel ヤッキョクテンポメイレンラクサキ						薬局・
店舗名

連絡先tel ヤッキョクテンポメイレンラクサキ

		薬剤師名 ヤクザイシメイ						薬剤師名 ヤクザイシメイ						薬剤師名 ヤクザイシメイ						薬剤師名 ヤクザイシメイ

		ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。 フメイテンキテンキガルソウダンクダ						ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。 フメイテンキテンキガルソウダンクダ						ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。 フメイテンキテンキガルソウダンクダ						ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。 フメイテンキテンキガルソウダンクダ





日薬事務局
クリップ



指定濫用防止医薬品をご購入のみなさまへ

指定濫用防止医薬品の濫用をした場合、保健衛生上
の危害が発生するおそれがあります。

指定濫用防止医薬品の販売にあたり、OTC医薬品の各区分で

確認する事項に加え、以下を確認させていただきますのでご理
解の程よろしくお願いします。

○○薬局
ご購入後のご相談はこちらまで
０３―１２３４―５６７８

購入者が18歳未満の場合、複数個・大容量の販売はできません。

□ 年齢
□ 他の薬剤又は医薬品の使用の状況
□ 購入しようとする者が18 歳未満である場合には、当該者の氏名
□ 当該製品及び他の指定濫用防止医薬品の購入又は譲り受けの状況
□ 大容量製品又は複数個の購入に該当する場合、その理由
□ 適正な使用であることを確認するために必要な事項
□ その他情報提供を行うために必要な事項
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○○薬局の管理及び運営に関する事項

開設者薬 局許可の区分の別

薬局開設許可証（別掲）を参照薬局の名称・許可番号・許可年月日・所在地・有効期間

日薬 太郎管理薬剤師氏名

勤務する薬剤師（担当業務）

勤務する登録販売者（担当業務）

要指導医薬品・第一類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品取り扱う一般用医薬品等の区分

薬剤師 名札に氏名及び「薬剤師」と記載

登録販売者 名札に氏名及び「登録販売者」と記載

その他の勤務者 名札に氏名を記載

当薬局勤務者の区別について

営業時間外の相談対応時間○時○分～○時○分営業時間

０ＸＸ－ＸＸＸ－ＸＸＸＸ（夜間転送）相談時・緊急時の連絡先
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当薬局におけるお薬の販売方法について

相談へ
の対応

対応する
専門家

情報
提供

陳列方法定 義分類と外箱表示※

※その他表示事項については関係法規による

相談に
応じて、
適正使
用のた
め必要
な情報
を提供
します

薬剤師
書面等を用いて、適正
使用のため必要な情報
の提供を行います

調剤室又は販売時に薬剤師による対面での情報提供
を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手
の触れられない場所に陳列します

薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製
造し、当該薬局において直接消費者に販売し、又は授与
する医薬品。具体的な品目は、厚生労働省が通知（薬局
製剤指針）で定めています

薬局製造販売医薬品

販売時に薬剤師による対面での情報提供を適切に行う
ため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられな
い場所に陳列します

副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が
生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注
意が必要で、新しく市販された成分等を含むもの

要指導医薬品

販売時に薬剤師による情報提供を適切に行うため、鍵
をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所
に陳列します

副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が
生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注
意が必要なもの（要指導医薬品を除く）

第一類医薬品

一
般
用
医
薬
品

薬剤師

または

登録
販売者

適正な使用のため必要
な情報提供に努めます

第一類医薬品と同様、販売時に情報提供を行う機会を
確保しやすいよう、情報提供を行う場所（７ｍ以内）に陳
列します

副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が
生ずるおそれがある医薬品（要指導医薬品、第一類医薬
品を除く）

注） 指定第二類医薬品は、第二類医薬品のうち、特別の
注意を要する医薬品です

『してはいけないこと』の確認をおこない、使用について
薬剤師や登録販売者にご相談ください

指定第二類
医薬品

第二類医薬品

法令では直接手に取ることができる陳列でもよいとされ
ていますが、当薬局では、情報提供を行いやすい場所
に陳列します

第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般用医薬品
第三類医薬品

要指導医薬品等それぞ
れ定められている事項
のほか、指定濫用防止
医薬品の濫用した場合
における保健衛生上の
危害の発生のおそれが
ある旨を書面等を用い
て適正使用のため必要
な情報の提供を行いま
す

販売時に必要な確認と情報提供を適切に行うため、鍵
をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所
に陳列します

濫用した場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚
を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品
として厚労大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医
薬品

指定濫用防止医薬品

ご存知ですか？ 医薬品副作用被害救済制度

問合せ先 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 電話 ０１２０－１４９－９３１（フリーダイヤル）

苦情相談窓口 ○○薬剤師会 TEL ０××－×××－××××
○○薬務課 TEL ０××－×××－××××

医薬品の副作用等による被害を受けられた方を救済する
公的な制度があります

第１類医薬品

要指導医薬品

第２類医薬品

第２類医薬品

※ 医薬品の安全使用のために症状等の情報をお伺いさせていただくことがあります。個人情報は個人情報保護法等に基づき適切に管理を行い、医薬
品の安全使用以外の目的で利用はしません。

①内容量が厚生労働大臣が定
める数量以下のもの：
「要確認」の字句を記載。枠

は四角枠とする。

第２類医薬品

②上記以外のもの：
「要確認」の「要」を丸囲み又は

四角囲みにした字句を記載。枠
は四角枠とする。

第３類医薬品
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指定第二類医薬品をご購入のみなさまへ

指定第二類医薬品は、第二類医薬品のうち、
特別の注意が必要なお薬になります。

ご使用の前に必ず使用上の注意の『してはい
けない』項目をご確認の上、ご使用ください。

また、ご不明な点やご懸念がある場合につい
ては、お気軽に近くの薬剤師又は登録販売者
まで、ご相談ください。

○○薬局
ご購入後のご相談はこちらまで
０３―１２３４―５６７８
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指定濫用防止医薬品をご購入のみなさまへ

＜ご購入後のご相談はこちらまで＞
○○薬局
０３―１２３４―５６７８

「指定濫用防止医薬品」は、

濫用した場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚
を生じるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品
として厚生労働省令で定められた、特別の注意が必要な
お薬になります。

ご使用にあたって、ご不明な点やご懸念がある場合につ
いては、お気軽に近くの薬剤師又は登録販売者まで、ご相
談ください。
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［OTC 医薬品販売時確認シート］販売者用 

 

※【製・要・１・濫】の記載は、法令上の必須事項であることを示す。 

  （注）製＝薬局製剤（毒薬及び劇薬であるものを除く） 要＝要指導医薬品 1＝第一類医薬品 濫＝指定濫用防止医薬品 

※リスク区分や法令の定め等に関わらず、医薬品の適正使用のためには、購入者・使用者情報を確認の

上で販売する必要がある。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

□ 購入者が使用者本人か否か【要】 

□ 年齢【製・要・１・濫】 

 □指定濫用防止医薬品に該当する成分である場合、購入者が 18 歳以上／未満 を確認【濫】 

   □18 歳未満である場合、複数個・大容量の販売は不可 

   □18 歳以上であっても、複数個・大容量の販売は、理由を確認し、適正な使用を確

保できないと認められる場合は販売しない 

□ 他の薬剤又は医薬品の使用の状況【製・要・1・濫】 

□ 性別【製・要・1 】 

□ 症状【製・要・1 】 

□ 当該症状での医師等の診断を受けたか否かの別及び診断を受けたことがある場合には

その診断の内容【製・要・1 】 

□ 現にかかっている他の疾病の有無・病名【製・要・1 】 

□ 妊娠の有無・週数【製・要・1 】 

□ 授乳の有無【製・要・1 】  

□ 当該医薬品に係る購入、譲受けまたは使用経験の有無【製・要・1 】 

□ 調剤された薬剤又は医薬品の副作用その他の事由によると疑われる疾病にかかったこ

とがあるか否か（有：症状・時期・薬名称・成分・服用量や服用状況）【製・要・1 】 

□ その他確認が必要な事項【製・要・1 】 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

■指定濫用防止医薬品は、リスク区分に関わらず以下についても確認の上販売すること。 

□ 購入しようとする者等が 18 歳未満である場合は当該者の氏名【濫】 

□ 購入しようとする者等の当該指定濫用防止医薬品及びその他の指定濫用防止医薬品の

購入又は譲受けの状況【濫】 

□ 指定濫用防止医薬品の適正な使用のために必要と認められる数量として厚生労働大臣

が定める数量を超えて購入し、又は譲り受けようとする場合はその理由【濫】 

□ 適正な使用を目的とする購入又は譲受けであることを確認するために必要な事項【濫】 

□ その他指定濫用防止医薬品に係る情報の提供を行うために確認が必要な事項【濫】 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

□ 情報提供内容の理解及び質問の有無の確認【製・要・１・濫】 

99

日薬事務局

＜別添（６）＞



医薬品販売記録 

◇薬局医薬品・要指導医薬品・第一類医薬品は、法令上、販売記録が必須。 

◇指定濫用防止医薬品は、頻回購入・多量購入の防止対応のため、法令上の定めに関わらず記録を行うこととする。 

※印：法令上記録必須事項【薬局医薬品・要指導医薬品・第１類医薬品】（記載日より２年間保存） 

販売した製品※ 

□薬局医薬品 □薬局製剤 □要指導医薬品 □第一類 □第二類 □第三類 

□指定濫用防止医薬品に該当 

製品名（                               ） 

当該製品の使用経験 □ 無 ・□ 有（いつごろ            ） 

販売個数※      個 

販売日時※      年   月   日（  ）    時    分ごろ 

販売、情報提供・指導

を行った者の氏名 
薬剤師氏名※           （登録販売者氏名         ） 

情報提供の 

理解の確認※ 
□理解したことを確認済  

 

その他特記事項 

（指定濫用防止医薬品頻回

購入等防止のため） 

 購入者の年齢確認方法  □身分証確認  □自己申告等（     ） 

 購入者の特徴、他薬局・店舗での指定濫用防止医薬品の購入状況等 

 

 

 

 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

◇以下については、法令上記録必須事項ではないが、可能な限り医薬品の適正使用のために記録する。 

購入者氏名 
 □使用者本人 

 
年齢（  ） 男・女 連絡先 

携帯電話等 

 

使用者氏名 
 購入者と使用者が異なる場合 

 
年齢（  ） 男・女 連絡先 

携帯電話等 

 
 

使
用
者
の
基
礎
情
報
の
確
認 

症 状 

【主症状】 

 

【随伴症状・いつごろから・程度等】 

 

医師又は歯科医師への受診   

□受診なし ・ □受診あり（傷病名：                 ） 

お薬手帳 □持っていない・□持っている（持参・持参なし） 

医薬品・健康

食品等の使用 

□使用なし ・ □使用あり（併用： 

                                   ） 

既往歴 □なし ・ □あり（                         ） 

副作用歴 □なし ・ □あり（                         ） 

アレルギー □なし ・ □あり（                         ） 

妊娠・授乳 
□妊娠していない ・ □妊娠している（    週目 ） 

□授乳していない ・ □授乳している 
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この薬は私が販売・情報提供いたしました。 この薬は私が販売・情報提供いたしました。 この薬は私が販売・情報提供いたしました。 この薬は私が販売・情報提供いたしました

販売日 2026年　　　　月　　　　日 販売日 2026年　　　　月　　　　日 販売日 2026年　　　　月　　　　日 販売日 2026年　　　　月　　　　日

薬局・
店舗名

連絡先tel

日薬薬局

03-1234-5678

薬局・
店舗名

連絡先tel

日薬薬局

03-1234-5678

薬局・
店舗名

連絡先tel

日薬薬局

03-1234-5678

薬局・
店舗名

連絡先tel

日薬薬局

03-1234-5678

薬剤師名 ○○　×× 薬剤師名 ○○　×× 薬剤師名 ○○　×× 薬剤師名 ○○　××

この薬は私が販売・情報提供いたしました。 この薬は私が販売・情報提供いたしました。 この薬は私が販売・情報提供いたしました。 この薬は私が販売・情報提供いたしました

販売日 2026年　　　　月　　　　日 販売日 2026年　　　　月　　　　日 販売日 2026年　　　　月　　　　日 販売日 2026年　　　　月　　　　日

薬局・
店舗名

連絡先tel

日薬薬局

03-1234-5678

薬局・
店舗名

連絡先tel

日薬薬局

03-1234-5678

薬局・
店舗名

連絡先tel

日薬薬局

03-1234-5678

薬局・
店舗名

連絡先tel

日薬薬局

03-1234-5678

薬剤師名 ○○　×× 薬剤師名 ○○　×× 薬剤師名 ○○　×× 薬剤師名 ○○　××

この薬は私が販売・情報提供いたしました。 この薬は私が販売・情報提供いたしました。 この薬は私が販売・情報提供いたしました。 この薬は私が販売・情報提供いたしました

販売日 2026年　　　　月　　　　日 販売日 2026年　　　　月　　　　日 販売日 2026年　　　　月　　　　日 販売日 2026年　　　　月　　　　日

薬局・
店舗名

連絡先tel

日薬薬局

03-1234-5678

薬局・
店舗名

連絡先tel

日薬薬局

03-1234-5678

薬局・
店舗名

連絡先tel

日薬薬局

03-1234-5678

薬局・
店舗名

連絡先tel

日薬薬局

03-1234-5678

薬剤師名 ○○　×× 薬剤師名 ○○　×× 薬剤師名 ○○　×× 薬剤師名 ○○　××

この薬は私が販売・情報提供いたしました。 この薬は私が販売・情報提供いたしました。 この薬は私が販売・情報提供いたしました。 この薬は私が販売・情報提供いたしました

販売日 　　　　年　　　　月　　　　日 販売日 　　　　年　　　　月　　　　日 販売日 　　　　年　　　　月　　　　日 販売日 　　　　年　　　　月　　　　日

薬局・
店舗名

連絡先tel

薬局・
店舗名

連絡先tel

薬局・
店舗名

連絡先tel

薬局・
店舗名

連絡先tel

薬剤師名 薬剤師名 薬剤師名 薬剤師名

この薬は私が販売・情報提供いたしました。 この薬は私が販売・情報提供いたしました。 この薬は私が販売・情報提供いたしました。 この薬は私が販売・情報提供いたしました

販売日 　　　　年　　　　月　　　　日 販売日 　　　　年　　　　月　　　　日 販売日 　　　　年　　　　月　　　　日 販売日 　　　　年　　　　月　　　　日

薬局・
店舗名

連絡先tel

薬局・
店舗名

連絡先tel

薬局・
店舗名

連絡先tel

薬局・
店舗名

連絡先tel

薬剤師名 薬剤師名 薬剤師名 薬剤師名

ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。 ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。 ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。

ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。

ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。

ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。

ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。

ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。 ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。

ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。

ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。

ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。

ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。

ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。

ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。

ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。

ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。

ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。

ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。 ご不明な点、気になる点はお気軽にご相談下さい。
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日薬業発第 467 号 

令和８年３月 11 日 

 

都道府県薬剤師会担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副 会 長  森  昌 平 

 

「生活保護の医療扶助における医薬品の適正使用の推進について」の 

全部改正について 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

昨年12月17日に「医療扶助・健康管理支援等に関する検討会」の「中間的な整理」

が取りまとめられ、被保護者のお薬手帳の持参を原則とする取扱いが示されました

（別紙１、２）。 

それを踏まえ、生活保護制度における医療扶助の適正実施に関する取組について、

厚生労働省より本会あてに周知依頼がありましたので、別添のとおりお知らせいたし

ます。 

令和８年４月から、被保護者について、受診時及び薬局利用時にお薬手帳（１冊

限定）の持参を原則とするとともに、医療機関・薬局においては、電子処方箋管理

サービス又はお薬手帳を活用して服薬状況等を確認することとされています。 

また、令和８年度から、福祉事務所において薬物有害事象のリスクが高い重複・

多剤投与者を把握し、患者に対して薬局へ薬剤一覧を持参の上相談するよう指導する

取組が実施されることとされています。薬局においては、当該患者が来局した際に、

服薬状況の確認、服薬管理方法の見直しに向けた助言・指導、必要に応じた処方医へ

の疑義照会等の対応を行うことが求められています。 

つきましては、本取組の趣旨をご理解の上、福祉事務所とも適切に連携しながら

対応いただくとともに、貴会会員へご周知いただきますようお願い申し上げます。 
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記 

 【別紙１】中間的な整理 

 【別紙２】中間的な整理（概要） 

 【別添１】「生活保護の医療扶助における医薬品の適正使用の推進について」の

全部改正について（令和８年３月６日付け、事務連絡） 

 【別添２】概要資料 

 【参考資料１】「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正につ

いて（通知）（令和８年３月６日付け、社援発0306 第３号） 

 【参考資料２】「指定医療機関医療担当規程の一部を改正する件」（令和８年３月

６日付け、官報） 

 【参考資料３】周知用リーフレット 

以上 

2




医療扶助・健康管理支援等に関する検討会「中間的な整理」 （令和 7年 1 2月 1 7日）


• 生活保護受給者の医療扶助・健康管理支援等に関する「当面の取組」と「中長期的な方向性」について議論し、検討状況をとりまとめ。


• 「引き続き検討」とされた内容については、厚生労働省において実態把握等を進めつつ、本検討会でさらに議論を深めていく。


• 医療扶助等の給付手続をデジタル化・効率化


●オンライン資格確認の活用促進（業務効率化、利用登録の勧奨）


●給付手続の効率化や更なるオンライン化に向け、引き続き検討


• レセプト・健診情報等の効率的・効果的な活用方策について、引き続き検討


医療扶助等におけるデジタル化やデータ活用


• 生活保護受給者は、国民全体よりもさらに高齢化が進行。単身世帯・非稼働世帯の割合が高く、孤独・孤立や精神面の不調など個々が抱える課題は様々。
糖尿病等の外来受療率が高く、外来の受診日数や処方される医薬品の種類数は多い傾向。


• 日常生活面の自立や就労・社会参加に向け、健康課題・生活課題の早期把握や課題に応じた支援を強化。併せて、適正受診や医薬品の適正使用等も推進。


• 福祉事務所と庁内関係部署や地域の医療関係者等との連携を推進。デジタル活用等を通じた業務効率化や取組の重点化を通じて、限られた人的体制を有効活用。


検討に当たっての視点


• 福祉事務所による重複・多剤投与対策を強化


●文書を活用した対応（文書通知等）
対象者 ： 重複投薬、多剤投与（６種類以上かつ複数医療機関受診）


●重点的な対応（対面指導、薬局への同行支援等）
対象者 ： 重複投薬、多剤投与（15種類以上かつ複数医療機関受診）


＊当該対策について、福祉事務所の実施体制等に鑑み、薬学的リスク等を踏まえ、
対象者の中で、さらなる「優先順位付け」を実施


• 医療現場における医薬品の適正使用に向けた対応を推進


●医療機関の受診時/薬局利用時にお薬手帳（１冊限定）の持参を原則とする


●医療機関・薬局は、お薬手帳の確認や電子処方箋等による薬剤情報の閲覧を
通じて、服薬状況等の確認を行うこととする


医薬品の適正使用や適正受診等


• 保健師等の専門職との協働や「都道府県による市町村支援」を推進


• 地域の医療関係者との間で、医療扶助等に関する課題・取組等を認識共有


実施体制の構築・強化


• 頻回受診の背景要因に応じた適切な対応を推進


●オン資システムの実績ログ機能を活用した頻回受診傾向の早期把握


●多様な社会参加の機会の案内・勧奨等を積極的に実施


• 効率的・効果的な実施に向けた枠組みを構築


●被保護者健康管理支援事業との一体的な運用について、引き続き検討


●地域の状況（指導対象者の減少等）に応じた取組の重点化を可能とする


• 患者の状態に応じた必要な医療の提供に向け、新たな対応を実施・検討


●「かかりつけ医」等の普及啓発・推進方策について、引き続き検討


●医療扶助の訪問看護について、適切な実施に向けて実態把握や個別指導を実施


●NDBデータの分析等を通じて実態・課題を整理しつつ、投薬・診療等に係るガ
イドラインや基準・ルールの設定について、引き続き検討


• 中長期的な視点で事業企画や効果評価を行う枠組みに標準化


●計画的な実施（１期６年） ●評価指標の標準化 ●国による丁寧な技術的支援


• 事業内容を「３つの柱」に標準化、「取組例」を拡充・多様化


①健康状態の把握 ：健診受診勧奨、生活習慣の把握（質問票の活用） 等


②状態に応じた個別的支援：保健指導、関係機関との連携（地域薬剤師会や健康サポート薬局等）等


③健康教育や普及啓発等 ：健康だより、他部門の取組活用（健康インセンティブ等）等


• 関係部門との連携強化（国が具体的な取組・調整方法等を整理・提示）


• 健康状態の把握に係る実効的な対策について、引き続き検討


効果的な健康管理支援
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     事 務 連 絡                                                       


令和８年３月６日  


 


 公益社団法人 日本薬剤師会 御中 


 


                厚生労働省社会・援護局保護課保護事業室 


 


 


「生活保護の医療扶助における医薬品の適正使用の推進について」 


の全部改正について 


 


 


生活保護法（昭和 25年法律第 144号）による医療扶助の実施につきましては、


平素より格段の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 


生活保護受給者については、高齢化が進行するとともに、他制度と比べ、外来


受診者の１人当たり薬剤数が多く、重複投薬の割合も高い傾向にあります。 


こうした中、医薬品の適正使用の推進に向け、貴会にもご参画を賜っておりま


す「医療扶助・健康管理支援等に関する検討会」の「中間的な整理」（令和７年


12月 17日取りまとめ）を踏まえ、別添のとおり関係通知を発出しました。 


医薬品の適正使用の取組は、専門的な知識・判断を要するものであることは言


うまでもなく、医療現場の皆様のご対応が大変重要であると考えております。 


ご多忙の折、大変お手数ではございますが、別添通知の趣旨を御高配の上、貴


会会員の皆様に対して周知いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 


 


 


【送付資料】 


○概要資料 


○「『生活保護の医療扶助における医薬品の適正使用の推進について』の全部改


正について」（令和８年３月６日付け社援保発 0306 第１号厚生労働省社会・


援護局保護課長通知。以下「改正通知」という。） 


○参考資料１「『生活保護法による医療扶助運営要領について』の一部改正につ


いて」（令和８年３月６日付け社援発 0306 第３号厚生労働省社会・援護局長


通知。以下「改正要領」という。） 


○参考資料２「指定医療機関医療担当規程の一部を改正する件」（令和８年厚生


労働省告示第 79号。以下「改正規程」という。） 


 


 


【薬局等における電子処方箋管理サービス・お薬手帳の活用】 







○ 令和８年４月から、被保護者について、改正要領により、受診時と薬局利用


時に、お薬手帳（１冊限定）の持参を原則とするとともに、医療機関・薬局に


ついて、改正規程により、医療扶助の給付に当たっては、電子処方箋管理サー


ビス又はお薬手帳を活用して服薬状況等を確認することとしています。 


※ 詳細は、概要資料１枚目と、改正通知の「２ 医療機関・薬局における電子処方箋管


理サービス・お薬手帳の活用」をご覧ください。 


○ 貴会におかれましては、地域の薬剤師会及び薬局の皆様に、以下の点につい


て周知をお願いします。 


・ 来局された患者について、服薬状況等の確認に当たり、電子処方箋管理サ


ービスの薬剤情報又はお薬手帳の活用をお願いします。 


・ お薬手帳を持参しない患者には、必要な調剤を実施しつつ、適切な調剤に


はお薬手帳の持参が必要である旨の指導をお願いします。また、指導しても


改善しない場合には福祉事務所へのご連絡をお願いします。 


 


 


【福祉事務所による重複・多剤投与対策】 


○ 令和８年度から、福祉事務所において、特に薬物有害事象のリスクが高い


「重複・多剤投与者」を確認の上、患者本人に対し、薬局に薬剤一覧を持参・


相談するよう指導することとしています。 


※ 詳細は、概要資料２枚目と、改正通知の「３ 福祉事務所による重複・多剤投与対策」


をご覧ください。 


○ 改正通知の内容（対象者の選定方法、対応方法等）は、貴会と弊省との協議


を経た内容としております。全国的な取組として広げられるよう、地域の薬剤


師会及び薬局の皆様に、以下の点について周知をお願いします。なお、対応結


果については、国において集計後、貴会とも共有させていただきます。 


・ 地域の薬剤師会の皆様におかれましては、福祉事務所から取組の実施（対


象者の選定方法、対応方法等）について相談があった際には、専門的な見地


からのご助言など、ご協力をお願いします。併せて、地域の薬局の皆様への


周知・協力依頼につき、ご協力をお願いします。 


・ 薬局の皆様におかれましては、薬剤一覧を持参した患者が来局した際には、


薬剤師による専門的な対応（服薬状況等の確認、患者に対する服薬管理方法


の見直しに向けた助言・指導、処方医に対する処方内容に関する疑義照会や


相談等）を行っていただきますようお願いします。併せて、対応結果につい


て、福祉事務所にご共有いただきますようお願いします。 


 


 


 


【照会先】 


 厚生労働省 社会・援護局  


保護課 保護事業室 医療係 


 担当：今井、松澤 


 TEL:03-5253-1111 内線 2829 


MAIL:hogo-iryou@mhlw.go.jp 
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【生活保護】医療現場における医薬品の適正使用に向けた対応の強化


生活保護受給者の高齢化が進行。全年齢層でも、他制度と比べ、外来受診者の薬剤数が多く、重複投薬の割合も高い傾向。


薬物有害事象のリスク低減と医療扶助の適正化の観点から、医療現場において、重複投薬や併用禁忌の薬剤投与の防止等に向けて
適切に対応されるよう取組を進める。


生活保護受給者について、医療機関の受診時と薬局の利用時に、お薬手帳（１冊限定）を持参することを原則とする。


医療機関・薬局について、これまでも、診察時・調剤時には、患者の服薬状況等を確認しなければならないこととしているところ、医
療扶助の給付に当たっては、お薬手帳等を活用して当該確認を行うこととする。


＜福祉事務所＞


＜医療機関＞


＜薬局＞


＊将来的には、「電子処方箋管理サービス」を活用した服薬状況の確認を主たる取扱いとすることを目指す。
（現状、医療機関等における医療扶助オンライン資格確認の導入率は約60％、生活保護受給者におけるマイナンバーカードの利用登録率は約40％）


医療機関・薬局が指導しても持参しない場合、福祉事務所に状況共有


（医療要否意見書への記載等）


「お薬手帳の原則持参」について周知・指導


（郵送物への同封、家庭訪問など）


＜電子処方箋システムを導入済の場合＞


○マイナンバーカードによる資格確認が可能な場合
→薬剤情報を閲覧して服薬状況等を確認


○マイナンバーカードによる資格確認が不可能な場合
→薬剤情報の登録と重複投薬等チェックを実施


持参しない者には重ねて指導


※福祉事務所の重複・多剤投与対策で、


優先順位を上げて対応


周知・指導


福祉事務所


お薬手帳等で服薬状況等を確認


重複投薬等を未然防止


医療機関・薬局


受診時・薬局利用時にお薬手帳を持参


（１冊限定／電子版お薬手帳もOK）


患者


持参しない者には


適切な処方・調剤に


必要である旨を指導







【生活保護】福祉事務所による重複・多剤投与対策の強化


医療現場の取組と併せて、福祉事務所において、特に薬物有害事象のリスクが高い「重複・多剤投与者」を確認し、薬剤師等の専
門職による対応につないでいくことも重要。福祉事務所の実施体制を踏まえ、リスクに応じた段階的なアプローチを実施。


重複・多剤投与の該当者に「薬剤一覧（服薬情報）」を提供、薬局利用時に薬剤一覧を持参、薬局において専門的な対応を実施


特にリスクが高い者（15剤以上・複数医療機関・お薬手帳持参無しなど）は、対面で薬剤一覧を手交・指導するなど重点的に対応


＜福祉事務所＞


＜医療機関＞＜薬局＞


重点的な対応（特にリスクが高い者を対象） 文書を活用した対応（一定のリスクがある者を対象）


【対象者】


・重複投薬（同一成分・複数医療機関）


・多剤投与（15種類以上・複数医療機関）


【特に優先的に対応】


・お薬手帳を持参していない者


・向精神薬の重複投薬


＜患者＞


対面指導で、薬局に薬剤一覧


を持参・相談するよう指導


薬局に薬剤一覧を持参


薬剤師が服薬状況等を確認


処方医に疑義照会・相談


疑義照会・相談を踏まえ


必要に応じて処方を変更


対面指導に従わない場合


・薬局への同行支援


・訪問薬剤管理指導等の


利用に向けた調整


＜福祉事務所＞


＜医療機関＞＜薬局＞


＜患者＞


薬剤一覧を郵送・手交等


薬剤師が服薬状況等を確認


処方医に疑義照会・相談


疑義照会・相談を踏まえ


必要に応じて処方を変更


薬局に薬剤一覧を持参


【対象者】


・重複投薬（同一成分・複数医療機関）


・多剤投与（６種類以上・複数医療機関）


【優先順位付けを実施】


・65歳以上の者 ・９種類以上の者


・お薬手帳を持参していない者 など
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                                                         社援発 0306 第３号 


                                              令和８年３月６日 


 


 


 


  都 道 府 県 知 事 


 市            長  


  特 別 区 長 


  福祉事務所を設置する町村の長  


 


 


                        厚生労働省社会・援護局長 


                         （ 公 印 省 略 ） 


 


 


「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について（通知） 


 


 


 


 生活保護の医療扶助については、「生活保護法による医療扶助運営要領について」（昭和


36 年９月 30 日社発第 727 号厚生省社会局長通知）により取り扱われているところである


が、今般、本通知を別添新旧対照表のとおり改正し、令和８年４月１日から適用すること


としたので、了知の上、その取扱いに遺漏のなきを期されたい。 


  


                                       


                              


各                 殿 
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○「生活保護法による医療扶助運営要領について」（昭和３６年９月３０日厚生省社会局長通知 社発第７２７号）  


改正後 改正前 


第１・２ （略） 


 


第３ 医療扶助実施方式 


 １ （略） 


２ 医療扶助の決定 


⑴～⑷ （略） 


⑸ 医療券の発行等 


医療扶助による診察、薬剤（調剤を除く。）、医学的処置、手術等の診療の


給付は、電子資格確認により行なうものとすること。 


（略） 


また、電子資格確認の場合は、本項ア、ウ、エの(ｱ)、(ｴ)及び(ｵ)、オの


(ｲ)、第３の３の⑴、第３の４、第５、様式第 13 号並びに様式第 37 号中「医療


券」とあるのは「医療券情報」と、「発行」とあるのは「登録」と、様式第 13


号中「交付」とあるのは「登録」と、「患者に後日」とあるのは「後日」と、


様式第 37 号中「送付」は「登録」と読み替えるものとすること。 


指定医療機関を受診する際は、緊急その他やむを得ない場合（例えば、お薬


手帳（患者の薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳を


いう（１冊の手帳で管理するものに限る。）。いわゆる「電子版お薬手帳」を


含む。以下同じ。）を持参していない外出先で、急病のため受診が必要になっ


た場合等）を除き、お薬手帳を持参し、医師等の求めに応じて提示することを


原則とし、その旨の指導を行うこと。なお、お薬手帳の持参に係る具体的な取


扱いについては、「生活保護の医療扶助における医薬品の適正使用の推進につ


いて」（令和５年３月 14 日付け社援保発 0314 第１号厚生労働省社会・援護局


保護課長通知。以下「適正使用通知」という。）に定めるところによる。 


ア～キ （略） 


３ （略） 


 ４ 一般診療に関する診療方針および診療報酬並びに指定医療機関の請求 


一般診療に関する診療方針及び診療報酬は、法第 52 条、指定医療機関医療担当


規程(昭和 25 年８月厚生省告示第 222 号)及び生活保護法第 52 条第２項の規定に


よる診療方針及び診療報酬(昭和 34 年５5 月厚生省告示第 125 号)によること。 


なお、別紙第３号に留意するほか、次の点に配意すること。 


⑴～⑹ （略） 


⑺ 指定医療機関の医師又は歯科医師は、診察を行うに当たり、被保護者の服薬


状況及び薬剤服用歴について、問診等による確認に加えて、電子処方箋管理サ


ービスの薬剤情報又は被保護者が持参するお薬手帳を活用して確認すること。


ただし、緊急やむを得ない場合（例えば、急迫した事由その他やむを得ない事


第１・２ （略） 


 


第３ 医療扶助実施方式 


 １ （略） 


 ２ 医療扶助の決定 


⑴～⑷ （略） 


⑸ 医療券の発行等 


医療扶助による診察、薬剤（調剤を除く。）、医学的処置、手術等の診療の


給付は、電子資格確認により行なうものとすること。 


（略） 


また、電子資格確認の場合は、本項ア、ウ、エの(ｱ)、(ｴ)及び(ｵ)、オの


(ｲ)、第３の３の⑴、第３の４、第５、様式第 13 号並びに様式第 37 号中「医


療券」とあるのは「医療券情報」と、「発行」とあるのは「登録」と、様式第


13 号中「交付」とあるのは「登録」と、「患者に後日」とあるのは「後日」


と、様式第 37 号中「送付」は「登録」と読み替えるものとすること。 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ア～キ （略） 


３ （略） 


 ４ 一般診療に関する診療方針および診療報酬並びに指定医療機関の請求 


一般診療に関する診療方針及び診療報酬は、法第 52 条、指定医療機関医療担


当規程(昭和 25 年８月厚生省告示第 222 号)及び生活保護法第 52 条第２項の規定


による診療方針及び診療報酬(昭和 34 年５5 月厚生省告示第 125 号)によること。 


なお、別紙第３号に留意するほか、次の点に配意すること。 


⑴～⑹ （略） 
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由により、電子資格確認を実施することができず、かつ、被保護者がお薬手帳


を持参しない場合等）については、この限りではないこと。なお、本項に係る


具体的な取扱いについては、適正使用通知に定めるところによる。 


 ５ 調剤の給付 


⑴ 調剤券の発行等 


医療扶助を申請した者が、診療の給付と同時に指定薬局による調剤の給付に


つき申出があった場合には、電子資格確認により、給付を行なうものとするこ


と。 


（略） 


患者は指定薬局により調剤の給付を受けようとするときは、指定医療機関か


ら交付された処方せんを福祉事務所長の発行した調剤券に添付して調剤券に記


載された指定薬局に提出する（電子資格確認の場合は、指定医療機関から交付


された処方せんのみを指定薬局に提出する）ものとすること。（電子処方箋の


場合を除く。） 


また、指定薬局により調剤の給付を受けようとするときは、緊急その他やむ


を得ない場合（例えば、お薬手帳を持参していない外出先で、急病のため受診


が必要になった場合等）を除き、お薬手帳を持参し、薬剤師の求めに応じて提


示することを原則とし、その旨の指導を行うこと。なお、お薬手帳の持参に係


る具体的な取扱いについては、適正使用通知に定めるところによる。 


指定薬局が調剤報酬の請求をする場合は、医療機関の場合に準ずること。 


（略） 


⑵ （略） 


  ⑶ 服薬状況等の確認 


    指定薬局の薬剤師は、調剤を行うに当たり、被保護者の服薬状況及び薬剤服


用歴について、被保護者からの聴取等及び当該指定薬局で保有している当該被


保護者の薬剤服用歴の記録による確認に加えて、電子処方箋管理サービスの薬


剤情報又は被保護者が持参するお薬手帳を活用して確認すること。ただし、緊


急やむを得ない場合（例えば、急迫した事由その他やむを得ない事由により、


電子資格確認を実施することができず、かつ、被保護者がお薬手帳を持参しな


い場合等）については、この限りではないこと。なお、本項に係る具体的な取


扱いについては、適正使用通知に定めるところによる。 


６～１３ （略） 


 


第４～第８ （略） 


様式第１号～様式第３７号 （略） 


別紙第１号～別紙第４号の４（略） 


 


 


 


 ５ 調剤の給付 


⑴ 調剤券の発行等 


医療扶助を申請した者が、診療の給付と同時に指定薬局による調剤の給付に


つき申出があった場合には、電子資格確認により、給付を行なうものとするこ


と。 


（略） 


患者は指定薬局により調剤の給付を受けようとするときは、指定医療機関か


ら交付された処方せんを福祉事務所長の発行した調剤券に添付して調剤券に記


載された指定薬局に提出する（電子資格確認の場合は、指定医療機関から交付


された処方せんのみを指定薬局に提出する）ものとすること。（電子処方箋の


場合を除く。） 


 


 


 


 


 


指定薬局が調剤報酬の請求をする場合は、医療機関の場合に準ずること。 


（略） 


⑵ （略） 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


６～１３ （略） 


 


第４～第８ （略） 


様式第１号～様式第３７号 （略） 


別紙第１号～別紙第４号の４（略） 
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）


改


正


後


改


正


前


（
服
薬
状
況
等
の
確
認
）


第
六
条
の
二


医
師
等
は
、診
察
を
行
う
に
当
た
り
、


患
者
の
服
薬
状
況
及
び
薬
剤
服
用
歴
に
つ
き
、
地


域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の


促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四


号
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的


記
録
、
同
条
第
三
項
の
情
報
若
し
く
は
同
条
第
五


項
の
情
報
又
は
患
者
の
薬
剤
服
用
歴
そ
の
他
の
情


報
を
一
元
的
か
つ
経
時
的
に
管
理
で
き
る
手
帳


（
次
項
に
お
い
て
「
薬
剤
情
報
等
」
と
い
う
。）を


活
用
す
る
方
法
に
よ
り
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な


い
。
た
だ
し
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
に
つ
い


て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。


（
新
設
）


令和年月日 金曜日 第号官 報


〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
七
十
九
号


生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
医
療
機
関
医
療


担
当
規
程
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
告
示
第
二
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
四
月


一
日
か
ら
適
用
す
る
。


令
和
八
年
三
月
六
日


厚
生
労
働
大
臣


上
野
賢
一
郎










２


指
定
医
療
機
関
で
あ
る
薬
局
の
薬
剤
師
は
、
調


剤
を
行
う
に
当
た
り
、
患
者
の
服
薬
状
況
及
び
薬


剤
服
用
歴
に
つ
き
、
薬
剤
情
報
等
を
活
用
す
る
方


法
に
よ
り
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。た
だ
し
、


緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限


り
で
は
な
い
。


令和年月日 金曜日 第号官 報 
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⚫あなたが使っているすべての薬、副作用歴、アレルギー歴など


を記録するための手帳です。


⚫スマートフォンで利用できるお薬手帳もあります。


お薬手帳のメリット


○○福祉事務所 連絡先：00-0000-0000


医師・薬剤師などがお薬手帳をみて副作用や飲み合わせ、薬の量が適切かどう


かチェックすることができます。


ご自身でも、お薬手帳をみることで、お薬の飲み方などを正しく理解できます。


お薬を飲んだ後に体調の変化があれば、記入しておき、医師・薬剤師などに相


談しましょう。


※お薬は飲む量や飲み合わせがわるいと、かえって体調が悪くなることがあります。よく使わ


れるお薬でも、他のお薬との飲み合わせによっては、重大な健康被害を招くこともあります。


生 活 保 護 受 給 者 の み な さ ま へ
せ い か つ ほ ご じ ゅ き ゅ う し ゃ


医療機関の受診時や


薬局の利用時は必ず


お薬手帳をもっていってください


い り ょ う き か ん


や っ き ょ く り よ う じ かなら


じ ゅ し ん じ


令和８年４月から原則化
げ ん そ く か


く す り て ち ょ う


お薬手帳とは


⚫飲み合わせのチェックができる、副作用のリスクを減らす


⚫お薬の飲み方などを正しく理解できる


お薬の飲み方や お薬手帳の使い方など
わ か らない こ とが あれば 薬 剤 師 さんに 相 談 しましょう 。







電子処方箋管理サービスの利用にはオンライン資格確認が必要です。


医療扶助オンライン資格確認を未導入の医療機関等は、導入のご検討をお願いします。


電子処方箋管理サービスの薬剤情報・お薬手帳の確認


生 活 保 護 法 指 定 医 療 機 関 ・ 薬 局 の み な さ ま へ


令和８年４月から、生活保護受給者は原則受診時にお薬手帳を持参することになります


服薬状況・薬剤服用歴について、普段の問診に加え、以下を確認してください


・電子処方箋管理サービスの薬剤情報


又は


・お薬手帳（※電子版お薬手帳を含む）


生活保護受給者の服薬状況の


確認をお願いします


患者がお薬手帳等を持参しない場合


生活保護を受給されている方が来院・来局された際には、電子処方箋管理


サービスの薬剤情報、又は、患者が持参するお薬手帳により、服薬状況等を


ご確認の上、処方・調剤をお願いします。


※ 生活保護法に基づく指定医療機関医療担当規程によりルール化されました。（令和８年４月～）


※ 電子処方箋システムを導入済の医療機関・薬局においては、受給者番号・公費負担者番号により処方


情報・調剤情報の登録と重複投薬等チェックを行うようお願いします。


必要な処方・調剤を実施しつつ、次回の受診時にはお薬手帳を必ず持参する


よう、指導をお願いします。


福祉事務所でもお薬手帳を持参するよう指導していますが、医療専門職であ


る医師・薬剤師の皆さまからの説明・指導が効果的です。ご協力をお願いします。


※ 指導してもお薬手帳を持参しない場合、福祉事務所にご連絡をお願いします。


（医療要否意見書の「福祉事務所への連絡事項」欄への記載、架電など）


○○福祉事務所 連絡先：00-0000-0000





		スライド 1

		スライド 2
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中間的な整理 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


令和７年 12月 17日 


医療扶助・健康管理支援等に関する検討会  
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Ⅰ はじめに 


〇 生活保護制度の医療扶助・健康管理支援について、令和７年度、「被保護者健康


管理支援事業」の必須事業化から５年目を迎え、「都道府県による市町村支援」の


枠組みが施行されるなど、制度的な枠組みは整いつつある。また、医療扶助のオン


ライン資格確認の運用開始（令和６年３月）や、NDB（匿名医療保険等関連情報デ


ータベース）への健診情報登録開始（令和７年度）など、デジタル化・データ活用


の基盤整備も進みつつある。 


 


〇 こうした中、「経済財政運営と改革の基本方針 2025」（令和７年６月 13 日閣議決


定）において、「生活保護制度が役割を果たし続けるため、（略）デジタル化を通じ


た適正受診・健康管理の推進（略）など、必要な施策を推進する」こととされた。 


  生活保護受給者は、国民全体よりもさらに高齢化が進み、糖尿病等の外来受療率


も高く、健康づくりや生活習慣病予防・重症化予防を進めるとともに、ポリファー


マシー対策など医薬品の適正使用に向けた支援等を強化していく必要がある。また、


医療機関・福祉事務所等の業務効率化や生活保護受給者の健康管理・適正受診等の


推進に向け、医療 DX・介護 DX の動向等も踏まえつつ、さらなるデジタル化やデー


タ活用に取り組んでいく必要がある。 


 


〇 本検討会においては、医療扶助や健康管理支援等に関する「当面の取組」と「中


長期的な方向性」について、福祉事務所の取組状況や課題、保健医療分野の施策動


向等を踏まえつつ、４回にわたって議論を重ねてきたところであり、その検討状況


について「中間的な整理」として取りまとめた。 


 


○ 厚生労働省においては、この「中間的な整理」を踏まえ、必要な措置を講じると


ともに、今後、より効果的・効率的な取組とするためのさらなる運用改善や制度改


正につなげていくことも念頭に、福祉事務所や医療現場における対応状況等につい


てフォローアップを行うよう求めたい。 


また、「引き続き検討を進める必要がある」と整理された内容については、本検討


会において、今後さらに議論を深めることができるよう、厚生労働省において必要


な実態把握や課題・論点の整理等を進めるよう求めたい。 


施策の推進に当たっては、福祉事務所や医療現場において積極的に取組が進めら


れるよう、当該施策の実施により想定される定量的な効果等の提示に努めるよう求


めたい。 
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Ⅱ 総論 －検討に当たっての視点－ 


（１）生活保護受給者の状況 


〇 生活保護受給者は、65 歳以上が５割を超え、75 歳以上が３割を超えており、国


民全体よりもさらに高齢化が進行している1。。また、単身世帯・非稼働世帯の割合が


高く2、孤独・孤立や精神面の不調など個々が抱える課題は様々である。 


 


〇 健康状態に関しては、市町村国保等と比べ、糖尿病など生活習慣病の外来受療率


が高く、特に比較的若い世代でも高い状況にある3。また、受診・服薬等の状況に関


しては、市町村国保等と比べ、外来の受診日数や処方される医薬品の種類数が多い


傾向が見られる4。 


 


（２）検討に当たっての視点 


〇 生活保護制度は、生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）第１条に規定されると


おり、「最低生活の保障」と「自立の助長」を目的とした制度である。生活保護受


給者の日常生活面の自立（健康・生活管理等）に資するよう、また、個々の状況に


応じた就労や社会参加につながるよう、疾病の予防・重症化予防に向けた効果的な


支援、受診・服薬等の状況を踏まえた健康課題・生活課題の早期把握、当該課題に


応じた適切な対応（リスクの低減、背景要因を踏まえた支援など）等を強化してい


く視点が重要である。 


  併せて、こうした支援・対応等を通じて適正受診や医薬品の適正使用等も進め、


医療保険制度と同様に、医療資源の効率的な活用を図ることで、生活保護制度に対


する信頼を高めていく視点も重要である。 


 


〇 支援・対応等の強化に当たっては、健康づくりや医療費適正化等に関する一般的


な取組・対策の状況も踏まえながら、関係者が有する専門性・ノウハウ等の効果的


 
1 生活保護受給者のうち 65 歳以上 52.6％、75 歳以上 30.8％【被保護者調査 年次調査/令和５年度】 


総人口のうち 65 歳以上 28.5％、75 歳以上 14.7％【国勢調査/令和２年度】 


2 被保護世帯のうち単身世帯・非稼働世帯等の割合【被保護者調査 年次調査/令和５年度】 


単身世帯の割合：全体の 84.2%、高齢者世帯の 92.7％   非稼働世帯の割合：85.2％ 


その他の世帯（高齢者世帯、母子世帯、障害者・傷病者世帯以外の世帯）のうち世帯主が不就労の割合：66.2％ 


3 ２型糖尿病の外来受療率【NDB データを厚生労働省保護課保護事業室で集計/令和３年６月審査分】 


 生活保護：全体 21.7％、40 歳台前半 9.8％、50 歳台前半 17.8％ 


市町村国保+後期高齢者医療：全体 17.9％、40 歳台前半 3.6％、50 歳台前半 7.5％ 


4 患者１人当たり受診日数 


医療扶助（74 歳以下）：2.4 日【NDB データを厚生労働省保護課保護事業室で集計/令和４年６月審査分】 


国民健康保険：2.1 日【令和５年度医療給付実態調査】 


 薬局利用者１人あたり医薬品種類数【NDB データを厚生労働省保護課保護事業室で集計/令和４年６月審査分】 


  生活保護：60 歳台前半 7.1 種類、60 歳台後半 7.1 種類、70 歳台前半 7.2 種類、70 歳台後半 7.4 種類 


市町村国保+後期高齢者医療：60 歳台前半 4.5 種類、60 歳台後半 4.4 種類、70 歳台前半 4.6 種類、70 歳台後半 5.2 種類 
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な活用や効率的な取組の実施に向けて、福祉事務所と関係部署、地域の医療関係者


や多様な社会資源との連携を一層推進していく視点が不可欠である。 


 その際、生活保護受給者への支援・対応等を通じて把握された健康課題・生活課


題や、こうした課題への対応に係るノウハウの中には、健康日本 21（第三次）の


「誰一人取り残さない健康づくり」や医療費適正化等の推進に当たり有益な情報が


含まれていることも想定される。福祉事務所と関係部署等の連携の推進に当たって


は、双方の取組をより効果的なものとしていく視点が重要である。 


 


○ 医療現場と自治体のいずれにおいても人員確保や業務負担が課題となっている中、


各種事務の必要性の精査やデジタル活用等を通じた業務の簡素化・効率化、効果の


低い取組の見直し（手法・内容の改善等）や地域の状況に応じた取組の重点化（優


先順位付け等）、円滑な連携体制の構築などを通じて、医療現場と自治体の双方に


おいて可能な限り負担を低減していく方向で対応を進め、限られた人的体制を有効


に活用していく視点も重要である。 
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Ⅲ 各論 


 


１．効果的な健康管理支援 


 


【現状・課題】 


〇 平成 30 年の生活保護法改正により「被保護者健康管理支援事業」が必須事業化


された（全福祉事務所で実施／令和３年１月施行）。医療保険のデータヘルスを参


考に、福祉事務所において、データに基づき生活習慣病の発症予防や重症化予防等


の取組を推進することとし、国において「被保護者健康管理支援事業の手引き」を


作成・周知している。 


 


〇 施行後５年目を迎える中、福祉事務所向けアンケート調査5の結果等によると、事


業の各段階において以下のような課題が見られる。また、多くの福祉事務所におい


て、体制面の課題（マンパワー不足・業務多忙、専門職の確保が困難、知識・技術


の不足）を抱えている状況にある。 


段階 手引きの内容 主な課題 


①現状・健康


課題の把握 


現状（健康・医療情報等）を調査・分析し、健康


課題を把握。 
✔データ分析の実施に係る知識・技術の不足 


②事業企画 


事業方針の策定、対象者の抽出・参加予定者の絞


り込み、目標・評価指標の設定、支援内容の検討


を実施。 


【取組例】 


ア 健診受診勧奨 


イ 医療機関受診勧奨 


ウ 生活習慣病等に関する保健指導・生活支援。 


エ 主治医と連携した保健指導・生活支援 


（重症化予防） 


 オ 頻回受診指導【必須】 


✔事業方針の内容等に課題 


（健診受診勧奨を実施しつつも保健指導等は未


実施。等） 


✔関係部署との連携に課題 


（健康増進事業実施部門による保健指導の結果


等について情報報提供を受けていない。等） 


✔個々の健康状態・生活習慣の把握に課題 


（健診未実施自治体、健診受診率の低さ。等） 


③事業実施 
集団又は個人への介入を実施。個人への介入の場


合、個別支援計画の作成・支援・評価を実施。 
✔健康意識の向上・健康管理への動機付けに課題 


④事業評価 


設定した評価指標に沿って評価を実施。 


（ストラクチャー、プロセス、アウトプット、ア


ウトカム） 


✔効果測定や評価の実施手法に係る知識が不足 


⑤事業報告 厚生労働省への事業報告を実施。 


✔報告様式が煩雑 


✔都道府県が管内自治体の実施状況を把握するこ


とが困難 


 
5 健康管理支援・医療扶助等に関する福祉事務所アンケート（令和７年７月実施） 
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【議論の整理】 


○ 自立した日常生活を送るためには、生活機能の維持・向上が不可欠であり、生活


習慣病の発症・重症化の予防や、心身機能の低下（運動機能の低下、メンタル面の


不調等）の防止など、健康状態の改善に向けた取組が重要となる。これらの取組の


基礎となるのは、栄養・食生活、身体活動・運動、休養・睡眠、飲酒、喫煙、歯・


口腔の健康に関する生活習慣の改善や、日常的な社会とのつながりの確保である。 


 


○ 保険者・自治体が実施する保健事業（国保保健事業、高齢者の保健事業と介護予


防の一体的実施等）においては、「データヘルス計画」等を策定の上、特定健診・


保健指導など生活習慣病の発症・重症化予防の取組や、栄養・運動・口腔等に係る


健康教育・健康相談の取組をはじめ、地域の健康課題に応じた取組が実施されてい


る。 


 


○ 生活保護受給者に関しては、国民全体よりもさらに高齢化が進行し、比較的若い


世代も含めて生活習慣病の外来受療率が高い状況にある。また、単身世帯・非稼働


世帯の割合が高く、孤独・孤立や精神面の不調など個々が抱える課題も様々である。 


  こうした中、健康状態や生活習慣の改善に向け、住民に対して広く行われている


健康づくりの取組を活用しつつ、地域の医療関係者とも連携しながら、効果的な健


康管理支援を実施していく必要がある。 


 


○ その際、健康管理支援に関しては、保健医療専門職による対応が必要な取組（健


診結果の評価や健康状態に応じた個別的支援など）のみならず、例えば、ケースワ


ーカーにおいて「健康管理支援」と意識することなく実施されている「生活習慣の


把握・改善」に係る取組等も重要な要素であることを改めて認識した上で、既存の


取組をベースにした効率的・効果的な支援方策を検討していく視点も重要である。 


  併せて、例えば、精神面の不調を抱える者を精神保健福祉分野の支援につなぐこ


と、孤独・孤立の課題を抱える者を社会参加の場（就労、ボランティア、一般介護


予防事業等）につなぐことなど、各種施策や地域資源に積極的につないでいく視点


も重要である。 


  また、福祉事務所の負担軽減に向け、事業の枠組みや関連する事務手続（事業報


告等）を簡素なものとしていく視点も重要である。 


 


（１）被保護者健康管理支援事業の枠組み 


○ 「被保護者健康管理支援事業」について、地域ごとに健康課題や実施体制が異な


ることに留意の上、各自治体において適切に効果評価を実施しながら、支援の質向


上に向けた取組が進められるよう、また、国においても実施状況の把握・分析や課
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題を踏まえた支援・見直し等が可能となるよう、事業の枠組みの「標準化」を進め


ていくことが重要である。このため、以下の対応を進めることが適当である。 


 


 ① 中長期的な視点での事業企画 


   各自治体において、中長期的な視点を持ちつつ、健康課題に応じた事業の企


画・実施や適切な効果評価が進められるよう、計画的な実施（原則１期６年）を


念頭に、各自治体で、地域の課題や実施体制を踏まえ、事業内容や評価指標・目


標値の設定を行うこととする。 


  この取組は、医療保険分野の次期データヘルス計画（令和12年度～）に係るタ


イミングに合わせて「本格実施（必須の取組）」とすることを念頭に、当面の間は、


本格実施に向けた「準備期間（任意の取組）」として位置付ける。 


  また、本格実施に向けて、国において、自治体における業務負担が増加しない


ような取組手法等を整理・周知するとともに、関係部門との連携強化に向けた対


応を進める（④で後述）。 


 


 ② 評価指標の標準化 


   自治体間の「客観的な比較」を通じた実態把握・課題分析等が可能となるよう、


第３期データヘルス計画における取組（共通の評価指標の設定）を参考に、国に


おいて、標準的な評価指標を設定する。その際、国が都道府県に提供する「デー


タ分析支援ツール」により入手可能な指標とするなど、追加的な集計作業が発生


することのないよう留意するとともに、自治体における独自の評価指標の設定を


妨げないよう配慮する。 


また、評価指標を活用した効果評価に関し、例えば生活保護制度の特性（対象


者の入れ替わりが多い点等）等の留意すべき点について、国において整理・周知


する。 


 


 ③ 事業内容の整理・標準化 


   医療保険分野の取組を参考に、各自治体において、①健康状態の把握、②状態


に応じた個別的支援6。、③健康教育や普及啓発等7。の「３つの柱」に沿って、地域


の課題や福祉事務所の体制等を踏まえた事業内容を設定することとする。 


  国においては、各柱に関連する具体的な取組例を提示するとともに、順次、各


取組例に関連した具体的な事例の収集・共有や、具体的なプログラム例（準備・


検討・調整等の手順を示すもの）の検討を進めるなど、丁寧な技術的支援を行う。 


  その際、福祉事務所の体制に応じて、支援対象者の絞り込みに関する考え方や


 
6 データヘルス計画におけるいわゆる「ハイリスクアプローチ」に相当する取組 


7 データヘルス計画におけるいわゆる「ポピュレーションアプローチ」に相当する取組 
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対象者層に応じた事業内容の検討など、効果的・効率的な実施を可能としていく


視点が重要である。 


 


④ 関係部門との連携強化 


  データヘルス計画・健康増進計画の策定やこれに基づく取組等を実施している


部門においては、計画の策定や保健事業の企画・実施に関する専門性・ノウハウ


の蓄積がある中、被保護者健康管理支援事業において、こうした専門性・ノウハ


ウ等を活用し効果的・効率的に事業を実施する観点から積極的な連携に向けた取


組が進められるよう、国において、連携に係る観点・取組内容や調整方法等につ


いて具体的に整理・周知する。 


  その際、福祉事務所と関係部門の連携を通じて、例えば双方が把握する現状・


課題や取組のノウハウ等を共有することで、被保護者健康管理支援事業のみなら


ず双方の取組をより効果的なものとしていく視点が重要である。 


 


○ 事業の枠組みの「標準化」に当たっては、「被保護者健康管理支援事業の手引き」


の見直しを行うとともに、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」における


取組8。を参考に、各自治体における事業の準備・検討・調整等に関する具体的なガイ


ドラインを作成するなど、国において丁寧な技術的支援を行うことが適当である。 


  その際、事業全体や取組ごとの目的（想定される効果）等の明確化、自治体・福


祉事務所の特徴（専門職の配置状況、関係機関・関係部門等との連携状況など）に


応じた取組、事業の目的・内容や個々の健康状態等に関する関係機関・関係部門等


との情報共有の在り方、個人情報の取扱いの提示、具体的な取組事例の収集・共有


など、自治体として活用しやすいものとなるよう留意する必要がある。 


  また、関係機関・関係部門等との円滑な連携に資するよう、医療保険分野の枠組


みと可能な限り共通化しておくことも重要である。 


 


（２）健康状態の把握等 


○ 生活習慣病の発症・重症化の予防や心身機能の低下の防止など、健康状態の改善


に向けた取組を進める際、まずは、健康診査等により健康状態や生活習慣を把握す


ることが重要である（事業内容の柱①「健康状態の把握」関係）。このため、以下


の対応を進めることが適当である。 


 


 ① 健診の受診勧奨等 


  生活保護受給者について、全国平均では市町村国保や後期高齢者医療制度と比


 
8 市町村における『高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施』のための進捗チェックリストガイド（令和２年度厚生労働行政推進調


査事業費補助金 政策科学総合研究事業） 
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較して健診受診率が低い状況にある一方で、受診率の向上に成功している自治体


もあることから、国において、受診率の向上に効果的であった取組事例を収集・


共有する。 


  また、医療機関と福祉事務所の対応が重複することを避け、効率的に取組を進


める観点から、医療機関において生活習慣病に係る療養指導等が実施されている


ケースや一定の検査が実施されているケースの取扱い等について、国において考


え方を整理・周知する。 


 


 ② 生活習慣の把握等 


  健診のみならず、ケースワーカーによる訪問調査時における「生活習慣の把握」


について、健康管理支援に係る取組例の１つとして位置付ける。 


  また、保健医療専門職に対して円滑な状況共有を図る観点から、推奨される把


握項目を整理した標準的なシート（フェイスシート）の活用を勧奨する。併せて、


対象者や場面に応じて、特定健診の標準的な質問票や、後期高齢者の質問票の活


用も考えられる旨を周知する。 


  その際、ケースワーカーの負担に配慮した運用方法（把握項目の優先順位の付


け方等）についても整理・周知する。 


 


○ 今後、上記の対応状況をフォローアップしつつ、健康状態の把握に係る課題（健


診未受診の理由・背景など）をより明確に整理した上で、例えば、健診受診等に対


するインセンティブの設定や、一定のケースにおける健診受診の原則化といった新


たな考え方も含め、課題に応じた実効的な対策について、引き続き検討を進める必


要がある。 


 


（３）効果的な個別的支援や健康教育・普及啓発等 


○ 生活保護受給者の自立支援の観点からは、自らが日頃から健康に気を遣い、運


動・社会参加等の健康行動に取り組むよう促していくことが重要である。また、効


果的な支援を実施していくためには、行政内部の関係部門や地域の医療関係者との


連携を通じて、各々が有する専門性やノウハウ等を積極的に活用していくことが重


要である（事業内容：柱②「状態に応じた個別的支援」、柱③「健康教育や普及啓


発等」関係）。このため、以下の対応を進めることが適当である。 


 


 ① 地域の関係機関と連携した取組 


  地域住民による主体的な健康の維持・増進を積極的に支援する役割を担ってい


る関係機関（例えば健康サポート薬局や連携して相談対応等を行う地域の薬局な


ど）がある場合、例えば、地域の身近な相談窓口として、福祉事務所から服薬等
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に課題を抱える方に対して当該機関への相談勧奨を行うといった積極的な連携が


進められるよう、国において、取組事例を収集・共有する。 


  また、こうした関係機関と連携した取組について、健康管理支援に係る取組例


の１つとして位置付ける。 


 


 ② 効果的な取組事例の横展開 


  福祉事務所における実践の中から、健康意識の向上に効果的であった取組事例


（例えば、健康だより等の効果的なメッセージ、アプローチに当たり効果的な場


面・機会。等）について、国において積極的に収集・共有する。 


 


 ③ 他部門の取組の活用 


  例えば、自治体が実施する健康インセンティブやボランティアポイント等の取


組、自治体が推進する PHR（パーソナルヘルスレコード）を活用した取組など、


他部門で実施されている取組の活用（案内・勧奨等）について、健康管理支援に


係る取組例の１つとして位置付ける。 


 


 ④ 生活保護制度の自立支援に係る各種事業との連携 


  生活保護制度では、被保護者健康管理支援事業のほか、子どもの進路選択支援


事業や被保護者地域居住支援事業、被保護者就労支援事業など、自立支援を目的


とした各種事業が実施されている中、こうした各種事業と連携した健康面の取組


について、健康管理支援に係る取組例の１つとして位置付ける。 


    例：子どもの進路選択支援事業では、支援員による家庭訪問等の際、進路選


択に係る助言・相談と併せて、子どもの生活状況・健康状態の把握も実


施されており、過去のモデル事業9。のノウハウ・事例等の活用が想定され


る。当該事業は、子どもが在籍する学校やこども家庭センター等とも連


携して実施されている。  


 
9 子どもとその養育者に対する健康生活支援モデル事業（平成 30 年度～令和６年度） 
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２．医薬品の適正使用や適正受診に向けた取組等 


 


２－１ 医薬品の適正使用に向けた取組 


 


【現状・課題】 


〇 生活保護分野では、医薬品の適正使用に関し、以下の取組を進めている。 


向精神薬 H23～ 


福祉事務所において、レセプト等により「同一月内に、複数の医療機関から、向精神薬を重複し


て処方されている者」を把握し、主治医等に投薬が適切なものであるか確認の上、改善に向けた


指導を実施 


医薬品 


全般 


H29～ 
福祉事務所において、ある生活保護受給者について処方箋を持参する薬局を１か所選定し、当該


薬局において薬学的管理・指導や、医療機関への重複投薬等に関する情報提供を実施する事業 


R 元～ 
福祉事務所において、医療機関の受診及び薬局の利用の際に、１冊に限定したお薬手帳を持参す


るよう指導し、併用禁忌薬の処方防止や、薬局における重複投薬の確認を行うモデル事業を実施 


R5～ 


福祉事務所において、レセプト等により「①重複投薬者／同一月内に、複数の医療機関から、同


一成分の医薬品を処方されている者」と「②多剤投与者／同一月内に、15 種類以上の医薬品の


投与を受けている者」を抽出し、嘱託医・薬剤師等との協議等により指導対象者を決定の上、適


正使用に向けた指導を実施 


 


〇 重複投薬対策について、指導対象と決定された者に係る改善率は、向精神薬で


54.3％（令和５年度）、向精神薬以外で 42.6％（令和５年度）となっており、向精


神薬に関しては平成 30 年度（60.6％）以降やや下降傾向にある。 


 


〇 多剤投与対策について、指導対象と決定された者に係る改善率は 16.7％（令和５


年度）となっている。福祉事務所向けアンケート調査で「得られる効果が低い」と


回答した自治体は、重複投薬対策に比べて多く、理由として「指導対象者自体が少


ない」との回答は比較的少なく、「指導対象者の抽出基準が適切ではない」との回


答が多い。また、一部の自治体では、指導の実施に当たり、「複数医療機関への通


院」を優先順位付けの基準として設定されている。 


  令和６年 12 月の大臣折衝事項では、医療保険の取組を参考に、より多くの対象


者への指導を検討することとされており、これを踏まえた具体的な検討・対応を進


める必要がある。 


 


〇 重複投薬対策と多剤投与対策のいずれについても、対象者への指導は、医療専門


職ではない自治体職員（ケースワーカー等）や、保健師（自治体職員）による実施


が多い状況にある。 
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【議論の整理】 


○ 医薬品は、病気やけがを治療するなどの効果・効能がある一方、副作用というリ


スクを併せ持つものであり、特に高齢者においては、複数の併存疾患を治療するた


めに医薬品を多数服用することによって、多剤服用による害を生じる「ポリファー


マシー」に陥りやすい。 


 


○ こうした中、高齢者の特徴に配慮した、より良い薬物療法を実践するための基本


的留意事項として「高齢者の医薬品適正使用の指針」が作成され、医療現場におけ


るポリファーマシー対策や、行政・関係団体等の連携を通じたポリファーマシー対


策などが進められている。 


  また、第４期医療費適正化計画（令和 6～11 年度）に向けて国が策定した「医療


費適正化基本方針」では、医薬品の適正使用の推進に関し、医療機関・薬局での重


複投薬等の確認を可能とする電子処方箋の普及促進を図るとともに、「高齢者の医


薬品適正使用の指針」における取扱いを踏まえ、高齢者に対する６種類以上の投与


を目安として取り組むこととされており、保険者・自治体が実施する保健事業（国


保保健事業、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施）においては、薬物有害事


象の防止や残薬の低減等の観点から重複・多剤投与対策の取組が進められている。 


 


○ 生活保護受給者に関しては、薬局利用者１人当たり医薬品種類数について、市町


村国保や後期高齢者医療制度に比べて、全ての年齢階級で医療扶助の方が多く、特


に 50 歳台～70 歳台では概ね２種類以上多い状況にある。重複投薬についても、市


町村国保・後期高齢者医療制度に比べてやや割合が高い状況にある。 


  国民全体よりもさらに高齢化が進行する中、福祉事務所と医療関係者との連携の


下、医薬品の適正使用の推進体制を構築するとともに、他分野の取組も参考にしつ


つ、効率的・効果的な対策を講じていく必要がある。 


 


（１）福祉事務所による重複・多剤投与対策 


○ 令和５年度から実施している「福祉事務所による重複・多剤投与対策」について、


適正な医薬品使用が制限されないようにすることを前提に、福祉事務所における実


施体制（マンパワー、専門性等）に留意の上、薬物有害事象のリスク低減に向けた


取組を強化していくことが重要である。このため、他分野の取組も参考にしつつ、


薬学的リスクに応じた段階的なアプローチとして、以下の対応を進めることが適当


である。 


 


 ① 文書を活用した対応 


   薬物有害事象のリスクが増加している者について、幅広く、当該リスクに関す
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る注意喚起や、医師・薬剤師への相談勧奨を行う観点から、以下の者を対象に、


文書を活用した対応（文書通知等）を実施することとする。 


  特に「多剤投与」の対象者に関しては、現行の基準（同一月内に、15 種類以上


の医薬品の投与を受けている者）に該当する者に比べて大幅に拡大することも踏


まえ、国において、優先順位付けの考え方等について具体的に提示する必要があ


る。他方で、幅広い注意喚起や相談勧奨という本来の趣旨も念頭に置いた上で、


実施状況等についてフォローアップを行いつつ、優先順位付けの考え方について


見直しを検討していくことも重要である。 


 


  ＜対象者／重複投薬＞ 


    「同一月内に、複数医療機関から、同一成分の医薬品を処方されている者」


を基本に、レセプト等により抽出した者 


 


  ＜対象者／多剤投与＞ 


    「高齢者の医薬品適正使用の指針」における取扱いを参考に、薬物有害事象


のリスクが増加し、適正な服薬に向けた支援の必要性が高い者として、「同一月


内に、６種類以上の医薬品の投与を受けており、かつ、複数医療機関を受診し


ている者」を基本に、レセプト等により抽出した者 


 


 ② 重点的な対応（対面指導、薬局への同行支援等） 


   ハイリスク者について、医師・薬剤師への相談や医師等による必要な対応につ


なげる観点から、以下の者を対象に、重点的な対応（対面指導、薬局への同行支


援等）を実施することとする。 


   重点的な対応に当たっては、福祉事務所の実施体制等も踏まえ、例えば、薬学


的リスク（併用禁忌、併用注意、慎重投与等）、対象者の年齢層、ケースワーカ


ーが訪問調査時に把握した情報（残薬の状況等）の勘案など、国において優先順


位付けの考え方等について具体的に提示する必要がある。 


 


  ＜対象者／重複投薬＞ 


    「同一月内に、複数医療機関から、同一成分の医薬品を処方されている者」


のうち、嘱託医・薬剤師等との協議等により、「重点対応対象者」として選定し


た者 【従来どおり】 


 


  ＜対象者／多剤投与＞ 


    「同一月内に、15 種類以上の医薬品の投与を受けており、かつ、複数医療機


関を受診している者」を基本に、嘱託医・薬剤師等との協議等により、「重点対
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応対象者」として選定した者 【「複数医療機関の受診」要件を追加】 


 


○ こうした対策で最も重要なポイントは、医師・薬剤師による対応（服薬に関する


相談対応、服薬管理方法の見直しに向けた助言・指導、処方内容の調整等）に「つ


なげること」であり、国において、関係団体の協力も得ながら、具体的な取組内容、


訪問調査時に残薬を確認した際の対応方法、関係機関との連携に向けた調整方法や


個人情報の取扱いを提示するなど、丁寧な技術的支援を行うことが適当である。 


  また、対象者の抽出や対象者に関する情報整理等に係る事務、文書の作成・発送


に係る事務といった各種業務が発生するところ、当該業務の効率化に向け、「レセプ


ト管理システム」の有効活用や外部委託の活用が円滑に進められるよう、国におい


て財政的支援・技術的支援等を行うことが適当である。 


 


（２）医療現場における医薬品の適正使用に向けた取組 


○ 福祉事務所による対策は、医療扶助の審査済みレセプトを活用して対象者を抽出


し、アプローチすることとなるため、後追いとならざるを得ず、また、受診時・薬


局利用時からアプローチに至るまで一定の時間を要することとなる。他の公費負担


医療制度（自立支援医療等）を併用している場合、制度をまたいだ「重複・多剤」


の状態を把握することが難しいといった課題もある。 


  こうしたことから、本来は、患者が医療機関を受診し、又は薬局を利用する段階


で、併用禁忌薬の処方防止や重複投薬の確認等をはじめ、医薬品の適正使用に向け


た対応が効率的・効果的に実施されることが重要である。このため、以下の対応を


進めることが適当である。 


 


① 受診時/薬局利用時のお薬手帳の持参 


   医療機関・薬局において、患者の薬剤服用歴等の確認や併用禁忌・重複投薬の


確認等が確実に実施できるよう、生活保護受給者について、受診時及び薬局利用


時にお薬手帳（１冊に限定したもの。電子版お薬手帳を含む。）を持参すること


を原則とする。 


   医療機関・薬局においては、現状、医療保険・医療扶助を問わず、診察時・調


剤時に、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならないこととされて


いるところ10。、お薬手帳の持参を原則とする取扱いや電子処方箋の普及状況を踏


まえ、医療扶助の給付に当たっては、お薬手帳（電子版お薬手帳を含む）の確認


や、電子処方箋等による薬剤情報の閲覧を通じて、服薬状況等の確認を行うこと


とする。また、当該確認結果を踏まえ、医薬品の適正使用に係る必要な対応を行


 
10 保険医療機関及び保険医療養担当規則（昭和 32 年厚生省令第 15 号）及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則（昭和 32 年厚生省


令第 16 号） 







14 


 


うこととする。 


  国においては、患者がお薬手帳の持参を忘れた際の医療機関・薬局における対


応や福祉事務所との連携方法等について整理・周知を行う。また、お薬手帳は、


医療機関・薬局における服薬状況等の確認のみならず、患者において自らが服用


している医薬品を把握・理解し、医薬品に対する意識を高めることで安全で有効


な薬物療法につなげるという意義・役割を有しているものであり、こうした正し


い理解を周知していく必要がある。 


  また、関係機関と連携しつつ、調剤を受ける薬局を一箇所にする取組を効果的


に実施されている地域においては、こうした既存の取組が、引き続き有効に継続


されることが重要である。 


  このほか、医療機関・薬局において向精神薬の不正入手が疑われるケースを把


握した場合等の対応について、福祉事務所との円滑な連携が進むよう、国におい


て整理・周知を行う。 


 


 ② 診療報酬におけるポリファーマシー対策の評価の積極活用 


   診療報酬におけるポリファーマシー対策の評価について、令和８年度診療報酬


改定の議論も踏まえつつ、医療機関・薬局における積極的な活用を促すなど、効


果的に活用する。  
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２－２ 適正受診等に向けた取組 


 


【現状・課題】 


〇 生活保護分野では、適正受診等に関し、以下の取組を進めている。 


頻回受診 H14～ 


福祉事務所において、レセプト等により「同一月内に、同一傷病について、同一診療科目を


15 日以上受診している者（短期的・集中的な治療を行う者を除く）」を把握し、主治医等と


の協議により指導対象者を決定の上、適正受診指導を実施 


長期入院 S45～ 


福祉事務所において、「入院期間が 180 日を超える者」を把握し、主治医等に入院継続の必


要性について確認の上、退院を阻害している要因の解消を図り、実態に即した方法により適


切な退院指導を実施 


頻回転院 H26～ 


福祉事務所において、「当該年度中に 90 日間連続して入院している者であって、その間に２


回以上の転院があり、かつ、転院事由発生の事前連絡が無かった者」について、主治医等に


転院の必要性について確認の上、必要に応じて転院・退院の指導を実施 


 


〇 頻回受診対策について、指導対象と決定された者（1,800 人）に係る改善率は、


52.4％（令和５年度）となっている。福祉事務所向けアンケート調査で「得られる


効果が低い」と回答した自治体は、医薬品の適正使用に係る対策に比べて多く、理


由として「既に取組が進んでおり、指導対象者自体が少ない」との回答が多い。 


  「生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度の見直しに関するこれまでの議論の


整理（中間まとめ）」（令和４年 12 月 20 日）では、「オンライン資格確認で把握で


きる資格確認の実績（ログ情報）を活用して、受診行動が習慣化してしまう前に、


早期からのアプローチを行っていくことが必要」とされており、現に一定数の自治


体で対応されている。 


  また、上記の「中間まとめ」では、「頻回受診の背景には、孤独や医師への依存


等もあり」「医療機関以外の多様な居場所につなぐことも含め」た対応が必要とさ


れているが、現にこうした取組を実施している自治体は少数である。 


 


〇 長期入院対策について、「入院の必要性がない者（2,920 人）」のうち未措置の割


合は、19.1％（令和５年度）であり、頻回転院対策について、「入院の必要性がな


い者」等とされた者は、全国で80名（令和５年度）とごく少数である。いずれの対


策も、福祉事務所向けアンケート調査で「得られる効果が低い」と回答した自治体


は他の対策に比べて多く、理由として、長期入院対策は「指導対象者への指導が困


難である」との回答が多く、頻回転院対策は「指導対象者自体が少ない」との回答


が多い。 
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【議論の整理】 


○ 生活保護受給者について、単身世帯・非稼働世帯の割合が高く、孤独・孤立や精


神面の不調など個々が抱える課題も様々である中、近年、頻回受診という受診行動


の背景には、こうした社会生活面の状況・課題もあると指摘されている。また、入


院医療の状況を傷病分類別に見た場合には、医療保険の被保険者と比べて「精神・


行動の障害」の割合が高い状況にある。 


  頻回受診の指導対象者の中に一定の未改善者が存在し、また、長期入院対策等で


「入院の必要性がない」と判断された者の中にも一定の未措置者がいる中、これら


の取組を継続することとしつつも、未改善・未措置の背景にある課題を整理し、当


該課題への対応を適切に講じていく必要がある。 


 


（１）頻回受診対策 


○ 福祉事務所による頻回受診対策について、福祉事務所における実施体制に留意の


上、受診行動の背景にある課題（例えば孤独や医師への依存等）に応じた適切な自


立支援・生活支援の観点を含め、取組を強化していくことが重要である。このため、


以下の対応を進めることが適当である。 


 


 ① 頻回受診の傾向にある者の早期把握 


  頻回受診の傾向にある者を早期に把握し、各々の状況に応じた適切な支援につ


なぐことは、適正受診の観点のみならず、自立支援の観点からも重要であること


から、福祉事務所において、オンライン資格確認システムの実績ログ機能を活用


し、頻回受診の傾向（概ね同一月内に15日以上の受診を目安）を把握した上で、


受診理由や場合によっては受診行動の背景にある課題等を確認し、必要な対応


（受診回数の見直しに係る指導、②の対応など）につなげていくこととする。 


 


 ② 社会参加の機会等の案内・勧奨等 


  レセプト確認を通じて把握した頻回受診の可能性のある者（受診状況把握対象


者）や、①の頻回受診の傾向がある者について、受診回数の見直しに係る指導を


実施する際には、従来どおり、嘱託医や主治医との協議を経ることを前提としつ


つ、各々の状況に応じた適切な自立支援・生活支援（例えば、ボランティア等も


含めた多様な社会参加の機会の案内・勧奨や、高齢者に対する就労機会の案内な


ど）に関しては、嘱託医や主治医との協議を経ることを要件とせず、柔軟かつ積


極的に実施することとする。国においては、社会参加の機会の案内・勧奨等に係


る事例の収集・共有や留意点の共有など、丁寧な技術的支援を行う。 
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（２）長期入院対策等 


○ 福祉事務所による長期入院対策や頻回転院対策について、指導対象者が生じた際、


本人への適切な指導はもとより、退院後の受入体制の確保が不可欠であり、日頃か


ら地域の関係機関との連携体制を構築しておくことが重要である。このため、例え


ば、生活保護法に基づく「調整会議11。」の活用等を通じて、精神保健福祉分野の関


係機関や救護施設等の保護施設・日常生活支援住居施設など、多様な関係者と福祉


事務所との連携を推進することが適当である。  


 
11 多様で複雑な課題を抱える生活保護受給者に対し、個別の課題に応じた専門的な支援を行うため、福祉事務所と関係機関との連携を


進める枠組みとして令和６年生活保護法改正により法定化（令和７年４月１日施行）。生活困窮者自立支援制度の「支援会議」など既


存の会議体が存在する場合は、当該会議体の活用や合同開催など効率的に取組を実施。 
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２－３ その他の取組 


 


（１）効率的・効果的な実施に向けた枠組み 


○ 福祉事務所の限られた人的体制等を前提に、より効率的・効果的に対策を実施で


きるような枠組みを整えていくことが重要である。このため、被保護者健康管理支


援事業との一体的な運用に向けて引き続き検討を進めるとともに、地域の状況に応


じた取組の重点化（例えば、これまでの取組を経て指導対象者が減少している地域


では、適正化を目的とした対象者抽出・嘱託医協議等の事務を停止・中断し、通常


のケースワークにおける生活状況の把握や必要な支援等の取組は継続する等）を可


能とするなど、国において効率的な枠組みを検討・提示することが適当である。 


 


（２）今後に向けた新たな取組 


○ 生活保護受給者に関しては、国民全体よりもさらに高齢化が進行しており、糖尿


病など生活習慣病の外来受療率が高く、外来の受診日数や処方される医薬品の種類


数が多い傾向が見られる状況にある。併せて、医療扶助は自己負担が無く、一般論


として、本来のニーズを超える給付が発生しやすいという制度的な課題もある。 


  こうした中、患者の状態に応じた必要な医療が提供されるよう、制度的な対応を


含め、以下の対応を進めることが適当である。 


 


① 「かかりつけ医」等をもつことなど上手な医療のかかり方の普及・推進 


 生活保護受給者であるか否かを問わず、本人のより適切な健康管理等の観点か


ら、気軽に相談できる「かかりつけ医」や「かかりつけ歯科医」、「かかりつけ薬


剤師」をもつなど、上手な医療のかかり方を普及していくことは重要である。 


  生活保護受給者の高齢化や生活習慣病の外来受療率が高い状況等を踏まえ、現


在の外来受診の実態等を分析しつつ、効果的な普及啓発や推進方策について引き


続き検討を進める必要がある。 


 


② 医療扶助の訪問看護に係る実態把握・課題分析等の対応 


 算定回数や１件当たり請求額等が大幅に増加傾向にある給付等に関しては、


NDB データの分析や、生活保護法に基づく指定医療機関への個別指導等を通じて、


適正な給付となっているか実態把握を進めることが重要である。 


 近年、医療扶助の訪問看護について、１件当たり請求額が大幅に増加している


ところ、適切に提供されていない訪問看護に対して必要な対策を講じることがで


きるよう、まずは、国において、NDB データ等により、例えば利用者の状態像や


訪問頻度等に係る実態把握や課題分析を進めることが適当である。 


また、指導権限を有する都道府県等に対し、個別指導の対象医療機関を選定す
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る際の参考資料として、レセプトの分析結果（１件当たり請求額等）を提供し、


個別指導の実施を促すことが適当である。その際、指導方法・内容に関するポイ


ントを整理・周知するなど丁寧な技術的支援を行うとともに、都道府県等と地方


厚生局との共同指導が効果的に実施されるよう対応を検討する必要がある。 


 


③ 投薬・診療等に係るガイドラインや基準・ルールの設定 


医療扶助について、NDB データの分析等を通じて、医療保険の状況とも比較し


ながら、その実態・課題を整理し、必要な対策を講じていくことが重要である。 


診療報酬や医療費適正化計画の動向等も踏まえつつ、例えば、多剤投与の実態、


外来受診の頻度・間隔の実態等について分析を進め、当該投薬・診療等の必要性


や妥当性について一定のエビデンスが得られる場合には、投薬・診療等に係るガ


イドラインや基準・ルールの設定について、引き続き検討を進める必要がある。  
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３．医療扶助・健康管理支援や介護扶助におけるデジタル化やデータ活用  


 


【現状・課題】 


〇 医療扶助・介護扶助の給付手続について、以下のような運用実態となっている。 


 
国の要領と運用実態 


有効期間 


頻度 
手段 


医 


療 


扶 


助 


要 


否 


意 


見 


書 


【国の要領】 


 ・福祉事務所は、医師の要否意見書を踏まえて給付決定 


 ・福祉事務所は受給者に要否意見書を交付、受給者が医療機関に作成依頼 


 ・医療機関は要否意見書を作成し、福祉事務所に送付 


【運用実態】 


 ・受給者を介さず、福祉事務所と医療機関が直接やりとりするケースが多い 


 ・初診時は、受診前に福祉事務所に要否意見書が提出されているケースは少数 


入院： 


上限３ヶ月 


外来： 


上限６ヶ月 


紙


の


み 


医 


療 


券 


・ 


調 


剤 


券 


【国の要領】 


 ・福祉事務所は受給者に交付、受給者が医療券・調剤券を持参して受診・利用 


【運用実態】 


 ・受給者に交付せず、福祉事務所から医療機関に送付するケースも多い 


 ・初診時は、受診後に医療券・調剤券を送付するケースが多い 


    ※当該月の医療券・調剤券をまとめて月末等に送付するケースもある 


     なお、オンライン資格確認に係る医療券/調剤券情報も、これと併せ


て月末に登録されるケースが見られるが、オンライン資格確認等の円


滑な運用に支障が生じるため、前月末日までに医療券/調剤券情報を


登録するよう依頼。 


毎月発行 


要否意見書


の有効期間


内でも毎月


発行 


オ


ン


資 


or 


紙 


介 


護 


扶 


助 


介 


護 


券 


【国の要領/運用実態】 


 ・福祉事務所は、ケアプランを踏まえて給付決定の上、ケアプランに記載のあ


る各介護機関に介護券を直送 


毎月発行 


ケアプラン


の有効期間


内でも毎月


発行 


紙


の


み 


 


〇 医療扶助のオンライン資格確認（医療券・調剤券）について、生活保護受給者の


マイナンバーカード利用登録や医療機関におけるシステム導入が進みつつある。他


方、福祉事務所では、システム上での医療券・調剤券情報の毎月更新と併せて、紙


の医療券・調剤券の毎月発行も相当数残っている状況にあり、医療機関において有


効にオンライン資格確認や医療 DX 関連施策を活用可能な環境を整えるためにも、


福祉事務所の業務負荷への対応等を進める必要がある。 


 


〇 「医療扶助のオンライン資格確認導入についての方向性の整理」（令和２年 11 月


30 日。医療扶助に関する検討会）では、「現在、紙で福祉事務所と医療機関の間でや


りとりが行われている要否意見書について、その役割を踏まえつつ、事務負担の軽
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減や電子化について検討が必要」とされた。これを受け、令和３年度に実施した福


祉事務所向けアンケート調査の結果12。では、過半数が要否意見書のオンライン化に


「賛成」と回答する一方で、４割弱が「どちらとも言えない」と慎重な回答となっ


ており、より詳細・具体的な検討を進める必要がある。 


 


〇 令和７年度に「都道府県による市町村支援」の枠組みが施行されたことに伴い、


国において、都道府県に対し、NDB データ等を活用した「データ分析支援ツール」


の配布を開始している。令和６年度末に配布したツールでは、格納されているデー


タ（令和３年度データ）がやや古いデータであり、各種指標に係るクロス分析がで


きないなど、当該ツールの充実を図る必要がある。 


 


〇 令和６年 12 月の大臣折衝事項において、医療扶助の適正実施に活用可能な医療


情報のデータベースの構築を図ることなどにより、福祉事務所における多剤・重複


投薬等のデータ抽出作業の効率化を図ることを検討することとされており、これを


踏まえた検討・対応を進める必要がある。 


 


 


【議論の整理】 


○ 生活保護受給者について、高齢化が進み、個々が抱える課題も様々である中、効


果的な健康管理支援や、医薬品の適正使用・適正受診に向けた取組等は、今後も強


化していく必要がある。 


  他方で、医療現場と自治体のいずれにおいても人員確保や業務負担が課題となっ


ている中、こうした取組を強化していくためには、既存の業務・手続について、


各々の意義・必要性を精査の上、可能な限り、業務の削減や、デジタル化・データ


活用を含めた業務効率化を進めていく必要がある。 


 


（１）医療扶助の給付手続のデジタル化等 


○ 医療扶助の給付手続について、医療機関・薬局や福祉事務所の業務効率化、生活


保護受給者の健康管理・適正受診等の推進の観点から、さらなるデジタル化に取り


組んでいくことが重要である。このため、以下の対応を進めることが適当である。 


  その際、各医療機関等の事情（DX への対応可能性や生活保護受給者の受診者


数・受診頻度等）に配慮しつつも、オンライン化を原則的な取扱いとし、紙・オン


ライン併用による事務コストを最小限に抑えるとともに、医療 DX（電子カルテ情


報共有サービスや電子処方箋等）の普及とあいまって効率的で質の高い安全な医療


 
12 医療扶助のオンライン資格確認システムの導入を踏まえ、要否意見書の電子化に向けた具体的方策についての調査研究事業（令和３


年度社会福祉推進事業） 
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の提供につなげていく必要がある。併せて、医療機関等においては、医療扶助のみ


ならず医療 DX 関連のシステム導入に係る費用負担が発生しており、当該負担を可


能な限り低減していく方向で対応を検討していく必要がある。 


 


 ① 医療扶助のオンライン資格確認の普及・活用促進 


  医療扶助のオンライン資格確認の普及・活用の促進に向け、医療機関等・福祉


事務所の業務効率化に資するよう運用改善を進めるとともに、生活保護受給者の


安心につながる機能・効果を整理しつつ、利用登録を勧奨する。 


 


 ② 要否意見書のオンライン化 


  要否意見書のオンライン化の実現に向け、具体的な方策について、引き続き検


討を進める必要がある。 


  その際、「医療 DX の推進に関する工程表」（令和５年６月２日医療ＤＸ推進本


部決定）に基づき、医療機関から自治体への「診断書等の電子的提出」に係る検


討も進んでいる中、効率的なシステム整備等の観点から、「診断書等の電子的提出」


の検討状況を踏まえつつ対応していく。 


  また、例えば、医療機関から福祉事務所への病状報告等（稼働能力の有無や移


送の給付要否の判定に必要なもの等）や、医療機関から福祉事務所に対する患者


の受診状況や患者が抱える課題の共有など、要否意見書のオンライン化に係る枠


組みの効果的な活用方策を検討する。 


 


 ③ 医療扶助の給付手続の効率化 


  医療扶助の給付手続（医療券・調剤券・要否意見書）について、さらなるデジ


タル化に取り組むに当たり、現行の運用の中で、必要性が乏しく非効率な取扱い


や様式等がないか精査の上、有効期間・頻度をはじめ必要な見直しについて、引


き続き検討を進める必要がある。 


 


（２）介護扶助の給付手続の効率化等 


○ 介護扶助の給付手続（介護券）について、現行の運用の中で、必要性が乏しく非


効率な取扱いや様式等がないか精査の上、有効期間・頻度をはじめ必要な見直しに


ついて、引き続き検討を進める必要がある。 


 


〇 介護保険制度における介護情報基盤（令和８年度から、システム改修が完了した


自治体から順次運用を開始）に関し、介護扶助に係る手続の取扱いについては、介


護情報基盤の運用状況等も踏まえつつ、介護情報基盤への接続により効率化される


業務内容、福祉事務所で生じ得るシステム改修等や事務コスト等の論点・課題等に
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ついて、引き続き検討・整理を進める必要がある。 


 


（３）健康・医療データの利活用等 


○ NDB 等の健康・医療データについて、福祉事務所における被保護者健康管理支援


事業の事業企画等や、「都道府県による市町村支援」の枠組みを実効的なものとする


観点から、更なる有効活用を進めていくことが重要である。 


このため、NDB について、生活保護受給者の健康診査や保健指導に係る情報の登


録を推進するとともに、NDB 等を活用した「データ分析支援ツール」について、格


納データや分析機能の充実、都道府県を対象としたデータ分析に係る研修の実施等


を進め、効果的な活用を一層促進することが適当である。併せて、NDB 等を活用し、


国レベルで、施策の実施状況の確認や効果検証等を進めていくことが適当である。 


 


○ 福祉事務所が管理する健康・医療データ（医療扶助レセプト、健診・保健指導情


報等）や、指導・介入状況等の情報については、被保護者健康管理支援事業や医薬


品の適正使用・適正受診の取組において、例えば対象者の抽出や取組の進捗管理・


効果評価、医療機関等における投薬・診療状況の確認・把握等の観点で、更なる利


活用を進めていくことが重要である。 


このため、健康・医療データ等を効率的・効果的に活用するための具体的方策


（例：生活保護システムのさらなる有効活用やこれを補完する外部委託の活用、国


におけるツール・データベースの開発等）について、福祉事務所の業務負荷や運用


コスト、地域ごとの柔軟な対応の可能性等にも留意しつつ、引き続き検討を進める


必要がある。  
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４．実施体制の構築・強化  


 


【議論の整理】 


○ 医療扶助・健康管理支援に関する効果的な取組の実施に当たっては、「１．効果


的な健康管理支援」や「２．医薬品の適正使用や適正受診に向けた取組等」におい


て記載のとおり、個々の具体的な取組における庁内の関係部門や地域の関係機関等


との連携が重要である。 


 


〇 併せて、医療扶助・健康管理支援に関する取組全体を通じて、例えば、庁内の保


健医療福祉専門職との協働、都道府県による市町村支援の取組や他の市町村との情


報共有・意見交換、地域の医療関係者・医療機関等との「顔の見える関係」の構築


など、様々なつながり・関係性を構築しておく視点も重要である。 


 


（１）保健師等の専門職との協働 


〇 医療扶助・健康管理支援に関する取組においては、生活保護受給者の生活面を把


握するケースワーカー等と、医療・健康面の専門的な知識を有する保健師等の専門


職との協働が重要である。このため、以下の対応を進めることが適当である。 


 


 ① 専門職の関わりを推進するための環境整備 


  医療扶助・健康管理支援に関する効果的な取組の実施に当たっては、医療・健


康の側面と生活の両面からのアプローチが重要であり、庁内の保健師等の専門職


が、より積極的に関わることができるような環境を整えていく必要がある。 


  例えば、生活保護世帯が抱える課題は多様であるところ、保健活動の組織横断


的な総合調整・推進を担う「統括保健師」が、各部署に配置されている保健師の


活動の全容を把握し、地域全体の健康課題の明確化や保健活動の優先度を判断す


る中で、医療扶助・健康管理支援に関する取組についても庁内の保健師等の協働


体制を構築し、組織外関係者とのネットワークも含めて、フォローすることが考


えられる。 


  国においては、統括保健師に対する生活保護分野の課題や取組等の普及啓発や、


生活保護分野に関わる保健師等の専門職同士が課題・困難や工夫・成果等につい


て共有する場の設定を進めていく。併せて、生活保護受給者の健康支援に必要な


保健師の配置に資する取組を検討する。 


 


② ケースワーカー等への健康等に関する知識・理解の普及 


  医療扶助・健康管理支援を担当する事務職員やケースワーカーにおいて、専門


職との円滑な協働や、専門職への円滑なつなぎを促進する観点から、「自立」を目
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指す上で必要となる健康・生活管理に関する知識・理解などを深めるため、国に


おいて、例えば、各自治体の取組内容や課題を共有する場・仕組みの設定や、短


時間で閲覧可能な動画・資料の作成など、必要な取組を実施する。 


 


（２）「都道府県による市町村支援」の推進 


〇 医療扶助・健康管理支援に関しては、令和７年度から「都道府県による市町村支


援」が施行されている。これは、都道府県において、広域的な観点から管内市町村


の状況について把握・分析等を実施し、当該都道府県としての目標の設定や市町村


に対する助言・支援を行う枠組みであり、法律上は「努力義務」であるものの、今


後、全ての都道府県において、市町村の状況・課題を踏まえた効果的な取組が実施


されることが望まれる。このため、以下の対応を進めることが適当である。 


 


① 国による都道府県支援の強化 


  全ての都道府県において、まずはデータ分析や課題把握に向けた市町村とのコ


ミュニケーション等が着実に進められるよう、先行して取り組んでいる都道府県


の事例の共有や、都道府県向けの研修を実施する。 


 


② 市町村支援に係るガイドラインの充実 


  市町村支援に係るガイドライン13。について、医療保険分野における都道府県等


による市町村支援の状況等も参考にしつつ、都道府県において具体的な取組内容


がイメージしやすくなるよう充実を図る。例えば、都道府県が設定する目標とし


て、アウトカム指標やアウトプット指標（例：健診受診率。等）のほか、ストラク


チャー指標やプロセス指標（例：市町村との意見交換の実施数。等）を追加するこ


と、市町村に対する支援（研修会の開催、アドバイザー派遣、専門職確保に資す


る支援、市町村をまたいだ取組の実施・調整など）について、想定される取組内


容や準備・調整方法を具体的に提示すること等が考えられる。 


 


（３）医療関係者・医療機関等との関係構築 


〇 医療扶助・健康管理支援に関する取組の推進に当たっては、医療関係者・医療機


関等において、医療扶助等に関する課題や取組等について理解が深められることが


重要である。このため、国において、関係団体の協力も得ながら、医療扶助等に関


する課題や各種施策について地域の医療関係者等と認識共有を図る取組を検討する


とともに、各地域でも「医療機関等との顔の見える関係づくり」の取組が広がるよ


う、具体的な取組事例を収集・共有することが適当である。  


 
13 都道府県による医療扶助及び被保護者健康管理支援事業に関する市町村支援のためのガイドライン（令和７年３月 31 日厚生労働省


社会・援護局長通知） 
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医療扶助・健康管理支援等に関する検討会 


開催経過 


 


 


 開催日 議題等 


第 1回 令和７年 10 月２日 
医療扶助・健康管理支援等に関する現状と課


題について 


第２回 令和７年 10 月 30 日 
医療扶助・健康管理支援等に関する諸課題に


ついて 


第３回 令和７年 11 月 17 日 
医療扶助・健康管理支援等に関する議論の整


理について 


第４回 令和７年 12 月 11 日 中間的な整理（案）について 
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     事 務 連 絡                                                       

令和８年３月６日  

 

 公益社団法人 日本薬剤師会 御中 

 

                厚生労働省社会・援護局保護課保護事業室 

 

 

「生活保護の医療扶助における医薬品の適正使用の推進について」 

の全部改正について 

 

 

生活保護法（昭和 25年法律第 144号）による医療扶助の実施につきましては、

平素より格段の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

生活保護受給者については、高齢化が進行するとともに、他制度と比べ、外来

受診者の１人当たり薬剤数が多く、重複投薬の割合も高い傾向にあります。 

こうした中、医薬品の適正使用の推進に向け、貴会にもご参画を賜っておりま

す「医療扶助・健康管理支援等に関する検討会」の「中間的な整理」（令和７年

12月 17日取りまとめ）を踏まえ、別添のとおり関係通知を発出しました。 

医薬品の適正使用の取組は、専門的な知識・判断を要するものであることは言

うまでもなく、医療現場の皆様のご対応が大変重要であると考えております。 

ご多忙の折、大変お手数ではございますが、別添通知の趣旨を御高配の上、貴

会会員の皆様に対して周知いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

【送付資料】 

○概要資料 

○「『生活保護の医療扶助における医薬品の適正使用の推進について』の全部改

正について」（令和８年３月６日付け社援保発 0306 第１号厚生労働省社会・

援護局保護課長通知。以下「改正通知」という。） 

○参考資料１「『生活保護法による医療扶助運営要領について』の一部改正につ

いて」（令和８年３月６日付け社援発 0306 第３号厚生労働省社会・援護局長

通知。以下「改正要領」という。） 

○参考資料２「指定医療機関医療担当規程の一部を改正する件」（令和８年厚生

労働省告示第 79号。以下「改正規程」という。） 

 

 

【薬局等における電子処方箋管理サービス・お薬手帳の活用】 
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○ 令和８年４月から、被保護者について、改正要領により、受診時と薬局利用

時に、お薬手帳（１冊限定）の持参を原則とするとともに、医療機関・薬局に

ついて、改正規程により、医療扶助の給付に当たっては、電子処方箋管理サー

ビス又はお薬手帳を活用して服薬状況等を確認することとしています。 

※ 詳細は、概要資料１枚目と、改正通知の「２ 医療機関・薬局における電子処方箋管

理サービス・お薬手帳の活用」をご覧ください。 

○ 貴会におかれましては、地域の薬剤師会及び薬局の皆様に、以下の点につい

て周知をお願いします。 

・ 来局された患者について、服薬状況等の確認に当たり、電子処方箋管理サ

ービスの薬剤情報又はお薬手帳の活用をお願いします。 

・ お薬手帳を持参しない患者には、必要な調剤を実施しつつ、適切な調剤に

はお薬手帳の持参が必要である旨の指導をお願いします。また、指導しても

改善しない場合には福祉事務所へのご連絡をお願いします。 

 

 

【福祉事務所による重複・多剤投与対策】 

○ 令和８年度から、福祉事務所において、特に薬物有害事象のリスクが高い

「重複・多剤投与者」を確認の上、患者本人に対し、薬局に薬剤一覧を持参・

相談するよう指導することとしています。 

※ 詳細は、概要資料２枚目と、改正通知の「３ 福祉事務所による重複・多剤投与対策」

をご覧ください。 

○ 改正通知の内容（対象者の選定方法、対応方法等）は、貴会と弊省との協議

を経た内容としております。全国的な取組として広げられるよう、地域の薬剤

師会及び薬局の皆様に、以下の点について周知をお願いします。なお、対応結

果については、国において集計後、貴会とも共有させていただきます。 

・ 地域の薬剤師会の皆様におかれましては、福祉事務所から取組の実施（対

象者の選定方法、対応方法等）について相談があった際には、専門的な見地

からのご助言など、ご協力をお願いします。併せて、地域の薬局の皆様への

周知・協力依頼につき、ご協力をお願いします。 

・ 薬局の皆様におかれましては、薬剤一覧を持参した患者が来局した際には、

薬剤師による専門的な対応（服薬状況等の確認、患者に対する服薬管理方法

の見直しに向けた助言・指導、処方医に対する処方内容に関する疑義照会や

相談等）を行っていただきますようお願いします。併せて、対応結果につい

て、福祉事務所にご共有いただきますようお願いします。 

 

 

 

【照会先】 

 厚生労働省 社会・援護局  

保護課 保護事業室 医療係 

 担当：今井、松澤 

 TEL:03-5253-1111 内線 2829 

MAIL:hogo-iryou@mhlw.go.jp 
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     社援保発 0306第１号                                                      

令和８年３月６日 

 

 

  都道府県 

  市区町村 

 

 

                    厚生労働省社会・援護局保護課長 

                    （ 公 印 省 略 ） 

 

 

「生活保護の医療扶助における医薬品の適正使用の推進について」 

の全部改正について 

 

 

生活保護の医療扶助における医薬品の使用については、「生活保護の医療扶助

における医薬品の適正使用の推進について」（令和５年３月 14 日社援保発 0314

第１号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）により、医薬品の適正な使用の推

進についてお願いしているところである。 

今般、「医療扶助・健康管理支援等に関する検討会」の「中間的な整理」（令和

７年 12月 17日取りまとめ）において、 

・ 医療現場における医薬品の適正使用に向けた取組を推進することが適当と

されたこと 

・ 福祉事務所による重複・多剤投与対策について、福祉事務所の実施体制（マ

ンパワー、専門性等）に留意の上、薬学的リスクに応じた段階的なアプローチ

を推進することが適当とされたこと 

等を踏まえ、本通知を下記のとおり改め、令和８年４月１日から適用することと

したので、御了知の上、その取扱いに遺漏のなきを期されたい。 

なお、本通知の施行をもって、「医療扶助における向精神薬の重複処方の適正

化に係る取組の徹底について（依頼）」（令和４年 12 月９日社援保発 1209 第１

号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）については廃止する。 

 

 

 

記 

 

 

各      民生主管部（局）長  殿 
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１ 趣旨・目的 

（１）趣旨 

医薬品は、病気やけがを治療するなどの効果・効能がある一方、副作用と

いうリスクを併せ持つものであり、特に高齢者においては、複数の併存疾患

を治療するために医薬品を多数服用することによって、多剤服用による害を

生じる「ポリファーマシー」に陥りやすい。 

被保護者に関しては、薬局利用者１人当たり医薬品種類数について、市町

村国保や後期高齢者医療制度に比べて、全ての年齢階級で医療扶助の方が多

く、特に 50歳台～70歳台では概ね２種類以上多い状況にあり、重複投薬に

ついても、市町村国保等に比べてやや割合が高い状況にある。 

このため、被保護者に対する支援の充実と適正な保護の実施の確保に向け

て、生活保護法（昭和 25年法律第 144号。以下「法」という。）に規定する

指定医療機関である病院若しくは診療所又は薬局（以下「医療機関・薬局」

という。）の医師、歯科医師又は薬剤師（以下「医師等」という。）をはじめ

とする地域の医療関係者と福祉事務所の連携の下、医薬品の適正使用の推進

体制を構築するとともに、効率的・効果的な対策を講じていく必要がある。 

 

（２）目的 

まずは、医療現場において、患者が医療機関を受診し、又は薬局を利用す

る段階で、併用禁忌薬の投薬防止や重複投薬の確認等をはじめ、医薬品の適

正使用に向けた医学的・薬学的な対応が効率的・効果的に実施されることが

重要であり、こうした対応が確実に実施されるような環境を整えていくため、

必要な取組を優先的に進める。【２関係】 

併せて、福祉事務所においては、医療扶助における外来患者について、重

複投薬や複数種類の医薬品の投与がみられる者（以下「重複・多剤投与者」

という。）を確認の上、医師等の医療関係者による医学的・薬学的な対応に

つなげていくことも重要であり、こうした連携に必要な取組も進める。【３

関係】 

 

２ 医療機関・薬局における電子処方箋管理サービス・お薬手帳の活用 

（１）概要 

被保護者について、医療機関を受診し、又は薬局を利用する際には、お薬

手帳（患者の薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳

をいう（１冊の手帳で管理するものに限る）。いわゆる「電子版お薬手帳」

を含む。以下同じ。）を持参し、医師等の求めに応じて提示することを原則

とすること。【「生活保護法による医療扶助運営要領について」（昭和 36年９

月 30日付け社発第 727号厚生省社会局長通知）】 

医師等は、医療保険と医療扶助のいずれの給付に関しても、診察時及び調
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剤時に、患者の服薬状況及び薬剤服用歴（以下「服薬状況等」という。）を確

認しなければならないこととされている。その上で、薬局における電子処方

箋システムの普及状況や、被保護者についてお薬手帳の持参を原則とする取

扱いを踏まえ、医療扶助の給付に当たっては、問診等や薬局で保有している

当該被保護者の薬剤服用歴の記録による確認に加えて、電子処方箋管理サー

ビスの薬剤情報又は被保護者が持参するお薬手帳を活用して、服薬状況等の

確認を行うこととすること【指定医療機関医療担当規程（昭和 25 年厚生省

告示第 222号）】。 

 

（２）福祉事務所における対応 

① 被保護者に対する周知 

福祉事務所は、被保護者に対して、現に医療扶助が適用されているか否

かにかかわらず、周知用リーフレットの送付や、家庭訪問の際に改めて説

明する等により、医療機関を受診し、又は薬局を利用する際には、お薬手

帳を持参し、医師等の求めに応じて提示することが原則とされたことにつ

いて周知徹底を図ること。 

その際、お薬手帳の持参に係る意義について、以下の点を重視した説明

を行うこと。 

・ 医療機関・薬局において服薬状況等の確認が可能となることで、薬物

有害事象のリスク低減（併用禁忌の薬剤の服用や重複投薬による薬剤の

過量服用の防止等）につながる点 

・ 被保護者自身が服用している医薬品の把握・理解を通じて安全で有効

な薬物療法が可能となる点 

 

② お薬手帳を持参しない者に対する指導等 

（３）②において、医療機関・薬局からお薬手帳を持参しない被保護者

に関する連絡を受けた場合には、その都度、当該被保護者に対して、①の

内容について改めて説明する等、必要な指導を行うこと。 

特に、複数の医療機関を受診している者に関しては、医療機関・薬局に

おいて適切な医学的管理・薬学的管理が実施されていないおそれがあるこ

とから、３（２）の重点対応対象者に該当する場合には、優先順位を上げ

て対応すること。 

国において、被保護者のお薬手帳の持参割合（薬局利用時）に係るデー

タについて、福祉事務所別に集計し、情報提供することとしており、当該

データも参考に、医療機関・薬局と連携しつつ、お薬手帳の持参率向上に

努めること。 

 

③ その他 
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・ 薬局における薬学的管理・指導を効果的に実施する観点から、地域の

関係機関とも連携しつつ、被保護者が複数薬局を利用している場合に可

能な限り一箇所の薬局に整理する取組や、「かかりつけ薬剤師・薬局」を

決めておく取組等も有効である。こうした取組を効果的に実施されてい

る福祉事務所においては、引き続き当該取組を継続されたいこと。 

・ なお、調剤報酬点数表上、薬局において調剤時に算定される「服薬管

理指導料」について、お薬手帳を持参する場合（過去３ヶ月以内に利用

した薬局を再度利用する場合に限る。）は、これ以外の場合に比べて低

い点数が設定されている。患者の適切な薬学的管理の観点はもとより、

医療扶助の適正な実施の観点からも、お薬手帳を持参することに加え、

利用する薬局を固定することについても指導すること。 

 

（３）医療機関・薬局における対応 

① 電子処方箋管理サービスの活用 

ア 電子処方箋管理サービスの薬剤情報の閲覧 

電子処方箋管理サービスの活用が可能な医療機関・薬局の医師等にあ

っては、「電子処方箋管理サービスの運用について」（令和４年 10 月 28

日付け薬生発 1028 第１号医政発 1028 第１号保発 1028 第１号厚生労働

省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。以下「連名通知」と

いう。）に示す運用プロセスに基づき、薬剤情報（処方・調剤情報）の閲

覧を通じて、服薬状況等の確認を行うこと。 

なお、当該薬剤情報の閲覧は、医療機関・薬局において医療扶助のオ

ンライン資格確認及び電子処方箋システムを導入するとともに、来院・

来局した患者がマイナンバーカードによるオンライン資格確認を実施

し、かつ、薬剤情報の閲覧について同意が得られる場合に可能となるも

のであること。 

また、被保護者に対し、他の公費負担医療制度の給付において薬剤が

処方・調剤されている場合、電子処方箋管理サービスには当該薬剤に係

る薬剤情報は登録されていない。このため、他の公費負担医療制度の給

付を受けていることを把握した場合、②の「お薬手帳の活用」を行うこ

と。 

 

イ 電子処方箋管理サービスへの薬剤情報の登録と重複投薬等チェック

の実施 

電子処方箋管理サービスの活用が可能な医療機関・薬局においては、

アによる薬剤情報の閲覧の可否にかかわらず、連名通知に示す運用プロ

セスに基づき、原則として、全ての処方・調剤につき、電子処方箋管理

サービスへの薬剤情報の登録を速やかに行うとともに、重複投薬等チェ
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ック（重複投薬又は併用禁忌の有無の確認）を行うこと。 

なお、当該医療機関・薬局において医療扶助のオンライン資格確認を

導入しておらず、電子的に公費負担者番号及び受給者番号が連携されな

い場合、又は被保護者が医療扶助未委託の医療機関・薬局を受診等した

場合も、医療券又は調剤券の券面に記載された公費負担者番号及び受給

者番号、又は福祉事務所への状況確認により把握された公費負担者番号

及び受給者番号を利用することにより、電子処方箋管理サービスへの薬

剤情報の登録と重複投薬等チェックの実施が可能であるため、適切に対

応すること。 

 

② お薬手帳の活用 

①のアによる「薬剤情報の閲覧」を行うことができない場合にあっては、

以下のとおり対応すること。 

・ 被保護者に対し、お薬手帳の持参状況を確認するとともに、持参され

たお薬手帳を活用して、服薬状況等の確認を行うこと。 

・ お薬手帳を持参していない場合、必要な処方・調剤は実施しつつ、次

回の受診時等には持参するよう指導すること。福祉事務所においても、

（２）①及び②に記載のとおり、薬物有害事象のリスク低減（併用禁忌

の薬剤の服用や重複投薬による薬剤の過量服用の防止等）に向け、お薬

手帳の持参が重要である旨を説明しつつ周知・指導を実施するものの、

こうした内容は、医療専門職である医師等による説明・指導が効果的で

あるため、積極的な指導をお願いしたいこと。 

中でも、問診等において、他の医療機関・薬局を継続的に受診等して

いることを把握した者など、処方・調剤に当たり服薬状況等を確認する

必要性が高いと考えられる者に関しては、次回の受診時等にはお薬手帳

の提示等が無い場合は適切な処方・調剤を実施することが困難である旨

を伝達するなど、特に懇切丁寧な指導をお願いしたいこと。 

・ 医師等が指導したにも関わらずお薬手帳を持参しない被保護者、服薬

状況等を確認する必要性が高いにもかかわらずお薬手帳を持参してい

ない被保護者等については、医療機関においては、当該被保護者に係る

医療要否意見書の「福祉事務所への連絡事項」欄にその旨を記載する等

の方法により、薬局においては、その都度、架電等の方法により、福祉

事務所に連絡をすること。 

 

③ その他 

個別指導の対象となる医療機関・薬局については、重複投薬の状況等を

含め、医療機関・薬局の特徴を総合的に勘案して選定を行うこととしてい

る【医療扶助運営要領】。被保護者がお薬手帳を持参しておらず服薬状況
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等の確認が十分にできなかった場合は、その旨を診療録又は調剤録に記載

しておくなど、個別指導の際に説明できるようにしておくこと。 

 

３ 福祉事務所による重複・多剤投与対策 

（１）概要 

福祉事務所において、生活保護等版レセプト管理システムを活用するなど

して、重複・多剤投与者を確認の上、医薬品の適正使用に向け、医師等の医

療関係者による医学的・薬学的な対応（服薬に関する相談対応、患者に対す

る服薬管理方法の見直しに向けた助言・指導、処方内容の調整等）につなげ

ること。 

その際、福祉事務所における実施体制を踏まえ、薬学的リスクを勘案の上、

対応に係る優先順位を付けつつ対応を進めること。 

なお、多剤投与対策の対象者を選定するためのスクリーニングは一律の基

準を用いて行うが、複数種類の医薬品の投与の適否については一概に判断で

きないため、一律に一定種類以上の医薬品の投与を是正することを目的とし

た取組は適当ではないことに留意が必要であること。 

 

（２）重点的な対応 

① 重点対応対象者の選定 

福祉事務所においては、生活保護等版レセプト管理システムを活用し、

診療報酬明細書（以下「レセプト」という。）から、以下の抽出基準及び優

先順位付けに係る基準を踏まえて、重点対応対象者を選定すること。当該

選定は、１年のうち２月以上実施すること。 

 

【抽出基準】 

以下のいずれかに該当する者（ただし、施設入所者及び薬剤師による訪

問薬剤管理指導・居宅療養管理指導の利用者を除く。） 

ア 重複投薬者 

 同一月内に同一成分の医薬品を２つ以上の医療機関から処方されて

いる者 

イ 多剤投与者 

 同一月内に 15種類以上の医薬品の投与を受けており、かつ、２つ以上

の医療機関を受診している者 

 

【優先順位付けに係る基準】 

上記の抽出基準の該当者が多数となり、②の「対応方法」を実施するこ

とが困難な場合、当該該当者のうち、以下に該当する者を優先して「重点

対応対象者」として選定すること。 
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ア 以下のいずれかに該当する者を優先すること。 

・ 重複投薬者又は多剤投与者に該当する者のうち、お薬手帳を持参し

ていないことが明らかな者（２（３）②において、医療機関・薬局か

らお薬手帳を持参しない被保護者として連絡を受けた者など。なお、

本基準の該当者が多数の場合、オンライン資格確認に係るマイナンバ

ーカードの利用登録も行っていない者を優先すること。） 

・ 重複投薬者のうち、同一成分の向精神薬を２つ以上の医療機関から

処方されている者 

イ アにかかわらず、生活保護等版レセプト管理システムの抽出機能や、

レセプト分析に係る外部委託の活用により、併用禁忌・併用注意・慎重

投与に当たる薬剤を処方されている者など、薬学的リスクが高い者を抽

出可能な福祉事務所においては、当該者を優先して差し支えない。 

 

② 対応方法 

福祉事務所においては、①で選定した重点対応対象者について、以下の

とおり対応を行うこと。 

ア 重点対応対象者に対する対面指導 

重点対応対象者との対面の機会を確保の上、以下の指導を行うこと。

なお、「対面の機会」に関しては、ケースワーカーによる家庭訪問、福祉

事務所への来所時など、様々な機会を活用して差し支えない。 

・ ２（２）①の周知用リーフレットを手交の上、その内容について改

めて説明・指導すること。 

・ 生活保護等版レセプト管理システムを活用するなどして作成した処

方・投与された薬剤の一覧表（以下「薬剤一覧」という。）を手交の上、

次回の薬局利用時に当該薬剤一覧を持参し、薬剤師による専門的な対

応（服薬状況等の確認、患者に対する服薬管理方法の見直しに向けた

助言・指導、処方医に対する処方内容に関する疑義照会や相談等）を

求めるよう説明・指導すること。 

なお、薬剤一覧については、重点対応対象者が薬局に持参するだけ

で、薬局において必要な対応が行われ、対応状況が福祉事務所に共有

されるよう、福祉事務所名及び薬局に対する依頼内容を付記しておく

こと。【参考様式：別紙１】 

 

イ 薬局への同行支援 

重点対応対象者がアの対面指導に従わない場合、本人が薬局を利用す

る際に同行するとともに、薬局関係者と円滑なやりとり（薬剤一覧の手

交や薬剤師とのやりとり等）を行うことができるよう支援すること。 

なお、以下のような対応も考えられること。 

11



・ 重点対応対象者本人に同意を得た上で、薬局に対し、次回の来局時

に薬剤一覧を活用した専門的な対応を行うよう依頼するとともに、薬

剤一覧を送付すること。 

・ 薬剤師による訪問薬剤管理指導・居宅療養管理指導の利用に向け、

本人やケアマネージャーと相談・調整すること。 

 

（３）文書を活用した対応 

① 文書対応対象者の選定 

福祉事務所においては、生活保護等版レセプト管理システムを活用し、

レセプトから、以下の抽出基準及び優先順位付けに係る基準を踏まえて、

文書対応対象者を選定すること。当該選定は、１年のうち１回以上実施す

ること。 

 

【抽出基準】 

以下のいずれかに該当する者（施設入所者及び薬剤師による訪問薬剤管

理指導・居宅療養管理指導の利用者を除く。） 

ア 重複投薬者 

 同一月内に同一成分の医薬品を２つ以上の医療機関から処方されて

いる者 

イ 多剤投与者 

 同一月内に６種類以上の医薬品の投与を受けており、かつ、２つ以上

の医療機関を受診している者 

 

【優先順位付けに係る推奨基準】 

上記の抽出基準の該当者が多数となり、②の「対応方法」を実施するこ

とが困難な場合、当該該当者のうち、以下に掲げる基準を参考に優先順位

付けを行い、「文書対応対象者」として選定すること。 

・ 65歳以上の者を優先すること（第４期医療費適正化計画を踏まえた対

応）。 

・ 同一月内に９種類以上の医薬品の投与を受けている者を優先すること

（第４期医療費適正化計画における適正化効果額の推計基準（必ずしも

必要のない医薬品が処方されている可能性が高くなるという知見等を

踏まえて設定）を踏まえた対応）。 

・ 生活保護等版レセプト管理システムの抽出機能や、レセプト分析に係

る外部委託の活用を通じて、以下に掲げる対応を行うこと。 

◆ 併用禁忌・併用注意・慎重投与に当たる薬剤を処方されている者な

ど、薬学的リスクが高い者を優先 

◆ 服薬管理指導料において「お薬手帳持参無し」に係る区分を算定し
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ている者を優先 

◆ かかりつけ薬剤師に係る評価を算定している者を除外 

 

② 対応方法 

福祉事務所においては、①で選定した文書対応対象者について、次回の

薬局利用時に薬剤師による専門的な対応（服薬状況等の確認、患者に対す

る服薬管理方法の見直しに向けた助言・指導、処方医に対する処方内容に

関する疑義照会や相談等）を求めるよう促す観点から、薬剤一覧を郵送し、

又は対面の機会に手交すること。 

なお、薬剤一覧には、文書対応対象者が薬局に持参するだけで、薬局に

おいて必要な対応が行われ、対応状況が福祉事務所に共有されるよう、福

祉事務所名及び薬局に対する依頼内容を付記しておくこと【参考様式：別

紙１】。また、「対面の機会」に関しては、ケースワーカーによる家庭訪問、

福祉事務所への来所時など、様々な機会を活用して差し支えない。 

 

（４）実施体制等 

① 福祉事務所内の体制 

福祉事務所においては、重点対応対象者及び文書対応対象者の選定に係

る基準、重点的な対応及び文書を活用した対応に係る対応方法など、対応

フローについて嘱託医とあらかじめ協議し、可能な限り文書化しておくこ

と【参考様式：別紙２】。 

なお、（２）及び（３）の内容については、厚生労働省において日本薬剤

師会と協議を行うとともに、日本薬剤師会から都道府県薬剤師会をはじめ

地域薬剤師会に対する周知を依頼しているところである。このため、当該

内容に沿って薬局への相談勧奨を行う場合、個々の被保護者に係る対応方

針（対象者とするか否か、対応方法等）について、嘱託医への協議は要し

ない。 

 

② 地域薬剤師会等との連携 

重点対応対象者及び文書対応対象者の選定に係る基準、重点的な対応及

び文書を活用した対応に係る対応方法など、対応フローについて地域の医

師会・薬剤師会等とあらかじめ協議しておくことが望ましいこと。特に、

重点的な対応及び文書を活用した対応について、まずは薬剤師による専門

的な対応につなぐことが重要であり、地域の薬剤師会と緊密に連携するこ

とが重要であること。 

 

③ 実績報告 

ア 本庁への報告 
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福祉事務所長は、前年度に実施した重複・多剤投与対策の実績（対象

者数、対応者数、対応による改善状況等）について、別紙３により毎年

６月末日までに本庁あて報告すること。 

 

イ 厚生労働省への報告 

本庁は、アの結果を取りまとめ、別紙４により毎年７月末日までに厚

生労働省社会・援護局保護課保護事業室あて報告すること。 

 

４ 向精神薬の重複投薬に係る留意点 

重複投薬の中でも向精神薬に関しては、これまでも被保護者が複数の医療機

関から大量の向精神薬の処方を受け、それらを転売目的で所持していた事案が

発生しており、各福祉事務所において、主治医等の協力も得ながら厳正に対応

されているところである。 

今般、３において記載のとおり、これまで「医療扶助における向精神薬の重

複処方の適正化に係る取組の徹底について（依頼）」（令和４年 12 月９日付け

社援保発 1209 第１号厚生労働省社会・援護局保護課長通知。以下「令和４年

通知」という。）において示してきた向精神薬に係る重複投薬対策と向精神薬

以外の医薬品に係る重複投薬対策を一体的に進めていくこととするが、従来の

経緯を踏まえれば、向精神薬に係る重複投薬に関しては一層厳正な対応が必要

であるため、以下の点に留意すること。 

 

（１）３（２）②の「重点的な対応」に当たり、特に、処方されている向精神薬

の総量や頻度が顕著に多い等の状況が確認された場合は、転売等の犯罪行

為に繋がり得ることも踏まえ、速やかに対応を進めること。また、「重点的

な対応」を契機とした薬局の薬剤師による専門的な対応（服薬状況等の確認、

患者に対する服薬管理方法の見直しに向けた助言・指導、処方医に対する処

方内容に関する疑義照会や相談等）の状況を踏まえ、必要に応じて、福祉事

務所から主治医等に対し、直接、向精神薬の重複投薬に係る注意喚起を行う

こと。 

 

（２）（１）の対応を行った上で、それでもなお不適切な向精神薬の重複投薬が

改善されない場合は、令和４年通知で示していたとおり、必要に応じ、法第

28条の規定に基づく検診命令等を行った上で、法第 27条第１項に基づく指

導若しくは指示を行うこと。なお、これに従わない場合には、福祉事務所は

所定の手続を経た上で、法第 62条第３項に基づき保護の変更、停止又は廃

止の処分を検討すること。 

 

（３）令和４年通知で示していたとおり、「生活保護法の医療扶助における向精

14



神薬の重複処方の適正化等について」（平成 28 年３月 31 日付け社援保発

0331第 12号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）に基づき、医療扶助に

おいて向精神薬を処方されている者について、精神通院医療の支給決定の

有無や、精神通院医療における向精神薬の処方状況を確認し、不適切な処方

であったことが判明した場合は、適正受診指導を行う対応を徹底すること。 

 

５ その他 

（１）福祉事務所における取組状況等の確認と助言 

本庁は、福祉事務所に対する生活保護法施行事務監査の機会を活用し、又

は「都道府県による市町村支援」の取組の一環として、福祉事務所における

本通知に基づく取組の状況や課題について確認するとともに、管内の他の福

祉事務所における取組状況を紹介するなど必要な助言を行うこと。 

 

（２）国庫補助金の活用 

生活保護適正実施推進事業に係る国庫補助金では、本通知に基づく取組に

必要な人件費、需用費（印刷製本費）、委託費等を補助対象としていること。 

 

（３）その他 

・ 「３ 福祉事務所による重複・多剤投与対策」のうち「（３）文書を活用

した対応」に関しては、生活保護等版レセプト管理システムの標準化等に

係る対応状況や外部委託に係る準備の必要性等を踏まえ、令和８年度の対

応は任意とし、令和８年度の対応が困難な福祉事務所においては、令和９

年度以降の対応に向けて検討・準備を進めること。 

・ ケースワーカーによる家庭訪問や、訪問看護・訪問介護等の従事者によ

る訪問の際に「残薬」が確認された者について、有効期限内の薬剤の有効

活用や適切な服薬管理指導等の観点から、薬剤師による専門的な対応（服

薬状況等の確認、患者に対する服薬管理方法の見直しに向けた助言・指導、

処方医に対する処方内容に関する疑義照会や相談等）につなぐ優先順位は

高い。このため、令和８年中を目途に、国において、残薬が確認された場

合の対応方法等を整理・周知する予定としていること。 
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薬 局 の 皆 さ ま へ

本お知らせを持参された患者様は、別紙の薬剤一覧のとおり、複数の医療機関においてお薬が処

方されており、飲み合わせや重複のリスクが高い方です。

患者様が医薬品を適正に使用できるよう、服薬状況等についてご確認いただき、必要に応じて、

処方医に処方内容に係る照会・相談をいただきますようお願いします。

また、ご対応いただいた結果を、裏面に記載いただき、郵送・ＦＡＸにて返却をお願いします。

（表面）

このお知らせは、飲んでいるお薬が多い方や似たお薬をいくつも受け取ってい

る方にお渡ししています。お薬が多くなるほど副作用が出やすくなるなど、お体

に負担がかかる場合があります。

いつもの薬局にこのお知ら

せとお薬一覧をもっていく

しやっきょく

薬剤師に確認してもらう
かくにん

お薬のことで気になることが
あれば薬剤師に相談する

このお知らせを薬剤師に渡して

相談してください

飲むお薬が多くなると体に負担がかかる場合があります

し や く ざ い し

そうだん

くすり おお からだ ふたん ばあい

同封のお薬一覧と、この

お知らせをもって、お薬

をもらっている薬局に

いってください。

薬剤師にこのお知らせと

お薬の一覧を渡して、お

薬について相談しましょ

う。

どうふう

いちらん

気になることをチェックしましょう

□薬の効果 □薬の副作用 □薬の飲み合わせ

□市販品・サプリメント □薬が多いこと □その他（ ） □特になし

こ う か ふ く さ よ う

し は ん ひ ん

このお知らせを受け取った方へ
し う と かた

の

1

２

３

き

（別紙１ ）

わ た
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服 薬 管 理 方 法 に 関 す る 指 導 を し ま し た

服 薬 状 況 等 に つ い て 問 題 は あ り ま せ ん

連 絡 先 ：

（裏面）

処方医療機関
（任意 ）

商 品 名

お問い合わせ先

※商品名についてはシールを貼付することでも差し支えありません。

福祉事務所への伝達事項 （ 必 要 が あ る 場 合 の み記 載 を お願 い し ま す ）

□

□

患者氏名：

○○福祉事務所 連絡先：00-0000-0000 （FAX）： 00-0000-0000
住所：

記 入 日 ： 年 月 日

薬剤師名 ：

薬 局 名 ：

処 方 医 に よ り 処 方 内 容 が 変 更 さ れ 、

合 計 （ の べ ） 種 類 の 薬 剤 が 減 少 し ま し た

処方内容が変更され、減少した薬剤の種類数を記入ください。
減少した薬剤（商品名）について、以下に記載ください。なお、薬局独自の
報告様式がある場合、その様式を活用いただいて差し支えありません。

当てはまるものにチェックをお願いします

□

こちらの面を、薬局において記載 いただき

郵送・ＦＡＸにて福祉事務所に返却してください。
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別添として、

生活保護等版レセプト管理システ

ムを活用するなどして作成した、

当該者の処方･投与された薬剤の

一覧表を添付

18



＜重点的な対応＞
対応フロー（標準的な内容）

（別紙２）

○福祉事務所における「重点対応対象者」の選定

①レセプト管理システムで以下の条件に該当する者を抽出

＜重複投薬者＞
同一月内・同一成分・複数医療機関

②優先順位付けを実施

・お薬手帳を持参していないことが明らかな者
（医療機関・薬局から不持参の連絡があった者等）

照会
・
相談

＜多剤投与者＞
同一月内・15種類以上・複数医療機関

○福祉事務所において「重点対応対象者」に「対面指導」を実施

・「薬剤一覧」を手交し、薬局を利用する際に「薬剤一覧」を持参して相談するよう指導
（「薬剤一覧」の印刷内容：薬局への相談勧奨、薬局への依頼内容）

○「重点対応対象者」が薬局を利用する

際に持参する薬剤一覧を確認

○薬剤一覧を踏まえ、薬剤師において
専門的な対応を実施

・服薬状況等の確認

・患者に対して服薬管理方法の見直しに
向けた助言・指導を実施

・必要に応じ、処方医に対して処方内容に
係る疑義照会や相談を実施 等

○薬局から福祉事務所に対して対応状況を共有

○対面指導に従わない者には、以下の対応を実施

・薬局への同行支援
・在宅患者訪問薬剤管理指導料・居宅療養管理指導費（介護扶助が適用されている場合）の利用に向
けた調整

○薬剤師からの照会・相
談を踏まえ、必要に応じ
て処方を変更

○次回の受診時に服薬状
況等に留意して対応

等

【薬局】 【医療機関】

・向精神薬の重複投薬者
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＜文書を活用した対応＞
対応フロー（標準的な内容）

（別紙２）

○福祉事務所における「文書対応対象者」の選定

①レセプト管理システムで以下の条件に該当する者を抽出

＜重複投薬者＞
同一月内・同一成分・複数医療機関

②優先順位付けを実施 ＊以下は推奨基準

・65歳以上の者 ・９種類以上の者
・薬学的リスクが高い者（併用禁忌・併用注意・慎重投与に当たる薬剤を服用 等）
・服薬管理指導料で「お薬手帳持参無し」の区分を算定している者
・かかりつけ薬剤師に係る評価を算定していない者 等

照会
・
相談

＜多剤投与者＞
同一月内・６種類以上・複数医療機関

○福祉事務所において「文書対応対象者」に「薬剤一覧」を郵送・手交

「薬剤一覧」の印刷内容：薬局への相談勧奨、薬局への依頼内容

○「文書対応対象者」が薬局を利用する
際に持参する薬剤一覧を確認

○薬剤一覧を踏まえ、薬剤師において専
門的な対応を実施

・服薬状況等の確認

・患者に対して服薬管理方法の見直しに
向けた助言・指導を実施

・必要に応じ、処方医に対して処方内容に
係る疑義照会や相談を実施 等

○薬局から福祉事務所に対して対応状況を共有

○薬剤師からの照会・相
談を踏まえ、必要に応じ
て処方を変更

○次回の受診時に服薬状
況等に留意して対応

等

【薬局】 【医療機関】
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（福祉事務所）　名

0 0 0 0 0

※1　指導を行う前に指導対象者が入院した場合、治ゆにより指導対象者が通院を終了した場合、指導対象者が保護廃止となった場合等である。

※2　重点対応対象者が薬剤一覧を持参した薬局より報告のあった、改善された者の数・剤数を記載。

0 0 0 0 0 0

※1　文書対応の実施の有無について「×」を選択した場合、以降の項目について記載不要　
※2　指導を行う前に指導対象者が入院した場合、治ゆにより指導対象者が通院を終了した場合、指導対象者が保護廃止となった場合等である。
※3　文書対応対象者が薬剤一覧を持参した薬局より報告のあった、改善された者の数・剤数を記載。

　○○年度　重点対応対象者･文書対応対象者に対する服薬指導結果について

別紙３　

やむを得ない理由※1により指導が実施できない
者
b

指導対象者数
(a-b)

指導実施者数

改善した剤数※2
重点対応対象者

a

うち改善された者※
2

優先順位付けの実施の有無

0

文書対
応対象
者
a

文書対応
の実施の
有無
※1

文書対応対象者

重点対応対象者

○剤以上65歳以上 その他

優先順位付けの実施の有無

やむを得ない理由※2により指導が実施できない
者
b

指導対象者数
(a-b)

指導実施者数

改善した剤数※3うち改善された者※
3

（都道府県・市）　名

0

0

0

0

0

合計 0 0 0 0 0

※1　指導を行う前に指導対象者が入院した場合、治ゆにより指導対象者が通院を終了した場合、指導対象者が保護廃止となった場合等である。

※2　重点対応対象者が薬剤一覧を持参した薬局より報告のあった、改善された者の数・剤数を記載。

0

0

0

0

0

合計 0 0 0 0 0 0

※1　文書対応の実施の有無について「×」を選択した場合、以降の項目について記載不要　
※2　指導を行う前に指導対象者が入院した場合、治ゆにより指導対象者が通院を終了した場合、指導対象者が保護廃止となった場合等である。
※3　文書対応対象者が薬剤一覧を持参した薬局より報告のあった、改善された者の数・剤数を記載。

※行が足りない場合は適宜追加すること

福祉事務所

別紙４　

　○○年度　重点対応対象者･文書対応対象者に対する服薬指導結果について

やむを得ない理由※1により指導が実施できない
者
b

指導対象者数
(a-b)

指導実施者数

改善した剤数※2

うち改善された者※2

重点対応対象者
a

福祉事務所

重点対応対象者

優先順位付けの実施の有無

0

文書対応対象
者
a

文書対応の実
施の有無
※1

文書対応対象者

うち改善された者※3

優先順位付けの実施の有無

65歳以上 ○剤以上 その他

やむを得ない理由※2により指導が実施できない
者
b

指導対象者数
(a-b)

指導実施者数

改善した剤数※3
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【生活保護】医療現場における医薬品の適正使用に向けた対応の強化

生活保護受給者の高齢化が進行。全年齢層でも、他制度と比べ、外来受診者の薬剤数が多く、重複投薬の割合も高い傾向。

薬物有害事象のリスク低減と医療扶助の適正化の観点から、医療現場において、重複投薬や併用禁忌の薬剤投与の防止等に向けて
適切に対応されるよう取組を進める。

生活保護受給者について、医療機関の受診時と薬局の利用時に、お薬手帳（１冊限定）を持参することを原則とする。

医療機関・薬局について、これまでも、診察時・調剤時には、患者の服薬状況等を確認しなければならないこととしているところ、医
療扶助の給付に当たっては、お薬手帳等を活用して当該確認を行うこととする。

＜福祉事務所＞

＜医療機関＞

＜薬局＞

＊将来的には、「電子処方箋管理サービス」を活用した服薬状況の確認を主たる取扱いとすることを目指す。
（現状、医療機関等における医療扶助オンライン資格確認の導入率は約60％、生活保護受給者におけるマイナンバーカードの利用登録率は約40％）

医療機関・薬局が指導しても持参しない場合、福祉事務所に状況共有

（医療要否意見書への記載等）

「お薬手帳の原則持参」について周知・指導

（郵送物への同封、家庭訪問など）

＜電子処方箋システムを導入済の場合＞

○マイナンバーカードによる資格確認が可能な場合
→薬剤情報を閲覧して服薬状況等を確認

○マイナンバーカードによる資格確認が不可能な場合
→薬剤情報の登録と重複投薬等チェックを実施

持参しない者には重ねて指導

※福祉事務所の重複・多剤投与対策で、

優先順位を上げて対応

周知・指導

福祉事務所

お薬手帳等で服薬状況等を確認

重複投薬等を未然防止

医療機関・薬局

受診時・薬局利用時にお薬手帳を持参

（１冊限定／電子版お薬手帳もOK）

患者

持参しない者には

適切な処方・調剤に

必要である旨を指導

【生活保護】福祉事務所による重複・多剤投与対策の強化

医療現場の取組と併せて、福祉事務所において、特に薬物有害事象のリスクが高い「重複・多剤投与者」を確認し、薬剤師等の専
門職による対応につないでいくことも重要。福祉事務所の実施体制を踏まえ、リスクに応じた段階的なアプローチを実施。

重複・多剤投与の該当者に「薬剤一覧（服薬情報）」を提供、薬局利用時に薬剤一覧を持参、薬局において専門的な対応を実施

特にリスクが高い者（15剤以上・複数医療機関・お薬手帳持参無しなど）は、対面で薬剤一覧を手交・指導するなど重点的に対応

＜福祉事務所＞

＜医療機関＞＜薬局＞

重点的な対応（特にリスクが高い者を対象） 文書を活用した対応（一定のリスクがある者を対象）

【対象者】

・重複投薬（同一成分・複数医療機関）

・多剤投与（15種類以上・複数医療機関）

【特に優先的に対応】

・お薬手帳を持参していない者

・向精神薬の重複投薬

＜患者＞

対面指導で、薬局に薬剤一覧

を持参・相談するよう指導

薬局に薬剤一覧を持参

薬剤師が服薬状況等を確認

処方医に疑義照会・相談

疑義照会・相談を踏まえ

必要に応じて処方を変更

対面指導に従わない場合

・薬局への同行支援

・訪問薬剤管理指導等の

利用に向けた調整

＜福祉事務所＞

＜医療機関＞＜薬局＞

＜患者＞

薬剤一覧を郵送・手交等

薬剤師が服薬状況等を確認

処方医に疑義照会・相談

疑義照会・相談を踏まえ

必要に応じて処方を変更

薬局に薬剤一覧を持参

【対象者】

・重複投薬（同一成分・複数医療機関）

・多剤投与（６種類以上・複数医療機関）

【優先順位付けを実施】

・65歳以上の者 ・９種類以上の者

・お薬手帳を持参していない者 など
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別添２



 

                                                         社援発 0306 第３号 

                                              令和８年３月６日 

 

 

 

  都 道 府 県 知 事 

 市            長  

  特 別 区 長 

  福祉事務所を設置する町村の長  

 

 

                        厚生労働省社会・援護局長 

                         （ 公 印 省 略 ） 

 

 

「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について（通知） 

 

 

 

 生活保護の医療扶助については、「生活保護法による医療扶助運営要領について」（昭和

36 年９月 30 日社発第 727 号厚生省社会局長通知）により取り扱われているところである

が、今般、本通知を別添新旧対照表のとおり改正し、令和８年４月１日から適用すること

としたので、了知の上、その取扱いに遺漏のなきを期されたい。 

  

                                       

                              

各                 殿 
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参考資料１



                               

1 

 

○「生活保護法による医療扶助運営要領について」（昭和３６年９月３０日厚生省社会局長通知 社発第７２７号）  

改正後 改正前 

第１・２ （略） 

 

第３ 医療扶助実施方式 

 １ （略） 

２ 医療扶助の決定 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 医療券の発行等 

医療扶助による診察、薬剤（調剤を除く。）、医学的処置、手術等の診療の

給付は、電子資格確認により行なうものとすること。 

（略） 

また、電子資格確認の場合は、本項ア、ウ、エの(ｱ)、(ｴ)及び(ｵ)、オの

(ｲ)、第３の３の⑴、第３の４、第５、様式第 13 号並びに様式第 37 号中「医療

券」とあるのは「医療券情報」と、「発行」とあるのは「登録」と、様式第 13

号中「交付」とあるのは「登録」と、「患者に後日」とあるのは「後日」と、

様式第 37 号中「送付」は「登録」と読み替えるものとすること。 

指定医療機関を受診する際は、緊急その他やむを得ない場合（例えば、お薬

手帳（患者の薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳を

いう（１冊の手帳で管理するものに限る。）。いわゆる「電子版お薬手帳」を

含む。以下同じ。）を持参していない外出先で、急病のため受診が必要になっ

た場合等）を除き、お薬手帳を持参し、医師等の求めに応じて提示することを

原則とし、その旨の指導を行うこと。なお、お薬手帳の持参に係る具体的な取

扱いについては、「生活保護の医療扶助における医薬品の適正使用の推進につ

いて」（令和５年３月 14 日付け社援保発 0314 第１号厚生労働省社会・援護局

保護課長通知。以下「適正使用通知」という。）に定めるところによる。 

ア～キ （略） 

３ （略） 

 ４ 一般診療に関する診療方針および診療報酬並びに指定医療機関の請求 

一般診療に関する診療方針及び診療報酬は、法第 52 条、指定医療機関医療担当

規程(昭和 25 年８月厚生省告示第 222 号)及び生活保護法第 52 条第２項の規定に

よる診療方針及び診療報酬(昭和 34 年５5 月厚生省告示第 125 号)によること。 

なお、別紙第３号に留意するほか、次の点に配意すること。 

⑴～⑹ （略） 

⑺ 指定医療機関の医師又は歯科医師は、診察を行うに当たり、被保護者の服薬

状況及び薬剤服用歴について、問診等による確認に加えて、電子処方箋管理サ

ービスの薬剤情報又は被保護者が持参するお薬手帳を活用して確認すること。

ただし、緊急やむを得ない場合（例えば、急迫した事由その他やむを得ない事

第１・２ （略） 

 

第３ 医療扶助実施方式 

 １ （略） 

 ２ 医療扶助の決定 

⑴～⑷ （略） 

⑸ 医療券の発行等 

医療扶助による診察、薬剤（調剤を除く。）、医学的処置、手術等の診療の

給付は、電子資格確認により行なうものとすること。 

（略） 

また、電子資格確認の場合は、本項ア、ウ、エの(ｱ)、(ｴ)及び(ｵ)、オの

(ｲ)、第３の３の⑴、第３の４、第５、様式第 13 号並びに様式第 37 号中「医

療券」とあるのは「医療券情報」と、「発行」とあるのは「登録」と、様式第

13 号中「交付」とあるのは「登録」と、「患者に後日」とあるのは「後日」

と、様式第 37 号中「送付」は「登録」と読み替えるものとすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア～キ （略） 

３ （略） 

 ４ 一般診療に関する診療方針および診療報酬並びに指定医療機関の請求 

一般診療に関する診療方針及び診療報酬は、法第 52 条、指定医療機関医療担

当規程(昭和 25 年８月厚生省告示第 222 号)及び生活保護法第 52 条第２項の規定

による診療方針及び診療報酬(昭和 34 年５5 月厚生省告示第 125 号)によること。 

なお、別紙第３号に留意するほか、次の点に配意すること。 

⑴～⑹ （略） 

 

 

 

 

                               

2 

 

 

由により、電子資格確認を実施することができず、かつ、被保護者がお薬手帳

を持参しない場合等）については、この限りではないこと。なお、本項に係る

具体的な取扱いについては、適正使用通知に定めるところによる。 

 ５ 調剤の給付 

⑴ 調剤券の発行等 

医療扶助を申請した者が、診療の給付と同時に指定薬局による調剤の給付に

つき申出があった場合には、電子資格確認により、給付を行なうものとするこ

と。 

（略） 

患者は指定薬局により調剤の給付を受けようとするときは、指定医療機関か

ら交付された処方せんを福祉事務所長の発行した調剤券に添付して調剤券に記

載された指定薬局に提出する（電子資格確認の場合は、指定医療機関から交付

された処方せんのみを指定薬局に提出する）ものとすること。（電子処方箋の

場合を除く。） 

また、指定薬局により調剤の給付を受けようとするときは、緊急その他やむ

を得ない場合（例えば、お薬手帳を持参していない外出先で、急病のため受診

が必要になった場合等）を除き、お薬手帳を持参し、薬剤師の求めに応じて提

示することを原則とし、その旨の指導を行うこと。なお、お薬手帳の持参に係

る具体的な取扱いについては、適正使用通知に定めるところによる。 

指定薬局が調剤報酬の請求をする場合は、医療機関の場合に準ずること。 

（略） 

⑵ （略） 

  ⑶ 服薬状況等の確認 

    指定薬局の薬剤師は、調剤を行うに当たり、被保護者の服薬状況及び薬剤服

用歴について、被保護者からの聴取等及び当該指定薬局で保有している当該被

保護者の薬剤服用歴の記録による確認に加えて、電子処方箋管理サービスの薬

剤情報又は被保護者が持参するお薬手帳を活用して確認すること。ただし、緊

急やむを得ない場合（例えば、急迫した事由その他やむを得ない事由により、

電子資格確認を実施することができず、かつ、被保護者がお薬手帳を持参しな

い場合等）については、この限りではないこと。なお、本項に係る具体的な取

扱いについては、適正使用通知に定めるところによる。 

６～１３ （略） 

 

第４～第８ （略） 

様式第１号～様式第３７号 （略） 

別紙第１号～別紙第４号の４（略） 

 

 

 

 ５ 調剤の給付 

⑴ 調剤券の発行等 

医療扶助を申請した者が、診療の給付と同時に指定薬局による調剤の給付に

つき申出があった場合には、電子資格確認により、給付を行なうものとするこ

と。 

（略） 

患者は指定薬局により調剤の給付を受けようとするときは、指定医療機関か

ら交付された処方せんを福祉事務所長の発行した調剤券に添付して調剤券に記

載された指定薬局に提出する（電子資格確認の場合は、指定医療機関から交付

された処方せんのみを指定薬局に提出する）ものとすること。（電子処方箋の

場合を除く。） 

 

 

 

 

 

指定薬局が調剤報酬の請求をする場合は、医療機関の場合に準ずること。 

（略） 

⑵ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６～１３ （略） 

 

第４～第８ （略） 

様式第１号～様式第３７号 （略） 

別紙第１号～別紙第４号の４（略） 

24



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
服
薬
状
況
等
の
確
認
）

第
六
条
の
二

医
師
等
は
、診
察
を
行
う
に
当
た
り
、

患
者
の
服
薬
状
況
及
び
薬
剤
服
用
歴
に
つ
き
、
地

域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の

促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四

号
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
電
磁
的

記
録
、
同
条
第
三
項
の
情
報
若
し
く
は
同
条
第
五

項
の
情
報
又
は
患
者
の
薬
剤
服
用
歴
そ
の
他
の
情

報
を
一
元
的
か
つ
経
時
的
に
管
理
で
き
る
手
帳

（
次
項
に
お
い
て
「
薬
剤
情
報
等
」
と
い
う
。）を

活
用
す
る
方
法
に
よ
り
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
緊
急
や
む
を
得
な
い
場
合
に
つ
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
新
設
）

令和年月日 金曜日 第号官 報
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指
定
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療
機
関
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局
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剤
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に
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つ
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を
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す
る
方
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よ
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認
し
な
け
れ
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な
ら
な
い
。た
だ
し
、

緊
急
や
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を
得
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
は
な
い
。

令和年月日 金曜日 第号官 報 
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⚫あなたが使っているすべての薬、副作用歴、アレルギー歴など

を記録するための手帳です。

⚫スマートフォンで利用できるお薬手帳もあります。

お薬手帳のメリット

○○福祉事務所 連絡先：00-0000-0000

医師・薬剤師などがお薬手帳をみて副作用や飲み合わせ、薬の量が適切かどう

かチェックすることができます。

ご自身でも、お薬手帳をみることで、お薬の飲み方などを正しく理解できます。

お薬を飲んだ後に体調の変化があれば、記入しておき、医師・薬剤師などに相

談しましょう。

※お薬は飲む量や飲み合わせがわるいと、かえって体調が悪くなることがあります。よく使わ

れるお薬でも、他のお薬との飲み合わせによっては、重大な健康被害を招くこともあります。

生 活 保 護 受 給 者 の み な さ ま へ
せ い か つ ほ ご じ ゅ き ゅ う し ゃ

医療機関の受診時や

薬局の利用時は必ず

お薬手帳をもっていってください

い り ょ う き か ん

や っ き ょ く り よ う じ かなら

じ ゅ し ん じ

令和８年４月から原則化
げ ん そ く か

く す り て ち ょ う

お薬手帳とは

⚫飲み合わせのチェックができる、副作用のリスクを減らす

⚫お薬の飲み方などを正しく理解できる

お薬の飲み方や お薬手帳の使い方など
わ か らない こ とが あれば 薬 剤 師 さんに 相 談 しましょう 。

27

manami-abe

参考資料３



電子処方箋管理サービスの利用にはオンライン資格確認が必要です。

医療扶助オンライン資格確認を未導入の医療機関等は、導入のご検討をお願いします。

電子処方箋管理サービスの薬剤情報・お薬手帳の確認

生 活 保 護 法 指 定 医 療 機 関 ・ 薬 局 の み な さ ま へ

令和８年４月から、生活保護受給者は原則受診時にお薬手帳を持参することになります

服薬状況・薬剤服用歴について、普段の問診に加え、以下を確認してください

・電子処方箋管理サービスの薬剤情報

又は

・お薬手帳（※電子版お薬手帳を含む）

生活保護受給者の服薬状況の

確認をお願いします

患者がお薬手帳等を持参しない場合

生活保護を受給されている方が来院・来局された際には、電子処方箋管理

サービスの薬剤情報、又は、患者が持参するお薬手帳により、服薬状況等を

ご確認の上、処方・調剤をお願いします。

※ 生活保護法に基づく指定医療機関医療担当規程によりルール化されました。（令和８年４月～）

※ 電子処方箋システムを導入済の医療機関・薬局においては、受給者番号・公費負担者番号により処方

情報・調剤情報の登録と重複投薬等チェックを行うようお願いします。

必要な処方・調剤を実施しつつ、次回の受診時にはお薬手帳を必ず持参する

よう、指導をお願いします。

福祉事務所でもお薬手帳を持参するよう指導していますが、医療専門職であ

る医師・薬剤師の皆さまからの説明・指導が効果的です。ご協力をお願いします。

※ 指導してもお薬手帳を持参しない場合、福祉事務所にご連絡をお願いします。

（医療要否意見書の「福祉事務所への連絡事項」欄への記載、架電など）

○○福祉事務所 連絡先：00-0000-0000
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薬局製剤に係る対応事項について 

2026年５月 日本薬剤師会 

 

薬局製剤を実施するにあたっては、薬局等構造設備規則において試験検査

に必要な書籍を備えることとされており、本会では同規則を満たす書籍とし

て「薬局製剤業務指針」を昭和 53 年より作成している（日本薬剤師会編・

薬事日報社発行）。 

本年、厚生労働省は薬局製剤指針を改訂することから、第７版発行を予定

している。第７版発行にあたって、作業 WG を設置した。構成員は別紙のと

おり。 

また、2027年１月１日以降の販売分より、セルフメディケーション税制の

対象に薬局製剤が含まれることとなった。 

同税制導入に係る影響を経時的に把握するため、日本薬剤師会は薬局機能

情報提供制度を基に、届出済の全薬局に対し、販売実態調査を行う予定。 

併せて、同税制の対象に薬局製剤が含まれることについて、薬剤師向け・

国民向け周知を行う。 

 ついては、本会の取り組みをご理解いただくとともに、調査対応・周知啓

発にお力添えを願いたい。 

 

2026年 

５月 薬局製剤業務指針作業WG 発足、作業開始 

６月 厚生労働省 薬局製剤指針を改訂（予定） 

８月 セルフメディケーション税制導入前 薬局製剤販売実態調査 

10月 日薬学術大会（新潟）にてブース出展 

 

2027年 

１月 セルフメディケーション税制（薬局製剤）開始 

８月 セルフメディケーション税制導入後 薬局製剤販売実態調査 

９月 第７版薬局製剤業務指針 販売開始 

10月 日薬学術大会（福島）にてブース出展 

 

その他 

・薬剤師向け・国民向け資材を作成中（薬と健康の週間等での活用可） 

・薬剤師向けパンフレット「薬局製剤を活用してみませんか！？」を改訂中 
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※調剤点数
　各都道府県分の数値は千点未満を四捨五入しているため、合計の数値とは必ずしも一致しない。

※令和７年度の投薬率は、社会医療診療行為別統計（厚生労働省大臣官房統計情報部）の

直近３年分（令和４年～令和６年）のデータの平均値より、医科を66.9％、歯科を8.6％として計算している。

00　６０　％　未満

計 47 47

令和７年度

令和７年度調剤分（全保険・速報値）

　６０　～　７０　％未満 2 2

○件数・処方箋枚数・調剤点数

件 数 728,175,175 件

実　　　　数 対前年比

○受　取　率

保　険　調　剤　の　動　向

28

100.0%
処 方 箋 枚 数 857,304,704 枚 99.2%

令和６年度

調 剤 点 数 831,168,079

28

千点 103.5%

　７０　～　８０　％未満 17 17

　全　　 国　　 平　 　均 82.2% 82.1%
　８０　％　以上
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令和７年度 調剤分

投薬対象数 処方箋
診療実日数(A) A×66.9%　(B) 診療実日数(C) C×8.6%　(D) Ｅ（B＋D） 枚数(F)  本年度 前年度

日 日 日 日 日 枚 ％ ％
北海道 53,173,782 35,573,260 14,353,242 1,234,379 36,807,639 32,547,545 88.4% 88.6%
青　森 14,277,946 9,551,946 2,901,191 249,502 9,801,448 9,079,019 92.6% 92.2%
岩　手 13,132,281 8,785,496 3,120,306 268,346 9,053,842 8,321,764 91.9% 91.3%
宮　城 26,101,386 17,461,827 6,586,599 566,448 18,028,275 16,479,476 91.4% 90.7%
秋　田 10,824,610 7,241,664 2,430,339 209,009 7,450,673 7,006,899 94.0% 93.6%
山　形 13,168,655 8,809,830 2,940,530 252,886 9,062,716 7,702,360 85.0% 84.8%
福　島 20,216,521 13,524,853 4,956,585 426,266 13,951,119 12,170,950 87.2% 86.5%
茨　城 30,210,357 20,210,729 8,033,824 690,909 20,901,638 18,032,099 86.3% 86.2%
栃　木 23,089,108 15,446,613 5,826,313 501,063 15,947,676 12,504,232 78.4% 77.9%
群　馬 23,027,130 15,405,150 5,928,057 509,813 15,914,963 11,491,902 72.2% 72.0%
埼　玉 80,081,802 53,574,726 22,642,438 1,947,250 55,521,975 47,958,512 86.4% 86.3%
千　葉 67,012,859 44,831,603 19,423,750 1,670,443 46,502,045 39,790,557 85.6% 85.5%
東　京 178,697,781 119,548,815 49,436,690 4,251,555 123,800,371 105,156,397 84.9% 85.5%
神奈川 108,483,309 72,575,334 28,863,980 2,482,302 75,057,636 66,879,653 89.1% 89.7%
新　潟 23,441,074 15,682,079 6,138,758 527,933 16,210,012 14,979,917 92.4% 92.4%
富　山 11,169,812 7,472,604 2,786,474 239,637 7,712,241 5,989,622 77.7% 76.2%
石　川 12,644,195 8,458,966 2,901,716 249,548 8,708,514 6,630,721 76.1% 75.3%
福　井 8,670,535 5,800,588 1,907,754 164,067 5,964,655 3,999,585 67.1% 65.2%
山　梨 9,526,107 6,372,966 2,445,925 210,350 6,583,315 5,581,401 84.8% 84.4%
長　野 22,629,306 15,139,006 5,821,243 500,627 15,639,633 13,201,685 84.4% 83.7%
岐　阜 24,988,080 16,717,026 6,535,455 562,049 17,279,075 13,587,719 78.6% 78.8%
静　岡 43,571,910 29,149,608 10,583,886 910,214 30,059,822 25,089,533 83.5% 83.8%
愛　知 96,123,690 64,306,749 25,573,931 2,199,358 66,506,107 50,125,093 75.4% 75.2%
三　重 22,109,917 14,791,534 5,187,334 446,111 15,237,645 11,824,884 77.6% 76.5%
滋　賀 15,283,310 10,224,534 3,940,017 338,841 10,563,376 8,865,176 83.9% 84.1%
京　都 29,729,557 19,889,074 7,520,403 646,755 20,535,828 14,730,767 71.7% 70.6%
大　阪 113,346,533 75,828,831 32,501,334 2,795,115 78,623,945 58,912,992 74.9% 74.4%
兵　庫 69,445,910 46,459,314 17,614,100 1,514,813 47,974,126 38,266,986 79.8% 79.9%
奈　良 15,822,786 10,585,444 4,023,590 346,029 10,931,473 8,026,490 73.4% 72.9%
和歌山 12,457,046 8,333,764 2,704,348 232,574 8,566,338 5,708,233 66.6% 66.0%
鳥　取 6,345,929 4,245,427 1,558,979 134,072 4,379,499 3,553,341 81.1% 80.6%
島　根 8,124,898 5,435,557 1,721,843 148,078 5,583,635 5,035,992 90.2% 89.2%
岡　山 22,441,123 15,013,111 5,829,544 501,341 15,514,452 11,302,274 72.8% 72.5%
広　島 35,921,824 24,031,700 8,903,618 765,711 24,797,411 20,050,501 80.9% 80.8%
山　口 17,628,924 11,793,750 4,142,250 356,234 12,149,984 10,362,690 85.3% 85.0%
徳　島 9,098,792 6,087,092 2,356,706 202,677 6,289,769 4,478,608 71.2% 70.2%
香　川 12,833,691 8,585,739 3,081,436 265,003 8,850,743 6,619,748 74.8% 75.0%
愛　媛 16,996,196 11,370,455 4,001,406 344,121 11,714,576 8,387,755 71.6% 70.6%
高　知 7,798,977 5,217,516 1,861,377 160,078 5,377,594 4,158,117 77.3% 77.5%
福　岡 66,887,319 44,747,616 18,114,551 1,557,851 46,305,468 38,968,259 84.2% 84.4%
佐　賀 11,360,515 7,600,185 2,587,248 222,503 7,822,688 6,856,412 87.6% 86.8%
長　崎 16,778,510 11,224,823 3,980,865 342,354 11,567,178 9,582,965 82.8% 82.9%
熊　本 22,425,315 15,002,536 5,342,177 459,427 15,461,963 12,178,758 78.8% 78.4%
大　分 13,959,211 9,338,712 2,913,255 250,540 9,589,252 8,074,195 84.2% 83.5%
宮　崎 13,617,974 9,110,425 2,963,234 254,838 9,365,263 7,771,588 83.0% 83.7%
鹿児島 20,227,265 13,532,040 4,780,400 411,114 13,943,155 11,262,729 80.8% 80.5%
沖　縄 13,937,884 9,324,444 3,602,115 309,782 9,634,226 8,018,603 83.2% 84.0%

計 1,508,841,642 1,009,415,058 393,371,116 33,829,916 1,043,244,974 857,304,704 82.2% 82.1%
注）1. 本表に係る数値は、基金統計月報及び国保連合会審査支払業務統計による。

2. 令和７年度の投薬率は、社会医療診療行為別統計（厚生労働省大臣官房統計情報部）の

直近３年分（令和４年～令和６年）のデータの平均値より、医科を66.9％、歯科を8.6％として計算している。

受取率F/E歯　科　診　療医科診療(入院外)

処方箋受取率の推計　「全保険（社保+国保+後期高齢者）」
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令和７年度 調剤分

対前年比 対前年比 対前年比

件 ％ 枚 ％ 千点 ％
北海道 28,247,093 98.0% 32,547,545 97.2% 37,283,814 102.2%
青　森 7,725,461 99.1% 9,079,019 98.4% 9,197,713 102.6%
岩　手 7,275,828 99.7% 8,321,764 99.2% 8,861,647 103.4%
宮　城 14,222,722 100.7% 16,479,476 100.1% 16,091,037 103.6%
秋　田 6,056,022 98.9% 7,006,899 98.4% 7,733,324 101.4%
山　形 6,667,513 98.8% 7,702,360 98.0% 7,440,959 102.0%
福　島 10,573,849 99.9% 12,170,950 99.2% 12,408,437 102.4%
茨　城 15,572,005 99.9% 18,032,099 99.2% 18,979,774 103.0%
栃　木 10,625,047 100.7% 12,504,232 99.9% 12,011,322 104.0%
群　馬 9,724,881 100.1% 11,491,902 99.3% 11,394,942 103.2%
埼　玉 40,985,946 100.5% 47,958,512 99.8% 44,644,100 104.0%
千　葉 34,496,046 100.1% 39,790,557 99.5% 38,782,357 103.9%
東　京 89,797,923 100.1% 105,156,397 99.4% 96,411,168 103.3%
神奈川 57,405,859 99.8% 66,879,653 99.1% 62,853,099 103.8%
新　潟 12,956,347 99.3% 14,979,917 98.7% 14,527,887 102.8%
富　山 5,162,229 100.5% 5,989,622 99.7% 6,670,812 104.5%
石　川 5,651,453 100.9% 6,630,721 99.9% 7,535,629 106.5%
福　井 3,396,878 102.3% 3,999,585 101.3% 4,599,215 108.5%
山　梨 4,816,453 99.7% 5,581,401 99.1% 5,361,813 103.2%
長　野 11,552,016 100.3% 13,201,685 99.7% 14,262,203 103.4%
岐　阜 11,418,043 99.4% 13,587,719 98.5% 12,653,353 102.9%
静　岡 21,608,526 99.5% 25,089,533 98.6% 22,918,967 102.5%
愛　知 41,785,948 100.6% 50,125,093 99.7% 45,456,345 104.3%
三　重 10,053,081 101.1% 11,824,884 100.2% 11,307,386 104.8%
滋　賀 7,680,003 99.3% 8,865,176 98.3% 9,243,427 103.9%
京　都 12,387,721 101.3% 14,730,767 100.4% 16,325,202 104.3%
大　阪 48,801,004 100.5% 58,912,992 99.6% 57,127,943 103.5%
兵　庫 32,144,475 99.4% 38,266,986 98.4% 36,866,392 103.0%
奈　良 6,771,284 100.0% 8,026,490 99.1% 7,147,643 103.8%
和歌山 4,787,501 99.7% 5,708,233 98.8% 6,020,495 103.8%
鳥　取 2,993,122 99.2% 3,553,341 98.5% 3,734,851 102.4%
島　根 4,242,195 100.6% 5,035,992 99.8% 5,063,550 103.0%
岡　山 9,324,777 99.8% 11,302,274 98.9% 10,411,965 102.6%
広　島 16,742,426 99.9% 20,050,501 98.9% 19,493,752 103.5%
山　口 8,670,469 100.0% 10,362,690 99.2% 9,763,752 103.5%
徳　島 3,700,876 100.1% 4,478,608 99.2% 4,743,202 102.3%
香　川 5,489,011 99.4% 6,619,748 98.4% 6,967,559 103.0%
愛　媛 7,007,113 101.0% 8,387,755 100.0% 8,639,947 104.6%
高　知 3,557,518 99.0% 4,158,117 98.4% 4,781,977 101.8%
福　岡 32,268,571 100.4% 38,968,259 99.4% 34,898,529 104.1%
佐　賀 5,608,928 100.4% 6,856,412 99.3% 5,825,039 103.8%
長　崎 8,103,772 99.1% 9,582,965 98.2% 9,341,539 102.4%
熊　本 10,245,473 100.1% 12,178,758 99.3% 11,278,815 104.6%
大　分 6,789,046 100.5% 8,074,195 99.7% 8,178,550 104.1%
宮　崎 6,564,846 98.4% 7,771,588 97.5% 7,316,418 102.6%
鹿児島 9,451,610 100.3% 11,262,729 99.5% 10,459,072 104.3%
沖　縄 7,066,265 99.3% 8,018,603 98.6% 8,151,155 104.3%

計 728,175,175 100.0% 857,304,704 99.2% 831,168,079 103.5%
注） 本表に係る数値は、基金統計月報及び国保連合会審査支払業務統計による。

調剤点数件　　　　　数 処方箋枚数

保険調剤の動向　｢全保険(社保＋国保＋後期高齢者)｣
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令和７年度 調剤分

％ ％ 枚 枚 円 円
北海道 88.4% 北海道 99.5% 北海道 14,363 北海道 1.15 北海道 13,199 北海道 11,455
青　森 92.6% 青　森 81.2% 青　森 14,902 青　森 1.18 青　森 11,906 青　森 10,131
岩　手 91.9% 岩　手 99.1% 岩　手 13,246 岩　手 1.14 岩　手 12,180 岩　手 10,649
宮　城 91.4% 宮　城 98.9% 宮　城 13,884 宮　城 1.16 宮　城 11,314 宮　城 9,764
秋　田 94.0% 秋　田 100.0% 秋　田 13,875 秋　田 1.16 秋　田 12,770 秋　田 11,037
山　形 85.0% 山　形 100.0% 山　形 12,853 山　形 1.16 山　形 11,160 山　形 9,661
福　島 87.2% 福　島 99.6% 福　島 13,598 福　島 1.15 福　島 11,735 福　島 10,195
茨　城 86.3% 茨　城 99.9% 茨　城 13,348 茨　城 1.16 茨　城 12,188 茨　城 10,526
栃　木 78.4% 栃　木 98.4% 栃　木 13,405 栃　木 1.18 栃　木 11,305 栃　木 9,606
群　馬 72.2% 群　馬 98.5% 群　馬 11,777 群　馬 1.18 群　馬 11,717 群　馬 9,916
埼　玉 86.4% 埼　玉 98.5% 埼　玉 15,086 埼　玉 1.17 埼　玉 10,893 埼　玉 9,309
千　葉 85.6% 千　葉 98.9% 千　葉 15,174 千　葉 1.15 千　葉 11,243 千　葉 9,747
東　京 84.9% 東　京 99.3% 東　京 14,950 東　京 1.17 東　京 10,736 東　京 9,168
神奈川 89.1% 神奈川 99.6% 神奈川 15,935 神奈川 1.17 神奈川 10,949 神奈川 9,398
新　潟 92.4% 新　潟 98.7% 新　潟 13,274 新　潟 1.16 新　潟 11,213 新　潟 9,698
富　山 77.7% 富　山 100.0% 富　山 11,471 富　山 1.16 富　山 12,922 富　山 11,137
石　川 76.1% 石　川 100.3% 石　川 11,731 石　川 1.17 石　川 13,334 石　川 11,365
福　井 67.1% 福　井 98.6% 福　井 12,587 福　井 1.18 福　井 13,540 福　井 11,499
山　梨 84.8% 山　梨 98.9% 山　梨 12,109 山　梨 1.16 山　梨 11,132 山　梨 9,607
長　野 84.4% 長　野 101.7% 長　野 12,959 長　野 1.14 長　野 12,346 長　野 10,803
岐　阜 78.6% 岐　阜 97.7% 岐　阜 13,343 岐　阜 1.19 岐　阜 11,082 岐　阜 9,312
静　岡 83.5% 静　岡 99.3% 静　岡 13,418 静　岡 1.16 静　岡 10,606 静　岡 9,135
愛　知 75.4% 愛　知 98.7% 愛　知 13,875 愛　知 1.20 愛　知 10,878 愛　知 9,069
三　重 77.6% 三　重 98.2% 三　重 13,790 三　重 1.18 三　重 11,248 三　重 9,562
滋　賀 83.9% 滋　賀 100.4% 滋　賀 13,045 滋　賀 1.15 滋　賀 12,036 滋　賀 10,427
京　都 71.7% 京　都 98.1% 京　都 12,577 京　都 1.19 京　都 13,179 京　都 11,082
大　阪 74.9% 大　阪 99.4% 大　阪 12,733 大　阪 1.21 大　阪 11,706 大　阪 9,697
兵　庫 79.8% 兵　庫 98.1% 兵　庫 13,835 兵　庫 1.19 兵　庫 11,469 兵　庫 9,634
奈　良 73.4% 奈　良 99.3% 奈　良 14,227 奈　良 1.19 奈　良 10,556 奈　良 8,905
和歌山 66.6% 和歌山 99.1% 和歌山 12,507 和歌山 1.19 和歌山 12,575 和歌山 10,547
鳥　取 81.1% 鳥　取 99.2% 鳥　取 13,313 鳥　取 1.19 鳥　取 12,478 鳥　取 10,511
島　根 90.2% 島　根 100.6% 島　根 14,725 島　根 1.19 島　根 11,936 島　根 10,055
岡　山 72.8% 岡　山 98.8% 岡　山 13,792 岡　山 1.21 岡　山 11,166 岡　山 9,212
広　島 80.9% 広　島 96.7% 広　島 13,384 広　島 1.20 広　島 11,643 広　島 9,722
山　口 85.3% 山　口 98.7% 山　口 13,837 山　口 1.20 山　口 11,261 山　口 9,422
徳　島 71.2% 徳　島 98.6% 徳　島 11,853 徳　島 1.21 徳　島 12,816 徳　島 10,591
香　川 74.8% 香　川 98.2% 香　川 12,804 香　川 1.21 香　川 12,694 香　川 10,525
愛　媛 71.6% 愛　媛 99.2% 愛　媛 13,463 愛　媛 1.20 愛　媛 12,330 愛　媛 10,301
高　知 77.3% 高　知 97.9% 高　知 11,081 高　知 1.17 高　知 13,442 高　知 11,500
福　岡 84.2% 福　岡 98.4% 福　岡 13,390 福　岡 1.21 福　岡 10,815 福　岡 8,956
佐　賀 87.6% 佐　賀 99.5% 佐　賀 13,736 佐　賀 1.22 佐　賀 10,385 佐　賀 8,496
長　崎 82.8% 長　崎 99.7% 長　崎 13,675 長　崎 1.18 長　崎 11,527 長　崎 9,748
熊　本 78.8% 熊　本 100.0% 熊　本 13,702 熊　本 1.19 熊　本 11,009 熊　本 9,261
大　分 84.2% 大　分 101.6% 大　分 13,971 大　分 1.19 大　分 12,047 大　分 10,129
宮　崎 83.0% 宮　崎 99.9% 宮　崎 13,451 宮　崎 1.18 宮　崎 11,145 宮　崎 9,414
鹿児島 80.8% 鹿児島 99.2% 鹿児島 13,424 鹿児島 1.19 鹿児島 11,066 鹿児島 9,286
沖　縄 83.2% 沖　縄 96.3% 沖　縄 14,400 沖　縄 1.13 沖　縄 11,535 沖　縄 10,165
全　国 82.2% 全　国 98.8% 全　国 13,887 全　国 1.18 全　国 11,414 全　国 9,695
注）１．１件当たり枚数とは、レセプト１件当たりの処方箋枚数のことである。
　　２．１枚当たり金額とは、処方箋１枚当たりの調剤金額のことである。
　　３．１件当たり金額とは、レセプト１件当たりの調剤金額のことである。

１枚当たり金額請　求　率受　取　率 １請求薬局当たり枚数 １件当たり枚数 １件当たり金額

諸指標の都道府県別（全保険）
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令和７年度 調剤分

％ ％ 枚 枚 円 円
和歌山 66.6% 青　森 81.2% 高　知 11,081 沖　縄 1.13 佐　賀 10,385 佐　賀 8,496
福　井 67.1% 沖　縄 96.3% 富　山 11,471 長　野 1.14 奈　良 10,556 奈　良 8,905
徳　島 71.2% 広　島 96.7% 石　川 11,731 岩　手 1.14 静　岡 10,606 福　岡 8,956
愛　媛 71.6% 岐　阜 97.7% 群　馬 11,777 福　島 1.15 東　京 10,736 愛　知 9,069
京　都 71.7% 高　知 97.9% 徳　島 11,853 北海道 1.15 福　岡 10,815 静　岡 9,135
群　馬 72.2% 兵　庫 98.1% 山　梨 12,109 千　葉 1.15 愛　知 10,878 東　京 9,168
岡　山 72.8% 京　都 98.1% 和歌山 12,507 滋　賀 1.15 埼　玉 10,893 岡　山 9,212
奈　良 73.4% 三　重 98.2% 京　都 12,577 山　形 1.16 神奈川 10,949 熊　本 9,261
香　川 74.8% 香　川 98.2% 福　井 12,587 新　潟 1.16 熊　本 11,009 鹿児島 9,286
大　阪 74.9% 福　岡 98.4% 大　阪 12,733 秋　田 1.16 鹿児島 11,066 埼　玉 9,309
愛　知 75.4% 栃　木 98.4% 香　川 12,804 茨　城 1.16 岐　阜 11,082 岐　阜 9,312
石　川 76.1% 群　馬 98.5% 山　形 12,853 宮　城 1.16 山　梨 11,132 神奈川 9,398
高　知 77.3% 埼　玉 98.5% 長　野 12,959 山　梨 1.16 宮　崎 11,145 宮　崎 9,414
三　重 77.6% 福　井 98.6% 滋　賀 13,045 富　山 1.16 山　形 11,160 山　口 9,422
富　山 77.7% 徳　島 98.6% 岩　手 13,246 静　岡 1.16 岡　山 11,166 三　重 9,562
栃　木 78.4% 愛　知 98.7% 新　潟 13,274 神奈川 1.17 新　潟 11,213 栃　木 9,606
岐　阜 78.6% 山　口 98.7% 鳥　取 13,313 高　知 1.17 千　葉 11,243 山　梨 9,607
熊　本 78.8% 新　潟 98.7% 岐　阜 13,343 埼　玉 1.17 三　重 11,248 兵　庫 9,634
兵　庫 79.8% 岡　山 98.8% 茨　城 13,348 東　京 1.17 山　口 11,261 山　形 9,661
鹿児島 80.8% 全　国 98.8% 広　島 13,384 石　川 1.17 栃　木 11,305 全　国 9,695
広　島 80.9% 山　梨 98.9% 福　岡 13,390 青　森 1.18 宮　城 11,314 大　阪 9,697
鳥　取 81.1% 千　葉 98.9% 栃　木 13,405 三　重 1.18 全　国 11,414 新　潟 9,698
全　国 82.2% 宮　城 98.9% 静　岡 13,418 栃　木 1.18 兵　庫 11,469 広　島 9,722
長　崎 82.8% 岩　手 99.1% 鹿児島 13,424 全　国 1.18 長　崎 11,527 千　葉 9,747
宮　崎 83.0% 和歌山 99.1% 宮　崎 13,451 福　井 1.18 沖　縄 11,535 長　崎 9,748
沖　縄 83.2% 鹿児島 99.2% 愛　媛 13,463 群　馬 1.18 広　島 11,643 宮　城 9,764
静　岡 83.5% 鳥　取 99.2% 福　島 13,598 長　崎 1.18 大　阪 11,706 群　馬 9,916
滋　賀 83.9% 愛　媛 99.2% 長　崎 13,675 宮　崎 1.18 群　馬 11,717 島　根 10,055
福　岡 84.2% 静　岡 99.3% 熊　本 13,702 奈　良 1.19 福　島 11,735 大　分 10,129
大　分 84.2% 東　京 99.3% 佐　賀 13,736 島　根 1.19 青　森 11,906 青　森 10,131
長　野 84.4% 奈　良 99.3% 三　重 13,790 鳥　取 1.19 島　根 11,936 沖　縄 10,165
山　梨 84.8% 大　阪 99.4% 岡　山 13,792 熊　本 1.19 滋　賀 12,036 福　島 10,195
東　京 84.9% 佐　賀 99.5% 兵　庫 13,835 京　都 1.19 大　分 12,047 愛　媛 10,301
山　形 85.0% 北海道 99.5% 山　口 13,837 大　分 1.19 岩　手 12,180 滋　賀 10,427
山　口 85.3% 福　島 99.6% 秋　田 13,875 岐　阜 1.19 茨　城 12,188 鳥　取 10,511
千　葉 85.6% 神奈川 99.6% 愛　知 13,875 兵　庫 1.19 愛　媛 12,330 香　川 10,525
茨　城 86.3% 長　崎 99.7% 宮　城 13,884 鹿児島 1.19 長　野 12,346 茨　城 10,526
埼　玉 86.4% 宮　崎 99.9% 全　国 13,887 和歌山 1.19 鳥　取 12,478 和歌山 10,547
福　島 87.2% 茨　城 99.9% 大　分 13,971 山　口 1.20 和歌山 12,575 徳　島 10,591
佐　賀 87.6% 秋　田 100.0% 奈　良 14,227 愛　媛 1.20 香　川 12,694 岩　手 10,649
北海道 88.4% 熊　本 100.0% 北海道 14,363 広　島 1.20 秋　田 12,770 長　野 10,803
神奈川 89.1% 山　形 100.0% 沖　縄 14,400 愛　知 1.20 徳　島 12,816 秋　田 11,037
島　根 90.2% 富　山 100.0% 島　根 14,725 香　川 1.21 富　山 12,922 京　都 11,082
宮　城 91.4% 石　川 100.3% 青　森 14,902 大　阪 1.21 京　都 13,179 富　山 11,137
岩　手 91.9% 滋　賀 100.4% 東　京 14,950 福　岡 1.21 北海道 13,199 石　川 11,365
新　潟 92.4% 島　根 100.6% 埼　玉 15,086 徳　島 1.21 石　川 13,334 北海道 11,455
青　森 92.6% 大　分 101.6% 千　葉 15,174 岡　山 1.21 高　知 13,442 福　井 11,499
秋　田 94.0% 長　野 101.7% 神奈川 15,935 佐　賀 1.22 福　井 13,540 高　知 11,500
注）１．１件当たり枚数とは、レセプト１件当たりの処方箋枚数のことである。
　　２．１枚当たり金額とは、処方箋１枚当たりの調剤金額のことである。
　　３．１件当たり金額とは、レセプト１件当たりの調剤金額のことである。

１請求薬局当たり枚数 １枚当たり金額１件当たり枚数 １件当たり金額受　取　率 請　求　率

諸指標の都道府県別順位（全保険）

5



日 薬 発 第 ４２号 

令和８年４月２７日 

 

都道府県薬剤師会会長 殿 

 

公益社団法人 日本薬剤師会 

                        会 長 岩 月   進 

                        （ 会 長 印 省 略 ） 

 

 

「日薬アプリ」の運用開始について 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、会員向け限定サービス「日薬アプリ」の開発等につきましては、令和８年２月

10日付け日薬総発第24号及び同３月17日付け日薬総発第27号にてご案内の通りです

が、今般、運用開始の準備が整いましたのでご報告申し上げます。 

「日薬アプリ」は、令和８年４月28日より「Google Play ストア」および「App 

Store」より入手可能となります。運用開始時の基本機能等は、前述の文書にてご案内の

通り、①デジタル会員証の表示、②お知らせ機能、「日薬ニュース」及び「日薬メール

ナビ」配信のプッシュ通知機能、③バッジ表示機能（通知の可視化）です。詳細につき

ましては、別紙の【改訂版】「日薬アプリ」誕生告知チラシ及び「日薬アプリ」初期登

録マニュアル等をご確認ください。運用開始後も更に新たな機能を充実させて参りま

す。 

また、「日薬アプリ」では「日薬ニュース」及び「日薬メールナビ」を閲覧できます

が、すでに「日薬ニュース」をファクシミリ受信している会員施設、「日薬メールナ

ビ」をメール受信している会員への配信については、当面の間これまで通り継続いたし

ます。都道府県薬剤師会からご提供いただいておりますファクシミリ受信施設の名簿の

更新、日薬ホームページからの「日薬メールナビ」配信登録の受付も従前どおり変更ご

ざいません。 

「日薬アプリ」の運用開始については、日薬ホームページ、「日本薬剤師会雑誌」

（電子書籍、アプリ※）、「日薬ニュース」等でも順次ご案内して参りますが、この機会

に是非ダウンロード、ご活用いただきたい旨、貴会会員の皆様にご周知いただきますよ

う、ご高配のほどお願い申し上げます。 

 

※「日薬アプリ」と、令和７年４月より既に運用を開始しております「日薬雑誌アプ

リ」は、別のアプリでありますこと、念のため申し添えます。 
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会員限定サービス会員限定サービス


日薬
アプリ
誕生!
2026年4月
Start!!


スタート！


Androidを
ご利用の方
Androidを
ご利用の方


iPhoneを
ご利用の方
iPhoneを
ご利用の方


新着情報をプッシュ通知で
リアルタイム受信。


機能2機能2


日本薬剤師会から会員の皆さまへお
届けする新着情報を、プッシュ通知で
即時にお知らせします。重要な情報の
見逃しを防ぎ、必要な情報へすぐにア
クセス可能です。忙しい日常の中で
も、大切なお知らせを確実に受け取る
ことができます。


「日薬メールナビ」で、
重要なお知らせを見逃さない。


機能4機能4


メールでお送りしている日薬メールナ
ビもアプリで一元管理。
最新の薬事情報や行政資料を、より確
実に、より迅速に把握できます。必要
な情報にすぐにアクセス可能です。


会員証の提示、「日薬ニュース」や
「日薬メールナビ」の確認、重要なお
知らせの受信まで、すべてをひとつ
のアプリに集約。
日本薬剤師会公式アプリは、会員の
皆さまの活動をよりスマートに、より
力強く支えます。


会員証も、情報収集も、
リアルタイム通知も、
これひとつ。


デジタル会員証で、
よりスマートに。


機能1機能1


スマートフォンで提示できる
デジタル会員証を搭載して
います。いつでもどこでも
スムーズに利用でき、カード
紛失の心配もありません。
講習会や学術大会などの受付でも迅
速な本人確認が可能となり、会員活動
をより効率的にサポートします。


「日薬ニュース」で、
最新情報をタイムリーに確認。


機能3機能3


ファクシミリで配信している
「日薬ニュース」を、アプリで
いつでも閲覧可能に。移動
中やちょっとした時間でも、
薬剤師業務に直結する最新
情報をスピーディーにチェックできま
す。バックナンバーもまとめて閲覧で
き、情報活用の幅がさらに広がります。





nagata-syunpei
添付ファイル
【改訂版】「日薬アプリ」誕生告知チラシ.pdf


「日薬アプリ」初期登録マニュアル

























































版数：v1.0

作成日：2026年4月23日

更新日：初版

作成者：総務部総務課

問い合わせ先：support@nichiyaku.or.jp

はじめに

「日薬アプリ」は、日本薬剤師会の会員の方を対象としたアプリです。



本アプリは、「App Store」または「Google Playストア」からダウンロードしてご利用いただけます。



本マニュアルでは、初めてご利用される方が初期登録を完了するまでの手順を説明しています。

画面の案内にしたがって、順番に操作してください。



なお、本マニュアルはAndroid版アプリの画面を用いて説明しています。

iOS版をご利用の場合でも操作方法は概ね同じですが、画面表示や一部の操作が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。



このマニュアルでできること

・日薬アプリの初期登録



準備するもの

・スマートフォン（iPhone または Android）

・会員ID（数字7桁＋アルファベット2文字）

・パスワード

　※2025年12月10日にルールが変更されています。再設定されていない場合は、事前に再設定を行ってください。

・メールアドレス

・インターネットに接続できる環境（Wi-Fiなど）




「日薬アプリ」初期登録の流れ



1．アプリをダウンロードする

「App Store」または「Google Playストア」で「日薬アプリ」と検索し、ダウンロードしてください。

[image: ]


2．「はじめてログイン」を選択する

アプリを起動し、「はじめてログイン」を選択してください。





[image: ]




3．会員確認

「日本薬剤師会の会員ですか？」と表示されたら、
「はい（日薬アプリの利用登録に進みます）」を選択してください。





[image: ]




4．利用規約の確認

『日薬アプリ利用規約』を確認し、
「会員規約に同意する」にチェックを入れて、「登録を進める」を選択してください。





[image: ]




5．情報の入力

「会員ID」「パスワード」「メールアドレス」を入力し、
「メールアドレスを登録する」を選択してください。



【注意】

・メールアドレスの入力間違いにご注意ください。
・入力後は必ず内容を確認してください。

・パスワードは、2025年12月10日にルールが変更されています。再設定されていない方は、事前に再設定を行ってください。

[image: ]


6．メールの受信

入力したメールアドレスに、認証用のメールが送信されます。





[image: ]




7．メールの確認

届いたメールを開き、本文内のリンクをタップしてください。



【注意】
・メールが届かない場合は「迷惑メールフォルダ」もご確認ください。





[image: ]




8．登録完了

メール内のリンクを開くと、登録が完了します。
完了後、「ログインに戻る」を選択してください。



【注意】
・完了画面が表示されない場合は、登録が完了していない可能性があります。





[image: ]




9．ログイン

「会員ID」と「パスワード」を入力し、「ログイン」を選択してください。





[image: ]




10．初期登録完了

ログインできれば、初期登録は完了です。





[image: ]
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版数：v1.0

作成日：2026年4月24日

更新日：初版

作成者：総務部総務課

問い合わせ先：support@nichiyaku.or.jp

はじめに

「日薬アプリ」は、日本薬剤師会の会員の方を対象としたアプリです。



本アプリは、「App Store」または「Google Play」からダウンロードしてご利用いただけます。



本マニュアルでは、Android版アプリの画面を用いて操作手順を説明しています。
iOS版をご利用の場合でも操作方法は概ね同じですが、画面表示や一部の操作が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。



このマニュアルでできること

・日薬アプリの基本的な使い方を確認できます。



準備するもの

・スマートフォン（iPhone または Android）
・会員ID（数字7桁＋アルファベット2文字）
・パスワード
　※2025年12月10日にパスワードのルールが変更されています。
　　再設定がお済みでない場合は、事前に再設定を行ってください。
・インターネットに接続できる環境（Wi-Fi など）


「日薬アプリ」利用マニュアル

1．ログイン後の画面について

ログインすると、画面の下にメニュー（フッター）が表示されます。
表示される項目は以下のとおりです。



・ホーム

・お知らせ

・会員証

・日薬ニュース

・メールナビ

[image: ]

2．各メニューの説明

■ お知らせ

日本薬剤師会からのお知らせを確認できます。



新しいお知らせがある場合は、
アイコンに赤い印（バッジ）と件数が表示されます。



「すべて既読にする」をタップすると、
バッジと件数の表示が消えます。



[image: ]

■ 会員証

日本薬剤師会の会員証が表示されます。
必要に応じてご利用ください。





[image: ]




■ 日薬ニュース

日薬に関するニュースを確認できます。



新しい情報がある場合は、
アイコンに赤い印（バッジ）と件数が表示されます。



「すべて既読にする」をタップすると、
バッジと件数の表示が消えます。



[image: ]


■ メールナビ

メールによる情報配信を確認できます。



新しい情報がある場合は、
アイコンに赤い印（バッジ）と件数が表示されます。



「すべて既読にする」をタップすると、
バッジと件数の表示が消えます。



[image: ]


3．メニュー（≡マーク）について

画面右上の「≡（三本線）」をタップすると、メニューが表示されます。
表示される内容は以下のとおりです。



・よくあるお問い合わせ
・ユーザー情報設定
・パスワードを変更の方はこちら
・日薬サイト
・会員サイト
・ログアウト

[image: ]


■ よくあるお問い合わせ

よくある質問と回答を確認できます。

[image: ][image: ][image: ]






■ ユーザー情報設定

登録しているメールアドレスを変更できます。





[image: ]




■ パスワードを変更の方はこちら

パスワード変更画面へ移動します。





[image: ]




■ 日薬サイト

日本薬剤師会の一般向けサイトへ移動します。





[image: ]




■ 会員サイト

会員専用サイトへ移動します。





[image: ]




■ ログアウト

アプリからログアウトし、ログイン画面に戻ります。





[image: ]　[image: ]
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会員限定サービス会員限定サービス

日薬
アプリ
誕生!
2026年4月
Start!!

スタート！

Androidを
ご利用の方
Androidを
ご利用の方

iPhoneを
ご利用の方
iPhoneを
ご利用の方

新着情報をプッシュ通知で
リアルタイム受信。

機能2機能2

日本薬剤師会から会員の皆さまへお
届けする新着情報を、プッシュ通知で
即時にお知らせします。重要な情報の
見逃しを防ぎ、必要な情報へすぐにア
クセス可能です。忙しい日常の中で
も、大切なお知らせを確実に受け取る
ことができます。

「日薬メールナビ」で、
重要なお知らせを見逃さない。

機能4機能4

メールでお送りしている日薬メールナ
ビもアプリで一元管理。
最新の薬事情報や行政資料を、より確
実に、より迅速に把握できます。必要
な情報にすぐにアクセス可能です。

会員証の提示、「日薬ニュース」や
「日薬メールナビ」の確認、重要なお
知らせの受信まで、すべてをひとつ
のアプリに集約。
日本薬剤師会公式アプリは、会員の
皆さまの活動をよりスマートに、より
力強く支えます。

会員証も、情報収集も、
リアルタイム通知も、
これひとつ。

デジタル会員証で、
よりスマートに。

機能1機能1

スマートフォンで提示できる
デジタル会員証を搭載して
います。いつでもどこでも
スムーズに利用でき、カード
紛失の心配もありません。
講習会や学術大会などの受付でも迅
速な本人確認が可能となり、会員活動
をより効率的にサポートします。

「日薬ニュース」で、
最新情報をタイムリーに確認。

機能3機能3

ファクシミリで配信している
「日薬ニュース」を、アプリで
いつでも閲覧可能に。移動
中やちょっとした時間でも、
薬剤師業務に直結する最新
情報をスピーディーにチェックできま
す。バックナンバーもまとめて閲覧で
き、情報活用の幅がさらに広がります。
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「日薬アプリ」初期登録マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

版数：v1.0 

作成日：2026 年 4月 23 日 

更新日：初版 

作成者：総務部総務課 

問い合わせ先：support@nichiyaku.or.jp 
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はじめに 

「日薬アプリ」は、日本薬剤師会の会員の方を対象としたアプリです。 

 

本アプリは、「App Store」または「Google Play ストア」からダウンロードしてご利用いた

だけます。 

 

本マニュアルでは、初めてご利用される方が初期登録を完了するまでの手順を説明してい

ます。 

画面の案内にしたがって、順番に操作してください。 

 

なお、本マニュアルは Android 版アプリの画面を用いて説明しています。 

iOS 版をご利用の場合でも操作方法は概ね同じですが、画面表示や一部の操作が異なる場合

がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

このマニュアルでできること 

・日薬アプリの初期登録 

 

準備するもの 

・スマートフォン（iPhone または Android） 

・会員 ID（数字 7桁＋アルファベット 2文字） 

・パスワード 

 ※2025 年 12 月 10 日にルールが変更されています。再設定されていない場合は、事前に

再設定を行ってください。 

・メールアドレス 

・インターネットに接続できる環境（Wi-Fi など） 
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「日薬アプリ」初期登録の流れ 

 

1．アプリをダウンロードする 

「App Store」または「Google Play ストア」で「日薬アプリ」と検索し、ダウンロードし

てください。 
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2．「はじめてログイン」を選択する 

アプリを起動し、「はじめてログイン」を選択してください。 
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3．会員確認 

「日本薬剤師会の会員ですか？」と表示されたら、 

「はい（日薬アプリの利用登録に進みます）」を選択してください。 
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4．利用規約の確認 

『日薬アプリ利用規約』を確認し、 

「会員規約に同意する」にチェックを入れて、「登録を進める」を選択してください。 
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5．情報の入力 

「会員 ID」「パスワード」「メールアドレス」を入力し、 

「メールアドレスを登録する」を選択してください。 

 

【注意】 

・メールアドレスの入力間違いにご注意ください。 

・入力後は必ず内容を確認してください。 

・パスワードは、2025 年 12 月 10 日にルールが変更されています。再設定されていない方

は、事前に再設定を行ってください。 
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6．メールの受信 

入力したメールアドレスに、認証用のメールが送信されます。 
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7．メールの確認 

届いたメールを開き、本文内のリンクをタップしてください。 

 

【注意】 

・メールが届かない場合は「迷惑メールフォルダ」もご確認ください。 

 

 

 

  

11



8．登録完了 

メール内のリンクを開くと、登録が完了します。 

完了後、「ログインに戻る」を選択してください。 

 

【注意】 

・完了画面が表示されない場合は、登録が完了していない可能性があります。 
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9．ログイン 

「会員 ID」と「パスワード」を入力し、「ログイン」を選択してください。 
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10．初期登録完了 

ログインできれば、初期登録は完了です。 
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「日薬アプリ」利用マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

版数：v1.0 

作成日：2026 年 4月 24 日 

更新日：初版 

作成者：総務部総務課 

問い合わせ先：support@nichiyaku.or.jp 
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はじめに 

「日薬アプリ」は、日本薬剤師会の会員の方を対象としたアプリです。 

 

本アプリは、「App Store」または「Google Play」からダウンロードしてご利用いただけま

す。 

 

本マニュアルでは、Android 版アプリの画面を用いて操作手順を説明しています。 

iOS 版をご利用の場合でも操作方法は概ね同じですが、画面表示や一部の操作が異なる場合

がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

このマニュアルでできること 

・日薬アプリの基本的な使い方を確認できます。 

 

準備するもの 

・スマートフォン（iPhone または Android） 

・会員 ID（数字 7桁＋アルファベット 2文字） 

・パスワード 

 ※2025 年 12 月 10 日にパスワードのルールが変更されています。 

  再設定がお済みでない場合は、事前に再設定を行ってください。 

・インターネットに接続できる環境（Wi-Fi など）  
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「日薬アプリ」利用マニュアル 

1．ログイン後の画面について 

ログインすると、画面の下にメニュー（フッター）が表示されます。 

表示される項目は以下のとおりです。 

 

・ホーム 

・お知らせ 

・会員証 

・日薬ニュース 

・メールナビ 
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2．各メニューの説明 

■ お知らせ 

日本薬剤師会からのお知らせを確認できます。 

 

新しいお知らせがある場合は、 

アイコンに赤い印（バッジ）と件数が表示されます。 

 

「すべて既読にする」をタップすると、 

バッジと件数の表示が消えます。 
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■ 会員証 

日本薬剤師会の会員証が表示されます。 

必要に応じてご利用ください。 
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■ 日薬ニュース 

日薬に関するニュースを確認できます。 

 

新しい情報がある場合は、 

アイコンに赤い印（バッジ）と件数が表示されます。 

 

「すべて既読にする」をタップすると、 

バッジと件数の表示が消えます。 
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■ メールナビ 

メールによる情報配信を確認できます。 

 

新しい情報がある場合は、 

アイコンに赤い印（バッジ）と件数が表示されます。 

 

「すべて既読にする」をタップすると、 

バッジと件数の表示が消えます。 
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3．メニュー（≡マーク）について 

画面右上の「≡（三本線）」をタップすると、メニューが表示されます。 

表示される内容は以下のとおりです。 

 

・よくあるお問い合わせ 

・ユーザー情報設定 

・パスワードを変更の方はこちら 

・日薬サイト 

・会員サイト 

・ログアウト 
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■ よくあるお問い合わせ 

よくある質問と回答を確認できます。 
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■ ユーザー情報設定 

登録しているメールアドレスを変更できます。 
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■ パスワードを変更の方はこちら 

パスワード変更画面へ移動します。 
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■ 日薬サイト 

日本薬剤師会の一般向けサイトへ移動します。 
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■ 会員サイト 

会員専用サイトへ移動します。 
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■ ログアウト 

アプリからログアウトし、ログイン画面に戻ります。 
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薬局内掲示用 ドーピング防止カード 利用規約 

 

令和８年３月 

日本薬剤師会 アンチ・ドーピング委員会 

 

■ 目的 

本資材は、薬局で販売されている OTC 医薬品のうち、ドーピング禁止物質が入ってい

ない商品にPOPとして掲示するものです。 

スポーツに取り組む来局者・関係者等が医薬品を購入する際の支援に留まらず、こう

した掲示をきっかけにアンチ・ドーピングに係る相談対応に繋げるなど、スポーツフ

ァーマシストをはじめとした薬剤師の機能発揮の一助となることを目的としています。 

 

■ 使用方法 

1. ドーピング防止カードをダウンロード・印刷し、一枚ずつ切り分けます。 

2. 日本薬剤師会の作成する「薬剤師のためのアンチ・ドーピングガイドブック」の最

新版や、日本版Global-DROを検索し、使用可能医薬品（成分）であるかを必ず確

認してください。 

https://www.globaldro.com/JP/search 

3. 使用可能であると確認できた場合、各薬局において医薬品名・薬局名等を追記して

掲示してください。判断に悩む場合には掲示しないようご留意ください。 

4. 毎年１月１日にアンチ・ドーピング機構の発行する禁止表が更新されます。有効期

限は同年 12 月 31 日までです。漫然と掲示することのないよう、翌年も使用が可

能か必ず確認を行った上で掲示いただくようお願いいたします。 

5. 当該医薬品のみならず、購入希望者がスポーツに取り組んでいることがわかる場

合には、積極的な相談対応をお願いいたします。 

 

■ データ提供方法 

日本薬剤師会会員向けホームページに掲載しています。寒色・暖色どちらも同じデザ

インです。医薬品陳列棚や商品の色合いなどにあわせて、ご利用ください。 

 

■ 使用にあたっての注意点 

1. 文言・デザインの変更・改変を禁止します。 

日本薬剤師会会員に向けた資材であるため、非会員への提供・使用は想定しており

ません。 

都道府県薬剤師会において、各県ご当地ふぁるみんを掲載したカードを作成・使用

する場合、本カードの文言を利用いただくことは差し支えありません。 

2. 本カードの利用によって、購入者及び薬局に何らかの損害が生じたとしても、日本

薬剤師会は一切の責任を負いません。 

3. 購入者に本カードを手渡すことは想定していません。薬局内の掲示に留めてくだ

さい。 

 

以上 
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日頃よりスポーツをする方へ

医薬品名

この医薬品は、世界アンチ・ドーピング機構の定める
禁止表に掲載されている物質を含んでいません
お気軽に薬剤師にご相談ください

年現在 薬局
日本薬剤師会公式キャラクター

ふぁるみん（有効期限 １月１日から 12月 31日まで）

日頃よりスポーツをする方へ

医薬品名

この医薬品は、世界アンチ・ドーピング機構の定める
禁止表に掲載されている物質を含んでいません
お気軽に薬剤師にご相談ください

年現在 薬局
日本薬剤師会公式キャラクター

ふぁるみん（有効期限 １月１日から 12月 31日まで）

日頃よりスポーツをする方へ

医薬品名

この医薬品は、世界アンチ・ドーピング機構の定める
禁止表に掲載されている物質を含んでいません
お気軽に薬剤師にご相談ください

年現在 薬局
日本薬剤師会公式キャラクター

ふぁるみん（有効期限 １月１日から 12月 31日まで）

日頃よりスポーツをする方へ

医薬品名

この医薬品は、世界アンチ・ドーピング機構の定める
禁止表に掲載されている物質を含んでいません
お気軽に薬剤師にご相談ください

年現在 薬局
日本薬剤師会公式キャラクター

ふぁるみん（有効期限 １月１日から 12月 31日まで）

日頃よりスポーツをする方へ

医薬品名

この医薬品は、世界アンチ・ドーピング機構の定める
禁止表に掲載されている物質を含んでいません
お気軽に薬剤師にご相談ください

年現在 薬局
日本薬剤師会公式キャラクター

ふぁるみん（有効期限 １月１日から 12月 31日まで）

日頃よりスポーツをする方へ

医薬品名

この医薬品は、世界アンチ・ドーピング機構の定める
禁止表に掲載されている物質を含んでいません
お気軽に薬剤師にご相談ください

年現在 薬局
日本薬剤師会公式キャラクター

ふぁるみん（有効期限 １月１日から 12月 31日まで）

日頃よりスポーツをする方へ

医薬品名

この医薬品は、世界アンチ・ドーピング機構の定める
禁止表に掲載されている物質を含んでいません
お気軽に薬剤師にご相談ください

年現在 薬局
日本薬剤師会公式キャラクター

ふぁるみん（有効期限 １月１日から 12月 31日まで）

日頃よりスポーツをする方へ

医薬品名

この医薬品は、世界アンチ・ドーピング機構の定める
禁止表に掲載されている物質を含んでいません
お気軽に薬剤師にご相談ください

年現在 薬局
日本薬剤師会公式キャラクター

ふぁるみん（有効期限 １月１日から 12月 31日まで）

日頃よりスポーツをする方へ

医薬品名

この医薬品は、世界アンチ・ドーピング機構の定める
禁止表に掲載されている物質を含んでいません
お気軽に薬剤師にご相談ください

年現在 薬局
日本薬剤師会公式キャラクター

ふぁるみん（有効期限 １月１日から 12月 31日まで）

日頃よりスポーツをする方へ

医薬品名

この医薬品は、世界アンチ・ドーピング機構の定める
禁止表に掲載されている物質を含んでいません
お気軽に薬剤師にご相談ください

年現在 薬局
日本薬剤師会公式キャラクター

ふぁるみん（有効期限 １月１日から 12月 31日まで）
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日頃よりスポーツをする方へ

医薬品名

この医薬品は、世界アンチ・ドーピング機構の定める
禁止表に掲載されている物質を含んでいません
お気軽に薬剤師にご相談ください

日本薬剤師会公式キャラクター
ふぁるみん

年現在 薬局
（有効期限 １月１日から 12月 31日まで）

日頃よりスポーツをする方へ

医薬品名

この医薬品は、世界アンチ・ドーピング機構の定める
禁止表に掲載されている物質を含んでいません
お気軽に薬剤師にご相談ください

日本薬剤師会公式キャラクター
ふぁるみん

年現在 薬局
（有効期限 １月１日から 12月 31日まで）

日頃よりスポーツをする方へ

医薬品名

この医薬品は、世界アンチ・ドーピング機構の定める
禁止表に掲載されている物質を含んでいません
お気軽に薬剤師にご相談ください

日本薬剤師会公式キャラクター
ふぁるみん

年現在 薬局
（有効期限 １月１日から 12月 31日まで）

日頃よりスポーツをする方へ

医薬品名

この医薬品は、世界アンチ・ドーピング機構の定める
禁止表に掲載されている物質を含んでいません
お気軽に薬剤師にご相談ください

日本薬剤師会公式キャラクター
ふぁるみん

年現在 薬局
（有効期限 １月１日から 12月 31日まで）

日頃よりスポーツをする方へ

医薬品名

この医薬品は、世界アンチ・ドーピング機構の定める
禁止表に掲載されている物質を含んでいません
お気軽に薬剤師にご相談ください

日本薬剤師会公式キャラクター
ふぁるみん

年現在 薬局
（有効期限 １月１日から 12月 31日まで）

日頃よりスポーツをする方へ

医薬品名

この医薬品は、世界アンチ・ドーピング機構の定める
禁止表に掲載されている物質を含んでいません
お気軽に薬剤師にご相談ください

日本薬剤師会公式キャラクター
ふぁるみん

年現在 薬局
（有効期限 １月１日から 12月 31日まで）

日頃よりスポーツをする方へ

医薬品名

この医薬品は、世界アンチ・ドーピング機構の定める
禁止表に掲載されている物質を含んでいません
お気軽に薬剤師にご相談ください

日本薬剤師会公式キャラクター
ふぁるみん

年現在 薬局
（有効期限 １月１日から 12月 31日まで）

日頃よりスポーツをする方へ

医薬品名

この医薬品は、世界アンチ・ドーピング機構の定める
禁止表に掲載されている物質を含んでいません
お気軽に薬剤師にご相談ください

日本薬剤師会公式キャラクター
ふぁるみん

年現在 薬局
（有効期限 １月１日から 12月 31日まで）

日頃よりスポーツをする方へ

医薬品名

この医薬品は、世界アンチ・ドーピング機構の定める
禁止表に掲載されている物質を含んでいません
お気軽に薬剤師にご相談ください

日本薬剤師会公式キャラクター
ふぁるみん

年現在 薬局
（有効期限 １月１日から 12月 31日まで）

日頃よりスポーツをする方へ

医薬品名

この医薬品は、世界アンチ・ドーピング機構の定める
禁止表に掲載されている物質を含んでいません
お気軽に薬剤師にご相談ください

日本薬剤師会公式キャラクター
ふぁるみん

年現在 薬局
（有効期限 １月１日から 12月 31日まで）
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2026.5.27 現在 

２０２６年度（令和８年度）年間会議予定 

 

◎総 会  ２回 

第 108 回定時総会 ６月２７日(土) 10：00～17：40 

            ２８日(日)  9：30～15：30 

(ﾎﾃﾙｲｰｽﾄ 21 東京)  [前年度の事業報告・決算等］ 

第 109 回臨時総会 2027 年３月１３日(土)  13：00～17：30 

              １４日(日)  9：30～15：30 

                     (ﾎﾃﾙｲｰｽﾄ 21東京)     [次年度の事業計画・予算等］ 

 

◎理事会  ９回 

 第１回  ４月１４日(火) 13：30～16：30(日薬会議室) 

 第２回   ５月１９日(火) 13：30～16：30(日薬会議室)       [定時総会提出議案等] 

第３回  ６月２６日(金) 11：00～13：00(日薬会議室)          [総会前日] 

 第４回  ６月２８日(日) 総会終了後(ﾎﾃﾙｲｰｽﾄ 21 東京) 

                       [会長・副会長・専務理事・常務理事選定] 

第５回  ７月１４日(火) 13：30～16：30(日薬会議室) 

 第６回  ９月１５日(火) 13：30～16：30(日薬会議室) 

第７回 １２月 ８日(火) 13：30～16：30(日薬会議室) 

 第８回 2027 年１月２６日(火) 13：30～16：30(日薬会議室) 

                                ［臨時総会議案・事業計画・予算案等] 

第９回 2027 年３月１２日(金)  13：30～16：30(日薬会議室)               [総会前日] 

 

◎常務理事会 

毎週火曜、午後１時 30分～４時 30 分（日薬会議室） 

 （GW4/28、総会直後 6/30、お盆 8/11、FIP9/1、学術大会直後 10/13、FAPA11/3、年末年始 12/29、

総会直後 2027 年 3/16 は開催なし）（9/22 は 9/24(木)に変更。2027 年 2/23 は 2/24(水)に変

更） 

 

◎都道府県会長協議会（会長会）４回（内学術大会開催地１回） 

 第１回   ５月２７日(水) 13：30～16：30(日薬) 

第２回   ７月２２日(水) 13：30～16：30(日薬) 

 第３回 １０月１０日(土) 13：30～16：45(ホテル日航新潟４階｢朱鷺 A｣)  [学術大会前日] 

 第４回 2027 年１月１３日(水) 13：30～16：45(日薬会議室)        [同日新年会] 

 

◎その他諸会合等 

  １．第５９回日薬学術大会 １０月１１日(日)～１２日(月･祝)(新潟市 朱鷺メッセ) 

２．日薬賞等選考委員会  ７月１４日(火) 10：30～12：00 

 ３．総会議事運営委員会   ① ５月８日(金) 13：30～15：00 

                           ② 2027 年１月２７日(水) 13：30～15：00 

 ４．総会決算委員会    ６月２６日(金) 14：00～16：30（日薬会議室）  

 ５．新年賀詞交歓会  2027 年１月１３日(水) 17：30～19：00 会長会終了後 

(明治記念館「富士１の間」) 

６．ＦＩＰ国際会議 ８月３０日～９月２日(カナダ・モントリオール) 

７．ＦＡＰＡ学術会議 １１月３日～７日(タイ・バンコク) 
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８年４月（2026年） FIP(8/30-9/2）

1 水 1 金 1 月 1 水 1 土 1 火 FIP（ｶﾅﾀﾞ・ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ）

2 木 2 土 2 火 常務理事会(13:30-16:30） 2 木 2 日 2 水 FIP（ｶﾅﾀﾞ・ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ）

3 金 3 日 憲法記念日  3 水 3 金 3 月 3 木

4 土 4 月 みどりの日 4 木 4 土 4 火 常務理事会(13:30-16:30） 4 金

5 日 5 火 こどもの日 5 金 5 日 5 水 5 土

6 月 6 水 振替休日 6 土 6 月 6 木 6 日

7 火 常務理事会(13:30-16:30） 7 木 7 日 7 火 常務理事会(13:30-16:30） 7 金 7 月

8 水 8 金
総会議事運営委員会（13:30-
15:00）

8 月 8 水 8 土 8 火 常務理事会(13:30-16:30）

9 木 9 土 9 火 常務理事会(13:30-16:30） 9 木 9 日 9 水

10 金 10 日 10 水 10 金 10 月 10 木

11 土 11 月 11 木 11 土 11 火 山の日 11 金

12 日 12 火 常務理事会(13:30-16:30） 12 金 12 日 12 水 12 土

13 月 13 水 13 土 13 月 13 木 13 日

14 火 第１回理事会（13:30-16:30） 14 木 14 日 14 火
日薬賞等選考委員会（10:30-12:00）
第５回理事会（13:30-16:30） 14 金 14 月

15 水 15 金 15 月 15 水 15 土 15 火 第６回理事会（13:30-16:30）

16 木 16 土 16 火 常務理事会(13:30-16:30） 16 木 16 日 16 水

17 金 17 日 17 水 17 金 17 月 17 木

18 土 18 月 18 木 18 土 18 火 常務理事会(13:30-16:30） 18 金

19 日 19 火 第２回理事会（13:30-16:30） 19 金 19 日 19 水 19 土

20 月 20 水 20 土 20 月 海の日 20 木 20 日

21 火 常務理事会(13:30-16:30） 21 木 21 日 21 火 常務理事会(13:30-16:30） 21 金 21 月 敬老の日

22 水 22 金 22 月 22 水
第２回都道府県会長協議会
（13:30-16:30）

22 土 22 火 国民の休日

23 木 23 土 23 火 常務理事会(13:30-16:30） 23 木 23 日 23 水 秋分の日

24 金 24 日 24 水 24 金 24 月 24 木 常務理事会(13:30-16:30）

25 土 25 月 25 木 25 土 25 火 常務理事会(13:30-16:30） 25 金

26 日 26 火 常務理事会(13:30-16:30） 26 金
第３回理事会（11:00-13:00）
総会決算委員会(14:00-16:30) 26 日 26 水 26 土

27 月 27 水
第１回都道府県会長協議会
（13:30-16:30）

27 土 第108回定時総会（10:00-17:40） 27 月 27 木 27 日

28 火 28 木 28 日
第108回定時総会（9:30-15:30）
第４回理事会(15:30-16:00) 28 火 常務理事会(13:30-16:30） 28 金 28 月

29 水 昭和の日 29 金 29 月 29 水 29 土 29 火 常務理事会(13:30-16:30）

30 木 30 土 30 火 30 木 30 日 FIP（ｶﾅﾀﾞ・ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ） 30 水

31 日 31 金 31 月 FIP（ｶﾅﾀﾞ・ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ）

９月

令和８年度　日 本 薬 剤 師 会  　日 程

６月 ７月 ８月５月

FＡＰＡ(11/3～7）

1 木 1 日 1 火 常務理事会(13:30-16:30） 1 金 元日 1 月 1 月

2 金 2 月 2 水 2 土 2 火 常務理事会(13:30-16:30） 2 火 常務理事会(13:30-16:30）

3 土 3 火 FAPA（ﾀｲ・ﾊﾞﾝｺｸ）　文化の日 3 木 3 日 3 水 3 水

4 日 4 水 FAPA（ﾀｲ・ﾊﾞﾝｺｸ） 4 金 4 月 4 木 4 木

5 月 5 木 FAPA（ﾀｲ・ﾊﾞﾝｺｸ） 5 土 5 火
常務理事会(13:30-16:30）
仕事始め 5 金 5 金

6 火 常務理事会(13:30-16:30） 6 金 FAPA（ﾀｲ・ﾊﾞﾝｺｸ） 6 日 6 水 6 土 6 土

7 水 7 土 FAPA（ﾀｲ・ﾊﾞﾝｺｸ） 7 月 7 木 7 日 7 日

8 木 8 日 8 火 第７回理事会（13:30-16:30） 8 金 8 月 8 月

9 金 9 月 9 水 9 土 9 火 常務理事会(13:30-16:30） 9 火 常務理事会(13:30-16:30）

10 土
第３回都道府県会長協議会
（13:30-16:45）（新潟）

10 火 常務理事会(13:30-16:30） 10 木 10 日 10 水 10 水

11 日
第59回日本薬剤師会学術大会
(新潟) 11 水 11 金 11 月 成人の日 11 木 建国記念の日 11 木

12 月
第59回日本薬剤師会学術大会
(新潟)　スポーツの日 12 木 12 土 12 火 常務理事会(13:30-16:30） 12 金 12 金 第９回理事会（13:30-16:30）

13 火 13 金 13 日 13 水
第４回都道府県会長協議会(13:30-
16:45)
新年賀詞交歓会（17:30-19:00）

13 土 13 土 第109回臨時総会（13:00-17:30）

14 水 14 土 14 月 14 木 14 日 14 日 第109回臨時総会（9:30-15:30）

15 木 15 日 15 火 常務理事会(13:30-16:30） 15 金 15 月 15 月

16 金 16 月 16 水 16 土 16 火 常務理事会(13:30-16:30） 16 火

17 土 17 火 常務理事会(13:30-16:30） 17 木 17 日 17 水 17 水

18 日 18 水 18 金 18 月 18 木 18 木

19 月 19 木 19 土 19 火 常務理事会(13:30-16:30） 19 金 19 金

20 火 常務理事会(13:30-16:30） 20 金 20 日 20 水 20 土 20 土

21 水 21 土 21 月 21 木 21 日 21 日 春分の日

22 木 22 日 22 火 常務理事会(13:30-16:30） 22 金 22 月 22 月 振替休日

23 金 23 月 勤労感謝の日 23 水 23 土 23 火 天皇誕生日 23 火 常務理事会(13:30-16:30）

24 土 24 火 常務理事会(13:30-16:30） 24 木 24 日 24 水 常務理事会(13:30-16:30） 24 水

25 日 25 水 25 金 25 月 25 木 25 木

26 月 26 木 26 土 26 火 第８回理事会（13:30-16:30） 26 金 26 金

27 火 常務理事会(13:30-16:30） 27 金 27 日 27 水
総会議事運営委員会(13:30-
15:00)

27 土 27 土

28 水 28 土 28 月 仕事納め 28 木 28 日 28 日

29 木 29 日 29 火 29 金 29 月

30 金 30 月 30 水 30 土 30 火 常務理事会(13:30-16:30）

31 土 31 木 31 日 31 水

令和８年度　日 本 薬 剤 師 会  　日 程

１０月 １１月 １２月 ２月 ３月９年１月（2027年）

3
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担　　当　　業　　務　　等
課　　長 井上忠平

主　　任 宇隨大輔

主　　任 山口真佐子

主　　任 長田瞬平

主　　任 金子さおり

清澤弘文

（派　遣） 幸谷友梨

□総務委員会（総務担当）､□災害対策委員会

◇総会議事運営委員会、◇代議員選挙管理委員会、◇日薬賞等選考委員会

課　　長 鈴木康紀 予算、決算、監査

主　任（併） 瀧本朋昭 出納管理

板垣ひろみ(5月末退職) 会費収納管理

横山淳美 税務申告・納付

大塚高子 薬剤師賠償責任保険・サイバー保険

嘱　　託 梶原ひろみ 休業補償保険・長期休業補償保険、店舗休業補償保険

（派　遣） 佐竹康之 アンチ・ドーピング活動保険、薬剤（商品）補償制度、都道府県薬剤師会向けサイバー保険

共済、医薬品医療機器総合機構拠出金、薬局ローン、薬剤師年金保険残務

◇総会決算委員会　◇共済部　◇薬賠責中央審議会

課　　長 坂田和美 日薬雑誌（電子書籍・アプリ）、ラジオNIKKEI「日薬アワー」

課長補佐 水垣州子 日薬ニュース（定期・号外）の送信・名簿管理、日薬メールナビの企画・運用管理

課長補佐 塩田則子 対外広報全般（一般紙広報含む）、取材受付・調整・当日対応

日薬記者会記者会見（定例・臨時）の開催、厚生日比谷ｸﾗﾌﾞ・厚生労働記者会等対応

公式キャラクターふぁるみんの運用管理、日薬ホームページの保守・管理（コンテンツ管理）、ニュース抜粋

□総務委員会 （広報担当）、□日薬誌編集委員会

課　　長 鵜野玲美 薬学教育・実務実習（薬剤師養成）、試験検査センターを活用した調査、

課長補佐 紅露和之 違法薬物乱用防止対策、感染症対策、国際業務（FIP、FAPA等）

課長補佐（併） 中嶋亮介 学校薬剤師支援、全国学校薬剤師大会の開催協力

主　　任 齋藤真央 職域部会業務（各種調査、研修会の開催等）

主　　任 横田あゆみ □薬学教育委員会、□薬事衛生委員会、□国際委員会

柴崎真佑 ○病院診療所薬剤師部会、〇製薬薬剤師部会､〇農林水産薬事薬剤師部会

〇卸薬剤師部会、〇行政薬剤師部会､〇学校薬剤師部会、○大学教員薬剤師部会

課　　長 新井加奈子 生涯学習（JPALSの運営、JPALS認定薬剤師制度運営、PS、研修シラバス、卒後臨床研修、

課長補佐 中嶋亮介 専門薬剤師制度等）、　日本薬剤師研修センター・薬剤師認定制度認証機構対応

主　　任 安倍純子 学術大会の開催に向けた対応・支援、研究倫理推進・研究倫理審査

主　　任 瀧本朋昭 健康サポート薬局研修事業、研修プラットフォーム保守・運用・管理

山口　慧 □生涯学習委員会（Webテスト試験問題作成小委員会、Webテスト試験問題検証小委員会、Webテスト

受験資格審査小委員会）

□臨床・疫学研究推進委員会

(45名） ■臨床・疫学研究倫理審査委員会、■健康サポート薬局研修委員会、■学術大会委員会

課　　長 小松紀子 医薬品提供体制（含む医薬分業制度）、薬事制度、認定薬局・健康ｻﾎﾟｰﾄ薬局、在宅医療、医療計画

課長補佐 高橋智至 医療・介護制度、医療保険制度、調剤報酬、介護報酬、薬価制度、医薬品産業政策・流通

主　　任 近藤沙織 チーム医療（多職種連携・薬薬連携）、保健・福祉

主　　任 阿部雄太 医薬品販売制度、要指導・一般用医薬品、食品・健康食品、セルフケア・セルフメディケーション、健康増進

阿部愛実 社会保障審(医療保険部会､医療部会､介護給付費分科会､介護保険部会）、中医協

望月勝人 厚生科学審（医薬品医療機器制度部会、地域保健）、薬事審（要指導・一般用医薬品部会､医療機器・体外診断薬部会）

□法制委員会、□医療保険委員会、□薬価基準検討会

□一般用医薬品等委員会、□薬局ビジョン検討委員会、 □地域医薬品提供体制検討委員会 

課　　長 川口美佐 薬事審(薬事分科会、医薬品第一部会、医薬品第二部会、医薬品等安全対策部会)

主　　任 星野実希 医療情報化関係各種検討会、医薬品･医療機器等対策部会、くすり相談担当者会議

岡田隆一 DEM、医療安全、研究助成、ｱﾝﾁ・ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ対策、ｽﾎﾟｰﾂﾌｧｰﾏｼｽﾄ

吉田明生 学術文献・書籍等等管理、文献DB管理、くすり電話相談、ｱﾝﾁ・ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ相談窓口

板垣美咲 高度管理医療機器継続研修、電子お薬手帳、薬局ｻｰﾍﾞｲﾗﾝｽ

齋藤裕太 NSIPS、e薬Link、e薬SCAN、N-Bridge、医療情報化関連各種資料作成

□薬局製剤・漢方薬委員会 、□調剤業務・医療安全委員会、□アンチ・ドーピング委員会

□薬局システム委員会、□DX施策対応委員会、□調査研究委員会

課　長 石川左門

古市大和
（⇑認証業務運営会議の下に設置） 池田澪香

寺田　光
吉村　仁

特任部長 工藤万知

課　　長 三木美江

課長補佐 高木雅史

主　　任 古宮潤一

荒海大希

宮城かれん

　　　日本薬剤師会事務局組織（2026.5.27～）

総
務
課

総
務
部

役員秘書､総会･理事会･常務理事会･都道府県会長協議会設営･記録、正副会長候補者選挙・代議員選

挙、賞勲表彰､人事・労務管理､会印等管理､給与計算､旅費計算､物品管理､会員管理､文書管理､災害優先

電話管理､社名広告､業界誌紙整理、各種規程等管理、予算・税制改正要望取りまとめ、災害対策本部事務

運営、薬剤師綱領・薬剤師行動規範、事業計画・事業報告、会員証発行・管理、書籍斡旋、物品販売、日薬

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの保守・管理（ｻｰﾊﾞｰ保守）、ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱの管理、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ会議ｼｽﾃﾑの保守・管理、JPA文書管

理ｼｽﾃﾑの管理・運営、会員管理ｼｽﾃﾑの保守・管理、会内のｻｰﾊﾞｰの管理、ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄ、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽの管

理、ﾘﾓｰﾄﾜｰｸ保守・管理、役職員のﾊﾟｿｺﾝの保守・管理、ﾊﾟｿｺﾝ不具合、ﾈｯﾄﾜｰｸ障害等の対応、日薬ﾒｰﾙﾅ

ﾋﾞ（ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ）保守・管理、研修プラットフォーム保守・運用・管理 日薬アプリ保守・運用・管理
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０８愛薬会発第２２号 

令和８年５月２７日 

  

各都道府県薬剤師会会長 様 

 

 

第７６回全国学校薬剤師大会実行委員会 

委員長 川邉 祐子 

   （一般社団法人愛知県薬剤師会会長） 

 

 

第７６回全国学校薬剤師大会について（ご案内） 

 

 

時下ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、第７６回全国学校薬剤師大会を別紙要項のとおり開催することとなりましたの

で御案内申し上げます。御多用中誠に恐縮ですが、学校薬剤師の皆様に御参加いただき

たく、御配意の程よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

 1．申込期限 令和８年８月２８日（金)（予定） 

 

 2．申込方法 下記大会案内ページの URL からお申込みください。 

懇親会参加ご希望の方は、事前に懇親会費のお振込みをお願いいたし

ます。 

【第７６回全国学校薬剤師大会案内ぺージ URL】 

https://www.apha.jp/news/entry-12446.html 

 

【振込先】ゆうちょ銀行 〇八九店 当座 0050264 

    記号番号 ００８１０－４－５０２６４ 

   【口座名】一般社団法人 愛知県薬剤師会 

        ※振込人欄に申込時の「お名前」「電話番号」の２点をご入力ください 

        ※※振込手数料は、ご負担をお願いします。 

 

 3．同封書類 ⑴第７６回全国学校薬剤師大会開催要項 

        ⑵第７６回全国学校薬剤師大会チラシ 

                  

【大会事務局】 

一般社団法人愛知県薬剤師会 

愛知県名古屋市中区丸の内 3-4-2 
TEL：052-953-4555 FAX：052-953-4556 
Email：76gakuyakutaikai @apha.jp 

 

○写  
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０８愛薬会発第２２号 

令和８年５月２７日 

 

 各都道府県学校薬剤師会会長 様 

 各都道府県薬剤師会学校薬剤師部部長 様 

 

第７６回全国学校薬剤師大会実行委員会 

委員長 川邉 祐子 

   （一般社団法人愛知県薬剤師会会長） 

 

 

第７６回全国学校薬剤師大会について（ご案内） 

 

 

時下ますます御清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、第７６回全国学校薬剤師大会を別紙要項のとおり開催することとなりましたの

で御案内申し上げます。御多用中誠に恐縮ですが、学校薬剤師の皆様に御参加いただき

たく、御配意の程よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

 1．申込期限 令和８年８月２８日（金)（予定） 

 

 2．申込方法 下記大会案内ページの URL からお申込みください。 

懇親会参加ご希望の方は、事前に懇親会費のお振込みをお願いいたし

ます。 

【第７６回全国学校薬剤師大会案内ぺージ URL】 

https://www.apha.jp/news/entry-12446.html 

 

【振込先】ゆうちょ銀行 〇八九店 当座 0050264 

    記号番号 ００８１０－４－５０２６４ 

   【口座名】一般社団法人 愛知県薬剤師会 

        ※振込人欄に申込時の「お名前」「電話番号」の２点をご入力ください 

        ※※振込手数料は、ご負担をお願いします。 

 

 3．同封書類 ⑴第７６回全国学校薬剤師大会開催要項 

        ⑵第７６回全国学校薬剤師大会チラシ 

                  

【大会事務局】 

一般社団法人愛知県薬剤師会 

愛知県名古屋市中区丸の内 3-4-2 
TEL：052-953-4555 FAX：052-953-4556 
Email：76gakuyakutaikai @apha.jp 
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第７６回全国学校薬剤師大会 開催要項 
 

１． 趣 旨 

  若年者を中心に一般用医薬品の過剰使用問題いわゆるオーバードーズが拡大している

ことから、国は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律を

改正し、本年５月１日から指定濫用防止医薬品の規制を強化しました。学校薬剤師とし

ては、引き続き、児童・生徒へのくすり教育を通じたくすりの適正使用の周知・充実が

教育現場で求められています。 

  また、本大会では健康教育の一環として、三英傑を輩出した愛知県の特色を活かして、

愛知医科大学医学部の植田美津恵教授をお招きして、長寿と言われる徳川家康の健康管

理から学ぶ現代に生かせる健康術についてご講演をいただきます。 

  全国の学校薬剤師が児童・生徒の健康を守る学校保健に係る役割を再認識し、よりよ

い健康教育を推進していくための資質向上が図られることを目的として、本大会を開催

いたします。 

 

２． 主 題 

  生涯を通じて、心豊かにたくましく生きる力を育む健康教育の推進 

～健康教育の充実に向けて学校薬剤師ができること～ 

 

３． 主 催 

公益社団法人 日本薬剤師会  

一般社団法人 愛知県薬剤師会 

 

４． 協 賛 

   一般社団法人 愛知県学校薬剤師会 

 

５． 後 援（予定） 

文部科学省  

愛知県教育委員会  

名古屋市教育委員会 

公益財団法人日本学校保健会  

愛知県学校保健会 

 

６． 日 時 

   令和８年１１月１９日（木） 

   受 付 16:00～ 

   式 典 17:00～19:00 

   懇親会 19:15～20:45 

    ※懇親会のみご参加の場合は18:30～受付いたします。 
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７． 開催形式 

   現地開催のみ 

 

８． 対 象 

   全国の学校薬剤師 

 

９． 会 場 

   名古屋観光ホテル 

    愛知県名古屋市中区錦1-19-30 TEL:052-231-7711（代表） 

 

１０． 日 程 

 16:00     17:00           17:55           18:55         19:15          20:45 

 

１１． 特別講演 

    演 題：戦国武将の健康術 ～徳川家康から学ぶ食と薬～ 

    講 師：愛知医科大学 客員教授 植田 美津恵 氏 

 

１２． 懇親会参加費（19:15～20:45） 

        12,000円／人 

 

    【振込先】ゆうちょ銀行  〇八九店 当座 ００５０２６４ 

         記号番号 ００８１０－４－５０２６４ 

    【口座名】一般社団法人 愛知県薬剤師会 

     ※振込人欄に申込時の「お名前」「電話番号」の２点をご入力ください 

     ※※振込手数料は、ご負担をお願いします。 

 

１３． 申込方法 

     

申込締切までに下記URLから申込をお願いします。 

懇親会参加費は、「12.懇親会参加費」の記載の口座に振込をお願いします。 

◎第76回全国学校薬剤師大会案内ぺージＵＲＬ   

https://www.apha.jp/news/entry-12446.html 

 

    ※全国学校保健・安全研究大会の参加申込については別途ご案内がありますので、

こちらのURLではお申込みできません。お問い合わせ先は「17.その他」をご確認

ください。 

受付 開会式・表彰式 特別講演 閉会式・休憩 懇親会 
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１４． 申込締切 

    令和８年８月２８日（金）（予定） 

 

１５． 宿泊について 

        各自で手配いただきますようお願いします。 

 

１６． 問い合わせ先 

    第７６回全国学校薬剤師大会実行委員会事務局 

    愛知県名古屋市中区丸の内3-4-2 

        一般社団法人愛知県薬剤師会内 

    TEL：052-953-4555 FAX：052-953-4556 

 

１７． その他 

    全国学校保健・安全研究大会に関するご質問は 

   【愛知県教育委員会 教育部保健体育課】へお問合せください。 

     TEL：052-954-6793 

 

１８． アクセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●Niterra日本特殊陶業市民会館、名古屋市音楽プラザからお越しの場合 

   ・JR又は名鉄「金山」駅→「名古屋駅」で地下鉄東山線乗換え→「伏見」駅 

    10番出口より徒歩２分 

   ・地下鉄名城線「金山」駅→「栄」駅で地下鉄東山線乗換え→「伏見」駅 

    8、9番出口より徒歩２分 

   ・タクシーで約15分（約2,000円） 

  ●電車（地下鉄）をご利用の場合 

   ・「伏見」駅より徒歩２分 

    地下鉄東山線「名古屋」駅よりお越しの場合10番出口 

    地下鉄東山線「栄」駅よりお越しの場合8、9番出口 

    地下鉄鶴舞線をご利用の場合8、9番出口 
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